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午前10時０分開会 

 

出 席 議 員（37名） 

２番 永 山 敏 郎 （県民連合立憲） 
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７番 山 口 俊 樹 （  同  ） 
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11番 渡 辺 正 剛 （  同  ） 

13番 外 山   衛 （  同  ） 

14番 脇 谷 のりこ （未来への風） 

15番 松 本 哲 也 （県民連合立憲） 

16番 坂 本 康 郎 （公明党宮崎県議団） 

17番 重 松 幸次郎 （  同  ） 

18番 日 高 博 之 （宮崎県議会自由民主党） 

19番 野 﨑 幸 士 （  同  ） 

20番 武 田 浩 一 （  同  ） 

21番 佐 藤 雅 洋 （  同  ） 

22番 内 田 理 佐 （  同  ） 

23番 後 藤 哲 朗 （  同  ） 

24番 川 添   博 （  同  ） 

25番 荒 神   稔 （  同  ） 

26番 福 田 新 一 （  同  ） 

27番 図 師 博 規 （無所属の会 チームひむか） 

28番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団） 

29番 井 本 英 雄 （自民党同志会） 

30番 岩 切 達 哉 （県民連合立憲） 

31番 丸 山 裕次郎 （宮崎県議会自由民主党） 

32番 中 野 一 則 （ 同 ） 

33番 安 田 厚 生 （ 同 ） 

34番 坂 口 博 美 （  同  ） 

35番 山 下   寿 （  同  ） 

36番 濵 砂   守 （  同  ） 

37番 山 下 博 三 （  同  ） 

38番 二 見 康 之 （  同  ） 

39番 日 髙 陽 一 （  同  ） 

 

 

 

 

 

 

地方自治法第121条による出席者 

知 事  河 野 俊 嗣 

副 知 事  日 隈 俊 郎 

副 知 事  佐 藤 弘 之 

総 合 政 策 部 長  川 北 正 文 
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令和７年６月６日(金) 

 

 

 Ừ    

ủ   これより令和７年６月定例会

を開会いたします。 

 本日の会議を開きます。 

 

 Ừ  

ủ   会議録署名議員に、野﨑幸士

議員、図師博規議員を指名いたします。 

 

 Ừ  

ủ   まず、会期の決定について議

題といたします。 

 本定例会の会期日程に係る議会運営委員長の

審査結果報告を求めます。議会運営委員会、後

藤哲朗委員長。 

ủ 〔登壇〕 おはようございま

す。御報告いたします。 

 去る５月30日の議会運営委員会において、本

日招集されました令和７年６月定例会の会期日

程等について協議いたしました。 

 本定例会に提案されます知事提出議案は合計

15件、その内訳は、補正予算１件、条例10件、

予算・条例以外４件であります。このほか９件

の報告があります。 

 これらの提出議案の内容等を踏まえ、当委員

会において審査した結果、会期は、本日から６

月24日までの19日間とすることに決定いたしま

した。会議日程は、お手元に配付されておりま

す日程表のとおりであります。 

 本定例会は、６月11日から５日間の日程で一

般質問を行います。一般質問終了後、人事案件

を採決し、その他の議案・請願については、所

管常任委員会への付託を行います。６月18日及

び19日の２日間で各常任委員会を開催し、６月

24日、最終日の本会議で、付託された議案・請

願の審査結果報告及び採決を行います。 

 なお、議員から提出される議案の取扱い及び

特別委員会については、日程表に記載のとおり

であります。 

 議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。 

 以上で当委員会の報告を終わります。〔降壇〕 

ủ   議会運営委員長の報告は終わ

りました。 

 質疑の通告はありません。 

 

 Ừ  

ủ   会期についてお諮りいたしま

す。 

 本定例会の会期は、ただいまの議会運営委員

長の報告のとおり、本日から６月24日までの19

日間とすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ủ   御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。 

 本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕 

 

 Ừ ⅛╠ 15 ╕≢  

ủ   次に、お手元に配付のとお

り、知事から、議案第１号から第15号までの各

号議案の送付を受けましたので、これらを一括

上程いたします。〔巻末参照〕 

 

 Ừ  

ủ   ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。 

ủ 〔登壇〕 おはようござ
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 ◎ 一般質問 

○外山 衛議長 これより本日の会議を開きま

す。 

 本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。 

 ただいまから一般質問に入ります。まず、山

内いっとく議員。 

○山内いっとく議員〔登壇〕（拍手） おはよ

うございます。自由民主党、都城選出の山内

いっとくです。本日も傍聴に来ていただき、あ

りがとうございます。宮崎の未来を創るため、

地域・福祉・教育の視点で、県民から届く声を

県政へ届けてまいりたいと思います。 

 本日の目的は、テーマを「教育改革」とし

て、質問を通して、地方の学校の魅力向上に寄

与してまいりたいと思います。 

 現代の教育を取り巻く課題は多岐にわたりま

す。学力格差の拡大は、経済的背景と密接に関

係し、家庭の所得や親の学歴が子供の学習機会

に影響を与え、教師の長時間労働や精神的負担

の増加も深刻です。そして、子供たちの多様性

に対応した教育や、ＩＣＴの活用による格差是

正も求められ、教育現場では、個別最適な学び

と協働的な学びの両立が課題となっておりま

す。また、私立高校無償化の影響により、経済

的負担の差が縮小し、公立高校の魅力が相対的

に低下しています。 

 さらに、併願制度が話題となり、受験生に

とっては多様な進路選択が保障されますが、よ

り公立高校には、教育内容や魅力の向上に加

え、柔軟な制度設計が求められております。 

 そのような中、宮崎県では、進学やより高度

な教育機会を求めて、若者が県外、特に都市部

への大学等へ流出する傾向が続いております。

このような大学の一極集中は、地域の人材流出

と人口減少を加速させ、将来的な地域活力の低

下を招くおそれがあります。 

 県内でも、高等教育機関の充実や、地域に根

差した学びの環境整備が求められております

が、現状では都市圏との格差が大きく、若者や

保護者の選択に影響を与えております。持続可

能な地域づくりの観点からも、大学の地域分散

に向けた政策が必要です。 

 そこで質問します。大学の一極集中に対する

認識を知事に伺います。 

 以上で壇上からの質問を終わり、以後、質問

者席にて質問を行います。（拍手）〔降壇〕 

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。 

 東京をはじめとする首都圏に多くの大学が集

中する状況が、地方の若者の県外流出を招き、

そして、そのまま大学のある場所で就職し、住

み続ける傾向を助長し、地方における人口減少

を加速させる要因の一つとなっております。私

は、国が強い覚悟を持って、こうした社会構造

を変革していくことが必要と考えております。 

 このような中、国は地方創生2.0において、

国全体の持続的な発展のため、人や企業の地方

分散を図ることとしており、産学官の地方移転

に加え、地方大学による人材育成機能の強化や

関係人口の創出に取り組むこととしておりま

す。 

 県では、東京一極集中の是正を図るため、こ

れまでも全国知事会等を通じて、国に対し、企

業の本社機能や大学の地方分散のほか、地方大

学のデジタル分野への定員増に対する支援など

の要望を行ってきたところであります。 

 引き続き、国に対しては、早期に地方分散型

の社会を実現するよう、これらの対応を強く求
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めていくとともに、本県としても、若者の県内

定着に向け、ニーズに応じた魅力ある学びの場

づくりに取り組んでまいります。以上でありま

す。〔降壇〕 

○山内いっとく議員 大学が首都圏に集中する

状況が、地方の若者の県外流出を招く。これを

宮崎に当てはめますと、高校が宮崎市に集中す

る状況が、地方の中高生の市外流出を招いてい

る状況だと考えられます。国に対して対応を強

く求めるだけではなく、県内においても、地方

の学校に目を向けていただくようお願いしたい

と思います。 

 続いて、担い手の育成に関連して幾つか質問

をしてまいります。 

 まず、農業に関してですが、宮崎県では、地

域資源を生かした農業が盛んに行われておりま

すが、後継者不足や収益の不安定などにより、

小規模農業の継続が難しくなっている現状があ

ります。 

 こうした中、農業とほかの仕事やライフスタ

イルを組み合わせた半農半Ｘという生き方が注

目されており、地域に根差した多様な働き方と

して可能性を秘めております。 

 都市部からの移住者を呼び込む観点からも、

柔軟な働き方と農の魅力を結びつける仕組みが

求められます。県としても、小規模農業を一律

に非効率と捉えるのではなく、その多様性と価

値に着目した支援が重要かと考えます。 

 そこで質問します。小規模就農の観点から、

半農半Ｘの取組が重要であると考えますが、県

の取組について、農政水産部長に伺います。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 農業者の減少

や高齢化が進む中、農地を保全し、地域を活性

化していくためには、農業をしながら別の仕事

も行う、いわゆる半農半Ｘの農家など、多様な

担い手の確保が重要であります。 

 このため県では、特に人口減少が進む山間地

域の移住者等を対象に、半農半Ｘへの就農支援

を行っております。 

 具体的には、複合的経営に必要な研修や機

械・施設の整備、販路開拓等の経費を支援する

とともに、就農後は、経営の安定等に向け、県

が配置したサポーターによる、技術面、経営面

などの総合的な指導・助言を行っております。 

 今後とも、農業・農村の振興を図るため、地

域の実情を踏まえながら、多様な担い手の確保

に取り組んでまいります。 

○山内いっとく議員 多様な担い手の確保に取

り組むということですので、対象を移住者だけ

でなく、地元若者にも広げていただきたいと思

います。 

 担い手の育成としては、宮崎県立農業大学校

があります。農業大学校は、地域農業の担い手

育成において重要な役割を果たしております

が、若者の進学先としての魅力は、依然として

大学との比較で見劣りする面があります。 

 進学後の選択肢を広げるためにも、国立大学

などへの編入を可能とするカリキュラムの整備

や、時代のニーズに対応した学科の新設が求め

られます。 

 また、農業に加え、経営やＩＣＴ、環境な

ど、他分野を融合した教育への期待も高まって

おり、将来の多様な農業人材像を見据えた取組

が重要です。県内の若者が県外へ流出せず、地

元で学び、農業の未来を担えるような仕組みづ

くりが急がれます。 

 そこで質問します。農業大学校の魅力向上に

向けた取組について、農政水産部長に伺いま

す。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 県立農業大学
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校は、講義や農場実習に加え、農業法人等への

インターンシップや、学生が販売、会計管理を

行う模擬会社の運営等を通して、生産力、課題

解決力、経営力を育む、実践的な農業者研修教

育施設であります。 

 近年はおおむね定員を確保しておりますが、

今後も学生に選ばれる大学校であり続けるた

め、スマート農業や有機農業など、情勢の変化

に応じたカリキュラムを導入したところです。 

 また、近年は、宮崎大学など４年制大学への

編入を希望する学生が増加しており、進路希望

の多様化に対応するため、大学と連携し、カリ

キュラム等の見直しを検討しております。 

 今後とも、県内高校、大学等と連携し、県立

農業大学校の魅力向上に努めてまいります。 

○山内いっとく議員 カリキュラム等の見直し

を検討するということで、来年、再来年の入学

者は、宮崎大学に編入が可能ということで期待

しております。 

 宮崎県は、再造林日本一を掲げ、全国有数の

木材供給県として、森林資源の循環利用に注力

してきました。その中核を担うのが苗木の安定

的な供給ですが、現場からは、苗木の品質確保

に対する不安の声が寄せられております。 

 苗木の生産量や品質にばらつきが生じてお

り、再造林の着実な推進に支障を来すおそれが

あります。また、需要の高まりに対する生産体

制も課題です。こうした状況を踏まえ、苗木生

産体制の強化や品質向上に向けた県の支援が求

められます。 

 そこで質問します。苗木生産に対する県の支

援について、環境森林部長に伺います。 

○環境森林部長（長倉佐知子君） 再造林を推

進していくためには、品質の良い優良な苗木が

安定的に供給されることが大変重要であると認

識しております。 

 このため県では、苗木生産者に対し、需給動

向に関する情報提供や生産技術の習得・向上を

図るためのスタートアップ研修やスキルアップ

研修、相談員による個別指導等を行っておりま

す。 

 また、コンテナ苗の新規生産者や規模拡大に

取り組む生産者を対象に、自家採穂園の造成や

生産施設整備を支援するとともに、コンテナ苗

生産経費の一部を助成するなど、施策の充実を

図っているところです。 

 再造林率日本一を目指す本県としましては、

今後とも、苗木の安定供給体制の構築など、必

要な施策を推進してまいります。 

○山内いっとく議員 安定供給体制の構築を

行っていくということで、安心しました。 

 林業は、森林資源の循環利用やカーボン

ニュートラルの実現に向けて重要性が高まって

おり、担い手の育成が喫緊の課題となっており

ます。 

 こうした中、宮崎県では、平成31年にみやざ

き林業大学校を開校し、即戦力となる林業人材

の育成に取り組んできました。しかし、担い手

の定着やキャリア形成を見据える上で、教育内

容であるカリキュラムの実効性や、修了生の就

職先の多様性・安定性が重要です。将来的な林

業の担い手を確保するためにも、カリキュラム

の質と就職支援体制の充実が求められておりま

す。県としてどのような方向性で人材育成を進

めるのか注目されています。 

 そこで質問します。みやざき林業大学校のカ

リキュラムと修了生の就職先について、環境森

林部長に伺います。 

○環境森林部長（長倉佐知子君） みやざき林

業大学校では、新規就業希望者が受講する１年
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間の長期課程において、森林・林業に関する基

礎的な学習やチェーンソーの取扱いなど17の資

格取得に加え、ドローン操作等の技術習得に取

り組んでおります。 

 また、令和６年度の長期課程修了生は、就業

に向けたインターンシップ等を経て、林業事業

体などに18名が就職し、２名が自営で林業に従

事しております。 

 そのほか、短期の研修コースでは、現場技能

者としての技術向上研修や低コスト林業の研修

などを実施し、長期課程修了生を含め、林業従

事者のスキルアップを図っているところであり

ます。 

 引き続き、林業事業体等と連携しながら、即

戦力となる人材の確保・育成を図ってまいりま

す。 

○山内いっとく議員 ２名が自営で林業に従事

しているということで、幅広い就職先があるこ

とが確認できました。 

 続きまして、水産業について伺ってまいりま

す。 

 全国的に漁業者の高齢化や後継者不足が深刻

化する中、宮崎県でも同様の課題が指摘されて

おります。 

 本県は、黒潮の恵みにより多様な魚種に恵ま

れ、沿岸漁業や定置網漁業など、地域ごとの特

色ある漁業が展開されておりますが、漁業の担

い手確保や消費者への魅力発信が十分でないと

の声もあります。 

 持続可能な漁業のためには、所得の安定に加

え、若者にとって魅力のある職業として、漁業

のイメージを向上させることが不可欠です。地

魚のブランド化や観光との連携、水産教育の充

実など、様々な視点からのアプローチが求めら

れています。 

 そこで質問します。宮崎県漁業の魅力づくり

について、農政水産部長に伺います。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 本県では、漁

獲量日本一を誇る近海カツオ一本釣りの初カツ

オをはじめ、日向灘が育む多種多様な水産物が

水揚げされています。 

 漁業就業者確保の第一歩として、まずは、こ

のような漁村地域ならではの水産物の魅力に触

れてもらうことが重要であることから、南九州

大学と共同での商品開発や、小中学校を対象と

した料理教室の支援など、魚を通した食育に取

り組んでおります。 

 また、青島漁港などでは、漁港用地等を有効

活用し、観光客への水産物販売や漁業体験など

を通した漁村のにぎわい創出に取り組んでおり

ます。 

 今後とも、関係機関と連携し、多様性に満ち

た魅力ある漁業・漁村づくりを進めてまいりま

す。 

○山内いっとく議員 今後の多様性に満ちた魅

力ある漁業・漁村づくりに期待しております。 

 では、工業・技術者について少し伺います。 

 宮崎県では、半導体関連企業の進出や設備投

資が進む中で、それを支える人材の育成と確保

が重要な課題となっております。 

 しかし、現場からは、「半導体人材とはどの

ような人材なのか」という基本的な定義や、求

められるスキル像が十分に共有されていないと

の声も聞かれます。 

 製造オペレーターから技術開発、品質管理、

設備保全まで、求められる人材像は多様であ

り、県としても、その整理と明確化が求められ

ています。今後の教育・訓練体制づくりの前提

として、この点の整理が不可欠です。 

 そこで質問します。半導体人材の育成や確保

- 99 -



令和７年６月13日(金) 

 

について、商工観光労働部長に伺います。 

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 九州で半

導体関連産業の集積が進む中、本県において

も、みやざき半導体関連産業人材育成等コン

ソーシアムを中心に人材確保に取り組んでおり

ますが、半導体は、設計から組立て、テスト等

の各工程を、工程ごとに企業が分業しているこ

とに加え、装置製造等の関連企業も多く、求め

られる人材は様々であります。 

 このため、現在、コンソーシアムでは、県内

企業が自ら行うリスキリングを支援するほか、

企業の技術者を宮崎大学大学院の特別講義に派

遣するなど、高度人材の育成に取り組むととも

に、半導体への関心を高めるための親子向け工

作イベントや、中高生向けの出前授業なども実

施しております。 

 引き続き、企業の人材ニーズを丁寧に把握す

るとともに、教育機関等との連携をさらに深め

ながら、人材の育成・確保に努めてまいりま

す。 

○山内いっとく議員 製造技術者から開発、品

質管理まで、求められる人材は多岐にわたり、

単一のスキルだけではなく、柔軟な対応力も必

要です。 

 大学院でのリスキリングは、開発者など技術

者に関わると考えられますが、現役労働者のス

キル更新やキャリアチェンジを支援するリスキ

リングの取組も不可欠となっています。 

 県立産業技術専門校では、こうした多様な

ニーズに対応すべく、実践的な教育カリキュラ

ムの充実と、リスキリング支援の充実に努めて

いく必要があるのではないかと考えます。 

 そこで質問します。半導体人材育成に向けた

県立産業技術専門校の取組について、商工観光

労働部長に伺います。 

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 県立産業

技術専門校は、業界の実態に応じた実践的カリ

キュラムにより、将来の産業を担う中核的な技

能者育成を目的に設置しており、現在、電気設

備科など４つの訓練科において、２年課程の職

業訓練を実施しております。 

 また、修了生の就職率はほぼ100％であり、

県内就職率も８割を超えるなど、専門的な知識

や技能、資格を備えた人材を、県内のものづく

り業界へ輩出しているところであります。 

 専門校の運営に当たっては、毎年、業界団体

等と意見交換を行い、ニーズに応じた訓練内容

の見直しやカリキュラムの強化を図っておりま

すが、議員御指摘の半導体人材の育成につきま

しては、今後、関連企業の具体的なニーズを把

握した上で、専門校の担うべき役割などを研究

してまいります。 

○山内いっとく議員 そもそも本県に必要な半

導体人材の定義が分からない状況です。具体的

なニーズ把握は、コンソーシアムをつくる段階

で必要だったのではないでしょうか。半導体人

材を育成したが、県内に就職先がないというよ

うな状況がないようにお願いしたいと思いま

す。 

 先ほど水産業について質問いたしましたが、

担い手に関する質問を忘れておりましたので、

ここで質問させていただきたいと思います。 

 水産業の担い手育成には、高等水産研修所と

海洋高校があります。研修所を含む水産関連施

設の老朽化が進んでおり、県は、水産試験場の

機能を高等水産研修所と県水産振興協会に分散

移転する再編案を明らかにしました。これによ

り、研究体制の強化と効率化を図る計画となっ

ております。 

 若年層の水産業への関心を高め、専門的な技
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術や知識を習得させることが喫緊の課題です。

研修所は知事部局に属し、水産高校は教育委員

会の所管であるため、制度的な連携強化や実践

的な教育機会の拡充、人材確保に向けた取組が

重要となってきます。 

 そこで質問します。高等水産研修所の取組に

ついて、農政水産部長に伺います。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 高等水産研修

所は、漁業技術の習得や海技士の資格取得な

ど、即戦力となる漁業者を育成しており、漁業

担い手の確保に向けて、引き続き安定した入所

生の確保が必要となっております。 

 このため、総合型選抜試験の導入、内陸部も

含めた学校訪問、オープンスクールの開催など

に取り組んでおります。 

 また、無線免許取得や潜水訓練で連携してい

る宮崎海洋高校をはじめ、漁業団体や労働組合

なども交えた意見交換会を開催し、担い手確保

の取組や課題を共有するとともに、連携した対

策を検討しております。 

 今後とも、水産試験場との統合による教育機

能の強化を含め、効果的な漁業担い手の確保に

関係機関と一体となって取り組んでまいりま

す。 

○山内いっとく議員 今後とも、海洋高校と連

携した取組を検討していくということですの

で、期待しておきたいと思います。 

 続きまして、福祉分野について伺います。 

 65歳以上の老年人口が増加していることや、

平均在院日数の増加など国が定める数値の影響

等により、第７次医療計画策定時よりも、５つ

の医療圏、宮崎東諸県、都城北諸県、延岡西臼

杵、西都児湯、西諸で、基準病床数が増加して

おります。 

 逆に、政府の医療施設調査によると、病院の

病床数は、令和５年度で１万7,815床であり、

令和４年度の１万8,177床から減少しておりま

す。看護師不足による病床数減少が懸念されて

おるところです。 

 そこで質問します。病床確保の現状と今後の

方向性について、福祉保健部長に伺います。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 基準病床数

は、二次医療圏ごとに整備できる病床数の上限

としているもので、病床利用率等を踏まえます

と、本県の病床は充足しているものと考えてお

ります。 

 しかしながら、病床機能に着目しますと、高

齢患者の増加に伴い、急性期病床が過剰である

一方、回復期病床が不足しております。 

 そのため、病床の確保に当たりましては、基

準病床数の範囲内で、限られた医療資源を有効

活用する考え方の下、地域医療構想調整会議で

しっかりと議論を行いながら、急性期から回復

期への病床機能の転換など、地域に必要とされ

る病床の確保に努めてまいります。 

○山内いっとく議員 病床確保についても課題

があり、転換が必要ということが分かりまし

た。 

 福祉の担い手育成としては、宮崎県立看護大

学があります。本県の保健・医療・福祉の充実

に貢献することを目的に、地域に根差した優秀

な看護師の育成を目指しております。 

 県内では高齢化が進み、医療・介護ニーズが

増加している一方で、看護師の県内就職率向上

が重要な課題となっております。 

 近年は、県外への進学や就職が相対的に多

く、県内医療機関との連携強化や大学入試の推

薦枠の増加など、県内就職を促進する施策が求

められております。こうした背景を踏まえ、県

として看護大学の県内就職率向上に向けた具体
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的な取組が期待されております。 

 そこで質問します。宮崎県立看護大学の県内

就職率をさらに向上させるべきと考えますが、

県の考えを福祉保健部長に伺います。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 県立看護大学

における県内就職率の向上は大変重要な課題で

あり、入学前から在学中、就職に至るまで、総

合的に取り組む必要があると考えております。 

 このため、学長による高校訪問や推薦入学生

への入学前のスタートアップ講座をはじめ、県

内就職への意識醸成を目的としたキャリア教育

を低学年から必修化するとともに、県内医療機

関へのバスツアーの開催や合同就職説明会な

ど、県内就職率向上のため様々な取組を行って

おります。 

 県内の医療機関等で活躍する人材を一人でも

多く輩出していくため、これまでの取組を評価

分析するとともに、県内高等学校・医療機関等

の関係機関と連携しながら、効果的な対策に取

り組んでまいります。 

○山内いっとく議員 県立看護大の令和５年度

の県内就職率は45.6％で、数年前よりも上がっ

ており、大学入試の推薦枠に比例しているよう

にも感じるところです。推薦枠をさらに増加す

るなどの検討も含めて、県内就職率アップに向

けて取り組んでいただきたいと思います。 

 続きまして、教育改革について伺ってまいり

たいと思います。 

 宮崎県では、少子化の進行に伴い、高校生の

数が減少し続けており、県立高校の教育環境や

運営体制の見直しが急務となっております。こ

れに対応するため、宮崎県立高等学校教育整備

基本方針が令和７年３月に改定されました。 

 多様な進路希望に応えられる教育内容の充実

や、地域の実情に即した学校運営が求められて

おります。また、ＩＣＴ教育の推進や特色ある

学科設置などを通じて、県立高校の魅力向上も

重要な課題です。こうした現状を踏まえ、県立

高校の将来像を明確に描き、持続可能な教育体

制の構築が必要とされております。 

 そこで質問いたします。今後の県立高校の将

来像について、教育長に伺います。 

○教育長（吉村達也君） 教育委員会では、生

徒数の減少や就学支援金制度の拡充等による進

学状況の変化に対応するため、昨年度、宮崎県

立高等学校教育整備基本方針を改定いたしまし

た。 

 本方針に基づき、高校教育の質の向上を図

り、魅力や活力ある教育を推進するために、Ｉ

ＣＴを活用した遠隔授業や、社会や産業の変化

に対応し最新ＤＸを活用した産業教育、地域全

体で子供たちの成長を支えていくコミュニ

ティ・スクールの推進、新しい学科の設置によ

る地域に必要な人材の育成など、将来を見据え

て取り組んでいるところであります。 

 少子化が著しく、高校無償化の流れも加速し

ていることから、スピード感を持って対応して

まいります。 

○山内いっとく議員 教育長もスピード感を

持って対応してまいりますということですの

で、ぜひスピード感を持って対応していただき

たいなと思っているところです。 

 これまで立地のよい伝統校や大規模校を中心

にＳＳＨやＳＧＨが指定され、地域の高校は活

力を失ってきている現状があります。各学校の

努力ではどうにもならない状況であり、「現場

の教員としては、できることはやっているん

だ。制度や仕組みの行政の責任ではないか」と

いう現場の声もあります。 

 そのため、県内の普通科高校が連携を深め、
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教育資源や特色あるカリキュラムの共有を図る

取組が重要であると考えます。こうした連携

は、学校の魅力を高めるとともに、生徒の多様

な学びのニーズに応え、地域の教育環境の充実

に寄与するものと期待されております。連携強

化により、持続可能な高校教育の実現が求めら

れております。 

 そこで質問します。県立高校の魅力向上に向

けた学校間連携の取組について、教育長に伺い

ます。 

○教育長（吉村達也君） 県立高校の大きな魅

力の一つは、学科の枠を超えた学校間連携であ

ります。 

 みやざきＳＤＧｓ教育コンソーシアム、略し

てＭＳＥＣフォーラムでは、延べ19校1,000人

以上の生徒と教員が一堂に会し、探究的な学び

の成果発表や意見交換を行うことにより、生

徒・教員ともに学びが深まっており、全国規模

のコンテストでも優秀な成績を収めておりま

す。 

 さらに今年度からは、全ての県立高校の生徒

の学習意欲と学力の向上を図るため、オンライ

ン配信も活用した学習セミナー等を計画してお

り、生徒が学校の垣根を越え、切磋琢磨できる

環境を提供することとしております。 

 今後とも、県立高校間での連携を深めるとと

もに、これらの取組を発信することにより、各

学校のさらなる魅力向上を図ってまいります。 

○山内いっとく議員 ＭＳＥＣフォーラム、ぜ

ひ私も見てみたいなと思ったところです。ま

た、今年度、学習セミナー等を新たに計画する

ということですので、さらなる学校の魅力向上

を期待してまいりたいと思うところです。 

 宮崎県内では、少子化の進行により、特に地

方部を中心に、普通科高校の定員割れが深刻な

課題となっております。 

 一方で、少人数指導やきめ細やかな進路指導

を通じて、国公立大学や難関私立大学への合格

実績を上げるなど、充実した教育が行われてお

ります。こうした実績は、生徒の努力に加え

て、地域に根差した学校の教育力のあかしとも

言えます。 

 しかしながら、定員割れが続けば、学校の存

続や教育の質にも影響を及ぼしかねません。県

として、各校の成果を広く発信し、地域や保護

者の信頼をさらに高める必要があります。 

 そこで質問します。中山間地域の高校の合格

実績について、教育長に伺います。 

○教育長（吉村達也君） 中山間地域における

普通科高校においては、少人数できめ細やかな

指導ができる環境を生かし、入学時から一人一

人の潜在的能力を見いだすとともに、質の高い

学習を通して段階的に学力を伸ばすなど、生徒

の進路実現につながる工夫をしております。 

 さらに、地元自治体の協力による遠隔学習や

公設塾の設置など、生徒や保護者のニーズに応

じた学びができるよう取り組んでおります。 

 このため、都市部の高校と比較しましても、

国公立大学の合格実績に大きな差はなく、毎

年、難関大学・学部へ一定数の合格者を輩出し

ております。 

○山内いっとく議員 合格実績は、地方の学校

と都市部の学校で比較しても変わらないと。指

導者は転勤もあり、指導力は優れているわけで

す。地方の学校で十分指導ができることを、

しっかりと県からも周知していただきたいと思

います。 

 県としては、学校名は出せない、各学校で周

知をということでありましたが、学校現場では

やってきており、現場だけでは限界なんです。
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今は、私立と生徒の奪い合い、全国と生徒の奪

い合いになっています。学校間連携を図り、

チーム公立で対応していただきたいと思いま

す。 

 続いて、現在、関東で私服登校できる高校は

133校あります。私服登校できる高校といえ

ば、定時制・通信制の高校を本県では思い浮か

べますが、何と133校のうち93校が全日制の高

校となっており、校則改革が進んでいることが

分かります。 

 しかし、校則の自由化は偏差値が高い高校を

中心に行われており、私服登校できる全ての高

校の平均偏差値は約60です。少子化の中、まず

は県内全域で標準服にしてはどうかと思いま

す。タブレットなどの教材費がかかり、部活動

でも移動着や練習着をそろえ、入学時に20万円

前後の経済的負担がかかります。 

 そこで質問します。県立高校における経済的

負担軽減のため、県内統一した標準服の導入に

ついて、教育長に伺います。 

○教育長（吉村達也君） 県立高校では、保護

者の経済的な負担軽減を図るため、入学時に購

入する教材等の限定のほか、通学用バッグや靴

の指定を廃止するなど、様々な取組を行ってお

ります。 

 また、制服につきましては、経済的な負担軽

減や暑さ対策等のため、既にポロシャツを導入

している学校や、今後の導入について検討して

いる学校もあります。 

 なお、制服の選定や見直しにつきましては、

保護者や学校関係者からの意見を聴取した上

で、決定することが望ましいとされているた

め、県内で統一した標準服を導入することは難

しいと考えております。 

○山内いっとく議員 日南市では、標準服とい

うのが導入されております。先ほどポロシャツ

の話もありましたが、１着5,000円以上かかり

ます。制服をはじめ校則で縛ることが、自由な

都市部への憧れになり、県外流出の一因でもあ

るのではないかと考えるところです。我々大人

も自由な発想が必要ではないでしょうか。 

 続いて、部活動に関連して伺ってまいりま

す。 

 これまで学校教育の一環として位置づけられ

てきた部活動は、生徒の健全育成や学校の活性

化に大きく寄与してきました。しかしながら、

教員の働き方改革の一環として、部活動の地域

移行が全国的に進められており、宮崎県におい

ても、その対応が求められております。 

 特に中山間地域や過疎地域では、指導者や活

動場所、参加生徒の確保が難しいという現実が

あり、円滑な移行には多くの課題が存在してい

ます。 

 また、地域団体やスポーツ協会との連携、財

政的支援の在り方なども重要な論点です。子供

たちの豊かな学びの場を維持するためにも、地

域と学校が連携して取り組む必要があります。 

 そこで質問します。部活動の地域移行におけ

る現状と課題について、教育長に伺います。 

○教育長（吉村達也君） 活動の地域移行につ

きましては、生徒の幅広い活動機会の確保や

ニーズに対応するため、現在、各市町村におい

て、関係者で構成する協議会の設置や、移行に

向けた方針・計画の策定等を行っており、宮崎

市、小林市、えびの市では、国のモデル事業指

定を受け、地域移行に向けて具体的な取組が先

行しております。 

 教育委員会では、各市町村のコーディネー

ター等を対象とした研修会や、県民への周知を

図るためのシンポジウムの開催、また、指導者
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の確保を目的とした人材バンクを立ち上げるな

ど、各市町村の実態に応じた支援に取り組んで

おります。 

 なお、課題としましては、各市町村の取組に

差があることや、指導者や運営経費の確保等が

挙げられます。 

○山内いっとく議員 課題の一つに、スポーツ

指導現場において、指導者による体罰やハラス

メントなどの不適切な指導があります。生徒の

健全な育成のためには、指導者の資質向上が不

可欠であり、適切な知識と倫理観を備えた人材

の育成が求められます。 

 宮崎県においても、学校部活動の地域移行が

進む中で、外部指導者の活用が増加することが

予想され、誰がどのように指導者を育成・管理

し、問題が生じた場合にどこが対応するのか、

明確な仕組みが必要です。指導者の信頼性が問

われる中、県としてどのように資質向上を図っ

ていくのかが重要な課題です。 

 そこで質問します。スポーツ指導者の資質向

上に向けた取組について、教育長に伺います。 

○教育長（吉村達也君） 教育委員会では、ス

ポーツに関わる指導者の資質向上のために、学

校の教職員だけではなく、会計年度任用職員の

部活動指導員やボランティアの外部指導者に加

え、地域スポーツの指導者等を対象に、指導力

向上のほか、コンプライアンスの遵守や事故防

止等に関する研修を毎年実施しております。 

 研修では、専門家を招き、不適切な指導例の

共有やその対策、また様々な事故を未然に防止

するための対応を指導していただくなど、実際

の現場で生かせる内容となっております。 

 今後、より多くの地域スポーツ指導者の参加

を促し、部活動の地域移行に向けた方向性や課

題の共有を図り、議論を深めていきたいと考え

ております。 

○山内いっとく議員 ぜひ議論を深めていただ

きたいと思います。 

 県立学校の定員割れが続く中、若者にとって

魅力のある進学先となるよう、学校の特色づく

りが求められております。 

 特に普通科ですが、特色を出すためにも、同

じ学校に長くいたいと思う先生は、結果的に10

年在籍するのではなく、計画的に10年在籍する

仕組みも必要だと考えます。 

 部活動強化指定校やスーパーティーチャーの

制度がありますが、普通科高校にそのような先

生方を配置し、安心して働ける環境をつくり、

中学生を勧誘できる体制づくりが重要だと考え

ます。 

 そこで質問します。競技力強化指定校の設置

や指導教諭の配置について、教育長に伺いま

す。 

○教育長（吉村達也君） 議員御指摘のとお

り、競技力強化指定校の設置や指導教諭の配置

は、県立学校の魅力向上に資するものと考えて

おります。 

 しかしながら、強化指定校を任せられる指導

者や指導教諭には限りがあることから、配置が

固定化している状況もあります。 

 このため教育委員会では、引き続き研修の充

実や魅力ある優れた人材の確保など、多様な専

門性を有する教職員の育成を図り、適切に配置

していくことで、県立学校の魅力を高めてまい

ります。 

○山内いっとく議員 強化指定校を任せられる

指導者は限られているということでしたが、新

任の教師は情熱を持っております。新任でベス

ト４まで部活動で指導される方もいます。今の

仕組みでは、せっかく結果を出しても、いつ転
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勤になるか分からない状況です。ぜひ地方にや

る気のある先生を配置し、魅力向上に努めてい

ただきたいと思います。 

 教員不足が言われておりますが、講師につい

ても以前から言われております。以前と比較し

ますと、待遇が改善され、10数年同じ学校にお

り、教務副主任をされている方もおります。 

異動のない働き方は、学校にも愛着が湧き、

学校の魅力づくりにもなるのではないかと期待

しているところです。 

 しかし、小学校の教員採用試験の倍率は下が

り、また、依然として講師不足の現状は変わっ

ておりません。そもそも講師登録の方法が、ど

こに配属されるか３月にならないと分からない

状況であり、学校から打診がない限り、どこの

学校が募集しているかも分からず、求人票から

企業を選べる一般社会とは違う状況になってお

ります。 

 そこで質問します。講師不足の現状や講師登

録について、教育長に伺います。 

○教育長（吉村達也君） 小中学校における令

和７年５月１日時点での臨時的任用講師の不足

数は、任用希望者への連絡時期の早期化等もあ

り、昨年度より減少し、56名となっておりま

す。 

 希望者の意向に即した任用につきましては、

現在の講師登録システムにおいて、希望する校

種、教科、勤務地等を登録できるようになって

おり、各学校は、その登録情報を基に、臨時講

師の任用を行っております。 

 なお、マッチングを円滑に行うために、学校

の募集状況を早めに公表することについては、

全体の人事も勘案の上、先進県の取組も参考に

検討してまいりたいと考えております。 

○山内いっとく議員 昨年よりは改善している

ということで、少し安心はしました。また、学

校の募集状況を事前に公表することは可能とい

うことですので、講師の視点から見て、どの学

校を希望するのかというのが分かりやすいよう

に、講師登録の仕組みを改善していただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

 続いて、少子化により県立高校の定員割れが

深刻化する中、学校の魅力向上と、地域の特色

を生かした学科の新設が注目されております。 

 近隣の熊本県では、県立高森高校に「マンガ

学科」を設置し、地元出身の著名漫画家との連

携やコンテンツ産業への進路支援により、生徒

募集の安定や地域活性化にも寄与しておりま

す。 

 ほかにも、「半導体情報科」は、半導体技術

と情報技術を融合させた学科で、先端技術に関

する知識と技能を学ぶことができたり、「伝統

建築コース」は、日本の伝統的な建築技術を学

ぶコースで、宮大工などの職人技術を継承する

人材育成を行うなど、全国的にも珍しい学科が

熊本県にはあります。 

 宮崎県においても、先進的な取組を検討する

余地は十分にあると考えます。生徒一人一人の

多様な可能性に応える教育の場として、新たな

学科設置に対する柔軟な発想が求められます。 

 そこで質問します。県立高校の学科新設につ

いて、斬新なアイデアと教育長の経験をお持ち

の日隈副知事に伺います。 

○副知事（日隈俊郎君） 少子化が進展する

中、県立・私立を問わず、各高校の入学生確保

の競争はさらに激化してくるものと思います。 

 本県の県立学校で申し上げますと、これま

で、サイエンス科やフードビジネス科などの設

置、さらには、令和８年度に飯野高校に「みら

い探究科」を、令和９年度に高千穂高校に「地
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域ビジネス創造科」をそれぞれ新設すること等

の取組を行っているところであります。 

 しかしながら、他県の例を見ますと、九州管

内でも、お話にありましたように、熊本県立高

森高校の「マンガ学科」、佐賀県立唐津青翔高

校の「ｅスポーツ学科」といった思い切った学

科が新設されるなど、県内はもとより、他県か

らも多くの入学希望者を引きつける、そのよう

な魅力的な動きも出てきております。 

 本県におきましても、地域の学びを維持して

いくためには、県立高校の魅力向上を図ること

は大変重要な課題であります。学科新設に当た

りましては、本県の将来における教育施策のビ

ジョンをしっかり描き、魅力や評価の向上が図

れるよう検討していくことが必要であると考え

ております。 

○山内いっとく議員 副知事も触れましたが、

熊本では「マンガ学科」、佐賀県では「ｅス

ポーツ学科」ができるということです。 

 例えば「ＡＩ学科」などをつくり、世の中を

変えるくらいの発想を持っていただきたいなと

思っているところです。 

 ほかにも、通学とリモートのハイブリッド高

校や、高大連携による高校内大学的な発想など

もあるかと思います。みやざき大使には芸能人

も多くおられますが、みやざき大使が毎週講師

として来られるような「メディア戦略科」と

か、高校生で社長になれる「起業科」とか、地

域の魅力を紹介する「ユーチューバー科」な

ど、ぶっ飛んだ発想も面白いのではないでしょ

うか。 

 時代は令和です。昭和の発想ではなく、令和

の発想で、ぜひ新しい学科の新設に向けて取り

組んでいただきたいなと思うところです。 

 「未来を創る、地域で育てる。県立高校を、

地域の知の拠点へ」という思いで、地方の学校

を本気で考えていただきたいなと思うところで

す。 

 先ほどから言いますが、県内では、少子化の

進行により、地域の小規模高校の存在が危惧さ

れている状況が続いております。中山間地域な

どに立地する学校は、地域の教育機会の確保だ

けではなく、若者が地域に残るための重要な基

盤でもあります。 

 一方で、県外・都市部への進学志向や私立高

校の魅力向上、高校無償化の影響もあり、地元

高校の定員割れが課題となっております。ま

た、公立高校の併願制の導入により、受験の選

択肢が広がる一方、地域校にとっては、受験生

の流出という新たなリスクも生じております。 

 先週、文部科学省は、高校教育の改革計画を

新たに策定する方針を固めました。高校改革推

進事業として、教員拡充や指導体制の充実、学

校間の連携強化など、公立高校の魅力向上を図

り、公立離れを防ぐということです。 

 まさに今回質問してきたことなどを、国も同

様に考えているわけです。今後の地域づくりを

考える上でも、小規模校の存在意義や役割につ

いて、県としての方針が求められます。 

 そこで質問します。地域の小規模校の存続に

対する考えについて、知事に伺います。 

○知事（河野俊嗣君） 地域における県立高校

は、地域コミュニティーの核として、また、地

方創生の推進力としての役割や期待も増してお

りまして、地域の持続的な発展を支える人材育

成の中心となることが期待されているものと考

えております。 

 私も県民の皆様との対話集会として、以前は

「知事とのふれあいフォーラム」という名前

で、現在は「知事との本音トーク」という名前
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で実施しておりますが、その中で、県立高校の

生徒と地元に対する思いなどを語り合う機会が

あります。 

その際、高校生が明確な問題意識を持って

堂々と発言している姿に感銘を受け、自分の高

校時代には、そこまでの考えであったり、また

発表というのはできなかったのではないかと、

大変感心しております。地域課題解決に参画

し、地域を支えていく人材として、大変頼もし

く感じました。 

 少子化等により生徒数が減少する中、県立高

校の在り方につきましては、地域の現状やニー

ズ等を十分に踏まえ、本県の高校生にとって、

よりよい教育環境を継続して提供していくとい

う観点から、検討を深めていく必要があると考

えております。 

○山内いっとく議員 検討を深めるということ

で、さらなる地域・地方の学校の魅力づくり、

存続に向けて、いろいろ検討し、協議を進めて

いただきたいと思います。 

 私は、地方の公立高校の存続に強い危機感を

持っております。これまで公立を応援していた

方々からも、「もっと私立に行きやすく」とい

う声をいただきます。 

私立は、臨機応変に、学科を変えたり、部活

動を強化したり、社会のニーズに素早く反応

し、どこからでも通学できるようスクールバス

を準備したりもしています。 

 公立は、大規模校を強化している間に、地方

の高校が衰退している現状があります。このま

までは、いずれ統廃合で県内普通科は６校に

なってしまうのではないかと危惧しているので

あります。 

 県は、国の動向を見るだけではなく、全国に

先駆けて、教育改革を行うようにしていただき

たいと思います。それこそが子育て日本一と言

えるのではないでしょうか。 

 高校では、宮崎から日本や世界を引っ張る

リーダーになれと指導している学校もあります

が、知事も、中高生が憧れる存在として、日本

をリードしていただきたい。また、教員は生徒

に対して挑戦とよく言われますが、教育委員会

にもぜひ新たな挑戦をしていただきたいと思い

ます。 

 最後に、国スポ・障スポに関連して、１問質

問します。 

 2027年に開催される宮崎国スポ・障スポは、

全国から多くの選手や観客が集う一大イベント

であり、県内外に宮崎の魅力を発信する絶好の

機会でもあります。 

 一方、近年では、教育的視点や健康増進の観

点から、公共空間における受動喫煙防止への関

心が高まっており、国の通知により、学校施設

などでは敷地内禁煙が原則とされています。 

 特に例年、総合開会式において、天皇皇后両

陛下の御臨席を賜るとともに、若年層や障がい

者も多く参加するこの大会では、喫煙環境に対

する配慮が一層求められております。 

 しかしながら、敷地内禁煙のスポーツ大会等

では、会場入り口付近の路上で喫煙される姿が

散見され、教育的にも問題視されております。 

 そこで質問します。宮崎国スポ・障スポにお

ける喫煙対策について、知事に伺います。 

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、会場

の敷地内を完全に禁煙とすると、路上喫煙に伴

う受動喫煙や景観上の問題等が生じる、こう

いったことも懸念されますことから、適切に喫

煙対策を講じる必要があると考えております。 

 そのため、宮崎国スポの総合開・閉会式会場

となる霧島酒造スポーツランド都城について
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は、昨年度から都城市と協議を行い、屋外に仮

設喫煙所を設置する方向で検討を進めておりま

す。 

 また、競技会場となる市町村に対しまして

も、受動喫煙防止対策を取っていただくよう要

請しております。 

 宮崎らしい、おもてなしの心あふれる大会に

向けて、喫煙対策はもちろんのこと、分かりや

すい会場案内やバリアフリー・交通対策など

様々な課題に、市町村、関係団体等としっかり

取り組むことにより、今後のスポーツイベント

等の運営に当たり、国スポ・障スポのレガシー

となるよう準備を進めてまいります。 

○山内いっとく議員 喫煙所を仮設するという

ことで分かりました。国スポのさらに２年後に

は、インターハイも南九州で行われ、宮崎が幹

事県で、天皇陛下も再び来県されるような話も

伺っております。これを機に、他の会場やその

後の使用に関しても、喫煙対策を検討していた

だきたいと思います。 

以上で全ての質問を終わります。（拍手） 

○外山 衛議長 次は、下沖篤史議員。 

○下沖篤史議員〔登壇〕（拍手） 宮崎県自由

民主党、小林・西諸県郡選出の下沖篤史です。 

 農林水産省が５月７日に発表したスーパーで

販売される米の平均価格は、５キロ当たり

4,233円と17週連続で最高値を更新しました。

その後、12日には19円下落し、５キロ当たり

4,214円となりましたが、長い間、米の価格が

上昇し続け、昨年と同時期の２倍近い高水準に

なっております。 

 令和の米騒動が起きた背景には、複雑に絡

まった幾つもの問題が横たわっており、それを

放置してきた過去30年にわたる農業政策のツケ

が今になって回ってきた結果であります。 

 国民１人当たりの米の消費量は、約50年前と

比べるとほぼ半減、約20年前と比べても２割以

上減っております。 

 米の市場は、昭和の時代に比べ極端に小さく

なり、米を生産し過ぎれば、当然価格も下がっ

てしまうため、政府の方針に従い、米農家はこ

れまで生産量を減らして調整してきました。 

 小さい市場になったことで、僅かな需給変動

で価格が大きく上下してしまう産業構造が出来

上がってしまいました。そこに大打撃を与えた

のがインバウンド需要の増加です。 

 令和６年の訪日外国人観光客数は過去最高と

なる約4,034万人で、前年比で約1,286万人増、

46.8％の増加となりました。旅行消費額も過去

最高の8.1兆円を記録しています。 

 コロナ後の訪日外国人客が増え、飲食店を中

心に米の消費が増加し、米は余っており、いつ

でも安く買えるという思い込みと、国内の在庫

と流通・需要の把握ができていなかったこと

が、今回の米価格高騰の原因であります。 

 これまでぎりぎりの需給で生産してきた米農

家は、急に生産量を増やせと言われても対応で

きません。生産者の高齢化、人手不足、農業資

材・機械の高騰等の問題により、結果として需

要に対して供給が追いつかないのが現状であり

ます。 

 全体の生産量が需要よりも増えると値崩れに

つながってしまう。これは、特に多数を占める

規模の小さい農家にとっては、収入に直結する

事態であり、農家の平均年齢は70歳と高齢化

し、年収も多くない中で、米を５キロ2,000円

という価格帯で販売していては、とても生活が

成り立ちません。 

 農家は、先人たちの苦しみ、苦労を知ってい

るからこそ、「先祖の土地を守らないといけな
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い」「米だけは何とか作らないといけない」と

農業を続けてきましたが、自分で年金があるか

ら何とかなっているにすぎません。 

 そこで政府は、自給率向上も兼ねて、主食用

米から飼料用米、麦、大豆などへ転作を促すた

めの補助金を交付し、米の過剰供給による値崩

れを防いできました。 

 かつて日本には食糧管理制度がありました。

これは、農家がかけたコストより、できるだけ

高い価格で政府が米を買い入れ、消費者に対し

て安い価格で安定的に供給する仕組みでした。 

 しかしながら、日本人の食生活が豊かにな

り、米の消費量が減り始めた80年代頃から消費

量が伸びず、在庫米を多く抱え、国の赤字が大

きくなったこと、量よりも質を求めるようにな

り、家で食べるほかに外食するようになったこ

となど消費が変化し、政府による米管理は限界

であるとされて実情に合わなくなったため、

1971年から減反政策が始まり、2018年には、そ

の減反政策も廃止されました。 

 また、1995年に特例措置としてミニマムアク

セス米を受け入れ、1999年には米の関税化、つ

まり米輸入の自由化に移行しました。自由市場

となった以上、需給が逼迫したら価格が上がる

のは当たり前で、国民的な議論を経て廃止した

のだから、日本は社会主義の国ではなく自由主

義の国であります。 

 一方で、行き過ぎた米価格高騰が消費者の米

離れにつながらないようにしなければなりませ

ん。政府は備蓄米の放出を開始し、直近の米平

均価格は下落の兆しを見せていますが、農家が

安定的に農業を経営し続けていくためには、再

生産可能な適正な価格形成が重要であります。 

 米を含む農産物の価格に県民の関心が高まっ

ている今こそ、適正な価格について議論を深め

ていくべきだと考えますが、知事の考えを伺い

ます。 

 以上、壇上からの質問を終わり、ほかの質問

は質問者席にて行います。（拍手）〔降壇〕 

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。 

 米の急激な価格上昇に伴い、米の適正価格な

どに関心が高まっている状況を、農業を基幹産

業とする本県の知事である私としても、重大な

関心事として受け止めております。 

 今後、米を含め農産物の適正価格を考える上

で大切なことは、生産者と消費者の双方が納得

できる価格で取引されることであります。 

 このような中、生産者などの売手が生産に必

要なコスト根拠を示し、小売業者などの買手が

それを踏まえて価格交渉に応じることを努力義

務とした法律が一昨日、成立したところであり

ます。 

 こうした価格形成の仕組みが社会の中で定着

し、有効に機能すれば、農業者は先を見通した

経営が可能となり、国民への食料の安定供給に

寄与するものと考えております。 

 県としましては、国と連携して、農産物の合

理的な費用を考慮した価格形成について、消費

者への理解醸成を図りながら、「持続可能な魅

力あるみやざき農業」の実現に取り組んでまい

ります。以上であります。〔降壇〕 

○下沖篤史議員 ありがとうございました。今

回の問題は、我々の主食である米のみならず、

本県の基幹産業である農畜産業は、安全保障の

面からも最も重要であり、生産コストの価格転

嫁ができておりません。 

 また、世界的なインフレ、賃金・物価上昇の

中で取り残されている日本は、今後のさらなる

物価上昇に合わせて賃金も上昇していけば、デ
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フレには後戻りしないと考えますが、賃金上昇

が物価上昇に追いつかなければ、実質消費が落

ち込み、不況下の物価高騰に陥るという大きな

岐路にあると考えております。国の基礎である

食料の米価格上昇は、日本のデフレ抑制と国際

競争力維持の鍵になると考えております。 

 先週、田植をしたのですが、今まで農業をし

ていて、じいちゃん、ばあちゃん、あと親から

も「お米だけは絶対に作っておかないといけな

い」とずっと言われていたんですけれども、

買ったほうが安いんじゃないかと親とも言い合

いになったことがあるんですが、今回の事態を

受けて、本当に作っていてよかったと感じたと

ころであります。 

 次に、農地中間管理事業についてお伺いいた

します。 

 農地中間管理機構は、農地の貸し借りを通じ

て、担い手をはじめ農業者に農地を集積・集約

化する役割を担っており、宮崎県では農業振興

公社が位置づけられております。 

 平成26年に設置されて以降、県内において

も、農地の貸し借りや売買において、機構を利

用する農業者が増えているものと思います。 

 このような中、令和５年に施行された改正農

業経営基盤強化促進法により、本年３月までに

県内で地域計画が策定され、地域計画の実現に

向けては、機構を活用した農地の貸し借りが中

心となり、機構の重要性はますます高まってい

るものと考えます。 

 そこで、まずは、本県における農地中間管理

機構への農地の登録状況について、農政水産部

長にお伺いいたします。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 農林水産省が

公表した令和６年度のデータによりますと、本

県の耕地面積のうち、農地中間管理機構が借受

け農地として登録している面積は１万1,840ヘ

クタールであり、耕地面積の18.9％に当たりま

す。 

 なお、この割合は、九州で１位、全国では８

位となっております。 

○下沖篤史議員 ありがとうございます。今

後、農業者が機構を積極的に利用することはも

ちろんなんですけれども、離農や高齢化が進む

中で、担い手の規模拡大や農作業の合理化、コ

スト削減等、生産性向上につなげるには、機構

を活用した担い手への農地の集積のほか、分散

した農地を集める集約化が重要になってくると

考えております。 

 しかしながら、担い手への農地集積・集約化

の取組は、機構だけではマンパワーが不足し、

円滑に進めることは難しいのではないかと考え

ております。機構のみならず、県や市町村、農

業委員会、農業者等、関係者が連携した取組が

重要だと考えております。 

 また、引き続き農地の出し手が機構を活用す

るため、そして、分散している農地を集めるた

めの後押しも必要だと考えております。 

 そこで、農地の集積・集約化を加速するた

め、県はどのように取り組んでいくのか、農政

水産部長にお伺いいたします。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 農業の持続性

や生産性向上を図る上で、農地の集積・集約化

は大変重要な課題であります。 

 このため県では、昨年度、農地中間管理機構

等と連携し、農地のマッチングアプリを都城市

と川南町で実証したところ、２か月程度の短期

間で100筆以上の農地交換意向をマッチングで

きたことから、今後、他地域での活用を進めま

す。 

 また、本年５月に設置した関係機関で構成す
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る農地集積・集約化推進本部会議で、集約化の

手法に関するマニュアルづくりに取り組みま

す。 

 さらに、機構へ農地を貸し付ける地域に対し

交付される機構集積協力金等の活用も有効であ

るため、広く周知してまいります。 

 今後とも、これらの取組を通じ、農地の集

積・集約化を加速してまいります。 

○下沖篤史議員 私たちの地区でもやっておっ

たんですが、マッチングを含めて、登録はして

いるけれども、集約に向けた取組がなかなか進

んでいない現状がありました。 

 その中で、コロナ禍の前は、集約して合理

化、効率を上げている先進地に視察に行ってい

たんですけれども、百聞は一見にしかずで、農

家さんたちもそういうのを見たことがなかった

り経験したことがないので、先進地に行って見

て学ぶのが一番早かったんですが、コロナ禍で

今はなくなってしまったので、できれば先進地

視察等も今後検討していただきたいと思いま

す。 

 続きまして、次に、水稲新品種の開発につい

てお伺いいたします。 

 近年、猛暑の影響で全国的に普通期米の品質

が下がる中、県内の普通期米の主力、ヒノヒカ

リもここ数年、穂が出る時期の８月から９月に

猛暑が続き、でん粉を十分ため切れずに米が白

く濁る白未熟粒が目立つようになりました。 

 県では、主力のヒノヒカリよりも暑さに強い

新品種を開発し、再来年からの普及を目指して

いますが、温暖化に対応した水稲新品種、南海

189号の開発期間と特徴について、農政水産部

長にお伺いいたします。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 主食用米のう

ち、特に普通期水稲では、温暖化により、玄米

が白く濁る、粒が小さくなるなど、高温による

品質の低下が問題となるため、総合農業試験場

では、高温でも品質や食味が優れる新品種の開

発に取り組んでまいりました。 

 その中で、南海189号は、1,500を超える株の

中から優良系統の選抜や優れた性質の固定を重

ね、14年をかけて開発してきたところ、ヒノヒ

カリに比べ、高温による品質の低下が少なく、

いもち病という病気に強い上、収量が多く、ま

た、食味は同程度となっており、収穫の時期は

４日程度遅い特徴があります。 

 現在、南海189号の品種登録に向けた準備を

行っており、速やかに県内で生産できるよう普

及してまいります。 

○下沖篤史議員 久々の新品種ということで

す。暑さに強い新品種の開発は全国で進められ

ていて、県は、年内に農林水産省に対して新し

い品種として登録を申請し、再来年から普及を

目指しているとのことで、他県の新品種と競争

が発生すると考えられますが、南海189号の県

内農家への普及について、どのように取り組ん

でいくのか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 南海189号

は、品種登録後の令和９年産から、普通期水稲

地域を中心に本格的な作付を予定しておりま

す。 

 県内への普及には、まず、農家の方々に南海

189号の優れた点を知ってもらうことが重要で

あるため、栽培講習会など様々な機会でその周

知を図るとともに、品種に適した栽培管理方法

をきめ細やかに指導することとしております。 

 また、ヒノヒカリより収穫時期が遅い特徴を

生かして、他の水稲品種を組み合わせた作付に

より、農作業の労力分散や所得向上が見込める
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点もＰＲしてまいります。 

 さらに、現在選考中の品種名が決定した後に

は、認知度向上にも取り組み、農家はもとより

県民に愛される「県民米」として普及に努めて

まいります。 

○下沖篤史議員 農家さんからも新しい品種に

期待する声、そして他県の品種を植えようかと

言われていた農家さんもいたので、ここは

ちょっと止めて、再来年まで待ってくれと、案

内していきたいと、自分も植えてみたいと思っ

ております。 

 あと新品種の名前ですが、ぜひ親しみある名

前を知事も一緒になって選んでいただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、次に、新規就農政策についてお

伺いいたします。 

 人口減少、高齢化に伴い、農業就業人口が急

速に減少し、耕作放棄地が年々増加する中、本

県農業を維持していくためには、地域農業を支

える新規就農者の確保が必要不可欠でありま

す。 

そのためには、後継者の育成はもちろんです

が、県内外から担い手を積極的に呼び込む必要

があると考えます。 

 そこで、本県における新規就農者確保・育成

の取組について、農政水産部長にお伺いいたし

ます。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 本県農業を支

える新規就農者の確保・育成は重要な課題であ

り、県では、就農相談から就農・定着までの切

れ目ない支援に取り組んでおります。 

 まず、就農前や就農時には、県内外での就農

相談会の開催や就農トレーニング施設の整備、

研修中及び経営開始後の資金を支援しておりま

す。また、定着を図るため、関係機関と一体と

なって、経営安定のための技術サポート等を

行っております。 

 さらに、物価高騰により、就農時の初期投資

負担が増大しているため、これまでの機械・施

設等の導入に対する経費の補助に加え、中古施

設等の円滑な承継を支援する承継コーディネー

ターを設置しております。 

 今後とも、市町村や関係機関・団体と連携

し、新規就農者の確保・育成に取り組んでまい

ります。 

○下沖篤史議員 ありがとうございます。お答

えいただいたこれまでの取組は、本県の新規就

農者確保に一定の成果が上がっているものと考

えておりますが、担い手の一層の高齢化や資材

価格高騰など、農業情勢の急速な変化に対応す

るために、新たな取組も必要だと考えておりま

す。 

 生産現場からは、新規就農者の受入れ可能な

研修品目が偏っていることや、研修を開始した

ものの、なかなか就農地が決まらないことへの

不安、親元で就農する者に対する支援のさらな

る拡充などを求める声が上がっております。 

 そこで、これまでの新規就農者確保・育成の

取組を踏まえて、研修品目の偏り、就農地の確

保、親元就農等への支援拡充にどのように取り

組んでいくのか、農政水産部長にお伺いいたし

ます。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 御質問の研修

品目の偏りへの対策としては、施設野菜と比

べ、研修体制が十分ではなかった果樹・花卉・

土地利用型品目について、今年度から、研修用

ハウス、果樹園の整備や、大規模農家と連携し

た研修体制整備に取り組んでおります。 

 また、新規就農者の就農地の確保につきまし

ては、遊休化したハウスや果樹園等を管理し、
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就農用地として使用できるよう取組を開始した

ところです。 

 さらに、親元就農者等への支援拡充につきま

しては、経営継承後の経営基盤を強化するた

め、機械・施設等の導入に加え、これまで対象

となっていなかった修繕や移設等の経費も支援

することといたしました。 

 今後とも、現場のニーズを踏まえ、担い手の

確保・育成に取り組んでまいります。 

○下沖篤史議員 ２月定例会で、補正予算では

親元就農を含めて、当初予算では新規就農者を

含めて、制度の内容を使いやすいものに変えて

提案されて、議会を通ったところであるんです

けれども、市町村によって周知が進んでいな

かったり、市町村自体がこの変更点をまだ認識

していなかったり、市町村でちょっと格差があ

り、農家さんが知らないところもあったので、

ぜひとも広報・周知も頑張っていただきたいと

思います。 

 続きまして、定年後の就農に活用できる支援

策について伺いたいと思います。 

 ここ数十年、若年層の農業参入は減少傾向に

あり、新規就農者の減少は農業の担い手不足を

深刻化させております。 

 一方で、定年退職後の高齢者による農業参

入、いわゆる定年就農は、農業の担い手不足を

解消する一つの選択肢として期待されておりま

す。 

 定年帰農の実態としては、60歳以上、特に60

代で農業を始める人が増えており、定年退職後

に、先祖伝来の田畑の管理や、家族の介護のた

めに帰農するケースが多い現状があります。 

 定年退職後の第二の人生として、定年就農の

促進を図ることも重要と考えますが、定年後の

就農に活用できる支援策について、農政水産部

長にお伺いいたします。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 県では、年齢

を問わず、新たに農業を始める方に対し、農業

の基礎知識が習得できる研修や、栽培しながら

実践的な知識・技術を学ぶ「みやざき農業実践

塾」、各地域の就農トレーニング施設での知

識・技術の習得を支援しております。 

 また、経営の規模や形態に応じて、機械・施

設等の整備に係る経費の支援も行っておりま

す。 

 さらに、国の就農準備資金の対象である49歳

以下の新規就農者に加え、県農業振興公社やＪ

Ａ、市町村と連携し、50歳以上の新規就農者に

対しても、就農準備期間中の資金を最大２年間

交付しております。 

 今後とも、市町村、関係機関と連携し、定年

後に就農される方も含め、多様な農業者の確保

に取り組んでまいります。 

○下沖篤史議員 産業によって定年の年齢がば

らばらだし、今、定年の延長とかも図られてい

る中で、高齢の農家さんたちから、定年退職後

に実家に戻ってくるとか、農業を継いでくれる

とか、そういうものに期待する声がたくさん聞

かれましたし、自分の周りでも結構、定年退職

されて、親を自分の住んでいる都会のほうに連

れていこうかと思ったけれども、やはり家のこ

とが心配だし、余生を含めて介護をしながら見

たいということで、戻ってきて農業を始める方

が多かったところであります。 

 あと老人クラブの高齢の農家さんたち、草刈

りの活動をしていて、「ちょっと暑いから自分

たちでしますよ」と言ったら、「青年部を行か

せるからちょっと待っててくれ」と言われて、

来たのが65歳から75歳の方々で、あの方たちか

ら見れば、その方たちが青年部なんです。 
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 自分たちの小さい頃のイメージからすると、

65歳はもうおじいちゃんだなと思っていたけれ

ども、今は全然違います。 

知事も片足を入れている感じだと思うんです

けれども、そこで、定年後の就農は農業の担い

手不足を解消する一つの選択肢として重要と考

えますが、知事の所見を伺いたいと思います。 

○知事（河野俊嗣君） 担い手の減少に伴い、

地域農業の維持が大きな課題となる中、人生

100年時代において、定年後に就農される方が

地域で持続的に農業生産活動を行うことは、食

料供給のみならず、農地の保全や集落機能維持

の観点からも大変重要と考えております。 

 このようなことも踏まえ、年齢や経験を問わ

ず幅広い新規就農者を確保・育成する観点か

ら、多様な就農ルートを想定し、就農形態や経

営規模等に応じた総合的な就農支援を行うとと

もに、技術や経営資源などを就農希望者に円滑

に承継できる仕組みづくりに取り組んでおりま

す。 

 また、自身の体力等に応じて農業を継続でき

るよう、農作業受託等の体制構築を進めてまい

ります。 

 今後とも、食料供給基地としての本県の役割

を発揮するため、定年後に就農される方も含め

た多様な農業者が活躍できる環境づくりを進め

ながら、「持続可能な魅力あるみやざき農業の

実現」に取り組んでまいります。 

○下沖篤史議員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。 

 次に、多面的機能支払制度についてお伺いい

たします。 

 この制度は、農業者や地域住民などで構成す

る活動組織が実施する、農地周辺の草刈りや水

路・農道の維持補修、花の植栽などの活動を支

援するものであります。平成27年度に法制化さ

れ、安定した制度となっております。農地や農

業水利施設の維持に重要な役割を担っており、

農村地域にとっては、なくてはならない制度で

あると考えております。 

 改めて、多面的機能支払制度の目的と県内で

の取組状況について、農政水産部長にお伺いい

たします。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 多面的機能支

払制度は、地域の共同活動を支援することによ

り、国土保全や水源の涵養など、農業・農村が

持つ多面的機能の維持・発揮を図るとともに、

施設の維持管理に係る担い手農家の負担を軽減

することを目的としております。 

 この制度の活用に当たっては、それぞれの活

動組織が地域の実情を踏まえた話合いを行った

上で、農地や水路、農道などの維持管理を行っ

ており、令和６年度末の実績としては、組織数

が425、活動面積としては約２万7,500ヘクター

ルとなっております。 

 今後とも、この制度の活用により、農業・農

村の多面的機能の維持・発揮に努めてまいりま

す。 

○下沖篤史議員 私の住む小林市でも、11か所

ほど立ち上げに関して私も関わらせていただい

て、本当にこの制度がないと、水路を含めた水

田の維持とか田畑の維持というのが現状できな

いようなすばらしい事業でありますので、ぜひ

ともさらに周知を図っていただきたいと思いま

す。 

 続きまして、多面的機能支払制度に取り組ん

でいる組織の中には、高齢化などによる活動参

加者の減少や、活動に伴う事務負担を理由に、

活動の継続に不安を感じている組織もあると聞

いております。 
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 そのような中ではありますが、県内には、綾

町のように町全体で一つの広域組織を立ち上

げ、町と土地改良区、農家が連携することで、

スムーズな組織運営がされている事例もあるよ

うです。 

 活動に伴う事務負担の省力化や組織体制の強

化を図るためには、活動組織の広域化が効果的

であると考えます。 

 今後、活動組織の広域化を進めるべきと考え

ますけれども、活動の継続に対する県の認識に

ついて、農政水産部長にお伺いいたします。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 高齢化等で参

加者が減少する中、活動継続のためには組織の

広域化を進めることが重要であります。 

 県では、これまでも市町村や土地改良区など

の単位で活動組織の広域化を進めており、この

結果、令和６年度までに30の広域組織が誕生

し、その活動面積は全体の約４割を占めており

ます。 

 本年度からは、広域化に対する国の新たな加

算措置が設けられましたので、これを活用し、

さらなる広域化を推進してまいります。 

 また、直ちに広域化に着手できない組織に対

しては、土地改良区や団体への事務委託を推進

するなど、事務の負担軽減を図ってまいりま

す。 

 今後も、活動組織が安心して活動を継続でき

るよう、市町村や関係団体等と連携して支援し

てまいります。 

○下沖篤史議員 この合併を進めていった中

で、やはり全体で一気にというのは難しいの

で、水利を同じにする土地改良区、多面的機能

支払事業の地域とか隣接地から少しずつ進めて

いただきたいと私は思っております。 

 続きまして、農業用ため池の防災対策につい

てお伺いいたします。 

 近年、全国的に、線状降水帯や台風などによ

る豪雨等で、多くの農業用ため池が被災し、甚

大な被害が発生しています。 

 国の資料によりますと、農業用ため池の被害

は、ここ10年で6,000件以上の被害があるよう

です。特に、平成16年の新潟中越地震や平成23

年の東日本大震災、平成30年の西日本豪雨によ

る被害が顕著となっております。 

 令和６年の能登半島地震においては、300か

所以上のため池が堤体の亀裂、崩壊などの被害

を受けており、営農への影響は計り知れないも

のでありました。 

 この間、国においては、適正な管理と防災工

事等の推進を図ることを目的に、ため池関連の

法律を制定したところです。 

 ため池は、水田農業が主体となってきた我が

国において、水源として数多く築造されており

ますが、農業用水の確保だけではなく、地域の

憩いの場、祭りなどの伝統文化の継承など、多

面的な側面もあります。 

 先祖の方たちが築造されたため池を健全な姿

で次世代に引き継ぐためにも、適正な管理と防

災対策が重要となってくると思います。 

 そこで、県内における農業用ため池の防災対

策の取組状況について、農政水産部長にお伺い

いたします。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 本県では、県

内650か所の農業用ため池のうち、ため池特措

法に基づき、419か所を防災重点農業用ため池

に指定し、劣化状況の調査を行いながら、決壊

した場合の影響度や危険性などを考慮して、現

在、59か所の対策工事を優先的に進めておりま

す。 

 一方で、全ての対策工事を完了するには期間
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を要することから、災害への備えとして、危険

箇所の点検や応急措置等の支援を行う現地パト

ロール体制の構築、ハザードマップの周知に係

る施設管理者向けの講習会の開催、施設の遠隔

監視システムの導入支援等を行っております。 

 今後とも、関係市町と連携して、ハード・ソ

フトの両面から農業用ため池の防災対策に取り

組んでまいります。 

○下沖篤史議員 なかなかハード面とかは早々

できないところもありますけれども、ソフト面

からでも少しずつ進めていただきたいと思いま

す。 

 次に、教育行政についてお伺いいたします。 

 高校の授業料無償化は、2010年４月から公立

高校の授業料を無償化する制度として始まりま

した。また、私立高校に通う生徒には、就学支

援金が支給されるようになっております。 

 2025年４月からは所得制限が撤廃され、公立

高校の授業料は実質的に無償化されています。

私立高校の就学支援金についても、2026年度か

ら所得制限が撤廃される予定です。 

 今後、高校無償化が県立高校に与える影響を

どのように考えているのか、教育長にお伺いい

たします。 

○教育長（吉村達也君） 高校無償化により、

生徒は家庭の経済状況にかかわらず、私立高校

への進学も大きな選択肢となることから、今

後、県立高校の生徒数の確保が厳しくなり、地

域における公教育としての学びの維持が困難に

なることが懸念されます。 

 このため本県では、昨年度末、宮崎県高等学

校教育整備基本方針を改定し、教育の質の向上

や魅力ある教育を推進していくこととしてお

り、将来の県立高校の在り方を見据え、スピー

ド感を持って対応していくこととしておりま

す。 

 また、県立高校の魅力向上を図り、地域の学

校を維持していくため、国に対しまして、老朽

化した校舎整備や教育ＤＸ、さらに、本県は専

門学科の生徒数の割合が高いことから、専門高

校に必要となる施設整備などへの財政支援の要

望を行っております。 

○下沖篤史議員 なかなか厳しい状況になって

くることが想定されます。 

 その中でも、公立高校は地域社会における重

要な教育機関であり、地域住民の教育を担い、

多様な背景を持つ生徒たちが集うことで、多様

性を育む土壌をつくり、社会で活躍できる人材

を育成する役割を担っております。 

 今回の制度改正により、私立高校と比較して

学費が安く、比較的経済的な負担が少ない公立

高校への多大な影響が懸念されております。子

供たちの選択肢が増えることは重要であります

が、これまで以上に選ばれる公立高校を目指さ

なくてはなりません。 

 少子化により軒並み高校の定員割れが顕著に

現れており、このままでは将来の高校の存続さ

え危惧されるとの地域の声も出ております。 

 高校の廃校や統廃合は地域の衰退に直結して

います。そのためにも地域と学生や親御さんの

ニーズを把握し、時代に即した特色ある教科・

科目が重要であり、県内はもとより広域からの

より多くの入学希望者につながると考えており

ます。 

 その中で、親御さんや学生さんから進学先を

決める際によく聞くのが、部活での学校選択で

す。よりよい環境下で部活動を行える高校を目

指す傾向が見られ、住まいの地域外や県外への

進学が多く見られます。 

 意見を伺いますと、部活の指導環境や寮施設
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の有無などを多く聞かれます。指導環境におい

ては、今後の少子化や生徒確保を考慮します

と、各学校均等な種類の部活や予算措置ではな

く、各学校の特色に合わせた部活や予算措置が

必要との意見をよく伺います。 

 特に県内の公立高校では、寮などの施設がな

い、もしくは限定されている状況があり、県外

や県内遠方からの入学希望者からの入学断念の

理由にもなっているとお聞きしております。さ

らに、県内の公立高校の寮は老朽化が進み、建

て替えの検討も必要になってきております。 

 そこで、県立高校の魅力向上のため、民間住

宅や空き家等を活用した生徒寮を設置するな

ど、新たな取組について、教育長にお伺いいた

します。 

○教育長（吉村達也君） 県が直接管理する生

徒寮につきましては、僻地出身生徒の進学促進

と通学の負担軽減のために６地区に設置してお

りますが、近年、生徒数の減少や職員の確保が

十分にできないことから、管理運営が大変厳し

い状況にあります。 

 また、一部の学校におきましては、地元自治

体と連携して、部活動生のために公営住宅を活

用した生徒寮を設置しており、地元自治体や地

域の方々の支援により、生徒の寮生活が支えら

れております。 

 議員御指摘の、民間住宅や空き家を活用して

県が生徒寮を設置することにつきましては、食

事の提供や職員の配置、財源確保など、管理運

営上の課題が想定され、難しいものと考えてお

ります。 

○下沖篤史議員 前回、教育委員会に質問した

ときには、下宿を含めて、学校や地域の方た

ち、後援会の人たちが寮側に食事を提供した

り、安く下宿ができるような仕組みに取り組ん

でいるところもあるということでした。そこら

辺も参考にしていただいて、今後、様々な検討

をしていただきたいと思います。 

 次に、ごみ処理についてお伺いいたします。 

 宮崎県では、市町村、一部事務組合、広域連

合が設置している、ごみを埋め立てる一般廃棄

物最終処分場が令和５年３月末時点で14施設あ

りますが、あと13年でいっぱいになってしまう

と言われています。さらにごみ処分をするに

は、多くの費用がかかってしまいます。 

 収集、選別、焼却、埋立てなど、その費用

は、環境省一般廃棄物処理事業実態調査の令和

５年度実績では、全国で年間約２兆3,000億

円、これは国民１人当たり年間１万8,000円を

負担しているケースになります。 

 しかし、我々が生活する上で、ごみ処理は欠

かせない事業でありますが、最終処分場や焼却

施設など、市町村等が整備する一般廃棄物処理

施設に対する支援状況について、環境森林部長

にお伺いいたします。 

○環境森林部長（長倉佐知子君） 一般廃棄物

処理施設は、家庭から出るごみを適正に処理

し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図る上

で、欠くことのできない施設であります。 

 その整備には莫大な費用を要するため、国

は、支援策として循環型社会形成推進交付金制

度を設けており、県は、その採択に必要な市町

村地域計画の策定に対する助言や、交付金の事

務手続を支援しております。 

 今年度、延岡市やえびの市など４団体が、最

終処分場の整備や焼却施設の改良等に向けて、

交付金を活用した事業に取り組んでいるところ

であります。 

○下沖篤史議員 ぜひ、今取り組んでいる４団

体を含めて、支援をよろしくお願いいたしま
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す。 

 政府の作業部会は３月31日、南海トラフ巨大

地震が発生した際の新たな被害想定を発表しま

した。本県の死者数は最大３万9,000人で、

2012年に想定した約４万2,000人から3,000人減

りました。 

 一方、地形データの高精度化に伴い、30セン

チ以上の浸水面積は、2012年から約１割増の

130.5平方キロで、都農町を除く約９市町で拡

大し、宮崎市は2012年から3.7平方キロ増えて

37.8平方キロと、高知市に次いで全国２番目と

なっております。 

 南海トラフ地震をはじめ大規模災害時には、

県内で処理し切れない災害廃棄物が発生すると

考えられますが、その処理について、県ではど

のように対応していくのか、環境森林部長にお

伺いいたします。 

○環境森林部長（長倉佐知子君） 災害廃棄物

は一般廃棄物であり、その処理責任は被災市町

村にありますが、被災状況に応じて、周辺市町

村や県のほか、近隣の県や国が支援する仕組み

となっております。 

 南海トラフ巨大地震等の大規模災害時には、

大量の廃棄物が発生することに加え、処理施設

自体が被災し、県内での処理が困難になること

も想定されます。 

 こうした事態に備え、県境を越えた広域連携

を図るため、環境省九州地方環境事務所を事務

局として、九州各県が参画する協議会が設置さ

れており、本県が被災した場合は、熊本県が幹

事県となり、各県からの支援を受けることに

なっております。 

 県としましては、この広域連携体制の下、災

害廃棄物の円滑な処理を進めてまいります。 

○下沖篤史議員 想定外がないように、日頃か

らこういう他県との協力を含めて進めていただ

きたいと思います。 

 次に、林野火災についてお伺いいたします。 

 ３月に全国的に大規模な林野火災が発生し、

甚大な被害をもたらしました。本県でも３月25

日に発生し、約20ヘクタールが焼失した宮崎市

鏡洲の林野火災では、鎮火までの３日間に延べ

315人の消防団員が消火活動に当たりました。

消防活動に当たられた皆様、誠にありがとうご

ざいます。 

 この林野火災ですが、毎年のように全国で発

生しているようで、総務省消防庁の消防白書に

よる全国の出火件数は、近年1,200件超えで推

移しているようです。 

 そこで、県内における林野火災の発生件数の

推移について、危機管理統括監にお伺いいたし

ます。 

○危機管理統括監（津田君彦君） 令和元年以

降に発生した林野火災は、令和元年22件、令和

２年29件、令和３年38件、令和４年34件、令和

５年28件、令和６年22件となっており、近年で

は20件以上で推移しております。 

 このうち、焼損面積が10ヘクタールを超えた

林野火災は、令和４年４月に延岡市と綾町にお

ける２件、令和５年３月に日向市で１件の３件

となっております。 

○下沖篤史議員 ありがとうございます。 

 宮崎県地域防災計画において、「第２款 防

火機能を有する林道、森林の整備」の中で、

「国、県及び市町村は、林野火災発生時におけ

る消火活動を容易にするため、林道及び作業道

の整備に積極的に取り組むものとする」とあり

ます。 

 私も消防団員として消火活動に従事した経験

がありますが、地形が平たんでない森林で火災
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が発生した場合には、現場までいかに早く行け

るかなどが重要であり、道の有無は、消防活動

のスピードに直結するところであります。 

 そこで、県内の森林における林内路網の整備

状況について、環境森林部長にお伺いいたしま

す。 

○環境森林部長（長倉佐知子君） 林道や森林

作業道といった路網の整備は、森林整備の推進

や木材輸送の効率化につながり、森林資源の循

環利用や林業の振興に資することから、積極的

に取り組んできたところです。 

 その結果、本県の令和６年３月末の林道開設

延長は2,675キロメートル、森林作業道開設延

長は8,365キロメートルであり、林内路網密度

は１ヘクタール当たり39.2メートルと、全国平

均の25.2メートルを大きく上回っております。 

 議員御指摘のとおり、森林で火災が発生した

場合の利用など、防災・減災の観点からも、路

網の重要性は非常に高いと認識しておりますの

で、今後とも、新規の開設や改良などの路網整

備に取り組んでまいります。 

○下沖篤史議員 林業を含めて、消火活動にも

重要な道路でありますので、路網整備にさらに

力を入れていただきたいと思います。 

 林野火災は、急傾斜地や、水利確保が難し

く、消火活動が困難な現場がほとんどです。林

野火災では、地表火や樹冠火は風の影響を受け

ることで燃え広がりやすく、そしてフェーン現

象による高温で乾燥した風が吹けば、より燃え

広がりやすくなります。火の粉を飛散させるた

め、これまで林野火災が起こっていない場所で

突然出火する可能性も高くなります。 

 林野火災が起こった際の延焼被害を食い止め

るために、延焼が予想される樹木を事前に先回

りして伐採することなどの対策はできないか、

危機管理統括監にお伺いいたします。 

○危機管理統括監（津田君彦君） 消防法で

は、消火や延焼防止、または人命救助のため

に、やむを得ない緊急の必要がある場合は、土

地の使用や家屋の破壊などの緊急措置が認めら

れております。 

 林野火災時の樹木の伐採は、緊急措置の要件

を満たせば、火災の状況によっては認められる

場合も考えられますが、伐採時の安全の確保や

必要な範囲の特定、樹木の伐採による財産上の

損失などの課題があるところです。 

 一たび林野火災が発生すると、甚大な被害が

発生するおそれがあることから、消防庁の消火

活動の在り方に関する検討など、最新の知見を

各消防局・本部と共有し、延焼防止の有効な対

策について研究してまいります。 

○下沖篤史議員 今回の火事でもそうですけれ

ども、自分たちも消防団で林野火災の現場に行

くと、強めのはある程度消火は追いつくんです

が、木のてっぺんとかが燃えると、真っすぐ飛

ばす分には15メートルぐらい飛ぶんですけれど

も、木の高さが15メーター以上あるので、密集

しているから上の木の先端に燃え移っていくん

です。そこがどうしてもホースが重力の関係で

届かなくて苦労するところでありますので、で

きれば傾斜地とか風の方向で先に回って伐採

し、防火帯をつくることも今後想定して、いろ

いろ研究して、そこら辺の対策ができるように

お願いしたいと思います。 

 続きまして、日本における林野火災は、その

ほとんどが人為的な原因によるもので、落雷等

による自然発火はまれであります。 

 林野火災による刑罰は、主に森林法に基づい

た罰則になるようで、事件としては、この火災

を森林火災と呼ぶそうです。 
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 この森林法を適用した刑罰は、放火の場合、

他人の森林に放火すると２年以上の有期懲役、

自己の森林に放火した場合は６か月以上７年以

下の懲役、失火の場合は50万円以下の罰金がそ

れぞれ科せられますが、県内における森林火災

に関して、過去５年間の森林法を適用した検挙

状況を県警本部長にお伺いいたします。 

○警察本部長（平居秀一君） 警察におきまし

ては、森林火災といった大きな火災につながり

かねない各種事案につきましては、刑法の放火

罪や失火罪のほか、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律における廃棄物の焼却違反や、軽犯罪

法における火気乱用の罪などを適用して、取締

りを行っております。 

 しかしながら、過去５年間の森林火災に関し

て、森林法を適用した検挙はございません。 

 今後とも、森林火災に関し、犯罪があると思

料するときは、法と証拠に基づいて厳正に捜査

を行い、県民の生命、身体及び財産の保護に努

めてまいります。 

○下沖篤史議員 自分も消防団とかで関わって

いる中で、なかなかこういう罰則があると知ら

なくて、安易にごみを燃やしたりとか、あと日

中だと火が燃え移っても見えないんですよね。

特に秋とかになると、草が枯れていると煙すら

あまり上がらなくて、いつの間にか広がってい

ることが多いので、安易な失火を防ぐために

も、この刑法とか罰金があるんだよというのも

県民の皆さんに周知していただいて、気をつけ

ていただきたいと考えております。 

 続きまして、宮崎県新型インフルエンザ等対

策行動計画についてお伺いいたします。 

 新型インフルエンザ等対策行動計画は、新型

インフルエンザ等対策特別措置法により、国、

都道府県、市町村が策定するものであり、新型

コロナ対応で把握された課題を踏まえ、次の感

染症危機でより万全な体制を行うことを目指し

て対策の充実等を図るため、令和６年７月に政

府行動計画が全面改定されたことから、これを

踏まえて、令和７年３月に県行動計画を全面改

定いたしました。 

 県行動計画は、それぞれの対策の切替えタイ

ミングを示し、市町村や関係機関等においても

分かりやすく、取り組みやすいようにするため

の行動計画ですが、主な対策項目13項目の中か

ら２項目質問させていただきます。 

 １つ目は、情報提供・共有、リスクコミュニ

ケーションです。 

 ３年超にも及ぶ新型コロナとの闘いにおいて

は、医療現場が逼迫する中、患者の救急搬送や

入院先の調整に時間を要することもあり、医

療、消防、行政など、各機関が病床の空き情報

などを効率的に収集し、共有できる仕組みが強

く求められたところです。 

 次の感染症危機に備えては、関係機関間での

情報収集・共有、分析のための基盤整備を進め

ることが重要と考えますけれども、取組状況に

ついて、福祉保健部長にお伺いいたします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 現在、次の感

染症危機に備えて、医療機関における病床の稼

働状況や物資の確保状況などを国、県、医療機

関の間で共有するための医療機関等情報支援シ

ステム、Ｇ－ＭＩＳの活用を進めております。 

 さらに、政府行動計画では、今後、ＤＸの推

進などにより、医療機関の業務効率化や負担の

軽減のため、電子カルテと保健所へ提出する発

生届の入力の一元化など、感染症危機管理のた

めの基盤整備を順次進めていくこととなってお

ります。 

 県では、こうした取組が有事において確実に
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機能するよう、国や医療機関と連携しながら必

要な備えを進めてまいります。 

○下沖篤史議員 ありがとうございます。 

 次に、物資についてお伺いいたします。 

 新型インフルエンザ等が発生した場合は、全

国的かつ急速に蔓延するおそれがあり、感染症

対策物資等の急速な増加が見込まれるため、医

療、検査等の円滑な実施が滞り、県民の生命及

び健康への影響が生じると思われます。 

 このため、感染症対策物資等が医療機関をは

じめとする関係機関で十分に確保されるよう、

平時から備蓄の推進等に備えることが必要と考

えますが、感染症危機における感染症対策物資

の確保に向けた県の取組について、福祉保健部

長にお伺いいたします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 新型コロナの

発生初期においては、マスクや手袋などの個人

防護具の圧倒的な不足が課題となりましたこと

から、県では、政府行動計画ガイドラインに基

づき、県内全ての医療機関で、感染症発生から

初動１か月間に必要とされる量の個人防護具の

備蓄に取り組んでおります。 

 さらに、感染症が発生した際に、患者の入院

受入れ等を行う医療機関に対しては、協定の締

結により、平時から個人防護具の備蓄を進めて

いただくとともに、定期的に報告いただくこと

で、備蓄状況の把握にも努めております。 

○下沖篤史議員 以上で一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手） 

○外山 衛議長 以上で午前の質問は終わりま

す。 

 午後は１時再開、休憩いたします。 

   午前11時48分休憩 

 

   午後１時０分再開 

○日髙陽一副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 次は、岩切達哉議員。 

○岩切達哉議員〔登壇〕（拍手） 県議会、そ

して県政に関心を持っていただき、傍聴、そし

てまたネットで御覧の皆さんに感謝を申し上げ

たいと思います。県民連合立憲、岩切達哉であ

ります。早速質問に移らせていただきます。 

 常々、人口減少問題は県政の最重要課題と知

事から伺います。人口問題は、子供が少なくな

ること、団塊の世代が後期高齢者になること、

担い手不足で経済縮小につながることや、社会

保障への負担増加、医療や介護体制が維持でき

なくなるなどの課題が語られていたのが2025年

問題であります。 

 今が2025年でありますが、次の2040年などの

節目に向かい、2040年問題とは、団塊ジュニア

が65歳以上になることで、日本の高齢者数が

ピークに達するという課題と捉えられておりま

すけれども、この間の人口推計上想定された課

題と対策、歩む方向について、修正すべきは修

正し、その上で覚悟すべきは覚悟しなければな

らないと考えます。 

 政府が昨年末に示した地方創生2.0は、人口

減少を冷静に受け止め、人口が減っても社会や

経済が維持できるように取り組むとしていま

す。 

 人口構造の変化、経済状況の変化の中にあっ

て、我が県、我が町の持続を前提とした県政の

かじ取りを知事にはお願いしたいと思います。 

 宮崎においては、女性が我が県から転出超過

の状態にあるという問題があります。これにつ

いて、若者回復率という考えが示されており、

紹介いたしますけれども、５年ごとの国勢調査

結果を基に計算して、例えば宮崎市では、18歳
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を機に進学・就職などで一旦宮崎市を離れたと

しても、その後、戻ってくる率が、男性で

34.5％、ところが、女性はマイナス7.7％とい

う数字があります。 

 これは、18歳を機に進学や就職を理由に宮崎

市を離れた女性が、大学等で勉強が終わっても

宮崎市に戻ってこない、さらにそれ以降の年齢

においても、宮崎から流出し続けているという

ことを示します。我が党の黒田奈々宮崎市議の

分析ですが、そのように女性が転出し続けてい

る状況があります。 

 私は、この女性流出の原因の一つに、女性の

皆さんから、働く場、活躍の場がないと捉えら

れているためと思うのですが、知事は、このよ

うな我が県の現状、またその原因をどのように

認識され、解決策をどうイメージしているか伺

います。 

 続いて、新田原基地におけるＦ－35Ｂの着陸

訓練実施問題について、知事に伺います。 

 この間、知事は政府に対して、Ｆ－35Ｂを配

備するとの最初の説明の際に、予定していな

かった着陸訓練の実施という国の計画変更に対

して、訓練の必要性を精査するよう申入れを

行っています。 

 積極的に国に対する申入れなど、この課題に

対応される姿勢に敬意を表しますが、この着陸

訓練実施の問題で、必要性を精査せよというの

は、どのようになることが望ましいという姿勢

なのかが分かりにくいとの声があります。 

 私は、着陸訓練はしないようにという明確な

申入れこそ今必要と存じますが、知事が「精査

するように」という表現は、どういうことを求

める意味となるのかお聞かせいただきたいと思

います。同時に、知事が求められた内容に対

し、国はどのような答えを示しているのか、こ

の際お聞かせいただきたいと存じます。 

 以上、壇上の質問とし、以下の課題は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕 

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。 

 まず、女性の県外流出についてであります。 

 本県においては、10代後半から20代前半にか

けて、進学や就職などで多くの若者が県外へ流

出する状況が続いております。このままでは、

今後、地域経済や社会の活力を維持することは

困難になるのではないかと、強い危機感を抱い

ております。 

 特に女性については、男性に比べて転出の割

合が高い傾向にあり、その背景として、魅力的

な就職先の少なさや、地域や家庭に残る固定的

な性別役割分担意識などが影響していると、そ

のような指摘がなされているところでありま

す。 

 このため、今年度から、子ども・若者プロ

ジェクトの柱として、若者や女性を重視した社

会減対策を掲げ、柔軟で多様な働き方ができる

企業の拡大や、若者・女性のキャリアアップ形

成支援、ジェンダーギャップ解消に向けた機運

醸成等に取り組んでいるところであります。 

 今後とも、「ひなたで見つけた、わたしらし

さ」というキャッチフレーズのように、若者や

女性が自分らしく暮らし、働き、幸せを実感で

きる宮崎の実現に力を尽くしてまいります。 

 次に、Ｆ－35Ｂの垂直着陸訓練についてであ

ります。 

 この問題については、国から説明を受けて以

降、過去に受けた説明との相違や地域住民の負

担等を踏まえ、県としても、到底認められるも

のではないことを国に申し入れ、地域住民等へ

の丁寧な説明や不安解消に向けた適切な対応を
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強く求めてきたところであります。 

 訓練の必要性の精査につきましては、地元か

ら騒音に対する不安や夜間訓練の負担感につい

ての意見が多数あることから、訓練回数や時

間、馬毛島基地の整備完了後の計画など、真に

新田原基地で実施する必要がある訓練内容であ

るか改めて精査し、地域住民等の意向に沿って

適切に対応していただきたいという思いで要請

したものであります。 

 その際に、国からは、「最低限行わなければ

ならない訓練はあるが、地域の皆様のために何

ができるかを考えていきたい」といった発言が

なされたところであります。 

 また、６月３日の中谷防衛大臣の会見におい

て、「どのような負担軽減が可能であるか、真

摯に検討している」との発言もあり、県として

は、具体的にどのような対応を行っていただけ

るのか国の動向を注視しつつ、今後とも、地域

住民の声を踏まえ、適切な対応を行ってまいり

ます。以上であります。〔降壇〕 

○岩切達哉議員 答弁をいただきました。 

 引き続き質問しますが、内閣府が、若者・女

性に地方にとどまってもらう、きちんとした収

入を得て自立して暮らせる、そのための在り方

を探る会議として、地域働き方・職場改革等推

進会議という会議を設置することになりまし

た。 

 設置の際に参加する自治体が募集されたのに

対し、全国から68の自治体が参加しまして、九

州では、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊

本県が参加しています。 

 今知事からありました、若者・女性にとって

日本一を目指す宮崎県はなぜ参加しなかったの

か、その理由を総合政策部長に伺います。 

○総合政策部長（川北正文君） 地域働き方・

職場改革等推進会議は、国と地方が連携して、

若者や女性にとっての職場の魅力を高めること

を目的として設置されたものであり、各自治体

に対しては、今年２月に参加の打診がありまし

た。 

 本県といたしましては、昨年度当初から若

者・女性の定着対策をプロジェクトの新たな柱

として想定し、「新しい地方経済・生活環境創

生交付金」など、国の交付金を十分活用した新

規事業等の構築を進めていたことから、まずは

これらの取組を着実に実行していくべきと判断

したものです。 

 若者や女性に選ばれる地域づくりは、本県は

もとより、国全体の最重要課題でありますの

で、今後も国や他県の動向を注視してまいりま

す。 

○岩切達哉議員 参加の打診まであって、参加

しないと決めたという答弁でした。 

 知事が「人口問題は県政の最重要課題」と初

日の武田議員の質問に答えられましたし、常々

おっしゃっています。先ほどは、宮崎には魅力

的な職場が少ないと知事も問題意識を答えられ

ました。 

 我が県の最重要課題として、日本一を目指す

とまでしていて、全国の情報を得ることができ

る場に対し参加しなかったという判断は、行政

の立場からすると貪欲さに欠ける判断ではな

かったのか、本気度が問われるのではないかと

も思います。 

 国全体の最重要課題、そのとおりであります

ので、早速追加でも参加させていただいて情報

を獲得していく、そして宮崎に生かす姿勢が必

要だと思います。 

 先月、日本経済新聞に「人口流出は女性のせ

いか」という解説文があり、そこには、女性の
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キャリア形成に対する支援、「能力が生かさ

れ、成長でき、希望するキャリアを実現できる

と感じられる場所としての地方」であってこそ

選ばれる地方になるとありました。 

 過去から近年まで、自治体では職員数の削減

や非正規化、業務の民間化が進められてきまし

た。指定管理者制度もあります。公的部門にお

いては、特に女性が働く場が非正規化され、働

く者にとって魅力がなくなる政策を取ってきた

と言えます。 

 また、公定価格で働く保育、介護、医療現場

など、エッセンシャルワーカーも同様でありま

す。図書館司書などは知的で女性に人気な職種

ですが、正規で雇用される機会が宮崎県内でほ

とんどないのが現実であります。 

 このような流れは時代から求められたことで

あるにしても、私たちは自ら女性に選ばれない

郷土づくりを進めてきたのではないでしょう

か。 

 宮崎が女性に選ばれる望ましいまちになるに

は何が必要なのか、知事の今のお考えをお聞か

せください。 

○知事（河野俊嗣君） 本県が多くの女性にと

りまして、暮らしたい、働きたいと思えるよう

な魅力ある地域となるためには、女性が自分ら

しいキャリアを描き、実現できる環境づくりが

重要であります。 

 このため県では、女性に優しい職場環境の整

備を推進するとともに、働きがいのある事業を

自ら創出しようとする女性たちの起業支援や、

非正規雇用から正規雇用への転換支援などに取

り組んでいるところであります。 

 また実際に、現在、本県で活躍しておられる

女性はおられるわけですから、そういう姿、そ

の情報というものもしっかりと共有していく、

これも大事であろうかと考えております。 

 また、全国知事会や九州地方知事会、さらに

は先月開催されました「日本創生のための将来

世代応援知事同盟」などにおいて、子育て支援

策の充実や働き方・ライフスタイルの見直し、

人や企業の地方分散など、若者・女性の定着に

向けた議論、情報交換、そして国への提言等を

行っているところであります。 

 県としましては、引き続き、関係団体や企業

等と連携しながら、女性に選ばれる地域づくり

に取り組んでいくとともに、国に対しても実効

性のある政策の構築を強く働きかけてまいりま

す。 

○岩切達哉議員 正規雇用への転換など、大事

な視点をお答えいただきました。石破総理も、

非正規公務員の待遇改善も一つの答えとおっ

しゃっております。先駆的に取り組んでもらい

たいと思います。 

 この課題の最後の質問といたしますが、女性

の活躍推進を目的に日々活動している方から、

この2025年段階で「活躍推進」と銘打って、総

合政策部に女性活躍推進室を設置されたことへ

の違和感があるという感想をいただきました。

簡単に言えば、一歩二歩の遅れを感じるという

ことであります。 

 つまりは、女性に活躍推進ばかりを求めるの

ではなくて、活躍も支えるが、この社会で生き

ていくことを丸ごと支える視点が社会には必要

なんだと、こういうことであります。 

 宮崎で暮らす女性を増やしたいという政策目

標を立てておられますが、20年前に比べ県人口

が１割減った中で、15歳から49歳の女性人口は

３割減っている大変危機的な状況であります。 

 河野知事には、一歩進んで、他県に先んじ

て、この宮崎に女性が生きることを全て丸ごと
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支えますということを宣言するような、決意を

示す「女性局」の設置について求めたいと考え

ます。知事のお考えを伺います。 

○知事（河野俊嗣君） 現在、女性を取り巻く

課題は、活躍推進をはじめ、子育て環境の充

実、非正規雇用からの転換など、広範かつ多岐

にわたっておりまして、一人一人の置かれた状

況やライフステージに応じて、的確に対応して

いくことが何よりも重要であると考えておりま

す。 

 このため、県におきましては、第４次みやざ

き男女共同参画プランに基づき、就業環境の整

備や出産・子育て等の支援、困難を抱える女性

の支援などに取り組んでおります。 

 その上で、さらに、女性が理想のライフスタ

イルを実現する社会環境づくりを一層強力に推

進するため、今年４月に、御指摘のありました

総合政策部内に女性活躍推進室を設置し、プラ

ンも含めた女性施策に関する部局横断的な連

携・調整機能を強化したところであります。 

 今後も様々な状況にある女性の立場にしっか

り寄り添い、安心して生活できるよう必要な対

策を講じてまいります。 

○岩切達哉議員 施策内容というのは、当然十

分に対応いただいているように思うんですけれ

ども、それのアピールとしての問題という意識

で申し上げました。 

 次いで、冒頭申し上げました新田原基地に関

わる問題であります。 

 2023年12月に、基地に隣接する土地25ヘク

タールを取得する発表がありました。用途は

「パトリオット３の機動展開訓練、また、基地

周辺の騒音対策で緩衝地帯としての位置づけも

ある」という表現がありました。 

 これは、もとより今回の訓練実施の問題を予

定して、騒音の緩衝地帯づくりを考えたという

ことではないかという声があります。県当局の

見解を伺います。 

○危機管理統括監（津田君彦君） 航空自衛隊

新田原基地に隣接する土地の取得計画につきま

しては、新田原基地におけるこれまでの施設整

備の状況を踏まえつつ、高射部隊等の移動部隊

による展開訓練や物資の集積場として確保し、

加えて、地元から要望がある戦闘機の運用に伴

う騒音への緩衝地帯として整備するために、十

文字地区における用地約25ヘクタールを取得す

る計画であるとの説明を九州防衛局から受けて

おります。 

 また、同様の説明を、九州防衛局から基地周

辺自治体にも行っていると聞いております。 

○岩切達哉議員 航空自衛隊新田原基地に所属

するＦ－15戦闘機が、昨年７月に四国沖におい

て模擬ミサイルを誤って落下させました。原因

は調査中という発表が当時ありました。 

 また、今年５月14日に基地所属のＴ－４練習

機が愛知県で墜落し、未来ある優秀な若者が亡

くなられたことは、大変残念に思うところであ

り、心から哀悼の意を表したいと思います。 

 この事故も原因は調査中という発表は聞きま

すが、部品落下の件で調査結果の報告があった

のか。また、Ｔ－４の事故についても、究明調

査の結果は、基地がある地元自治体に報告・説

明されるべきものと考えますが、実情はいかな

る状況でしょうか。本日、Ｔ－４は飛行を再開

すると報道されましたので、原因の報告等が

あったのだろうと思うのですが、危機管理統括

監に伺います。 

○危機管理統括監（津田君彦君） 模擬弾の一

部が落下した事案については、事案が発生した

当日に新田原基地から第一報があり、後日、事
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案の概要や推定される原因及び再発防止対策を

含む安全管理の徹底について、九州防衛局及び

新田原基地から報告を受けております。 

 Ｔ－４練習機の事故につきましては、新田原

基地や九州防衛局から第一報やその後の連絡を

受けており、５月20日には、知事から防衛省の

金子政務官に対して、事故原因の究明やその結

果を踏まえた再発防止策の徹底等を要請し、金

子政務官から「徹底した原因究明と再発防止を

行ってまいりたい」との回答をいただいたとこ

ろです。 

 また、九州防衛局からは、事故原因の調査等

が完了した後、関係自治体に説明する予定であ

ると聞いております。 

○岩切達哉議員 予定であって、まだ報告はな

いけれども、Ｔ－４は使い始めるということの

ようであります。 

 国への提案・要望で、訓練の問題のほか、基

地内におけるＰＦＡＳ検出の問題について、迅

速な情報提供、発生源の調査・拡散防止につい

ても求められておりますが、このように、ＰＦ

ＡＳ検出のことや訓練の問題、事故の問題な

ど、不安が募っている状況にあります。 

 ５月20日、21日にかけて国への申入れを行っ

ていただきましたが、今後も知事には、県民の

立場で活動してほしいと望みますし、県民の平

穏な暮らしを守ってほしいと思いますけれど

も、今後、これらの基地をめぐる課題に知事は

どのような姿勢で臨むか、改めてお聞かせくだ

さい。 

○知事（河野俊嗣君） ＰＦＡＳ検出に係る報

告の遅れや模擬弾の一部が落下した事案、さら

にはＦ－35Ｂの訓練に係る方針転換など、基地

周辺住民はもとより、県民の不安の増大につな

がる事案が続いていることは大変遺憾であり、

国に対し、これらの事案に対する再発防止策や

安全対策の徹底は当然として、地域に寄り添っ

た対応を強く求めているところであります。 

 一方で、現在、中東における対立の激化の報

道もなされており、今後の世界の安全保障環境

が大変懸念されるような状況もございます。 

 我が国を取り巻く安全保障環境が複雑化する

とともに、自然災害が激甚化・頻発化する中、

自衛隊が担う役割の重要性は増しており、本県

にとりましても、災害対応等で大きな役割を

担っていただいておりますことから、改めて地

域と基地の共生が重要であると感じておりま

す。 

 国には、今回の問題を契機として、地元の理

解と協力が不可欠であることを再認識していた

だきたいと考えておりまして、県としては、県

民の安全で安心な暮らしを第一に考え、基地周

辺の自治体等とも連携しながら、引き続き地域

に寄り添った対応をしてまいります。 

○岩切達哉議員 次の質問に移りたいと思いま

す。除染土の受入れについて伺いたいと思いま

す。 

今年３月11日の新聞記事の件で、県の説明を

聞きたいと思います。 

 福島原発の事故によって福島県内に降り注い

だ放射性物質を地表から剝ぎ落とした土―除

染土と呼ばれていますが、一定量ありまして、

これを国は運び出して有効活用したいという姿

勢です。 

 ３月11日の読売新聞に、この除染土につい

て、県内受入れの可能性に係るアンケートの記

事がありました。除染土の再利用については、

政府の思いに反し、国民の間に強い不安がある

ところです。 

 記事は、アンケートに対し、担当のほうで真
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面目に丁寧に答えたものと受け止めております

けれども、特に、前提条件が曖昧で、どのよう

にでも取れる設問であり、結果として、宮崎県

は受入れに前向きと捉えられるような記事に

なっておりました。 

 この際、宮崎県は除染土受入れに対してどの

ような姿勢なのか、知事からお考えをお聞かせ

ください。 

○知事（河野俊嗣君） 東京電力福島第一原発

事故後の除染作業により発生しました除去土壌

は、現在、福島県内の中間貯蔵施設に約1,400

万立方メートルが保管されております。中間貯

蔵・環境安全事業株式会社法に基づき、国の責

務として、中間貯蔵開始後30年以内に、すなわ

ち2045年３月までに、福島県外で最終処分を完

了するために必要な措置を講ずることとされて

おります。 

 当該アンケート調査では、前提条件として、

「住民が安全性等に不安を抱かないように国が

十分に説明を行い、住民の理解と信頼が得られ

ること」を追加した上で、「条件次第で受入れ

を検討する意向がある」との選択肢を選び、回

答したところであります。 

 県としましては、除去土壌の処分について、

現状においては、国民的な理解と信頼の醸成に

向けたプロセスの途上であると、受入れの可否

を検討する段階にはないと考えております。 

○岩切達哉議員 知事から明確に、現状として

検討する段階にないとの答弁をいただいたとこ

ろであります。この問題は極めてナイーブな課

題だと思います。ぜひ県、行政には、ガバナン

スを利かせた対応を今後はいただきたいと思い

ます。 

 それでは、福祉の問題に移りたいと思いま

す。子供の福祉について、福祉保健部長に伺い

ます。 

 まず、チャイルド・デス・レビュー（ＣＤ

Ｒ）、日本語で「予防のためのこどもの死亡検

証」についてです。 

 ＣＤＲは全国展開していくという方針が、こ

ども家庭庁から今年度示されました。宮崎県で

は、いち早く体制を整備するよう努力してほし

いと要望します。 

 既に県内には、ＣＤＲに対し真摯に取り組も

うという医師など関係者が存在していること

は、２月議会で当時の山内議員が紹介していま

す。 

 県は、虐待死に対するＣＤＲと言える児童虐

待等死亡事例検証報告を実施していますので、

発展的に政府が示されるＣＤＲ導入に対応でき

ると思いますが、県のＣＤＲ導入の計画につい

て伺います。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 子供たちの死

亡原因を踏まえて、医療や警察などの多職種が

連携して検証し、予防可能な死亡の減少につな

げていくことは、大切な取組であると受け止め

ております。 

 国のモデル事業に取り組んでおります自治体

の状況を見ますと、多くの関係機関が集まるこ

とで、予防策の啓発など縦割りになりがちな取

組を、組織や分野を超えて効果的に実施するこ

とができたなど、評価する声が聞かれておりま

す。 

 国においては、モデル事業の結果を基に、全

国展開に向けた、具体的な制度の在り方につい

て検討する有識者会議を立ち上げたところであ

りますので、県としましては、関係機関との情

報共有を進めてまいります。 

○岩切達哉議員 「遅れず」というポイントが

大事だと思いますし、せっかく県内、市内に十
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分にこの問題認識を持った方が存在しておりま

すので、いち早くその体制を整えていただい

て、行政のほうがその足かせとなることがない

ように努力いただきたいと、重ねて御要望申し

上げます。 

 次に、プレコンセプションケアというものと

包括的性教育について伺います。 

 県が今年度取り組むとしておられますプレコ

ンセプションケアについて、まずはどのような

ものか、その説明を福祉保健部長に伺います。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） プレコンセプ

ションケアとは、性別を問わず、適切な時期に

性や妊娠、健康に関する科学的に正しい知識や

情報を持ち、自ら主体的に健康管理を行うこと

とされております。 

 プレコンセプションケアを実践することは、

自分が望む形での出産や、仕事と子育ての両立

など、ライフプランの実現に大きく寄与するも

のであり、生涯にわたり自分自身が健康でいる

ことや、自分が望む生き方の実現につながるも

のであります。 

○岩切達哉議員 厚生労働省とかは、発音の難

しいものをいっぱい導入してきますので、部長

もなかなか大変だと思いますけれども、プレコ

ンセプションケア、私もようやく慣れました。 

 私は、思いがけない妊娠とか望まない妊娠で

苦しい思いをする若者を減らしたいということ

で、人工妊娠中絶の課題や緊急避妊薬などをこ

れまで議会で取り上げてまいりました。 

 それを調べていく中で、プレコンセプション

ケアを推進することを知ったのですが、この取

組は、つらい思いをする女性を減らすことが可

能になるならと期待をしますが、その前提とし

て、ユネスコが提唱し、国際的な標準となって

いる、性教育に関する指針でもある包括的性教

育の実践が求められていると理解しています。

福祉保健部長の所見を伺います。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 包括的性教育

は、性と生殖に関することのみならず、人間関

係や人権、ジェンダーの理解など、幅広い内容

を幼少期から年齢に応じて学ぶもので、プレコ

ンセプションケアの推進にも効果的でありま

す。 

 学校では、児童生徒に対し、心と体の発達・

発育、性感染症などの性に関する指導を行って

おり、あわせて、人間関係の醸成、価値観、人

権など、命を大切にする教育を実践しておりま

す。 

 プレコンセプションケアの推進には、包括的

性教育が非常に重要でありますので、今後と

も、教育委員会や関係機関と連携し、取り組ん

でまいります。 

○岩切達哉議員 プレコンセプションケアには

包括的性教育が重要であるというふうに共有す

る同じ立場だということで、ぜひ今後の取組に

期待させていただきたいと思います。 

 次に、虐待問題でございます。 

 今年５月初旬、東京で通り魔的に見知らぬ若

者を切りつけた犯人は、自らの境遇を、教育虐

待を受けていたゆえに犯行に至ったと報道され

ています。教育虐待に類する事件は、大学ノー

トに５歳の女児が反省文を書かされていたとい

う目黒女児虐待死事件など数々あります。 

子供の人権を無視して、勉学や習い事などを

社会通念上許される範疇を逸脱して無理強いさ

せる行為であるとされますが、このような教育

虐待は県内でも発生していますでしょうか。ま

た、その際の対応状況についてお聞かせくださ

い。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 児童相談所に

- 129 -



令和７年６月13日(金) 

 

は、親が子供に勉強や習い事を強いることにつ

いて、祖父母から相談が来ることがございま

す。 

 そのような際には、心理的虐待に当たるおそ

れがあることから、学校と連携して、子供の様

子を確認するとともに、必要に応じて、子供や

親に面談するなどの対応を行っております。 

○岩切達哉議員 教育熱心でよい親と評される

ことが多いようでありますが、過度な要求、人

権を無視し、許される範疇を逸脱するというこ

の虐待は、発見されにくい問題であることを私

たちは認識しなければならないと思います。 

 教育現場を預かる教育長は、この問題の存在

をどのように認識し、教育現場の皆さんにはど

のような対応を求めておられるのかお聞かせい

ただきたいと思います。 

○教育長（吉村達也君） いわゆる教育虐待に

つきましては、家庭において、子供の心や体が

耐えられる限度を超えて教育を強制されるもの

であり、子供の心身の発達に支障を来すおそれ

があると認識しております。 

 学校では発見しづらいところもあることか

ら、教育委員会では、虐待防止のポイントとし

て、子供の悩みを常に聞くことの大切さを、家

庭教育サポートプログラム等を活用し、保護者

へ周知するよう学校に求めております。 

 また、虐待の疑われるケースについては、ス

クールソーシャルワーカー等を活用し、児童相

談所や警察と情報共有するなどの連携した対応

を求めております。 

 教育虐待は、身体的虐待や心理的虐待にもつ

ながることから、悩みを抱えた児童、また保護

者の方々に寄り添った教育相談体制の充実に努

めてまいります。 

○岩切達哉議員 学校では発見しづらいもので

あると今ありました。本当に発見しづらいんで

す。一生懸命親御さんは関わっている、子供の

教育に熱心だ、それがいつの間にか虐待になっ

ているものというふうに理解します。どの状況

がその範疇を超えるのか、非常に難しい課題で

ありますけれども、ぜひ、より一層、現場の認

知度を高めていただきたいと思います。 

 話題を替えて、津波対策でございます。 

 津波対策については、議会として特別委員会

を設置して研究しておられます。そこで、課題

を絞りまして伺いたいと思います。 

 津波発生時には、高いところへ避難すること

が何より必要で、沿岸部において津波から避難

するために、高台などがない地域では、避難タ

ワーや避難ビルへの避難が必要であります。 

 県内の避難タワー、避難ビルは幾つあるの

か、また、タワーやビル全体での収容可能人数

も含めて、危機管理統括監にお尋ねします。 

○危機管理統括監（津田君彦君） 県で取りま

とめた最新の調査によりますと、避難タワーや

高台、避難ビルなど、各市町村が指定する津波

からの指定緊急避難場所数は、令和７年４月１

日現在、県内の沿岸10市町で合わせて1,098か

所となっております。 

 また、これらの場所における収容可能人数

は、合計で218万7,509人となっております。 

○岩切達哉議員 県民人口を上回る収容可能人

数が準備されているということになっているよ

うでありまして、相当な収容可能数が示されま

した。 

 初日でしたか、川添議員の質問もありました

が、交通渋滞に巻き込まれることなく、一番近

い高いところに逃げてほしいし、受け入れる能

力はあるということになります。 

 そこで問題は、避難ビルに指定している民間
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ビルは、いざというときに本当に使えるのかと

いう問題であります。 

 避難階段入り口に鍵があって、地震発生があ

れば自治会役員が鍵を持ってくるというような

ビルもあると伺います。津波を想定して避難ビ

ルへ避難する訓練は必要と思いますけれども、

実践されたという話をなかなか聞くことはござ

いません。 

 実は、この議会で３年前に同様の質問をした

のですが、危機管理統括監からは、「避難ビル

への避難訓練は積極的に行われていない状況」

との答弁をいただきました。あれから３年、現

在の市町村での取組状況を把握しておられまし

たらお聞かせください。 

○危機管理統括監（津田君彦君） 沿岸の市町

においては、自治体主催や自治会、自主防災組

織によって行われる防災訓練の一環として、民

間の指定緊急避難場所のビルを活用した津波避

難訓練を行っているところであります。 

 県としましても、総合防災訓練において、自

治体と連携し、指定緊急避難場所である民間の

福祉施設のビルを活用し、地域住民参加型の避

難訓練を実施したり、避難ビル等の施錠を震度

により自動的に解除させる装置への財政支援を

市町村に行うなど、確実な避難につなげるため

の取組を行っているところです。 

 今後とも、沿岸市町と連携し、実効性のある

訓練や指定緊急避難場所の環境整備に取り組ん

でまいります。 

○岩切達哉議員 ぜひよろしくお願いします。 

 話題を替えまして、学校で集めるお金の問題

を質問します。 

 少子化が進む理由に、「子を持つリスク」と

いう表現で、教育に関わる金銭的負担感がある

とされています。 

 県のこども計画でも、予定している子供数と

理想の数に、本来なら３人欲しいけれども、現

実には２人しかつくれないというか、育てられ

ないというギャップがある。その最大の理由は

「子育て全般を通じお金がかかるから」という

答え、次に多いのは「教育にお金がかかるか

ら」、いずれにしてもお金だということです。 

 高校授業料が所得制限なく無償化されまし

た。それでも学校に納めるお金が大変だという

声が届きます。 

 教育長に伺いますが、県立高校で集金されて

いるお金はどのようなものがあって、総額で幾

らになるのか。総額と内容、そして一番多いと

ころの額と内容を教えてください。 

○教育長（吉村達也君） 学校徴収金は、教育

活動上必要となる経費の財源として、学校が保

護者から徴収しているものであります。 

 対象となる経費は学校によって一部異なりま

すが、主なものとして、副教材費や修学旅行費

のほか、ＰＴＡ活動や生徒会活動の経費などが

あります。 

 なお、県立高校及び中等教育学校37校におけ

る令和６年度の学校徴収金の総額は約31億円で

あり、最も多い学校では約２億2,000万円、そ

のうち約8,000万円が修学旅行費となっており

ます。 

○岩切達哉議員 高校での金額でございまし

た。高校に限らず小中学校でもある問題で、給

食費は有名なところでありますし、修学旅行費

からクラス費、補助教材や消耗品代、さらに

は、年度末になりますと、卒業記念品代などが

徴収されたりします。少子化が進む理由に教育

にお金がかかると、これがそういう内容なのか

なと、もちろん習い事等もあるかと思いますけ

れども、教育費無償化、義務教育は無償だとい
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う流れの中で、それだけの負担がおありだと。 

 教育長に伺いたいと思います。 

31億円と実態が報告されましたが、これには

多分、入学時の大きな負担である制服代や体操

服、かばんなどは含まれていないと思います。

集めている金額ということで伺いましたから。

それでも約２万人いらっしゃる県立高校ですか

ら、１人がざっと15万円ということになりま

す。 

 本来、教育現場では、どの範囲まで私的な負

担を求めるか、公教育において係る費用はどう

あるべきなのか、学校で集めているお金につい

て、教育委員会で議論があるならばお聞かせい

ただきたいと思います。 

○教育長（吉村達也君） 県立高校の学校徴収

金につきましては、生徒の個人所有となるもの

や、成果が生徒に直接還元されるものなどを対

象としており、その目的や使途につきまして

は、保護者へ十分に説明した上で負担を求めて

いるところであります。 

 しかしながら、近年、１人１台端末の導入や

物価高騰の影響もあり、学用品全般に係る費用

が増えていることから、教育委員会では各学校

に対しまして、学校指定物品や副教材などの選

定の在り方を見直すよう依頼しているところで

あります。 

○岩切達哉議員 実態を見ていただいて、どう

あるべきか、しっかりと考えていただきたい。

単に買わなければいいんじゃないかということ

でいいのかというのもありますし、買うなら、

それを本人たち、また保護者に求めるべきなの

か、公費負担というのはどうあるべきなのか、

よく考えていただきたいと思います。教育の現

場で政策的に少子化の現状を変えるきっかけに

なるような議論を要望させていただきたいと思

います。 

 学校に係る費用で、払えない・払わない家庭

の存在が先生方の御苦労をさらに厳しいものに

しているのではないかというふうに推察してお

ります。 

 催促とか電話するだけでも大変で、そこで教

師が自腹で埋めるということが出ているように

伺います。ほかにも部活動に係る費用とか、よ

く先生方の自腹になっていると伺いますし、生

徒が頑張って大会でよい成績を上げますと、一

緒にお祝いしたくなって、食事会などの費用を

負担しているとか伺います。 

 教師の自腹という問題について把握がありま

すでしょうか、教育長に伺います。 

○教育長（吉村達也君） 議員御指摘の自己負

担金につきまして、教育委員会として実態等を

把握しているわけではございませんが、同じ負

担であっても人によっては、負担感を感じ、支

払う方もいれば、自己投資、自己判断のものと

考え、負担されている方もいるのではないかと

思われます。 

 現在、県教育委員会には、自己負担に関する

相談等は届いておらず、各学校において、一定

の基準を持って判断されているものと考えられ

ます。 

 今後、学校や教職員の考えを改めて伺ってま

いりたいと考えております。 

○岩切達哉議員 ぜひ、教師の自己負担、自腹

と表現したりしますが、先ほどの保護者等から

徴収するものと併せて、学校に係る費用が「子

を持つリスク」とまで言われるならば、実際に

どんなものなのか、しっかりと実情把握に努め

ていただきたいと思います。 

 教育に係るお金の問題に関連して１点、高校

の広域通信制高校で学ぶ生徒を支える家庭の教

- 132 -



令和７年６月13日(金) 

 

育費負担の現状について、これは前にも質問さ

せていただきました。相当に高額な御負担をさ

れている現状がございます。広域通信制高校の

授業料は無料なんですけれども、それ以外に大

きな負担がある。スクーリングの費用だとか、

いろいろあります。 

 広域通信制高校に係る金銭的負担の現状を見

て、何がしかの支援が必要ではないかと私は考

えるんですが、担当部長の御認識を確認したい

と思います。 

○総合政策部長（川北正文君） 議員御指摘の

とおり、子供が高校に通学する場合、教材費や

通信費など、授業料以外の経済的負担が一定額

生じていることについては認識しております。 

 県としましては、授業料以外の教育費への支

援として、国の制度に基づき、高校生のいる低

所得者世帯に対し、奨学給付金を支給してお

り、この制度は、広域通信制高校においても対

象となります。 

 近年、教育ニーズの多様化に伴い、全国的に

も広域通信制高校への需要が高まっている状況

もあり、引き続き、適切に支援を実施するとと

もに、給付金の対象となる世帯が確実に給付を

受けられるよう、さらなる制度の周知に努めて

まいります。 

○岩切達哉議員 繰り返しますけれども、この

費用の問題は、子育て、少子化をどうしようか

という視点で取り上げさせていただきました。

ぜひそれぞれの立場で御議論いただきたいし、

一緒に考えてまいりたいと思います。 

 次の問題に参ります。 

 スポーツ指導中の落雷事故が発生いたしまし

た。山之口の陸上競技場、木花のグラウンド、

そして各学校のグラウンドでも注意を要する課

題ですが、落雷予防の設備がどうなっているか

であります。 

 先日、福岡のほうの総合展示会に伺いまし

て、落雷を発生させない避雷針が開発された

と、積極的なアピールをされているところを見

ました。機械的に雷の発生を防止する装置だそ

うであります。二度と事故を起こしてほしくな

いので、導入を検討してはいかがかと思います

が、教育長に伺います。 

○教育長（吉村達也君） 落雷から児童生徒の

命を守る取組は、大変重要であると認識してお

ります。 

 議員から御紹介のありました落雷予防装置に

つきましては、平面グラウンドでの効果や費用

面などの課題もあることから、導入事例を参考

に研究してまいりたいと考えております。 

 なお、ＫＵＲＯＫＩＲＩ ＳＴＡＤＩＵＭや

ひなたサンマリンスタジアム宮崎には、建築基

準法に基づき、高さ20メートルを超える建築物

や工作物に義務づけられた避雷設備が設置され

ております。 

○岩切達哉議員 雷の事故はぜひ気をつけてい

ただきたいと思います。 

 林野火災のことを取り上げるんですが、今日

も午前中に質問がありましたので、重なる部分

は省きますけれども、お尋ねしたいのは、林野

火災の発生が増加しているんですが、大規模化

したのが今年の春の特徴でありました。その大

規模化した要因をどう捉えていらっしゃるの

か、また、宮崎県において林野火災を発生させ

ないよう、どのような対策が必要なのか、環境

森林部長に伺います。 

○環境森林部長（長倉佐知子君） 林野火災

は、全国的に冬から春にかけて多く発生し、令

和元年以降の発生件数は、年間1,300件前後と

ほぼ横ばいですが、令和７年は、３月までに、
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岩手県大船渡市をはじめ、各地で大規模な林野

火災が発生しました。 

 森林・林業白書によると、今回の大規模化の

要因は、極度の乾燥や強風、急傾斜地形など、

複合的な要因によるものと考えられています。 

 県では、毎年１月を山火事予防月間と定め、

消防や森林組合等と連携して、パレードやパト

ロールを行うとともに、ホームページや広報

紙、ポスター等を活用し、広く県民に向けた啓

発を実施しているところです。 

 今後とも、関係機関と一体となって、林野火

災の発生防止に努めてまいります。 

○岩切達哉議員 最近は、道路脇の草も刈らず

に枯らすというような状況もあります。一回火

がつくと大変な状況かなと思っています。ぜひ

御努力いただきたいと思います。 

 次に、農作業に伴う事故であります。 

 農作業に伴う死亡事故は、全国で令和５年に

236人、就業者10万人に11.6人、一般的な全産

業は1.1人ということで、10倍になります。 

 農業従事者は、労災のカウントにならないこ

とが多いのですけれども、他の産業との比較は

難しいのですが、宮崎県内における死亡事故の

状況と対策を農政水産部長に伺います。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 農業従事者の

県内での死亡事故は、トラクター等の操作中、

路肩から転落するなど、毎年６人前後の方が亡

くなっており、農業従事者10万人当たりでは約

17人と、全国平均を上回っております。 

 県ではこれまで、事故防止対策として、研修

会等での啓発活動や、安全啓発のための指導者

を育成するとともに、春と秋の農作業安全確認

運動実施期間には、関係機関・団体と連携し、

農業者へ事故防止のチラシを配布するなど、安

全意識の醸成を図っております。 

 令和９年からは、事故が起こった際の死亡率

低減のため、トラクターでのシートベルト着用

が義務化される予定となっていることから、県

としましては、国の動きも見ながら、さらなる

事故防止対策に取り組んでまいります。 

○岩切達哉議員 人口比にすると極めて多いと

いう話でございました。 

 次いで、林業現場でございますが、林業現場

での作業中の事故で、令和５年に全国で29人の

方が亡くなっておられて、そのうち３人は宮崎

県の数だと出ておりました。この林業の実態

は、産業別で比較できるものの中で極めて多い

と理解しております。 

 林業の従事者に係る労働災害発生状況につい

て、最近の数字がありましたら、環境森林部長

に伺いたいと思います。 

○環境森林部長（長倉佐知子君） 厚生労働省

の統計によりますと、令和６年の全国の林業労

働災害における1,000人当たりの発生率は、全

産業の2.3人に対して、林業は約10倍の23.3人

となっております。 

 また、宮崎労働局の統計によりますと、令和

６年の本県の林業労働災害発生件数は、休業４

日以上の死傷災害が67件、そのうち死亡災害が

４件となっております。 

○岩切達哉議員 今お二人の部長から伺いまし

た。県内で、農業で６人、林業で４人の方が亡

くなっているという厳しい数字が報告されまし

た。人口比にしますと、さらに多くなると。こ

のような貴重な従事者が亡くなってしまう労働

災害が発生しており、けがはこれ以上に多いと

思います。 

 農業にしろ、林業にしろ、担い手不足が深刻

な状況の中で事故が多いということは、放置で

きない問題だと思います。この対策のために、
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啓発とか幾つか提示されましたけれども、今、

時代に合わせた機器の導入によって事故を防止

する、そういうことが大事ではないかと、抜本

的な対策が必要ではないかと思います。代表し

て、環境森林部長に伺いたいと思います。 

○環境森林部長（長倉佐知子君） 林業労働災

害は、伐木作業時に多く発生していることか

ら、県では、林業労働災害防止大会における啓

発のほか、伐木作業時に着用する防護服等の購

入費用を支援しております。 

 また、国においては、ＩＣＴやＡＩなどの先

端技術を活用し、伐木・集材作業等を行う林業

機械の開発・実証が進められており、昨年はラ

ジコン式伐倒作業車等の現地検討会が開催され

たところです。 

 林業の安全性向上を図る上で、林業機械の自

動化・遠隔化は大変重要でありますので、県と

しましては、国に対して、技術開発や実用化を

加速するよう要望するとともに、事業体に対し

ては、労働災害防止につながる高性能林業機械

の導入等の支援に引き続き努めてまいります。 

○岩切達哉議員 機械の導入の支援はお金がか

かりますけれども、まずは人間の安全を強化し

ていただいて、結果として、労働力の確保、宮

崎の農林業の維持発展ということで、資金を惜

しまない対応をお願いしたいと強く要望させて

いただきたいと思います。 

 残り２問でございます。 

木崎浜海岸サーフィン環境整備事業が提案さ

れております。木崎浜へのアクセス道路が狭い

という問題に対応される内容であります。 

 このルート検討について、いろいろあったと

思います。私は、総合運動公園の南口から入っ

て、自然の家の西側からつなぐことのほうが、

将来に向けて合理的で、かつサーフィンを本気

で観光資源としていくために、有益ではないか

と考えております。商工観光労働部長に伺いた

いと思います。 

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 木崎浜へ

のアクセス道路につきましては、これまで競技

団体等から河川管理用通路に係る整備等の要望

をいただいており、今回の補正予算案で計上し

ております木崎浜海岸サーフィン環境整備事業

により、令和７年度から９年度にかけて、国の

交付金を活用し整備するものでございます。 

 整備方針の検討に当たりましては、運動公園

内の園路を活用する案も含め、関係部局等と協

議を行い、早朝時等の車両の出入りの管理が困

難なことや、園路が一般道として使用する想定

になく、園内の施設利用者等の安全性確保の観

点から、今回の整備計画に至ったところであり

ます。 

 県としましては、引き続き関係部局等と連携

を図り、木崎浜の環境整備に取り組んでまいり

ます。 

○岩切達哉議員 この問題について、現場に

行って実際に見せていただきましたけれども、

何度考えても園路を通らせていただいたほうが

いい、園路を安全な状況にすることのほうが安

くつく。また、園路周辺はきれいに植栽してあ

ります。そういう意味では、サーフィン客を歓

迎するムードも高い、そのように思います。 

 河川管理用通路というのは、途中に樋門もあ

りまして、これを拡張するのは相当なお金がか

かると思いますけれども、困難な課題でも解決

しなければならない。そういうことについては

得意な児玉部長、ぜひ現地に行っていただい

て、この問題を改めて考えてほしい、このよう

にお願いしたいと思います。 

 最後になります。宮崎市高千穂通りの道路空
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間再編事業について伺いたいと思います。 

 考えが示された時点から関心がある事業なん

ですけれども、今、一部事業の成果が見える状

況になっていまして、ますますよい事業だと受

け止めています。今後、信号の柱など大変だと

思いますが、我が県中心地の顔ですので、期待

させていただきたいと思います。 

 安全で快適な交通環境のためには、自転車と

歩行者と車を分離することが本来あるべきだと

思います。 

 県土整備部長に伺いますけれども、美しい宮

崎づくりを担っている立場で、この事業にかけ

る思いをお聞かせください。 

○県土整備部長（桑畑正仁君） 高千穂通り道

路空間再編事業は、まちのにぎわい創出を目的

に、宮崎駅から橘通りまでの約700メートル区

間において、歩道と自転車道の再整備等を行う

もので、現在、通りの南側の整備を進めてお

り、順次、北側へと進めていくこととしており

ます。 

 高千穂通りは、緑あふれる楠並木や地域のボ

ランティア活動などによる四季折々の花々に包

まれた、宮崎を代表するシンボルロードであ

り、今回の整備により、さらにその魅力を高め

ていきたいと考えております。 

 県としましては、駅周辺のにぎわいをまちな

かに広げ、多くの県民の皆様に長く親しまれる

よう、宮崎市や民間団体と連携しながら、高千

穂通りの整備に取り組んでまいります。 

○岩切達哉議員 これはいい事業だと思いま

す。ぜひ、かなうならば、国スポ開催の後に完

成しましたでは、ちょっともったいないですの

で、国スポ開催には間に合うように事業展開い

ただくようお願いしまして、私の質問の全てを

終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。（拍手） 

○日髙陽一副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。 

 次の本会議は、16日午前10時から、本日に引

き続き一般質問であります。 

 本日はこれで散会いたします。 

   午後１時58分散会 
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 ◎ 一般質問 

○日髙陽一副議長 これより本日の会議を開き

ます。 

 本日の日程は一般質問であります。 

 ただいまから一般質問に入ります。まず、前

屋敷恵美議員。 

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。日本共産党の前屋敷恵美でござい

ます。通告に従って一般質問を行います。 

早速、知事の政治姿勢から伺ってまいりま

す。 

まず、Ｆ－35Ｂ戦闘機の垂直着陸訓練問題を

伺います。 

 防衛省は今年２月、新田原基地に配備すると

している最新鋭ステルス戦闘機Ｆ－35Ｂの垂直

着陸訓練を同新田原基地で実施することを明ら

かにしました。 

 しかし、防衛省はこれまで、垂直着陸訓練は

鹿児島県馬毛島で実施し、「新田原基地におい

ては、緊急時などを除き、通常、垂直着陸訓練

は行うことはない」としてきたにもかかわら

ず、現在、馬毛島に整備中の自衛隊基地建設の

遅れを理由に、新田原基地での訓練実施を決

定。しかも、馬毛島の基地完成後も、新田原で

の訓練を続ける方針だとしました。 

 このことに、地元新富町も、そして住民も、

「訓練によるこれ以上の爆音には耐えられな

い。受け入れられない」と猛反対を表明してお

られます。 

 今回、方針転換した新田原基地での垂直着陸

訓練について、知事はどのように受け止め、ど

う対応されるのかお伺いいたします。 

 壇上からは以上で、後は質問者席から行いま

す。（拍手）〔降壇〕 

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。 

 Ｆ－35Ｂの問題については、過去の説明や地

域住民の負担等を踏まえると、到底認められる

ものではなく、住民等への丁寧な説明や不安解

消に向けた適切な対応を、国に対し強く求めて

まいりました。 

 国は４月上旬から、新富町、西都市、宮崎市

において住民説明会を開催しておりますが、住

民からは、防衛省に対する不信感や騒音に対す

る不安や負担感など、大変厳しい意見が寄せら

れているところであります。 

 このため、５月20日に私から直接、防衛省の

金子政務官に対し、地域住民の不安解消に至っ

ていない現状をお伝えし、改めて、住民の意向

に沿って適切な対応を実施するよう要請し、国

からは「地域のために何ができるか考えていき

たい」などの発言があったところであります。 

 その後、防衛大臣も会見で「どのような負担

軽減が可能か、真摯に検討している」と発言さ

れており、県としては、具体的にどのような対

応を行っていただけるのか、国の動向を注視し

つつ、今後とも、地域住民の声を踏まえ、必要

な対応を行ってまいります。以上であります。

〔降壇〕 

○前屋敷恵美議員 防衛省が行いました住民説

明会に私も参加いたしまして、地元の方々の直

接の声をお聞きいたしました。参加された地元

の方々からは、それぞれに「これ以上の爆音を

受け入れることはできない。限界だ」と怒りの

声が続きました。皆さんの率直な御意見を伺い

ながら、当事者でなければ分からない大変さ、

つらさがひしひしと伝わったところです。 

 この間、長年、基地の爆音に耐え忍んでこら

れた基地周辺住民の方々が裁判に訴えた爆音訴
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訟で、福岡高裁宮崎支部は「受忍限度を超える

違法な爆音」と断じて、国に損害賠償を命じま

した。今回さらなる爆音・轟音を伴う垂直着陸

訓練を強行することは、この判決をもないがし

ろにする、まさに違法であり、この理不尽さは

許されるものではありません。 

 知事は、昼も夜も耐え難い爆音にさらされな

がらの生活を余儀なくされている地元の方々の

心情を重く受け止めることが必要だと思いま

す。 

 今、防衛省も検討中だという回答のようであ

りますけれども、いずれにしても、その結果を

待つことなく、私は、知事は訓練の中止を求め

ていくべきだと思います。 

暮らしそのものが、健康状態も含めて、これ

以上の爆音には本当に耐えられないと訴えてお

られるわけですから、ぜひ知事も住民の皆さん

の立場に立って、中止を求めるべきだと思いま

す。知事の御判断を聞かせていただきたいと思

います。 

○知事（河野俊嗣君） Ｆ－35Ｂの配備につき

ましては、現在の我が国を取り巻く厳しい安全

保障環境を踏まえ、防衛力の強化が必要である

という国の判断の下で、国の責任において進め

られているものと認識しております。 

 今回の垂直着陸訓練に係る方針転換について

は、地元の住民の不安や負担等を考えると、到

底認められるものではなく、私から直接、防衛

省に要請するなど、国に対し、地元市町の意向

に沿った適切な対応を強く求めてきたところで

あります。 

 国は、説明会で出された住民等の意見を受け

て、どのような負担軽減が可能か検討中であり

ますが、県としては、引き続き、地元市町とも

連携しながら、地域住民等に寄り添った対応を

国に求めてまいります。 

○前屋敷恵美議員 Ｆ－35Ｂ戦闘機の配備は、

今後、40機余りに及びます。新田原基地の規

模・体制が一段と強化されることになります。

それに伴い訓練は増え、騒音被害はさらに深刻

さを増すことになります。 

 Ｆ－35Ｂそのものの配備をも私は拒否すべき

だと思います。知事は、今の段階では、Ｆ－35

Ｂの垂直着陸訓練は受け入れられないとする立

場を表明しておられますけれども、ぜひその立

場を貫いて、この訓練及び戦闘機の配備も含め

て、知事の英断を求めたいと思います。 

 続いて、国が宮崎空港を特定利用空港に指定

したのに続いて、日向の細島港を特定利用港湾

の候補にするとしたことについて伺います。 

 細島港は、御承知のように、民間の船が利用

する商業港です。それに県管理の港でもありま

す。国が特定利用しようとする目的、指定に係

る県の立場、そして県の受け止めをお聞かせい

ただきたいと思います。知事、お願いいたしま

す。 

○知事（河野俊嗣君） この特定利用港湾は、

平素から必要に応じて、自衛隊等が港湾を円滑

に利用できるよう、港湾管理者との間で「円滑

な利用に関する枠組み」を設けるものでありま

して、あくまで民生利用を主とするとされてお

ります。 

 細島港を特定利用港湾の候補とすることにつ

いては、先月、港湾管理者として説明を受けた

ところであり、国からは、今後、この枠組みを

設けるための協議を行っていくと伺っておりま

す。 

 県としましては、細島港が追加された場合の

影響や枠組みの内容等について詳細を確認する

とともに、引き続き国に対して丁寧な説明を求
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めてまいります。 

○前屋敷恵美議員 必要な枠組みを決めるとい

うお話でありますけれども、現在でも、毎年日

向灘の沖合で繰り返されている日米共同機雷掃

海訓練のときには、細島港にそうした軍艦が停

泊する、そういう使用がなされてきています。 

 今回、特定利用の港に指定されれば、平素か

ら軍事利用されることは想像に難くないと私は

思います。今議会でも話題となりましたクルー

ズ船の誘致どころではなくなると思います。 

 県は、港湾の管理者として、特定利用の指定

受入れを容認すべきではないと思います。ぜひ

明確な態度を知事に表明していただきたいと思

います。 

 もう一点、お伺いいたします。 

 国が進める基地の強靱化、軍用機の配備、頻

繁に行われる多国籍軍との共同軍事訓練、そこ

につぎ込まれる莫大な税金、こうした一連の戦

争準備が今後どのような事態を招くことになる

のか、今こそ真剣に考えなければならないと思

います。 

 今、中国による台湾有事が声高に叫ばれ、日

本が集団的自衛権の行使に踏み切ったときに、

県民はどのような被害を被ることになるのか、

県民の安全を守るべき知事として、先を見通し

た対応が必要と思います。知事の御見解を伺い

たいと思います。 

○知事（河野俊嗣君） 我が国を取り巻く安全

保障環境は、中国の軍事力強化、海洋進出の動

きでありますとか、北朝鮮の核ミサイル開発の

進展、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化な

ど、より一層、厳しさを増してきております。 

 また、緊迫を増しております中東情勢の影響

というものも注視する必要があろうかと考えて

おります。 

このような状況を受け、国において、国家安

全保障戦略等に基づき、防衛力の強化を図るた

めの取組が進められているものと理解しており

ます。 

 外交や防衛など国家の安全保障に関すること

は、国の責任において進められるべきものであ

りますが、国民の安全・安心、生命・財産に直

接関わる極めて重要な問題であると考えており

ます。 

 私としましては、我が国の平和と安全を守る

ためには、国際社会の平和と協調に向けた不断

の外交努力に努め、諸外国との協力関係をしっ

かりと深めていくことが何より重要であると考

えております。 

○前屋敷恵美議員 諸外国との協力関係は確か

に大事です。そこをしっかりと踏まえた上で、

外交努力をしなければならないと思います。 

 国家間には様々な課題、問題が生じるでしょ

う。しかし、それを武力や威嚇で解決すること

はできないと思います。どのような問題が起き

ても、戦争にさせない努力をすること、その仕

事が政府の責務だと思います。 

 貴い命を奪い、あらゆるものを破壊し尽くす

のが戦争です。犠牲者は国民です。あくまでも

粘り強く話合いの外交を尽くすことこそ必要だ

と思います。今進められている戦争を想定して

の戦争準備でなく、平和解決のための努力、そ

の準備こそ必要だと思います。 

今、日本は、当事国でもないのに戦争に巻き

込まれようとしています。本当に重大な岐路に

立っていると思います。 

 地方に暮らす国民を守るべき知事は、「外

交・防衛は国の責任」で済まさずに、国に「戦

争への道はやめよ」と進言すべき責任がありま

す。知事としての責任を全うしていただきた
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い。このことを申し上げて、次の質問に移りた

いと思います。 

 次は、物価高騰対策についてです。 

 異常な物価高騰が続いています。「家計のや

りくりも限界だ」と悲鳴が上がっています。 

 県は、この物価高騰による県民生活への影響

をどのように把握しておられますか。また、県

民生活への支援策をどのように考えておられる

か、また講じておられるか伺いたいと思いま

す。総合政策部長、お願いいたします。 

○総合政策部長（川北正文君） 長引く物価高

騰により、生活・経済活動にも大きな影響が生

じていることから、県では、国の重点支援地方

交付金を活用し、生活者支援として、市町村と

連携したプレミアム付商品券の発行、また、事

業者支援として、交通・物流事業者や農林水産

事業者、医療・介護・福祉施設に対する燃料・

資材等への補助などの対策に取り組んでおりま

す。 

 このような中、国際情勢等の変化も生じてい

ることから、県としましては、国の動きや県内

の経済状況、企業の動向等について情報収集を

行うとともに、現在実施している対策の効果や

米国関税措置等の影響も見極めながら、必要に

応じて国の交付金の追加措置も活用するなど、

引き続き、県民や事業者への影響緩和に取り組

んでまいります。 

○前屋敷恵美議員 よろしくお願いしたいと思

います。 

 本当に値上げラッシュが深刻な状況です。帝

国データバンクは５月31日付で、主要食品メー

カー５社がこの６月に1,932品目の食料品値上

げを予定しており、これは前年同月の約３倍に

急増し、今年１年間の値上げは２万品目を超え

るとされており、こうしたさらなる値上げは、

消費者の節約志向を強めるリスク要因となって

いると警鐘を鳴らしています。県民の暮らしを

支えなければ、地域経済も疲弊してしまいま

す。緊急に物価高騰対策を講じることが求めら

れています。 

 今、国の重点支援地方交付金などを活用した

県の取組を聞かせていただきましたが、さらに

県独自の自主財源による支援も強めていただき

たい、このように思います。 

 次に、学校給食への影響について伺います。 

 この物価高騰と米不足の中で、学校給食への

影響はどうでしょうか。給食費の値上げや米飯

給食の制限などはなかったのか、状況をお聞か

せください。また、教育委員会としての対応に

ついても伺います。教育長、お願いいたしま

す。 

○教育長（吉村達也君） 学校給食は、児童生

徒の心身の健全な発達や望ましい食習慣を身に

つけるために実施されており、学校給食法にお

いて、必要な栄養量や食事の内容について基準

が定められております。 

 米を含む学校給食用の食材費が高騰する中、

米飯給食を維持し、基準に基づいた給食を提供

するために、今年度、26市町村中、23市町村に

おいて、１食当たり10円から70円の値上げが行

われております。 

 教育委員会としましては、学校給食の質や量

が保たれるよう、引き続き食材の選定や献立の

工夫等について状況を把握し、市町村と情報を

共有してまいります。 

○前屋敷恵美議員 食材費の値上げが給食費値

上げに響いてきたということになっています。 

 先ほど10円から70円の値上げだと言われまし

た。23の自治体で値上げがなされていますが、

最高で１食70円に上がったところは、月20日と
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して1,400円もの値上げになるんです。兄弟の

おられるこうした御家庭では、その負担という

のは本当に大きいと言えると思います。 

 今後さらに物価の上昇が続けば、さらなる給

食費の値上げにつながりかねないわけで、これ

以上、保護者の負担を増やすわけにはいきませ

ん。 

 国でも今、給食費無償化の論議の最中です。

早く無償化実現が図られるよう求めていくもの

ですが、それまでは、国の応分の助成はもちろ

んのこと、県と自治体の協力で給食費の無償化

を求めるものです。当面は保護者負担をなくす

ための助成を求めたいと思います。ぜひ早急に

検討していただくことを求めておきます。よろ

しくお願いいたします。 

 次に、深刻な米不足が米の価格高騰を引き起

こした問題で、米の増産、そして農家の価格保

障・所得補償の必要性について伺います。 

 政府は、米の消費が減ることを前提にして、

農家に減反・減産を押しつけてきました。価格

や流通を市場任せにした結果、生産者米価は60

キロ２万円を超えていたものが１万円前後にま

で落ち込み、これでは食べていけないと、米農

家は2000年以降、175万戸から53万戸へと３分

の１まで激減いたしました。 

 生産基盤の崩壊という事態をもたらした国の

責任は重大だと思います。さらに、ミニマムア

クセス米による年間77万トンの輸入拡大です。

そのことが農家の心をどれほど折ったか計り知

れません。 

 そこで、県内の状況ですが、米農家戸数の推

移と減反の状況はどうだったのか伺います。そ

れを踏まえて、県としての主食用米の安定供給

にどのように取り組むのか、県の考えを伺いま

す。農政水産部長、お願いいたします。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 令和６年にお

ける本県の主食用米の生産農家数は約２万

5,000戸であり、10年前に比べ、約34％減少し

ております。 

 また、水田面積から主食用米の作付面積を除

いた、いわゆる転作の割合は約60％であり、10

年前に比べ、10ポイント増加しております。 

 県では、主食用米等の安定供給体制の構築に

向け、生産基盤の維持や生産性の向上等を図る

ために、市町村や関係機関と連携しながら、担

い手への農地集積や大区画化、スマート技術の

導入等を進めております。 

 今後とも、国の水田政策の見直しの状況を注

視しながら、飼料用米や加工用米等を含めたバ

ランスのよい米づくりを推進し、主食用米の安

定供給に取り組んでまいります。 

○前屋敷恵美議員 宮崎の農家の皆さんたちに

も厳しい状況が続いていたということが、今の

部長からの答弁でもうかがえます。減反率は

60％というわけですから、本当に減収になるこ

とは当然だと思います。一旦離れた米づくりを

元に戻すには、生産者への支援は欠かせませ

ん。どんなときでも米の再生産が可能な所得と

価格が必要です。 

 もちろん国の責任ある施策が第一ですが、国

に要求しつつも、宮崎県は中山間地域を多く抱

える県です。県独自の支援を強めて農家を支え

ることが、後継者をつくることにもつながりま

すから、予算も増やしてしっかり取り組んでい

ただきたい。強く要望したいと思います。 

 次は、物価高騰から国民・県民の暮らしを守

るための消費税５％減税についてです。 

 日本共産党は、消費税の廃止を目指し、緊急

に一律５％減税を提案しています。この５％減

税で、平均的な勤労世帯で年間12万円の減税に
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なります。税率を一律にすれば、小規模事業者

やフリーランスを今苦しめているインボイスの

廃止に道を開くことにもなります。 

 問題は財源をどうするかです。日本共産党

は、大企業・富裕層減税を見直し、応能負担が

原則の税制に改め、恒常的な財源確保を、と提

案しております。 

 大企業への減税は年間11兆円を超えていま

す。しかし、政府が減税で目的としたはずの賃

上げにも設備投資にも回らず、株主への配当や

内部留保を増やしただけで、法人税減税の効果

は全くなかったと、石破首相も国会で反省の弁

を述べておられます。大企業減税を見直して消

費税減税に充てることは当然のことだと思いま

す。 

知事の消費税減税に対するお考えを伺いま

す。 

○知事（河野俊嗣君） 物価高騰が続く中で、

国政において、消費税減税をめぐる議論がなさ

れておりますが、消費税は、社会保障制度の基

盤であります。また、税収の約４割、令和７年

予算ベースでは約11.4兆円もの額になります

が、これが地方税財源として、医療、介護、子

育て支援をはじめとする行政サービスを支える

極めて重要な役割を担っております。 

 また、少子高齢化が進行する中、これらの

サービスを安定的に供給していくためには、将

来世代に負担を残すことなく、恒久的な財源を

確保することが重要であると考えております。 

 このため、全国知事会を通じて国に対し、消

費税が社会保障の基盤として果たしている役割

や、行政サービスを提供している地方への影響

等を十分に考慮し、将来世代の負担に配慮した

丁寧な議論を求めているところであります。 

○前屋敷恵美議員 消費税は社会保障のため、

消費税は安定財源、このように言われますけれ

ども、本来、消費税は、使途を特定する目的税

ではなく、何にでも使える普通税です。 

 石破首相も国会の予算委員会で、社会保障に

所得税や法人税など他の税収を充てることにつ

いて、「法的に禁止されているわけではない」

と答弁され、社会保障の財源は消費税に限定さ

れないということも明確になりました。 

 消費税の増税と同時期に法人税や所得税最高

税率が下げられ、社会保障の財源でもある税収

を、法人税・所得税から消費税へ置き換えたこ

とは明らかで、実質、消費税増税が法人税減税

の穴埋めに使われたということです。 

 また、安定財源についてですが、なぜ安定的

に入ってくるのかといえば、景気が悪化して収

入が減ろうが、失業して収入がなかろうが、最

低限の生活にも消費税は容赦なくかかってくる

からです。生活に困る人からも情け容赦なく消

費税を取り立てる。言葉は辛辣ですが、安定的

に搾り取る、こういうことです。 

 庶民に痛みを負わせて、とりわけ所得の低い

方々に負担をより負わせて、集めた財源で社会

保障を賄うなど、おかしいと思いませんか。こ

んな理不尽なことはありません。社会保障の予

算に一番ふさわしくないのが消費税です。 

 逆進性の強い消費税は引き下げ、負担能力の

ある大企業や富裕層に応分の負担を求めて、社

会保障の財源に充てる、こうした公平な税制度

が必要です。 

 消費税減税で国民・県民の暮らしを守る、地

域経済も守る。地方自治体もこの立場で、県民

の痛みに頼る財源確保ではなく、賃金の引上

げ、年金の引上げなどで暮らしが安定すれば、

地域経済も回り、税収は上がるのではないで

しょうか。国にはこうした政策をしっかり要求
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して、県民のための行財政運営に当たっていた

だきたいと思います。 

 消費税減税は、今、物価高で苦しむ国民・県

民の暮らしを守る特効薬であることを強調して

おきたいと思います。 

 続いて質問を行います。 

 次に、昨年の６月定例会でも取り上げさせて

いただきましたが、困難女性支援法に基づく施

策の充実について伺います。 

 困難女性支援法に基づいてつくられた県の困

難女性支援計画は、ＤＶ被害をはじめ、様々な

困難を抱える女性を支援できるものでなくては

ならないと思います。支援の在り方について、

さらなる充実を求めてきたところです。 

 そこでお伺いいたします。女性相談支援セン

ターの現状について、相談の件数、その対応、

一時保護の状況などをお聞かせください。福祉

保健部長、お願いいたします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 令和６年度の

女性相談支援センターの相談件数は1,019件

で、前年度から126件の増となっており、その

ほとんどが助言・指導で相談を終えたところで

す。 

 また、一時保護者数は25人で、前年度から９

人の増となっております。 

 内訳につきましては、夫等の暴力が15人、帰

り先がないが５人、子供や親族からの暴力が３

人、そのほかが２人となっております。 

○前屋敷恵美議員 一時保護については、25人

の利用があったということですが、依然とし

て、きりしま寮の利用がないという状況も伺っ

ているところです。 

 そもそもきりしま寮の果たすべき役割は何

か、きりしま寮が利用されない要因について伺

いたいと思います。福祉保健部長、お願いしま

す。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 県立きりしま

寮は、困難な問題を抱える女性が入所し、一定

期間、自立に向けた生活支援等を受ける女性自

立支援施設であるとともに、一時保護的な機能

も有しております。 

 女性自立支援施設としては、令和２年度から

利用者がいない状況が続いていますが、一時保

護としては、令和６年度、23人の利用がありま

した。 

 一時保護の利用者の多くがＤＶ被害者である

ことから、居場所が特定され、危害が及ぶこと

がないよう、携帯電話の持込みなどを控えてい

ただいており、女性自立支援施設として利用す

る場合も同様の対応が必要になることから、生

活に不自由さを感じてしまうことが利用の進ま

ない要因の一つであると考えております。 

○前屋敷恵美議員 夫などのＤＶから逃れて相

談センターに助けを求めても、今言われたよう

に、一時保護所での保護期間は最長２週間で

す。その間に、この先の生活のめどを立てなく

てはなりませんが、そう簡単にはいきません。

そこで役割を果たすのが、保護施設であるきり

しま寮です。 

 しかし、一時保護所の利用も相談件数からす

ると少ないですが、きりしま寮に至っては、そ

の利用が全くありません。では、きりしま寮が

必要ないのかといえば、決してそうではないと

思います。 

 ここで、一時保護所やきりしま寮に入所でき

ない・しない実例についてなんですけれども、

ＤＶ被害で助けを求めてこられた女性に付き

添ったある自治体職員の話によると、そのとき

の県の対応は、緊急避難を求めている被害者に

対してその聞き取りは、先ほど部長も答弁され
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ましたが、その条件として、携帯電話や財布の

没収、外出の禁止などが告げられ、まるで犯罪

者の取調べのようだったと言われます。 

 この一時保護所の入所の条件、また、きりし

ま寮の条件も言われましたけれども、そういう

条件が突きつけられて、「さあ入所をどうしま

すか」と、このように選択を迫られる。そんな

やり取りだったというふうに伺いました。結

局、女性は一時保護所入所を断念されて、付き

添った自治体が民間団体とつないで保護したそ

うです。 

 その職員は言われました。「ＤＶ防止法にお

いても「緊急時における安全の確保及び一時保

護を行う義務は県の女性相談所が負う」と明記

されている。県はその役割を果たしているの

か」と疑問視されておりました。 

 また、被害者家族に中学生以上の男児がいる

と、その子供とは別々にされ、分かれて保護さ

れることになっています。それなりの理由があ

るとしていますけれども、極めて不自然な保護

の在り方だと思います。 

 一時保護所、きりしま寮、いずれにせよ、そ

の運用の在り方は改善を図る必要があると思い

ます。様々な困難を抱え、助けを求める被害者

に寄り添った支援で、県としての責任を果たす

ことを求めたいと思います。 

 また、一時保護所やきりしま寮を選択しな

かった、利用しなかった被害者は、ＤＶ被害者

の支援等を行っております民間団体に受け入れ

てもらっています。しかし、民間団体として

も、携帯電話、財布の持込みなど、禁止されて

いるわけではありません。同じ条件が必要だと

思います。 

 この民間団体の現状と県の支援について伺い

ます。福祉保健部長、お願いいたします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） ＤＶ被害者支

援の充実を図るため、県では、ＤＶ被害者等

セーフティネット強化支援事業により、シェル

ターを有する民間支援団体が行う、ＳＮＳを活

用した相談窓口の拡充や暴力の再発防止プログ

ラムの実施等の先進的な取組に対する補助を

行っております。 

 昨年度は５つの団体に対し補助を行ってお

り、安定的なシェルター運営へ向け、支援を続

けているところです。 

 引き続き、民間支援団体と連携して、ＤＶ被

害者支援に取り組んでまいります。 

○前屋敷恵美議員 よろしくお願いいたしま

す。ＤＶ被害をはじめ様々な困難を抱える女性

や家族を支援する民間団体の存在は、本当に大

きいと思います。シェルターの役割を担ってい

ただいています。こうした民間団体の協力を得

ながら、第一義的には、行政・公が責任を負う

ことが本筋です。 

 民間団体は、厳しい財政運営の中で、献身的

に取り組んでおられます。民間団体への助成・

支援を充実させること、そして県との連携も密

にして取り組むことが重要と思います。 

 そして何より、様々な困難に直面し、苦しむ

女性や家族の人権が守られ、新たな生活がス

タートできる、その支援に尽力する県の機関と

なることを求めたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 次に、医療・介護の危機打開について伺いま

す。 

 前回の質問でも取り上げさせていただきまし

たが、全国的にも依然として厳しい状況が続い

ています。 

 訪問介護基本報酬引下げから１年、その影響

は、事業所の存続問題はもちろん、利用者にも
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及んでいます。年金から保険料が天引きされて

いるのに、職員不足などで必要な介護サービス

が受けられないという制度の根幹にも関わる事

態です。ホームヘルパーだけでなく、ケアマネ

ジャーの不足も介護崩壊の危機を招く事態と

なっています。 

 介護報酬改定が行われて以降の県内の介護事

業所の状況を伺いたいと思います。福祉保健部

長、お願いします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 今年５月末現

在の県内の訪問介護事業所数は455事業所であ

り、令和６年４月から令和７年５月末までに新

規指定を受けたのは23事業所、廃止したのは27

事業所となっております。 

 また、廃止の主な理由としては、人材不足や

採算が見込めないことなどとなっております。 

○前屋敷恵美議員 全国的にも１年前に訪問介

護報酬が引き下げられて、全国のアンケート調

査では、約５割に近い事業所で赤字が続いてい

るという報告もなされているところです。ぜひ

介護事業所に寄り添った施策が必要かと思いま

す。 

 ２月の定例議会で、訪問介護の事業者団体か

ら提出されました「訪問介護の基本報酬の見直

し等を求める請願」が全会一致で採択されまし

た。請願は、訪問介護の基本報酬をはじめ、早

急に介護報酬全体の引上げの改定や財政支援を

行うことなどを求めたものです。 

 介護の必要な方々に親身な介護を提供した

い、事業所の思いは切実で、人材不足や経営難

で期待に応えられない苦しさを訴えられます。

私は本当に介護現場の厳しさをひしひしと感じ

ます。 

 特に、訪問介護事業所の厳しい経営状況に対

して、県としてはどのような対応をしておられ

るのか伺いたいと思います。福祉保健部長、お

願いします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 訪問介護事業

所は、報酬引下げなどの影響を受け、厳しい経

営環境にあると認識しております。 

 このため県では、今年度から実施する新規事

業において、訪問介護事業所に対し、人材確保

や経営改善に要する経費について支援を行うこ

ととしております。 

 加えて、全国知事会を通じて、介護報酬の臨

時改定や事業継続に向けた財政支援を国に対し

要望しております。 

 今後とも、安定的なサービス提供体制の確保

に向けて取り組んでまいります。 

○前屋敷恵美議員 よろしくお願いいたしま

す。 

 物価高の下で地域医療を担う医療機関も今、

深刻な事態にあります。現在、物価上昇2.7％

に対し、診療報酬改定は0.88％の引上げでしか

なく、全く物価上昇には追いつかない状況で

す。しかも医療機関に係る治療材料費や医療機

器、入院給食の材料費など、値上がりは大きい

けれども、「命を守るためには必要な経費で、

節約はできない」と言われます。 

医療機関は最終消費者とみなされ、患者に負

担を転嫁できず、その負担は相当に重いもので

す。県内でも、幾つかの病院、クリニックの閉

鎖を耳にするところです。地域医療を守るため

にも、医療機関を支えることは必至だと言えま

す。 

厳しい医療機関の現状を踏まえた県の対応に

ついて伺います。福祉保健部長、お願いしま

す。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 県では、医療

提供体制の維持・確保に向け、物価や人件費の
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上昇などの影響により、厳しい経営状況にある

医療機関に対して、物価高騰対策の支援金を給

付するとともに、本議会の補正予算案に計上し

ています医療施設等経営強化緊急支援事業によ

り、給付金等の支援を行うこととしておりま

す。 

 今後も安定して経営を継続できるよう、診療

報酬の臨時改定や緊急的な財政支援について、

国に対して強く要望するとともに、適切な支援

に取り組んでまいります。 

○前屋敷恵美議員 よろしくお願いいたしま

す。 

 あわせて、医療従事者の離職などで医療機関

のスタッフ不足は深刻で、診療科や入院患者・

救急患者の受入れを減らさざるを得ないところ

も出ています。まさに地域医療の崩壊を招くこ

とになりかねない状況です。 

 医療従事者の処遇改善が必要で、特に看護師

確保には早急にその改善が必要です。県の対応

について伺います。福祉保健部長、お願いしま

す。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 看護師確保の

ためには、各医療機関での処遇改善や勤務環境

の改善が重要と考えております。 

 このため県では、宮崎県ナースセンターにお

いて、就労環境に関する相談窓口を設置すると

ともに、医療機関等に対し、賃金モデルや勤務

環境、業務改善等の周知啓発を行う研修会等を

開催しております。 

 引き続き、看護協会等の関係機関と連携しな

がら、処遇や勤務環境の改善を推進してまいり

ます。 

○前屋敷恵美議員 深刻な医療崩壊を食い止め

るためには、何より診療報酬の引上げと財政支

援を行うこと、これが喫緊の課題です。 

 ところが今、政府は、医療費４兆円削減を打

ち出し、その第一歩に、余剰ベッドの削減だと

して、全国の医療機関の病床数を11万床減らす

計画を強行しようとしています。感染症などに

対応するには余力のある体制が必要であること

は、コロナ対応で経験済みのはずですが、コロ

ナ危機の反省がないと言わなければなりませ

ん。 

 地域医療構想の名による病床削減ではなく、

医師・看護師の計画的な増員、地域医療の体制

強化こそ必要であること、そのための財政出動

も含めて、地方自治体の果たす役割を十分担っ

ていただきたい、このように思います。 

 では次に、福島原発事故における除染土の最

終処分の受入れ問題について伺います。 

 福島原発事故から14年が経過しました。しか

し、緊急事態宣言は出されたままです。いまだ

にふるさとに戻れない避難者は２万人を超えて

います。 

 ところが国は、原発の最大限活用を明記した

第７次エネルギー基本計画を閣議決定しまし

た。原発事故も被害者もなかったかのように、

原発に回帰する姿勢を示しています。 

 まず知事に、福島原発事故の現状と国の第７

次エネルギー基本計画についての認識をお伺い

いたします。 

○知事（河野俊嗣君） 事故の発生から14年が

経過する中、多くの地域住民の皆様が今もなお

避難を余儀なくされている状況に、私も大変胸

の痛む思いがしております。一日も早く事態の

収束が図られることを心から願っているところ

であります。 

 このような中、国においては、今年２月に第

７次エネルギー基本計画を策定し、まずは、原

発事故の経験や教訓を肝に銘じて政策に取り組
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むことを原点と位置づけた上で、再生可能エネ

ルギーの主力電源化を徹底し、最大限の導入を

促すとともに、原子力については、国民からの

信頼確保に努め、安全性の確保を大前提に、必

要な規模を持続的に活用することとしておりま

す。 

 この方針は、ロシアによるウクライナ侵略や

中東情勢の緊迫化など、経済安全保障上の要請

の高まりや、ＤＸの進展による電力需要の増加

など、我が国を取り巻くエネルギー情勢の変化

を踏まえ、エネルギーの安定供給と脱炭素の両

立を目指すという政府方針の下に策定されたも

のと認識しております。 

○前屋敷恵美議員 福島の原発事故はまだ終

わってはおりません。いまだ人類の手に負えな

い放射能封じ込めです。福島原発事故の重大さ

を考えるならば、今後も原発を最大限活用する

などと言って新増設まで盛り込んだ政府の方針

は、無責任極まるもので、認めるわけにはいき

ません。 

 ３月11日付の読売新聞報道によれば、同社が

行ったアンケート調査で、原発事故で生じた除

染土の受入れについて宮崎県は、「条件次第で

検討する意向がある」と回答され、提示された

４つの条件全てを選択したとされています。 

 その条件とは、１つに「健康被害をもたらさ

ない安全な方法」、２つに「風評被害を防ぐ万

全な手立て」、３つに「受け入れ費用の補助や

住民への補償」、４つに「万一の事故に即応で

きる仕組み」の４項目が示されています。それ

ぞれどのような内容・対応であれば受入れを検

討されるのか、県の考えをお聞かせください。

環境森林部長、お願いいたします。 

○環境森林部長（長倉佐知子君） 除去土壌の

処分については、中間貯蔵・環境安全事業株式

会社法に基づき、国の責務として、中間貯蔵開

始後30年以内に福島県外で最終処分を完了する

こととされております。 

 除去土壌の処分を進める前提として、まず

は、国において国民的な理解を醸成することが

必要でありますが、現在、そのプロセスの途上

にあるため、県として受入れの可否を検討する

段階ではないと考えております。 

 なお、アンケートに示された条件は、実施主

体が任意に設定したものであり、県としまして

は、今後の国の検討状況等を注視しながら適切

に対応してまいります。 

○前屋敷恵美議員 条件の設定が民間主導によ

るものだということはあると思いますが、それ

ぞれの条件が十分にクリアされるということが

必要かと思います。そして何より、部長も言わ

れましたが、住民合意が得られることが大前提

だと思います。 

 さらに私は、原発事故の責任の所在を明らか

にすること、責任の明確化が必要だと思いま

す。事故によって生じたとてつもない負債を、

福島県民や国民の責任にすることはできませ

ん。 

 さらに、事故が起きないという保証のない原

発を動かしながら、原発事故の処理を国民に求

めるという、この理不尽さは納得できません。 

 原発事故は、どんな事故とも違い、異質なも

のです。原発を動かせば必ず出るのが使用済み

核燃料、核のごみです。放射線が安全なレベル

に下がるまで、10万年も厳重保管が必要なもの

です。 

 国の責任で、原発に頼るエネルギーを見直

し、安心・安全な再生可能エネルギーに転換す

ることを検討の条件に加えること、再び事故を

起こさないという担保が必要と思いますが、知
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事のお考えをお聞かせください。 

○知事（河野俊嗣君） 除去土壌の福島県外で

の最終処分は、法律に規定された国の責務であ

りまして、まずは、国が国民に対し、再生利用

や最終処分の取組の必要性・安全性等につい

て、科学的な根拠に基づき分かりやすく説明し

た上で、国民的な理解や納得を得ることが必要

であります。 

 原発の稼働につきましては、科学的・技術的

知見に基づき、国が責任を持って判断すべきも

のでありますが、安定的な電力供給や地球温暖

化への対応等を踏まえますと、直ちに国内の原

発をゼロにすることは、現実的には大変難しい

状況であると認識しております。 

 一方、再生可能エネルギーにつきましては、

第７次エネルギー基本計画において、我が国の

主力電源として最大限の導入を促すこととして

おり、県としましても、豊かな自然環境や地域

資源といった本県の特性を生かしながら、今後

とも再生可能エネルギーの普及拡大に積極的に

取り組んでまいります。 

○前屋敷恵美議員 今回問題になっております

除染土は、正確には汚染土です。汚染土は、程

度の差はあれ放射能を含んでいることが想定さ

れ、県民が心配されるのは当然のことだという

ふうに思います。処理の検討に入るに当たって

は、まず住民の合意を得ること、そのためにも

納得いく条件整備を行うこと、この立場を堅持

していただきたい、このように思います。 

 以上で今回の質問の全てを終わります。あり

がとうございました。（拍手） 

○日髙陽一副議長 次は、脇谷のりこ議員。 

○脇谷のりこ議員〔登壇〕（拍手） 皆様、こ

んにちは。脇谷のりこです。傍聴にお越しいた

だいている皆様、わざわざありがとうございま

す。御答弁いただく執行部の皆様もどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 まずは、私の個人的な話で恐縮ですが、私は

生まれてすぐに両親が離婚したので、母一人子

一人、小さな雑貨屋を営む曽祖父母のところで

一緒に暮らしていました。田舎でしたから、離

婚した女性にとってはうわさの対象にもなり、

商売は相当嫌だったようで、外に働きに出たい

と言っていましたが、高齢の祖父母を置いてい

けなかったようです。 

 私が結婚して家を出た後、曽祖父母が亡くな

ると、母はすぐに店を畳んで宮崎市内で一人暮

らしを始め、50代からホームヘルパーの派遣の

仕事に従事していました。 

 自立心の強い人で、他人にも子供にも頼りた

くないと70歳過ぎまで仕事をしていましたが、

80歳を過ぎて認知症を発症すると一人では生活

できません。そこで、無理やり自立型のケアハ

ウスに入居させることにしました。そのときの

介護度は１。母は私の顔を見るたび、「私は一

人で生活できる。こんなところ早く出たい。早

く家に帰りたい」と４年も言い続けました。認

知症は、介護するほうにも精神的な負担がのし

かかります。 

 母は国民年金だけでしたから、基礎年金の月

６万5,000円ほど、それに対し、施設利用料は

11万円程度、差額は毎月私が支払い、それが７

年間続きました。その後、母は歩行が困難にな

り、入院したことで、施設を退去せざるを得ま

せんでした。 

 介護度の見直しを申請しつつ、退院の日まで

に次の施設を探さなければならないのですが、

介護度３以上が対象の特別養護老人ホームには

入所できず、老健施設やグループホーム、また

有料老人ホームなど様々な形態の施設を探しま
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したが、なかなか空きがありません。 

ケアマネさんからは情報をもらえましたが、

結局のところ、自分一人で一軒一軒電話して見

学に行き、母に合うかどうか、また料金などの

詳細を聞いて、やっとの思いで入居させた施設

が有料老人ホームで月13万円程度。結局は以前

より私の負担が増すことになりましたが、入居

できただけでもよしとし、この数か月間、抱え

ていた肩の荷が下りました。 

 この体験を通して一番強く思ったのは、子供

が一人の場合は親の介護を一人で担わなければ

ならないということと、その上で、厚生年金に

加入していない自営業者や農業者、さらに就職

氷河期時代で正規社員になれなかった人やパー

ト勤務の女性など、月６万円台の基礎年金だけ

で暮らしておられる方が、親御さんの面倒を見

なければならなくなったとき、また、自分たち

が高齢者になったときに、どのように介護費用

を賄っていかれるのだろうかということです。 

 その上で、この問題は、いずれ現役世代、今

の若い人たちの将来にも直結する大きな課題だ

ということを痛感しました。 

 もちろん介護施設に入居される方には生活保

護の方も多くおられますが、本人の資産や家族

の扶養義務などの壁が高く、申請できないケー

スもあります。 

 若いときには目の前の生活に追われ、正規職

員の誘いを断り、朝から晩まで幾つもの仕事を

掛け持ちされている、ひとり親の女性がおられ

ます。自分が年を取ったときに我が子には迷惑

をかけたくないと思っていても、結局は子供の

世話にならざるを得なくなります。だからこそ

自力で入居できる程度の年金、特に厚生年金が

重要だと改めて考えさせられました。 

 私は母を介護施設に入居させましたが、自宅

で介護をされる方もおります。働きながら親の

介護をされた酒井穣さんの書籍「ビジネスケア

ラー」には、「介護をするために仕事を辞めて

はいけない。介護は育児同様、仕事と両立させ

るものであり、企業側もこの問題に対応してい

くことが求められる」と書いてありました。 

 人生100年時代、親が高齢者になったら、あ

るいは自分が高齢者になったらと思ったとき

に、年金などの社会保障は大変重要だと実感し

たのです。 

 社会保障制度である年金・医療・介護・子育

て支援の４つの制度は、一生を通して私たちの

生活を支えるセーフティーネットです。社会保

障制度は、日本の誇るべき優れた制度だと言え

ます。 

 先日、社会保障制度の一つである年金制度改

革関連法案が国会で可決されましたが、社会保

障制度の重要性について、知事のお考えをお聞

かせください。 

 以上、この後は質問者席で行います。（拍手）

〔降壇〕 

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。 

 年金や医療、介護などの社会保障制度につき

ましては、国民が健やかで安心できる生活を営

むための極めて重要な社会基盤であります。 

 ただいま議員から具体的な体験についてお話

がございました。安心して暮らしていくための

様々な制度のさらなる充実を図っていくこと、

改めてその重要性を認識したところでありま

す。 

 少子高齢化の急激な進展や物価高騰など、社

会情勢が大きく変化する中、将来にわたって社

会保障制度を持続可能なものとするためには、

多様な就労・社会参加の促進や健康寿命の延伸
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のほか、医療・福祉サービスにおける生産性の

向上など、様々な取組を進めていく必要があり

ます。 

 また、その運営には安定的な財源が不可欠で

あることから、私は全国知事会の地方税財政常

任委員長として、地方が必要な住民サービスを

十分かつ安定的に提供できるよう、社会保障に

係る財源の確保を国に対し強く求めているとこ

ろであります。 

 今後とも、誰もが生涯にわたり安心して暮ら

せる社会を築いていくため、社会保障制度を

しっかりと維持・充実していくこと、その必要

性を痛感しております。以上であります。〔降壇〕 

○脇谷のりこ議員 先ほど知事もおっしゃった

ように、地方消費税は社会保障を守る大切な財

源ですから、石破総理のおっしゃる安易な減税

はしないということを支持したいと思います。

今後も地方のために、恒久的な財源確保を国に

要望していただくよう、よろしくお願いいたし

ます。 

 さて、少子高齢化が進み、社会保障制度を取

り巻く環境も大きく変化しています。これまで

のように誰かが守ってくれるものではなく、私

たち一人一人が自分事として考え、備える時代

に入っています。だからこそ、若い頃からライ

フプランや金融について学ぶことが重要だと思

います。 

 そこで、若者のためのライフプランの学習や

金融教育の重要性について、どのように認識し

ておられるのか、また、学校における取組につ

いて、教育長にお伺いします。 

○教育長（吉村達也君） 社会経済情勢が刻々

と変わり、先行きが見通せない中、成年年齢が

18歳に引き下げられたこともあり、ライフプラ

ンや金融の学習は大変重要になっていると考え

ております。 

 このため、高校の家庭科の授業において、生

徒一人一人に将来設計を描かせ、就職・結婚・

出産・住宅取得など、ライフイベントごとに考

えなければならないことを認識させています。 

 あわせて、今後、社会の一員として負担すべ

き税金や保険料、また、金銭契約などの基礎知

識に加え、金融機関や生命保険会社の社員から

直接、生涯を通して必要となる経費や資産形

成、消費者トラブルなども学んでおります。 

○脇谷のりこ議員 ありがとうございます。社

会保障制度の仕組みを知っているかどうかで、

本当に必要な支援を受けられるかどうかが決

まってしまいます。だからこそ、若いうちに正

しい知識を身につけ、将来の生活設計ができる

ように、学校での学び、そして外部講師などに

具体的な指導をお願いしながらサポートしてい

ただくようお願いいたします。 

 今回、母の施設を探す中で、大きな課題だっ

たのが介護人材の不足です。幾つかの施設が人

手不足のため閉鎖されようとしていました。 

 先ほどの部長の答弁にもありましたように、

本当に閉鎖されようとしている施設に行ったん

です。ある医療法人は、３つあるグループホー

ムを１つにまとめる決断を、またある施設は、

人手不足で短期入所の受入れを断っておられま

した。 

 今後、団塊世代が後期高齢者になる2025年問

題が本格化すれば、介護の担い手不足はさらに

深刻になります。こういった介護人材不足の要

因は何でしょうか、福祉保健部長にお伺いしま

す。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 県では、令和

８年度に約2,600人の介護人材が不足すると推

計しており、介護人材の確保は喫緊の課題であ
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ります。 

 介護人材不足の要因としては、高齢化がさら

に進展する一方、生産年齢人口が減少すると

いった人口構造の変化や、介護のイメージの変

革が追いついていないこと、賃金が他産業と比

較して低いことなどがあると考えております。 

○脇谷のりこ議員 分かりました。 

ある介護士さんからの声です。高齢の利用者

さんから、お風呂に入れようとすると、たたか

れたりひっかかれたりして、毎日傷が絶えな

い。人手不足のため、職員さん同士のフォロー

体制もなく、疲弊しているとのことでした。 

 介護職員の離職を防ぐためには、職場環境の

改善が重要だと考えますが、県ではどのように

取り組んでいるのか、福祉保健部長にお伺いし

ます。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 国の調査にお

いては、介護職員の主な離職理由として、職場

の人間関係や、事業所等の運営の在り方への不

満などが上位に挙げられております。 

 このため県では、介護事業所の経営者や管理

者、リーダーなどを対象に、コミュニケーショ

ン能力の向上や、利用者やその家族からの暴力

や暴言といったカスタマーハラスメント対策な

ど、職場環境の改善に関するセミナーや研修会

を実施しております。 

 また、事業所を対象とした集団指導において

も、労働局と連携し、労使トラブルの防止や職

員の健康管理などについて説明を行っておりま

す。 

 今後とも、介護人材の確保・定着を促進する

ため、働きやすい職場づくりの推進に取り組ん

でまいります。 

○脇谷のりこ議員 ぜひお願いしたいと思いま

すけれども、職場環境を改善することも必要で

すが、やはり介護職員の賃金の低さも問題では

ないでしょうか。 

 昨年度、介護報酬の改定があったので、「給

料が上がったでしょうと一般の人から言われる

けれども、現場の給料はあまり変わらない」と

いう声があります。これは、介護報酬は介護事

業所に支払われる公的なお金で、公定価格で決

まっていますが、この介護報酬の中から、職員

の給料のほか、光熱費や備品代などを支払わな

ければならないため、介護報酬の増額がそのま

ま給与に反映されるとは限らないということで

す。 

 それでは、ここで、県内の全産業と比較し

て、介護職員の給料、賃金はどのような状況と

なっているのでしょうか、福祉保健部長にお伺

いします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 厚生労働省が

実施した令和６年賃金構造基本統計調査では、

本県の全産業労働者の毎月給与額の平均28万

1,100円と比較して、福祉施設等介護職員は23

万6,800円となっており、４万4,300円低い状況

となっております。 

 また、年間の賞与等の額は、全産業労働者の

平均が65万3,800円、福祉施設等介護職員は45

万3,600円であり、20万200円低い状況でありま

す。 

○脇谷のりこ議員 県内の全産業と比較して、

月額で４万円、ボーナスで20万円も低いという

ことですから、介護の仕事に就こうという人が

少ないのも分かります。 

 昨年度、国は介護職員等処遇改善加算の加算

率を引き上げて賃金アップを促していますが、

事業所によって支給の割合や内容に差がありま

す。 

 先日、介護職員の方にお伺いしましたら、
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ボーナスが年々減ってきている、事業所からは

赤字だから仕方がないという説明を受けて、モ

チベーションも下がってきているとのことで

す。 

 それでは、介護事業所の処遇改善加算の取得

状況と、さらなる取得促進のための県の取組に

ついて、福祉保健部長にお伺いします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 処遇改善加算

は、事業者の判断により、柔軟な配分が認めら

れておりますが、その全額を介護職員等の賃金

改善に充てる必要があります。 

 本県では、今年の４月１日現在、対象となる

1,923事業所のうち89.3％がこの加算を取得し

ており、取得していない事業者からは、事務手

続の負担や、要件を満たすことが難しいといっ

た声を伺っております。 

 このため県では、介護事業所を対象とした研

修会の開催や、社会保険労務士を派遣し、加算

の要件に必要な賃金体系や昇給の仕組みの整備

に係る助言などを行っております。 

 介護人材確保のためには、職員の処遇改善が

重要でありますので、今後とも処遇改善加算の

取得促進に努めてまいります。 

○脇谷のりこ議員 ぜひ介護事業所への支援を

よろしくお願いします。その上で、国に対して

は、地方も物価高により賃金が上がらなくて、

介護士が疲弊しているため、そもそもの介護報

酬のさらなる増額を強く要望していただきたい

と思います。 

 続いては、病院の再編・統合についてであり

ます。 

 昨年の11月定例会において、地域医療構想の

病床機能の分化と連携について質問しました。

これは、７つの医療圏全てで急性期病床が必要

量より過剰で、回復期病床が不足している現状

であることを取り上げました。 

 それを受けて県からは、急性期から回復期へ

の病床転換のため、施設整備費用の補助などに

取り組んでいくことを御答弁いただきました。 

 国はこの６月補正で、医療機関への緊急支援

パッケージとして、病床数の適正化や施設整備

等への補助金を出してきました。これは、全国

の医療機関が急激な経営悪化で医療機能が崩壊

しかねないとの危機感から来たものです。 

 国庫補助を受けて県は、約17億円の緊急支援

事業を予算化しています。この補助金は、厳し

い経営状況の医療機関にとって一定の助けには

なりますが、あくまで短期的な措置にすぎない

と私は思っています。 

 今、県内の地域医療は、人口減少と高齢化が

加速する中、高齢患者の増加や医療の担い手不

足に加え、資材や人件費の高騰が続いており、

病院経営も一段と厳しくなっています。 

 県においては、それぞれの地域において、病

床機能の分化・連携や医療機関同士の役割分担

を進め、地域医療構想の推進に取り組まれてい

るようですが、もはや病院単体で人材の確保や

経費削減を行いながら病院経営を続けていくこ

とは、非常に困難な時代になってきています。 

 そこで、本県の地域医療構想を確実に進めて

いくためには、これまでの機能分化・連携の取

組に加えて、病院の再編・統合といった議論も

必要になってくるのではないかと思いますが、

県の考えを福祉保健部長にお伺いします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 人口減少に伴

う患者数の減少や、医療従事者の確保が困難で

あることを考慮しますと、医療提供体制を維持

するためには、病院の再編・統合についても議

論が必要であると考えております。 

 病院の再編・統合は、専門医や看護師等の集
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約による診療機能の充実をはじめ、病床の最適

化や資材の共同購入による経営の効率化など、

様々なメリットがある一方で、地域住民の医療

へのアクセス等の課題もあり、その検討に当

たっては、地域に与える影響に十分配慮しなが

ら、慎重に進める必要がございます。 

 来年度、県では、2040年を見据えた新たな地

域医療構想の策定を行うこととしておりますの

で、地域医療構想調整会議等の場を活用しなが

ら、しっかりと議論を展開してまいります。 

○脇谷のりこ議員 地域医療構想アドバイザー

の金丸吉昌先生にお話をお伺いしましたら、次

の地域医療構想は「かかりつけ機能を面で発揮

する」というテーマになるそうです。 

 かかりつけ医というと、かかりつけの病院を

１つ持つイメージがありますが、これからの時

代は、１つの医療機関ではなく、地域の病院や

訪問看護、介護事業所などとネットワークを組

み、チームで住民を支えていく、つまり面で支

えていくという意味です。 

 金丸先生は、美郷町の地域包括医療局総院長

だったときに、南郷診療所を無床に―ベッド

をなくしたということですね、北郷診療所を半

日診療に、そして入院や救急は拠点となる西郷

病院に集約され、３つあった公立病院の機能を

再編されました。これからの地域医療は、機能

の分化と連携が重要だとおっしゃっていまし

た。今までの県の取組を大変評価されていま

す。 

 今後、再編・統合するためにも、年数がかか

ることを踏まえ、さらなる予算措置が必要かと

思いますので、国に対しても強く要望していた

だくようお願いいたします。 

 続いて、放課後児童クラブの待機児童解消に

ついてです。 

 ４月になると、「放課後児童クラブに通って

いた子供が小学校３年生になった途端、断られ

た。これはどういうことなんだ」という、お母

さんやおじいちゃんからのお叱りの電話をいた

だきます。 

 今年２月議会で日高博之議員も一般質問され

ましたが、令和５年は県内７自治体で262人

だった待機児童が、令和６年には県内５自治体

で389人に増加しました。特に宮崎市において

は、令和５年に159人から令和６年には173人と

増加しており、多くの待機児童が存在し、その

解消が喫緊の課題となっています。 

 国は、放課後児童対策パッケージ2025を策定

し、場の確保、人材の確保、適切な利用調整の

推進に加え、夏休み期間中の開所の支援も拡充

しています。あらゆる支援策をしているようで

すが、県でもなかなか待機児童が減らない現状

です。 

 それでは、待機児童が発生している要因とそ

の解消に向けた県の取組について、福祉保健部

長にお伺いします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 待機児童の発

生要因としては、共働き・共育て世帯の増加に

伴い、利用希望者が増える一方、人材や場所の

確保などの面で、放課後児童クラブの新たな整

備が進んでいないことがあると考えておりま

す。 

 このため県では、待機児童の解消に向けて、

放課後児童支援員等の処遇改善や、学校敷地外

の放課後児童クラブを利用する児童の送迎に取

り組む市町村に支援を行っております。 

 さらには、今年度から、保育士・保育所支援

センターにおいて、放課後児童クラブの支援員

等の確保に対し支援を行うとともに、本県独自

の取組として、市町村と連携し、国の要件を満
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たさない居場所についても、放課後児童クラブ

と同様に確保を進めることとしております。 

○脇谷のりこ議員 今、御答弁にありました、

本県独自の放課後児童の居場所確保のための事

業について、その概要と現在の取組状況につい

て、福祉保健部長にお伺いします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 放課後児童の

居場所の確保を目的とした本県独自の取組とし

て、今年度から放課後児童クラブ待機児童解消

加速化事業を実施しております。 

 この事業では、市町村に対し、放課後児童支

援員の配置基準や開所日数など、国が定める放

課後児童クラブの要件を満たさない小規模な居

場所等の確保や、当該居場所を利用する児童の

送迎に要する経費などを補助することとしてお

ります。 

 現在の取組状況としては、４月に全市町村に

対し事業内容の説明を行い、待機が発生する可

能性のある市町村と、活用の意向や設置の時

期、開所日数などについて協議を進めていると

ころであります。 

○脇谷のりこ議員 今のを補足しますと、放課

後児童クラブの待機児童を解消するには、場所

と人手の確保が一番難しいと市町村から言われ

ます。それは、保育士などの有資格者を置かな

ければならないとか、場所の要件・基準も決め

られていることなどが壁になっているからで

す。 

 そこで、こども家庭庁は緊急的な措置とし

て、有資格者でなくても専門スタッフの配置で

よく、場所は塾やスポーツクラブなどの既存の

施設でよいとして事業を展開していますが、補

助額が極端に少ないので、県が上乗せして

1,300万円の事業をつくってくれたということ

です。ありがとうございます。この事業をぜひ

市町村に使っていただくようお勧めいただきた

いと思います。 

 放課後の児童の居場所は、子供たちの安全・

安心な居場所であると同時に、共働き世帯に

とって重要な子育て支援策です。 

 私は夫の実家が近かったからこそ、放課後に

子供を見てもらえましたが、実家が遠かったり

面倒を見てくれる人がいない場合は、児童クラ

ブに入れないと正規社員で働くこともままなり

ません。その役割が女性に偏ってしまうので

す。 

 県は「日本一生み育てやすい県」を目指して

いますが、その実現に向けて、どのような考え

で取り組んでいかれるのか、知事にお伺いしま

す。 

○知事（河野俊嗣君） 「日本一生み育てやす

い県」を実現するためには、多くの県民の皆様

が感じておられます子育てに関する不安や負担

を着実に取り除くことが重要であると考えてお

ります。 

 昨年度、県が実施した結婚・子育て意識調査

でも、約７割の方が子育てに関する不安や負担

を感じており、その理由として、多くの方が

「子育てにお金がかかる」ことや「仕事と子育

ての両立が難しい」ことを挙げておられます。 

 このような現状を踏まえ、今年度から新た

に、市町村と連携し、国に先んじて実施します

第２子保育料のさらなる負担軽減や、放課後児

童クラブの待機児童解消に向けた子供の居場所

の確保に取り組むこととしたところでありま

す。 

 こうした取組を進め、県民の皆様に、安心し

て子供を産むことができ、子育てが楽しいと感

じていただけるよう、子ども・若者プロジェク

トを全力で推進してまいります。 
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○脇谷のりこ議員 ぜひお願いいたします。第

２子をつくろうと思うためには、第１子の子育

てに苦労するとなかなか踏み出せません。ぜひ

とも県独自のプロジェクトを強力に推進してい

ただくよう、よろしくお願いします。 

 続いて、米高騰による学校給食への影響につ

いてお伺いします。 

 先ほども前屋敷議員がお聞きになりましたけ

れども、私は宮崎県学校給食会からの声をお届

けします。 

 現在、宮崎県学校給食会では、米の卸業者か

ら一括して県内の給食用の米を調達しているそ

うです。この米高騰の中、10キロ5,850円とい

う九州でも最安値で取引されているそうです。

卸業者も学校給食会も両方が赤字となり、悲鳴

を上げておられます。 

 「備蓄米は？」と聞きますと、量が確保でき

ないことと、古古米などになると臭いなどに敏

感な子供たちに影響があるとのことで、やはり

安心・安全で安定的に供給できる宮崎米を提供

されています。 

 先ほど前屋敷議員に対する答弁でもありまし

たが、今年４月には、23市町村が給食費１食当

たり10円から70円の値上げを行っています。国

の重点支援地方交付金を使って、無償化あるい

は一部無償化を実施している市町村は、その値

上げ分も補正予算を組んで補塡しています。市

町村からは、県からも支援をいただきたいとい

う声があります。 

 給食費の高騰について、県としてどう対応す

るのか、教育長にお伺いします。 

○教育長（吉村達也君） 議員御指摘のとお

り、物価高騰の影響を受け、今年度、県内26市

町村中23の市町村において、また特別支援学校

など県立学校におきましても、15校中13校にお

いて、給食費が値上げされております。 

 なお、小中学校の給食費につきましては、ほ

とんどの市町村が、地域の実情に応じて、値上

げ分も含め、全額または一部負担を行っており

ます。また、県立学校におきましても、国の交

付金を活用し、県が一部負担しております。 

 県教育委員会としましては、国の無償化に関

する動きを注視するとともに、保護者や市町村

の負担軽減が図られるよう、市町村担当者会議

等において、食材の選定や献立の工夫など、学

校給食の在り方について協議していくこととし

ております。 

○脇谷のりこ議員 つまりは、特別支援学校な

どの県立学校は県が一部補助していますが、市

町村は独自でやってくれということですね。 

 国は、来年４月から小学校の給食費の全国一

律無償化を実施することになっており、とても

喜んだのですが、現時点では、はっきりとした

財源を示しておりません。 

 調べてみますと、国が基準額までを補助し、

実際の給食費と基準額との差額は、各自治体が

負担することになるのではとの話もあります。

そうなると、自治体ごとの財政力や政治判断に

よって、ばらつき、地域格差が今までよりさら

に拡大すると思われます。 

 知事は、この給食費無償化の財源確保につい

て、どのようなお考えでしょうか、御見解をお

伺いします。 

○知事（河野俊嗣君） 学校給食費に係る保護

者の経済的負担は大きく、給食費の無償化につ

きましては、子育て世帯への支援や少子化対策

の観点から、意義あるものと考えております。 

 現在、国におきましては、来年４月からの小

学校での無償化の実施に向け、国と地方の財政

負担や、既に無償化されている経済的困窮世帯
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を含め一律な措置となることの妥当性、また、

食物アレルギー等により給食を食べていないな

ど、児童生徒間の公平性等の課題を踏まえ、制

度設計が検討されております。 

 県としましては、全国知事会を通し、実施に

必要な恒久的な財源を確保すること、財政力に

よる地域間格差が生じないこと、地方財政措置

の在り方、具体的な実施スケジュールなど、地

方の実情を踏まえた制度となるよう引き続き要

望してまいります。 

○脇谷のりこ議員 給食費の財源については、

２つ要望があります。１つは、国に対して、今

おっしゃったように、全ての子供がひとしく安

心して給食を受けられるよう、恒久的な財源を

確保するよう求めていただくこと、そして２つ

目は、県に対して、国からの重点支援地方交付

金を使って、市町村に対して何らかの支援メ

ニューをつくっていただきたいのです。 

 この５月に国からの重点支援地方交付金が追

加されたのですが、予算額は1,000億円、昨年

は1.1兆円ですから10分の1です。宮崎県には約

８億7,000万円、市町村分は約５億5,000万円分

の配分となっています。 

 現在、給食費無償化をしている市町村は、こ

の重点支援地方交付金や一般財源を使ってお

り、給食費値上げ分も賄っています。市町村に

とっては大きな財政負担になっています。 

 先ほど、放課後児童クラブの待機児童解消の

ための事業がありましたが、あれは、国が行っ

ている補助事業に県が独自で上乗せする形で、

市町村向けに事業を組んでいます。ですから、

給食費についても、何らかの形で、県の重点支

援地方交付金を使って、全市町村に対する支援

メニューをつくっていただくよう要望いたしま

す。以上２点、よろしくお願いいたします。 

 続いて、芸術文化推進についてです。 

 皆様、今年で30回目を迎え、様々な記念公演

が催された宮崎国際音楽祭に行かれたでしょう

か。私は最終日の第九を聞きに行きましたが、

演奏はもちろんのこと、合唱との調和に会場全

体が歓喜の渦に包まれて、「すばらしい」の一

言でした。ほかの方に聞くと、前日のブラーム

スもよかったとのことですが、知事ももちろん

行かれたと思います。 

 それでは、30回目の節目を迎えた宮崎国際音

楽祭について、これまでの総括と今後どのよう

な音楽祭を目指していかれるのか、知事にお伺

いします。 

○知事（河野俊嗣君） 今年の宮崎国際音楽祭

は、リニューアルオープンしたメディキット県

民文化センターをメイン会場として、世界で活

躍する若手バイオリニストの三浦文彰氏を新た

に音楽監督に迎え、これまでの伝統を引き継ぎ

ながらも、一方では、ＡＩ技術を活用した映像

との共演など、新たな要素が加えられた、30回

の節目にふさわしい、そして将来につながる音

楽祭になったと感じております。 

 この音楽祭のこれまでの蓄積、そして一定の

成功というものは、やはり県立芸術劇場トップ

クラスの音響効果を備えたホールをはじめとす

るハード施設を整備したことと併せて、長年に

わたり音楽監督として御尽力いただいた徳永二

男氏や青木賢児さんによりまして、世界的なバ

イオリニスト、アイザック・スターン氏の招聘

に成功したこと、そのことによる芸術文化の振

興に向けて、ハード・ソフト両面にわたって太

い軸を築くことができたものと考えておりま

す。 

 そして、国内外の一流の演奏家をお招きし

て、宮崎でしか味わうことのできない特別な演
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奏会を開催するとともに、キャラバン・コン

サートなど多彩なプログラムを県内各地で実施

することで、広く県民に定着してきたものと認

識しております。 

 今後とも、世界トップクラスの演奏家が集う

アジアを代表する音楽祭として、多くの県民の

皆様に、より大きな喜びと感動を届け、そして

愛されるよう、関係者の皆様の御理解と御協力

をいただきながら、本県の重要な文化資産であ

る音楽祭の発展にしっかり取り組んでまいりま

す。 

○脇谷のりこ議員 ありがとうございます。 

 続いて、宮崎県立美術館ですが、国際音楽祭

と同じ、ちょうど今年は開館30周年という節目

を迎えます。県立美術館は、多くの貴重な美術

品を収蔵し、魅力的な展覧会を開催し、長年、

県民に親しまれてきました。 

 そこで、30周年を記念して、今後の１年間に

どのような企画や記念行事を計画し、県民に美

術館の魅力を改めて感じてもらうための取組を

行っていくのか、教育長にお伺いします。 

○教育長（吉村達也君） 天岩戸をイメージし

て建築された県立美術館は、県民に親しまれる

開かれた美術館として、今年、開館30周年を迎

えます。美術館を訪れたことのない方にも来館

いただきたいとの思いから、様々な企画を準備

しています。 

 ７月にはダリ、10月にはモネ、ルノワールな

ど、美術史に名を刻む巨匠たちの作品による記

念特別展、また、県立美術館の人気の高い収蔵

作品を展示する記念コレクション展を開催しま

す。 

 また、10月には記念式典、さらに11月には、

美術を主題としたベストセラー作家の原田マハ

氏の記念講演会を予定しています。 

 これらのイベントを通して、県民が芸術文化

に触れる機会の創出に一層取り組んでまいりま

す。 

○脇谷のりこ議員 本当に楽しみにしていま

す。 

 昨年、約70年ぶりに博物館法が改正されまし

た。改正のポイントは、「地域社会との連携の

強化」「地域の観光やまちづくりへの貢献」

「デジタル技術の活用」「多様な人材の育成」

といった新たな方向性が盛り込まれ、これまで

以上に地域に開かれた美術館、博物館が求めら

れています。 

 それではまず、美術館、博物館における地域

との連携の取組について、教育長にお伺いしま

す。 

○教育長（吉村達也君） 県立美術館及び県総

合博物館では、それぞれ身近に感じ、魅力を

知ってもらうために、地域との連携に取り組ん

でおります。 

 県立美術館では、学校や福祉団体などと連携

した作品鑑賞や発表、また、市町村との連携に

よる所蔵作品の地域での展示、いわゆるタビビ

を実施しております。 

 県総合博物館では、福祉施設との連携によ

り、認知症治療の一環として、展示資料を活用

し思い出を楽しく語ってもらう回想法の取組

や、民間団体と連携した昔話公演や神楽体験な

ど、民家園を活用して開催しています。 

 今後もこれらの取組に加え、観光資源として

の魅力も高めるなど、地域の活力向上に一層取

り組んでまいります。 

○脇谷のりこ議員 旅する美術館、略してタビ

ビという名前は初めて聞きましたが、収蔵作品

の展覧会を県内各地で開催する移動美術館は、

毎年、地域の方に喜ばれているそうですね。今
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年は串間市と川南町で開催の予定ですので、地

域の方が多く足を運ばれるように、広報もしっ

かりとお願いしたいと思います。 

 また、博物館が行っている高齢者を対象にし

た回想法は、収蔵品を活用して思い出を楽しく

語ってもらうことで高齢者に安らぎを与える活

動で、10年も続けておられます。すばらしい取

組を今後も続けてください。 

 今回の博物館法改正では、「資料のデジタル

化と公開」が努力義務として位置づけられてい

ます。近年では、オンライン上での鑑賞機会の

提供やデジタルアーカイブの重要性が増してお

り、特に若年層や遠方にお住まいの方々にとっ

て、芸術文化が身近に感じられる取組となって

います。 

 それでは、美術館、博物館におけるデジタル

アーカイブ化の取組について、教育長にお伺い

します。 

○教育長（吉村達也君） 両館では、デジタル

化及びデータベース化を図ることで、展示物や

収蔵物の情報管理の効率化が進んでおります。 

 また、それらをインターネット上で公開して

おり、県民の方々が、いつでも、どこでも気軽

に展示物等に触れることができることから、学

校での授業等でも活用が図られております。 

 引き続き、デジタルアーカイブ化を進め、魅

力発信に取り組んでまいります。 

○脇谷のりこ議員 両施設ともに開館から相当

な年数が経過しています。施設の老朽化が進ん

でいて、県立美術館においては、空調設備など

展示環境を支える設備の更新が喫緊の課題と

なっています。また、総合博物館でも、施設の

維持や民家園の保全が重要な課題となっていま

す。 

 両施設とも、県民にとっては文化的なよりど

ころであり、癒やしの場であり、子供たちには

教育・遊びの場でもあります。 

ですから、県民に親しまれるためには、より

よい展示環境が必要だと思いますが、美術館、

博物館の施設の老朽化への対応について、教育

長にお伺いします。 

○教育長（吉村達也君） 築30年が経過した県

立美術館は、空調設備の更新や照明のＬＥＤ化

などにより、展示環境の整備を優先しておりま

す。 

 また、築54年が経過した県総合博物館は、施

設及び設備全体の老朽化が著しいこともあり、

長寿命化の取組と並行して、今後の博物館の在

り方の検討も始めております。 

 両館とも、本県の芸術文化の拠点として、県

民にとって、より身近で安心して利用できる施

設となるよう、財源の確保に努め、計画的な整

備を行ってまいります。 

○脇谷のりこ議員 ぜひよろしくお願いいたし

ます。施設整備に加え、運営面においても、物

価高の影響もあり、展示や保存、施設維持にさ

らなる予算が必要です。今後も施設が安定的に

運営されるよう、予算措置をよろしくお願いい

たします。 

 続いて、スポーツキャンプの受入れについて

です。 

 本県は、温暖な気候や充実したスポーツ施

設、受入れ体制の手厚さが評価され、スポーツ

キャンプ・合宿の受入れ数が年々増加している

と、先日、県から発表されました。 

 そこで、令和６年度の県外からのスポーツ

キャンプの受入れ状況とその評価について、商

工観光労働部長にお伺いします。 

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 令和６年

度の県外からのスポーツキャンプの受入れ実績
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については、コロナ禍からのＶ字回復が図ら

れ、参加人数が３万6,325人、合宿日数を掛け

合わせた延べ参加人数が20万8,457人と、いず

れも過去最高となっております。 

 これは、令和６年９月に県観光協会に設置し

た、プロ・アマチームからの問合せにワンス

トップで対応する「ひなたスポーツ観光ステー

ション」などの取組が着実に受入れ実績につな

がった結果であると考えております。 

 県といたしましては、引き続き、関係機関と

連携して誘致に取り組み、地域経済の活性化、

観光振興などの好循環につなげてまいりたいと

考えております。 

○脇谷のりこ議員 過去最高ということで、大

変うれしいですね。さらにスポーツキャンプを

通して観光消費を拡大させ、宮崎ファンをもっ

と多く増やすためには、シーズンオフの期間も

含めて、通年での受入れを推進する必要がある

と思います。 

 国スポ・障スポの施設もでき、国際大会の開

催が可能となるなど、今後、国スポ・障スポ施

設を活用したスポーツキャンプ受入れの通年化

に取り組んでいく必要があると考えますが、知

事の御見解をお伺いします。 

○知事（河野俊嗣君） ２年後の国スポ・障ス

ポは、大会の成功のみならず、スポーツランド

みやざきの将来につなげていくことが大事だと

考えておりまして、国スポ・障スポに向けて整

備した施設を活用し、年間を通じてスポーツ

キャンプや大規模な大会を誘致していくこと

は、本県が目指すスポーツによる地域経済の活

性化を実現していく上で、大変重要な取組であ

ると考えております。 

 このため県では、昨年度、県陸上競技場や県

体育館等の新施設に対応した４つの競技別誘致

部会を設置し、関係団体と連携した戦略的・計

画的な誘致に取り組んでいるところでありま

す。 

 このような取組によりまして、今年４月中旬

から１か月以上にわたり、本県で初となります

競泳韓国代表チームの合宿を受け入れたほか、

来年12月には、テニスのデビスカップ日本代表

の合宿が決定するなど、受入れが集中する春季

キャンプ期間以外での新たな合宿の受入れなど

の成果につながっております。 

 県といたしましては、今後も、県内各地の国

スポ・障スポ施設を活用した誘致に積極的に取

り組み、スポーツキャンプ受入れの通年化を

図ってまいります。 

○脇谷のりこ議員 すばらしいですね。一年を

通してスポーツキャンプの受入れは、経済効果

はもちろん、宮崎の魅力やブランド力を全国・

世界に発信し、新たなファンの輪を広げてくれ

ます。これからも県民一丸となって宮崎を盛り

上げていきましょう。 

 続いて、東九州新幹線についてです。 

 ある宮崎市民の方から、東九州新幹線につい

てお電話をいただきました。この方は、若いと

きに新幹線の運行システムのお仕事をされてい

た方だそうです。 

 御意見の内容は、将来的に若者が県外に出て

いっても、身近にふるさと、郷土を感じること

ができるのが「新幹線ですぐに帰れる」という

ことではないか。そういった地元に基盤をつ

くってあげるためにも新幹線は必要である。ま

た、宮崎の新鮮な農産物などを新幹線に載せて

中央に運んでいくことで物流対策にもなる。 

新幹線を考えたときに、東九州新幹線日豊本

線ルートが一番理にかなっている。それは、基

本計画路線に決定されたこともあるが、やはり
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延岡といえば大きな企業があり、その重要度は

大きい。よって、立地的に便利にしてあげるべ

きだ。都城は、高速が近い、飛行場も近い、志

布志道路もできたと大変便利になったので、延

岡と宮崎、さらに都城とつなげることが一番よ

いルートである。そのためにも大分と強力にタ

イアップしてほしい。ぜひとも新幹線をつくる

ために、河野知事にハッパをかけてくれとのこ

とでした。 

 今年１月に大分県と宮崎県で同時にシンポジ

ウムがあり、私は大分県のほうに行ってみまし

たが、大分県はとても熱量が高く、特に、知事

が先頭に立って様々な取組を積極的にされてい

ると感じました。 

 それでは、東九州新幹線整備実現に向け、大

分県をはじめとする関係団体との連携に対する

知事の考えをお伺いします。 

○知事（河野俊嗣君） 新幹線は、地域間の移

動時間を大幅に短縮させる高速輸送体系であり

まして、路線は県をまたいで広域にわたります

ことから、沿線地域が一体となって整備実現に

向けた取組を進めることが重要であります。 

 このため、東九州新幹線の早期整備の実現に

は、福岡、大分、鹿児島の沿線各県などと連携

し、国に力強く要望を続けることが不可欠であ

ると考えております。 

 今年１月には、沿線４県と北九州市で構成し

ます東九州新幹線鉄道建設促進期成会において

要望を行ったところでありますが、これは会長

である私が毎年要望しており、これまでは各県

事務方の参加が中心でありましたが、今回は副

会長である大分県の佐藤知事にも同席いただ

き、４県１市の代表者で国への合同要望を行っ

たところであります。 

 また、先月開催された九州地方知事会では、

東九州新幹線についても議論し、新しい新幹線

計画をさらに前に進めるためには、新幹線整備

の新たな財源を考える必要があるのではないか

と、そのような議論もする中で、新幹線施設の

貸付料算定の見直しや国際観光旅客税の活用に

ついて国へ提言することを決議したところであ

りまして、これまで以上に関係団体との連携を

深めながら、整備実現に向けた取組を進めてま

いります。 

○脇谷のりこ議員 今回、九州地方知事会が国

に提言した新幹線施設の貸付料算定の見直しや

国際観光旅客税、いわゆる出国税の活用です

が、これは、ＪＲが使い続ける施設の使用料を

しっかりと負担してもらうことや、空港で支払

う出国税を新幹線整備のための財源にしてほし

いというものです。こうした動きが早期の実現

に向けた大切な一歩だと思いますので、今回の

提言に大いに期待しています。どうぞよろしく

お願いします。 

 最後に、選択的夫婦別姓制度についてです。 

 令和２年11月定例会において一般質問したこ

とで、ある知り合いの男性からお手紙が来まし

た。内容は、「あなたの考えは間違っている。

あなたが依拠しているデータは内閣府によって

意図的に捏造されたものである。考え方を変え

なければ私は一生をかけて戦う」と書いてあり

ました。この「戦う」という言葉に議論の余地

はないと思い、反論しませんでした。 

 するとつい最近は、「あれから数年たち、私

の主張は多くの人の見方と一致しており、修正

の要を認めません。あなたから何の反応もない

ので、私の言い分を理解されたのか知る由もあ

りませんが、あなたは人間としておかしい」と

いうメッセージが来ました。 

 役職のある方からそのような言葉で人間性を
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も否定されるのであれば、この選択的夫婦別姓

について、今後、議会で取り上げることはやめ

ようと思いましたが、制度について様々な意見

があるのは当然であり、一方的に考え方を変え

ようとすることは民主主義に反していると思

い、再度取り上げさせていただきます。 

 結婚するためには、どちらかが改姓しなけれ

ば婚姻が成立しないと法律にあります。それが

約94％の女性の改姓に至っているわけです。 

 私は結婚当初から旧姓使用をしていますが、

現在の旧姓使用だけだと、不動産の売買、ロー

ン契約、遺言や相続などの法的手続など、戸籍

名でしか認められません。ですから、どれだけ

社会で旧姓使用が広まっても、戸籍上の姓と一

致していなければ、法的な権利や義務を証明す

る場面では使えません。 

 令和２年の一般質問で、旧姓使用をしている

県の職員数をお聞きしましたが、現在ではどう

なっているのでしょうか。旧姓使用の取扱状況

と、知事部局、病院局、教育委員会における令

和２年度と現在の旧姓使用者数を、各部局まと

めて総務部長にお伺いします。 

○総務部長（田中克尚君） 職員の旧姓使用は

平成14年度から認めておりますが、国の取扱い

の拡充や女性活躍等の視点を踏まえ、令和３年

度に取扱いを見直しております。 

 具体的には、それまでは職員録や復命書な

ど、一部の文書等の使用に限定しておりました

が、見直し後は、辞令や債権・債務に係る文書

などの例外を除き、広く使用可能となっており

ます。 

 また、旧姓を使用している職員の人数は、以

前御質問いただきました令和２年10月末時点で

は、知事部局が55名、病院局が５名、教育委員

会事務局及び県立学校の教職員が26名であり、

令和７年５月末時点では、それぞれ77名、５

名、36名となっております。 

○脇谷のりこ議員 やはり旧姓使用の職員は増

えています。それだけ生まれたときからの名前

が自分のアイデンティティーになっているわけ

です。 

 うちの地域は日髙さんや児玉さんが多く、皆

さんが小さい頃から下の名前で呼んでおられま

す。つまりは、姓ではなく、子供の頃からなれ

親しみ、築いてきた信用や人間関係も、名前を

通じて結ばれているのではないでしょうか。 

 旧姓使用の拡大が法整備され、それによって

不都合さを感じる方がいなくなればそれでよい

ですが、グローバル社会において海外でも活躍

している女性にとって夫婦同姓義務が妨げに

なっているのであれば、選択的として夫婦別姓

を導入できるよう法整備が必要ではないかと思

います。それでは最後に、知事の御見解をお伺

いします。 

○知事（河野俊嗣君） 個人の活動や価値観が

多様化する中で、現在の夫婦同姓制度では、結

婚により改姓した人が、日常生活やキャリア形

成における不利益や、アイデンティティーの喪

失などにつながっているとの意見があります。 

 このため国においては、住民票やマイナン

バーカード、運転免許証等に旧姓併記を可能と

するなどの取組が進められており、県におきま

しても、先ほど総務部長が答弁しましたとお

り、職員の旧姓使用の運用を行っているところ

であります。 

 一方で、選択的夫婦別姓制度によって、家族

間で姓が異なることによる子供への影響や、家

族の一体感が失われることを懸念する声もある

など、国が実施する世論調査でも意見が分かれ

ておりますことから、その導入については、国
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会において丁寧に議論を積み重ねていく必要が

あるものと考えております。 

○脇谷のりこ議員 ぜひよろしくお願いいたし

ます。 

 以上で質問を終わります。（拍手） 

○日髙陽一副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。 

 午後は１時再開、休憩いたします。 

   午前11時43分休憩 

 

午後１時０分再開 

○外山 衛議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 次は、松本哲也議員。 

○松本哲也議員〔登壇〕（拍手） 皆様、こん

にちは。県民連合立憲、立憲民主党、松本哲也

でございます。 

 本日は傍聴にお越しいただきまして、ありが

とうございます。また今年度、市町村から県庁

に研修に来られている皆様方も、研修の一環と

して傍聴されていると伺っております。 

議会というのは必ず地方公共団体に置くこと

になっています。皆様方には今後、職員として

頑張っていただきながら、こういった場面で少

しでも皆様方のお役に立てるような質問ができ

るように、また、私に託していただきました皆

様方の思いをしっかり代弁できるように頑張っ

てまいりたいと思います。 

 当局におかれましても、このような場で、県

民の皆様、そして傍聴に来られた皆様方に直接

思いが伝わる、心に響く御答弁を期待しており

ます。よろしくお願いいたします。 

 今年は、戦後、そして被爆80年です。この年

の８月を前に、改めて、平和を希求し、訴えて

いかなければならないと強く思っております。 

 しかし、そのような中にも、今、ウクライナ

やガザ地区など世界中において紛争が絶えず、

また先日、イスラエルとイランが攻撃し合うと

いう状況に陥り、誰もが固唾をのんで見守って

いる状況ではないかと思います。突然の攻撃に

逃げることもできず命を落とす、または血を流

している人がいらっしゃる。人々が立ちすくむ

姿が映し出されるたびに心が痛み、残念でなら

ない、そのように感じております。 

 さらに、攻撃されたのが核関連施設と発表さ

れましたので、この施設において、核の濃縮が

どれほど進んでいたのか、まさに核兵器として

使用できるまでに至っていないのか、そのよう

なことを考えたとき、恐怖すら覚えました。一

たび放射能汚染となりますと、世界中に拡散し

てしまうのではないかと危惧しています。 

 80年前、広島と長崎に投下された原子爆弾

は、多くの方々の貴い命を奪いました。今もな

お、その被害に苦しんでおられる方がたくさん

いらっしゃいます。80年間、被爆者は、身体

的、精神的に苦しんでこられました。ある被害

者の方は、「誰も自分たちのような体にしては

いけない。自分たちで終わりにしなければなら

ない」、そうおっしゃいました。 

 知事にお尋ねいたします。今年、被爆80年を

迎えました。その年に当たり、改めて、平和に

対する知事の思いをお伺いいたします。 

 広島・長崎の原爆投下、被爆から80年が経過

し、県内の被爆者の方は、３月末現在で218名

と伺っております。その方々の平均年齢は88.2

歳、全国平均よりも少し高いと伺っています。 

 被爆者の方に限らず、高齢となりますと、体

がなかなか思うように動かない、体調が優れな

いといった日々を過ごされることが多くなって

きたのではないでしょうか。加えて、自動車の
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運転免許証が返納となりますと、買物や病院な

どの日常生活も大変だと考えます。 

 被爆者の方々に対する健康診断など、これま

でも実施されていると伺っていますが、年齢や

体調など様々な点を考慮したとき、さらなる支

援が必要ではないかと考えます。 

 県内の被爆者の方は、梅雨の中、また暑さが

厳しくなってくる中に、自らの思いを必死に伝

えるため、県内26市町村の自治体に伺って、今

年も平和を願い、戦争や被爆体験などの生の声

を伝えています。そして、８月９日に長崎へと

向かい、その再会を喜び、来年も必ず来ようね

と誓い合っているのです。いつまでも健康でい

ていただきたいと思います。私たちも、被爆者

の方々からまだまだたくさんの体験やその思い

をお聞きして、今後、その被爆の実相の継承に

努めていかなければなりません。 

 そこで、福祉保健部長にお尋ねいたします。

原爆被害者の方々の高齢化が進む中で、健康診

断やその移動手段の支援の在り方につきまして

お伺いいたします。 

 また、昨年９月の代表質問の際、「来年80年

の節目の年に平和を願う具体的な取組がなされ

ることを期待します」と結びました。私の提案

をさせていただきます。 

 このときの代表質問で、私の問いに知事は、

宮崎市内で開催されたヒロシマ・ナガサキ原爆

パネル展に出向かれたこと、「高校生による被

爆体験記の朗読や展示パネルの解説を拝聴し、

地元の高校生から説明を受けたことは大変感慨

深く、平和への思いがこうした形で宮崎の若い

世代につながっていることを実感でき、すばら

しい取組だと感じた。こうした体験の継承の在

り方ということで、大きな希望であり、勇気も

いただいた」とおっしゃっていただきました。 

 このパネル展を、例えば県庁の１階ロビーも

しくは防災庁舎で実施していただけないでしょ

うか。さらに言えば、県内の26市町村と共同

で、市役所や役場庁舎でも実施できないか。県

の総合庁舎でも結構です。また、県内に宮崎市

内と同様の商業スペースもあります。 

 被爆80年の今年、二度と悲劇を繰り返さない

ため、一人でも多くの県民の皆さんに御覧いた

だける場の提供、原爆パネル展を開催していた

だきたいと思います。 

 福祉保健部長にお尋ねします。県民の身近な

場所において、パネル展の開催が検討できない

でしょうか、お伺いいたします。 

 以上で壇上からの質問とし、後、質問席から

質問させていただきます。（拍手）〔降壇〕 

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。平和に対する思いについてであります。 

 先日、松本議員をはじめとする議員の皆様と

ともに、原爆被害者の会の方々とお話をする機

会をいただきました。そのとき、「命のある限

り次の世代へ被爆の経験を語り継いでいく。微

力ではあるが無力ではない」という強い思いを

直接お聞きしたところであります。改めて、皆

様の熱心な活動に対し、深く敬意を表するもの

であります。 

 幾多の困難を乗り越えてこられた方々の生の

声は非常に重く、こうした戦争による貴い犠牲

の上に、今の日本の平和と繁栄が築かれている

ことを決して忘れてはならないと、強く認識し

たところであります。 

 世界では紛争が絶えず、世界終末時計も過去

最短となる「残り89秒」を示しております。ウ

クライナ情勢、そして緊迫度を増す中東の情

勢、インド、パキスタンの対立など、大変厳し

い状況が続いており、世界の安全保障環境、今
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後の影響というものを憂慮しているところであ

ります。 

 先日、大阪・関西万博を訪れた各国の首脳

が、広島の平和記念資料館を訪れておられると

いう報道を目にしたところであります。この万

博が平和外交の貴重な機会になっているという

ことを強く感じたところであります。 

 被爆から80年を迎える今、この先の90年、

100年を見据えながら、戦争の記憶や平和の尊

さ、価値観が異なる他人を思いやることの大切

さを次の世代に伝えること、その重要性や必要

性がますます高まっているものと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕 

○福祉保健部長（小牧直裕君）〔登壇〕 お答

えします。 

 まず、被爆者の健康診断についてでありま

す。 

 被爆された方の健康診断会場までの移動につ

いては、これまで国の基準に基づき、交通費の

一部を支給しております。 

 また、本県では、定期健康診断を各保健所等

で実施しておりますが、被爆者同士の交流の機

会にもなっている状況を踏まえまして、会場に

集合する形を維持しながらも、受診しやすい環

境とするため、昨年度から会場を２か所増やし

て対応しております。 

 被爆された方の健康管理は大変重要でありま

すので、健康診断の実施の在り方については、

今後も関係者の御意見を伺いながら工夫してま

いります。 

 次に、パネル展についてであります。 

 県が実施するパネル展は、これまで宮崎市内

の商業施設等において開催し、原子爆弾による

惨状や被害を受けた方の写真等を展示するとと

もに、被害者の体験に基づく講話や中学・高校

生ボランティアによるパネルの解説等を行って

おります。 

 被爆80年の節目となる本年においては、会場

を増やし、県立図書館において、被爆体験の継

承や平和祈念を目的とした講演会を開催するこ

ととしております。 

 原子爆弾による悲惨な体験や平和の尊さを広

く県民に伝えていくことは大変重要であります

ので、今後もより多くの県民に展示資料に触れ

ていただけるよう、関係機関と協議しながら開

催地を検討してまいります。以上であります。

〔降壇〕 

○松本哲也議員 ありがとうございます。知事

からありました高校生の言葉、「微力ではある

が無力ではない」、まさに昨日、高校生平和大

使の結団式が行われて、そのような中で、北海

道の会が解散するようなことを高校生がコメン

トされておりました。 

 宮崎でも、中学生、高校生の方々が、いろん

なところで活躍しながら被爆の実相を継承さ

れ、今、一生懸命活動してくれております。

しっかりとつないでいきながら、私たちもでき

る支援に取り組まなければいけない。 

 今の御答弁の中にもありましたように、県に

おかれましても、様々な面で御支援を賜りなが

ら、平和、そして二度と核を使わない、核と人

類は共存できない、このことを強く求めていき

たいと思いますので、今後ともどうぞよろしく

お願い申し上げます。 

 それでは次に、今、知事には平和の思いをお

聞きしましたが、戦後80年を振り返るときに、

最悪の地上戦激戦地となった沖縄戦というもの

は、二度と戦争をしないためにも、その歴史を

しっかりと認識しておく必要があると私は考え

ます。 
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 今年、本土復帰53年を迎えた沖縄に先日伺い

ましたが、やはり米軍基地は沖縄県に大きな負

担を強いているというふうに私は感じたところ

です。 

 そのような中、平和の礎には今年343名の方

が刻銘されるという報道があり、そのうち200

名以上が戦艦大和の犠牲者ということで伺って

おります。 

 余談ですが、私の祖父は、大和とともに沖縄

に向かった矢矧の乗組員でありまして、やはり

撃破され、角材につかまり、海上に投げ出され

たところ、漂流中に救助されたということを直

接祖父から聞いたこともありました。ともすれ

ば平和の礎で祖父の名前を目にすることがあっ

たのかなと思うと、特別な思いで平和の礎に伺

いました。 

 そのようなことに限らず、多くの戦争にまつ

わる史実があります。語り継がれてきた証言が

ありますので、こういったことにつきまして

は、知事をはじめ、国などにおけるリーダーに

は、沖縄戦をはじめとした正しい歴史認識とい

うのを持っていただきたいと思いますし、そう

あるべきだと考えます。 

 知事に、沖縄戦に対する認識をお伺いしたい

と思います。 

○知事（河野俊嗣君） さきの大戦において、

沖縄は、国内最大の地上戦を経験し、20万人も

の方々が犠牲となり、筆舌に尽くし難い苦難を

経験されたものと承知しております。 

 私は以前、本県出身の戦没者を追悼するため

に建立されました「ひむかいの塔」をはじめ、

国立沖縄戦没者墓苑や平和の礎、沖縄平和祈念

資料館等を訪問する機会がありました。 

 沖縄の美しい空や海の青さとは対象的に、苛

烈を極めたさきの大戦の中で亡くなられた方々

の無念を思うとき、今なお、万感胸に迫るもの

があります。 

 今年秋の九州地方知事会、そして九州地域戦

略会議は沖縄で開催されます。戦後80年、そし

てあの沖縄戦から80年という節目の年に、経済

界や知事会のメンバーが沖縄に集うことの意味

というものをかみしめながら、しっかりとそれ

ぞれの役割、そして平和の尊さというものを改

めて確認し、これからも取組を進めてまいりた

いと考えております。 

 私としましては、沖縄戦で経験した戦争の惨

禍を二度と繰り返さないという強い決意の下、

決して風化させることなく次の世代に継承する

ことが重要であると認識しております。 

○松本哲也議員 ありがとうございます。将来

のリーダーとして活躍する若い人たちに期待す

るときに、広島や長崎、沖縄についてもしっか

りと学んでいただくことを願っております。 

 先ほどの沖縄訪問のとき、私も「ひむかいの

塔」に伺いました。非常にきれいに清掃が行き

届いておりまして、改めて、その場で恒久平和

を願い、手を合わさせていただきました。 

 また一方で、近くにある大分県の慰霊のとこ

ろを伺いますと、その一角に「大分県少年の

翼」という標柱がありまして、大分県では今も

小学生、中学生を沖縄のほうに派遣している、

そういう事業があるんだなと思ったときに、過

去に宮崎では少年の船という事業があったのを

思い出しました。 

 その中では、高校生、中学生が小学生を率い

て、立派に先輩として、班長として会を進めな

がら事業をしていく。そういった中に集団活動

のリーダー性を学んでいった。改めて、そうい

う事業を思い出しながら、沖縄において生の学

習をするということが非常に大事であったんだ
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ろうということを思いました。 

 そういう事業の復活を願いながらも、今こそ

そういう気がしておりました。沖縄の方から

も、「宮崎から多くの小学生、中学生が訪れる

ことを願います」というような声もお聞きした

ところでありました。 

 百聞は一見にしかずということで、教育長の

ほうにお尋ねしたいと思いますが、学校におい

て戦争や平和について深く考えさせる取組につ

いてお伺いいたします。 

○教育長（吉村達也君） 学校では、社会科な

どの各教科において、戦争や平和に対する理解

を深めさせる取組を実施しております。 

 さらに、探究活動や語り部の講話などを通

じ、平和の実現に向けて自分には何ができるの

か、主体的に考えさせる取組にもつなげており

ます。 

 また、広島、長崎、沖縄等への修学旅行にお

ける戦争関連施設の見学や戦争体験者の講話、

沖縄の子供たちとの交流活動等を通して、戦争

の悲惨さに触れるとともに、平和の尊さを実感

させる取組も実施しております。 

 今後も、子供たち一人一人が戦争や平和につ

いて真剣に向き合い、平和で民主的な社会のつ

くり手として行動できる人材の育成に努めてま

いります。 

○松本哲也議員 先日、テレビ報道で宮崎の波

島地区の報道を目にしました。沖縄からの疎開

の現状であるとか、いろんな訴えをされていた

のを目にしたところでありました。そういった

実態なども、現地でお話を語っていただく方、

今ではオンラインで沖縄とつなぐこともできま

すので、様々な面から工夫していただき、教育

活動で取り組んでいただくことをお願いしたい

と思います。 

 それでは、次に移りまして、国勢調査につい

てお尋ねいたします。 

 今年は５年に１度実施される国勢調査の年で

あります。大正９年に初めて国勢調査が実施さ

れて、今年で22回目であります。日本に住んで

いる全ての人と世帯を対象とした最も重要な統

計調査であります。 

 この国勢調査の結果は、国や地方公共団体の

行政施策における企画・立案の基礎数値として

用いられ、中でも、地方交付税の算定や人口減

少対策においては、我が国の将来推計人口の基

礎ともなり、大変重要な調査であると認識して

おります。 

 あらゆる分野の調査でありますから、特に正

確性が求められていることは言うまでもありま

せん。調査の実施に当たり、調査票の回収だと

か、そういったのを担う国勢調査員がいらっ

しゃいます。しかし近年、調査員の確保が厳し

い状況にあると伺っており、今回も実施に当た

り、県内の自治体からそのような声を伺ってい

ます。 

 総合政策部長に、県内における国勢調査員確

保の状況についてお尋ねします。 

○総合政策部長（川北正文君） 国勢調査を円

滑に進める上で、調査員は非常に重要な役割を

担っておりますが、近年では、プライバシー意

識の高まりや昼間に不在の世帯が増加するな

ど、調査員の活動環境は厳しさを増しており、

調査員の確保が課題となっております。 

 こうした中、各市町村においては、募集締切

りを７月14日に控え、現段階でも15市町村が募

集を継続しております。 

 なお、今回の国勢調査において、国は調査員

報酬の増額を行うとともに、オンライン回答率

の目標を50％に高め、調査票の回収や審査の件
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数を減らし、調査業務の軽減を図ることで、調

査員を確保しやすい環境づくりを行っておりま

す。 

○松本哲也議員 よろしくお願いいたします。

調査業務に加えまして、その事務負担の軽減も

重要でありますし、さらには、調査員の確保だ

けではなくて、県民の皆さんの国勢調査に対す

る協力意識を高めること、この広報活動が非常

に重要ではないかと考えます。 

 再度、総合政策部長に、国勢調査員の確保に

向けた県民への広報活動の実施状況についてお

伺いいたします。 

○総合政策部長（川北正文君） 国勢調査は５

年に１度行われる最も重要な統計調査であり、

県民への理解促進や調査員の必要性等を広く周

知していく必要があります。 

 調査員の確保に向けて、国では、インター

ネットでの募集動画の配信等が行われるととも

に、県においても、ホームページや公式ＳＮ

Ｓ、広報紙などによる募集を行っております。 

 また、市町村においても、ホームページや広

報紙などへの掲載のほか、自治会との連携や調

査員候補者のデータベース化など、様々な工夫

を講じております。 

 県といたしましては、今後とも、国、市町村

と連携して、調査員確保に全力で取り組んでま

いります。 

○松本哲也議員 調査の結果いかんでは、国や

地方自治体の将来を左右すると言っても過言で

はないと思います。民間企業においても活用さ

れておりますので、精度を高めていただき、市

町村とのさらなる連携によって円滑に実施され

ますことを期待しております。 

 次に移ります。防災・減災についてお尋ねい

たします。 

 国土交通省は令和３年に、全国の道の駅か

ら、都道府県の地域防災計画等で広域的な防災

拠点に位置づけられている道の駅を「防災道の

駅」として39か所選定し、広域防災拠点の役割

を果たすために、ハード・ソフト両面から重点

的な支援を行うこととしています。 

 今年５月、新たに延岡市の「道の駅北川はゆ

ま」を含む40か所の道の駅を防災道の駅として

追加選定し、合計79駅となりました。 

 防災道の駅は、能登半島地震において、広域

防災拠点として大きな役割を果たしたことなど

から、南海トラフ地震の発生確率が30年以内に

80％程度とされている中において、本県の北の

玄関口、加えて、高台に位置する「道の駅北川

はゆま」の選定には大きな期待をしています。 

 危機管理統括監にお尋ねいたします。「道の

駅北川はゆま」の地域防災計画上の位置づけ

と、防災道の駅としての期待される効果につい

てお伺いいたします。 

○危機管理統括監（津田君彦君） 「道の駅北

川はゆま」は、宮崎県地域防災計画において、

道路空間を利用した救援物資等の備蓄や集積の

拠点として位置づけられています。 

 また、国の「南海トラフ地震における具体的

な応急対策活動に関する計画」に基づく宮崎県

実施計画では、国土交通省の緊急災害対策派遣

隊、いわゆるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの進出拠点と

して位置づけられています。 

 今回の防災道の駅への指定に伴い、災害時に

必要な機能や体制が整備されることで、大規模

災害時における救援活動や復旧・復興活動、ま

た、緊急物資の基地機能など、広域的な防災拠

点としてさらなる役割を果たすことが期待で

き、特に県北地域における円滑な応急対策活動

が可能になるものと考えております。 
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○松本哲也議員 ぜひ、国土交通省や延岡市と

一緒になりまして、周辺の整備など県の積極的

な関わりをお願いしておきたいと思います。 

 それでは、２月にも質問した点ではあるんで

すが、昨年10月21日から23日にかけて県内を

襲った線状降水帯の発生によって、雨が降るた

びに不安になるという相談を受けました。その

内容から砂防ダムについてお尋ねします。 

 線状降水帯により流出した土砂によって、河

川や海岸は汚濁し、流木などの漂着物が大量に

発生、また、道路が通行不能となり、孤立した

地域や自宅が被災した方など、多種多様な被害

の発生に悩まされました。 

 中山間地域は県内どこでも同様の状況にある

と考えます。避難するにもできず、体調が悪く

なるなど急病による救急搬送などが生じたとな

れば、命に関わる事態を招きます。土砂の流出

を防ぐ対策が強く求められていると考えます。 

 しかし、整備されている砂防ダムの現状は、

大量の土砂堆積が見られるようです。これでは

次の土砂流出を防げるのかと不安になったとい

う声をお聞きします。 

 県土整備部長にお尋ねいたします。砂防ダム

に堆積した土砂撤去の状況についてお伺いいた

します。 

○県土整備部長（桑畑正仁君） 砂防ダムは、

上流から流れてくる土砂や流木をためること

で、土石流の被害から下流の人家や道路などを

守る目的で設置しています。 

 また、砂防ダムに土砂が堆積しても、ダム上

流の河床の勾配が緩やかになり、地形が安定す

ることで、下流への土砂流出を軽減する効果が

あります。 

 一方で、土砂が著しく堆積すると、下流に土

砂が流出するおそれもあるため、台風や大雨の

後は直ちに点検を行い、必要に応じて堆積土砂

の撤去を行っており、昨年度は、延岡市の追内

川など９か所で撤去したところです。 

 今後とも、施設の点検や土砂の撤去を行い、

砂防ダムの適切な維持管理に努めてまいりま

す。 

○松本哲也議員 よろしくお願いいたします。 

災害危険箇所は県内に何か所も相当数あると

認識しておりますが、延岡市をはじめとして、

市町村からは、砂防ダムの整備を求める要望が

多くあるのではないかと思います。 

 一方で、新たな整備はもちろんですが、既設

の砂防ダムは建設から相当な年数が経過してい

るものもあると思われますので、耐用年数や老

朽化なども気になるところであります。 

 再度、県土整備部長に、砂防ダムの整備状況

や老朽化対策についてお伺いいたします。 

○県土整備部長（桑畑正仁君） 県では、土石

流の危険度や保全対象施設の状況、地元の要望

を踏まえ、優先度の高い箇所から砂防ダムの整

備を進めており、現在、延岡市のなが迫谷など

50か所で事業を実施しているところです。 

 また、老朽化対策につきましては、長期にわ

たり砂防ダムの機能を維持するため、長寿命化

計画に基づき、24か所で改築や補修などを行っ

ております。 

 今後とも、土砂災害対策を推進するため、今

月閣議決定された第１次国土強靱化実施中期計

画の予算も活用し、事業箇所の早期完成と危険

箇所の新規事業化に取り組んでまいります。 

○松本哲也議員 県民の皆さんの不安解消と安

心・安全のために、さらなる整備促進を要望い

たします。今月は土砂災害防止月間でもありま

すので、このような時期であることから、土砂

災害防止意識の普及活動推進とか警戒避難・情
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報伝達体制の確認など、さらに強化して、実施

していただくことも併せて要望させていただき

たいと思います。 

 それでは、先ほど少し触れました河川や海岸

への漂着物についてであります。 

 残念なことに、流木などの自然界のものに混

じり、プラスチックやペットボトルなどが多く

目につきます。災害時だけでなくて日常的にも

見られる、そういった状況であるかと思いま

す。 

 一たび海に漂着し、それが砕かれ、溶け出し

た後に、マイクロプラスチックとして大量に深

海底堆積物から発見されているようでございま

す。魚介類への影響も避けられず、2030年のＳ

ＤＧｓ目標達成を目指しておりますが、そのよ

うな観点からも、大きな後退になるのではない

かと受け止めます。 

 環境森林部長にお尋ねします。海岸に漂着し

たプラスチックごみの現状と県の取組について

お伺いいたします。 

○環境森林部長（長倉佐知子君） 県では、大

淀川と耳川の河口付近の２か所で、海岸漂着ご

みの実態調査を毎年度実施しており、傾向とし

ては、漂着物の５％程度がペットボトル等のプ

ラスチックごみとなっております。 

 また、その劣化等の状況から、多くは台風等

により河川を通じて流出したものと考えられま

す。 

 このため県では、河川の上流域も含めた発生

抑制対策として、市町村等と連携した監視パト

ロールや、海洋ごみを用いたアート作品の制作

など、環境教育を通じた児童生徒への啓発活動

を行っているほか、今年度から排出事業者向け

の啓発にも取り組むこととしております。 

 今後とも、海岸の良好な景観及び環境の保全

のため、海岸漂着ごみの発生抑制等に取り組ん

でまいります。 

○松本哲也議員 県内各地でサーフィンなども

有名になっておりますので、本当にきれいな海

岸を目にしていただきたいと思いますし、一方

では、マイクロプラとかナノプラと言われるも

のが人体にも影響があり、血液から検出された

という話も報告がありますので、発生抑制だけ

ではなくて、国に対しても、海洋プラスチック

汚染の対策、また実態の把握など、いろんな面

で働きかけていただきたいと思います。 

 それでは、次に参ります。医療関係支援につ

いてお尋ねいたします。 

 質問が午前にもありましたけれども、私は公

立病院等に限定して質問させていただきます

が、物価高騰が続く中にありまして、この影響

を受けて、医療機関の経営は、人件費や材料

費、また委託費用などが増大して大変厳しい状

況に置かれていると考えます。 

 令和６年の診療報酬改定の算定のときから、

さらに物価が上昇していることを考えますと、

次回の診療報酬改定の時期を待つことなく対策

を取るべきであると考えます。特に、救急や周

産期、小児医療といった重要な地域医療を支え

る公立病院の経営は、危機的状況に陥っている

と言えます。今後、国を挙げて様々な政策を動

員し、支援していく必要があると考えます。 

 総務部長に、県内の市町村立病院の最近の経

営状況についてお伺いいたします。 

○総務部長（田中克尚君） 本県の市町村立病

院は、全ての病院において一般会計からの繰入

金に依存しており、その上でなお、令和５年度

決算においては、13病院のうち８病院が赤字と

なっております。 

 このような中、各病院では、それぞれ公立病
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院経営強化プランを策定し、持続可能な地域医

療体制の確保に向け、必要な経営強化に取り組

んでおりますが、医療従事者の不足等に加え、

近年の人件費上昇や物価高騰等を背景に、引き

続き厳しい環境に置かれることが想定されま

す。 

 県としましては、今後とも、市町村立病院に

対し、経営強化プランの着実な遂行を促すとと

もに、収支両面からの経営改善に向け、個別に

助言を行うなど、関係部局等と連携を図りなが

ら支援してまいります。 

○松本哲也議員 それでは、県病院についてで

ございます。 

昨年度、県病院の経営改善を図るために、50

億円の貸付けに合わせて、日隈副知事をトップ

とする、チェック機能を有したプロジェクト

チームが立ち上がりました。その点検結果内容

につきましては、今後の議会で報告されると思

いますので、またそのときに改めてしっかりお

聞きしたいと思います。 

 しかし、県病院は県病院として、地域医療の

要、その機能を果たせるように、繰出基準の見

直しとか交付税の算定基準引上げなど、制度全

体の見直しを病院として強く求めるべきだと考

えます。 

 病院局長にお尋ねします。厳しい経営状況の

中、県病院が果たすべき役割と国への要望状況

についてお伺いいたします。 

○病院局長（ 村久人君） 県立病院の使命

は、全県あるいは地域の中核病院として、高度

で良質な医療を安定的に提供することです。 

 また、その経営は主に、診療報酬と、救急医

療や周産期医療などへの地方財政措置等を考慮

した一般会計繰入金により賄われています。 

 このような中、全国の病院が物価高騰等の影

響により、深刻な経営難に陥っており、本県で

も経営改善に取り組むことで赤字の抑制を図っ

ていますが、大変厳しい状況が続いています。 

 このため県では、先月、厚生労働省と総務省

に対し、診療報酬や地方財政措置の充実等につ

いて要望を行いました。 

 今後、全国知事会や公立病院の全国団体とも

連携を強化し、引き続き国に対して強く要望し

てまいります。 

○松本哲也議員 このような異常とも言えるよ

うな状況の中にあっては、ぜひとも財政当局と

も様々な協議が必要になると考えます。そのよ

うなことを考えていただきながら、持続可能な

地域医療のため、取組をよろしくお願いしたい

と思います。 

 それでは、次に移ります。今回、本県で初め

て開催されるツール・ド・九州2025大会につい

てお尋ねします。 

 本大会は、今年10月10日から13日にかけて開

催されます。中でも、13日のスポーツの日の宮

崎・大分ステージは、大会初の２県共同開催で

ありまして、今回そのコースが発表され、延岡

市役所前を10時にスタートし、山下新店街など

をパレード走行した後、国道388号に入る地点

から本格レースが展開され、日豊海岸を北上

し、ゴール地点の大分県佐伯市のさいき城山桜

ホールまでの約120キロということが分かりま

した。 

 私自身、楽しくて、先日、実際にこのコース

を自家用車で通ってまいりました。コースは国

道が基本なのかなと思いましたが、走ってみま

すと、大分県側は海岸線を走る時間が長いもの

の起伏に富んでおり、宮崎県側よりは心地よさ

そうなコースに感じました。これだったら県道

212号浦城東海線はコースにならなかったのだ
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ろうかと思いました。 

 また、県境の蒲北トンネル付近は、宮崎県側

の幅員が非常に狭く、路肩には段差があって未

舗装部分もあり、路面の凹凸なども宮崎県側の

ほうが多いような気がしました。また、沿線の

人家や、季節的に農繁期であることなどが気に

なりました。 

 パレード走行で盛り上げていただくことはす

ばらしいと思いましたが、延岡駅前を走行する

コースとの比較検討などはどうなっていたのだ

ろうかと、その理由に関心が高まったところで

す。 

 商工観光労働部長にお尋ねします。ツール・

ド・九州2025大会における県内コースをどのよ

うに設定されたのかお伺いいたします。 

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 大会の県

内コースにつきましては、延岡市役所をスター

トし、快水浴場百選で特選に選ばれた下阿蘇

ビーチ等、延岡市の雄大な山々や海岸線を感じ

られる日豊海岸国定公園を北上するコースと

なっております。 

 コースの検討に当たりましては、レースの安

全性や交通事情のほか、地元の盛り上がりや観

戦のしやすさを踏まえ、延岡市や警察、大会事

務局などと協議を重ねまして、今回のコース設

定に至ったところでございます。 

 なお、レースの模様や観光地などの情報が国

内外に向けてライブ中継されることから、今回

のコースや延岡市の観光地の認知度向上が図ら

れるものと考えております。 

○松本哲也議員 大会には100名を超える選手

が参加されるようです。選手の歓迎体制や大会

を契機と捉えたイベントなどの関連する取組が

不可欠だと考えます。大会当日だけじゃなく

て、前日の取組など、大分・宮崎両県、そして

佐伯市と延岡市で協力した取組なども大変重要

です。 

 再度、商工観光労働部長に、大会を盛り上げ

るため、今後どのような取組を行うのかお尋ね

いたします。 

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 本県と大

分県が共同で設立した推進委員会には、実動部

隊として、県や延岡市、観光協会、商工会議所

等で構成する機運醸成部会を設置しておりま

す。 

 部会では、大会の周知を図るため、県内各地

で開催される主要イベントでのブース出展や、

各種マスメディアやＳＮＳ等を活用した情報発

信に取り組むこととしております。 

 また、大会当日におきましては、スタート地

点である延岡市役所を中心に、ステージイベン

トの開催やパブリックビューイングの設置、飲

食ブースの出店などを検討しております。 

 県としましては、引き続き関係機関等と連携

し、多くの方に観戦してもらえるよう、本大会

に向けての機運醸成にしっかりと取り組んでま

いります。 

○松本哲也議員 先ほど道路事情にも触れまし

たが、参加選手に安全で快適に走っていただく

ためには、整備が必要だと感じました。 

 大分県は車椅子レースが毎年行われておりま

すし、愛媛県は自転車先進県の認知度を高める

取組などもあって、この２県は非常に道路が走

りやすいと高評価であると伺っています。 

 知事はトライアスロンが趣味と伺っておりま

す。自転車・バイクでは、特に路面の状態とい

うのは気になるところではないでしょうか。 

 大会の安全な運営は当然ですが、このような

大会開催を契機として、生活道路である道路改

良や舗装にも目を向けていただきたいと思いま
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す。 

 大会開催という観点から、商工観光労働部長

に、参加者が安全に道路を走行するために、ど

のように取り組んでいかれるのかお伺いいたし

ます。 

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 安全な大

会運営を行うため、県や警察、消防機関、道路

管理者等で構成する競技・交通規制部会を設置

し、交通規制や警備などの安全対策を検討する

ほか、必要に応じて道路の補修なども行ってま

いります。 

 また、大会事務局が招聘した、ツール・ド・

フランスに出場経験もある大会競技ディレク

ターから、コースの安全性に関する助言をいた

だきながら、選手が安全に走行できる環境整備

に努めてまいります。 

○松本哲也議員 何点かお尋ねいたしまして、

私もさらに楽しみになってまいりました。 

 知事にお尋ねしたいと思います。ツール・

ド・九州を本県で開催することにつきまして、

知事の意気込みをお聞かせください。 

○知事（河野俊嗣君） 九州地域戦略会議にお

いて取り組んでおりますツール・ド・九州は、

九州ならではの自転車文化の醸成、サイクル

ツーリズムの推進等を目的に、令和５年度から

開催されている国際自転車ロードレースであり

ます。本県は、大会初となる大分県との共同開

催という形で、今年初めて参加することになり

ます。 

 今回、大会では、初めて商店街の中を通る

コースを設定しており、多くの方にレースを身

近に感じていただくとともに、祖母・傾・大崩

ユネスコエコパークに代表される雄大な自然や

日豊海岸沿いの美しい景観など、延岡市をはじ

めとした本県の魅力発信に努めてまいります。 

 また、ツール・ド・九州という名前も含めて

参考にしておりますツール・ド・フランスは、

1903年にスタートし、100年を超す歴史を刻む

ことで、今や世界三大スポーツイベントの一つ

とも言われている大変人気の大会になっている

ところでありまして、ツール・ド・九州も、

しっかりと歴史を刻んでいくこと、伝統も築い

ていくこと、そういう息の長い取組が必要であ

ろうかと考えております。 

 私自身も以前、ファンライドイベントではあ

りますが、ツール・ド・しまなみとかツール・

ド・秩父―埼玉県ですね―に参加したこと

があり、自転車を愛してやまない立場でありま

す。 

 九州地方知事会長及び戦略会議の共同議長と

して、この官民一体となったプロジェクトを強

力に推進するとともに、今大会を成功させ、国

内外に宮崎の魅力を発信し、その効果が本県の

サイクルツーリズムを含めたスポーツランドみ

やざきのさらなる推進につながるよう、積極的

に取り組んでまいります。 

○松本哲也議員 延岡市のスタート地点で、知

事がバイクに乗っている姿をちょっと想像して

みました。期待しております。 

 そのようなツール・ド・九州です。今回は県

北と大分県境ではございますが、県内各地でま

た開催されていくことなど、いろんな取組があ

ろうかと思います。今後ますますツール・ド・

九州が盛り上がっていくことを期待して、また

応援もさせていただきたいと思います。 

 次に移ります。部活動地域移行に関連した質

問を何点か教育長にお尋ねしたいと思います。 

 昨年、日本中学校体育連盟は、令和９年度以

降、全国中学校体育大会において、水泳やハン

ドボールなど９競技を取りやめる発表をしてい
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ます。 

 今回、宮崎ではパーソルアクアパーク宮崎の

利用が始まっておりますので、そういった意味

では、中学生に関してですが、水泳という競技

がなくなるのは残念ではあります。 

 また、ハンドボールは、今月29日に15回目の

開催となる宮崎チャレンジマッチの競技種目に

なっておりますし、延岡市の原希美さんは、東

京オリンピックのときの日本代表のキャプテン

を務められた。そういった方々もいらっしゃる

中で、９競技というのは非常に残念に思ってお

ります。 

 決定事項でありますけれども、その競技に励

んでいる中学生に、寂しさや悲しさがあっては

いけないと思いますので、大会での成績、出場

したいと目標を掲げている中学生のモチベー

ションの低下を避けていただきたいと思いま

す。 

 そのような中でお尋ねします。全国中学校体

育大会において、今後、取りやめになる競技に

ついて、県ではどのように取り扱うのでしょう

か、お伺いいたします。 

○教育長（吉村達也君） 全国中学校体育大会

につきましては、現在、20競技が開催されてお

りますが、昨年度の日本中学校体育連盟理事会

において、令和９年度以降、議員御指摘のとお

り、水泳競技やハンドボールなど９競技が取り

やめとなっており、そのうち、ソフトボールに

関しては、男子のみが取りやめの対象となって

おります。 

 この決定を受け、現在、教育委員会では、県

中学校体育連盟や競技団体等と連携を図り、九

州各県と、九州大会及び県大会について、今後

の方向性の検討を進めています。 

 引き続き、取りやめとなる競技に関わる生徒

がスポーツに対して意欲的に取り組むことがで

きるよう、幅広い活動機会の確保に努めてまい

ります。 

○松本哲也議員 ソフトボール男子は、国体な

んかで宮崎が優勝するような競技です。非常に

残念に思いますけれども、いろんなところでの

支援をまたお願いしたいと考えます。 

 部活動の地域移行を考えるときに、総合型ス

ポーツクラブとの関係が大事ではないかと思っ

ていたところです。地域によっては、指導者が

いないことで、なかなかクラブが浸透していな

い、設立が進んでいない理由ではないかとも考

えていたところです。 

 いつでも、誰でも、気軽に、いろんなスポー

ツを楽しむことができる環境整備は、長年にわ

たって望まれています。そのようなことから

も、地域の核として、総合型地域スポーツクラ

ブの果たす役割は大きいと考えます。 

 教育長に、総合型地域スポーツクラブの現状

と今後の課題についてお伺いいたします。 

○教育長（吉村達也君） 総合型地域スポーツ

クラブにつきましては、平成15年に県内初のク

ラブが設立され、現在32のクラブがあります。 

 クラブでは、あらゆる世代の方々を対象に、

会員のニーズに応じて、バドミントンなどのス

ポーツ教室や書道などの文化活動、世代間交流

を目的としたイベント活動等を行っておりま

す。 

 また、教育委員会においては、クラブの活動

の円滑な運営のために、指導者研修会の実施

や、スポーツ活動の拠点づくりとして、特別支

援学校や社会福祉施設等との調整など、側面的

な支援を行っております。 

 今後の課題としましては、会員数の減少や運

営財源の確保に加え、部活動の地域移行に対応
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する指導者の育成、また、市町村の積極的な関

与等があります。 

○松本哲也議員 もう一点、複数人によるチー

ムや団体競技となりますと、小規模校ではなか

なか入部したい部活動がない。さらにクラブ

チームともなりますと、活動費用も大きいの

で、このようなことからしますと、スポーツ、

部活動において格差が生じてきます。 

 優秀な選手ともなると、競技によっては、中

央においてトレーニングする環境が整っている

状況もありますが、このことは、スポーツにお

ける一極集中、格差が生じる状態ではないかと

思います。 

 部活動は、中学生の健全育成の観点からも、

また家庭の経済的負担面からも、大きな役割を

担っていると考えます。 

 最後に、生徒のスポーツ環境を今後どのよう

に整備していかれるのか、教育長にお伺いいた

します。 

○教育長（吉村達也君） 児童生徒数の減少に

より、学校で部活動を維持することが大変厳し

くなっております。 

 このため教育委員会では、近隣の学校とチー

ムを組む合同部活動や、一つの学校を拠点とし

て複数の学校がチームを組む、拠点校による部

活動を推進しており、教職員や部活動指導員、

外部指導者等とともに、地域連携に取り組んで

います。 

 また、市町村とも連携を図り、部活動を地域

クラブ活動等に移管し、地域全体で生徒の活動

を支援する、地域移行にも取り組んでいます。 

 教育委員会では、地域連携や地域移行の取組

を全県的に広く展開することで、生徒にとっ

て、よりよいスポーツ環境の確保に向けて取り

組んでまいります。 

○松本哲也議員 それでは、最後の課題です。

子供の居場所についてお尋ねします。 

 中学校を卒業した後、高校に進学しなかっ

た、または、進学したものの中途退学した子供

たちがいます。定時制、通信制に進学した子

供、義務教育が終了した後、どこにも属さない

未成年の子供たちもいます。県内にも、様々な

理由によって、同様の状況にある子供たちがい

るのではないでしょうか。 

 このような子供たちは、悩みがあるとき、ど

こに相談したらよいのか。そのようなとき、ど

こに居場所があるのか。学校であればいいので

すが、そんなことで悩んでほしくない。そうい

う悩みを誰でも相談できる居場所や体制が求め

られていると考えます。 

 まず福祉保健部長に、義務教育終了後に進学

や就職をしていない悩みを抱えた子供が、気軽

に相談できるような居場所や相談体制が重要で

あると考えますので、現在の県の取組について

お伺いいたします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 県では、つな

がりの場づくり緊急支援事業により、こども食

堂や学習支援など、子供の居場所づくりに取り

組む団体の活動を支援しております。 

 また、県子ども・若者総合相談センター「わ

かば」では、様々な悩みを抱えた子供が気軽に

相談できるよう、電話や対面に限らず、メール

やＬＩＮＥでも相談を受け付け、関係機関と連

携して悩みの解決に取り組んでおります。 

 さらに、子供や子育て世帯への一体的な相談

支援を行うこども家庭センターの設置について

も、市町村に対する支援を行っております。 

 今後とも、子供たちが抱える悩みに寄り添っ

て解決できるよう、市町村等と連携して相談支

援体制の充実に努めてまいります。 
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○松本哲也議員 窓口が一本化されて、まずは

ここに連絡する。連絡すれば、そこから専門部

署に紹介していただくとか、身近な市町村にお

いて、すぐに対応してもらえる、そのような体

制の構築を期待しております。 

 では、高校に進学した場合について、不登校

となった生徒への相談体制はどのようになって

いるのか、家庭環境やいじめなど様々な理由が

あると考えます。 

 教育長に、不登校の高校生に対する相談体制

と居場所づくりについて、県教育委員会の取組

をお伺いいたします。 

○教育長（吉村達也君） 不登校の高校生に対

する校内の教育相談体制を充実させるため、全

ての県立学校にスクールカウンセラー、スクー

ルソーシャルワーカーを配置し、生徒や保護者

の悩みに寄り添う支援を行っております。 

 また、居場所づくりの取組として、不登校の

高校生や中途退学者に対する学習支援や体験活

動、保護者への相談対応等を行うための県教育

支援センター「コネクト」を令和６年度に設置

しております。 

 引き続き、積極的な利用を促すために、改め

て各高校を訪問し、コネクトの設置目的や利用

方法、またオンラインによる支援等について、

丁寧に説明、周知してまいります。 

○松本哲也議員 今、教育長の答弁の中に、中

途退学者ということがございました。 

 申し訳ございません、この点について、もう

少し詳しく取組をお伺いします。 

○教育長（吉村達也君） コネクトでは、高校

で再度学びたいと希望する中途退学者に対し

て、主に、自らの進路を主体的に捉え、社会的

自立を目指すことができるよう、学習支援や進

路に関する相談などに力を入れております。 

○松本哲也議員 ありがとうございます。いろ

んな悩みを相談できる場所があることは、非常

にありがたいところであります。学校をやめて

も、そういったサポートをしていただいている

こと、いろんな意味で将来のアドバイスをして

いただけるような体制、いろんな面から各部署

で取り組んでいただくことをさらにお願いした

いと思います。 

 最後の質問でございます。小学生の放課後に

おける居場所でございます。 

 放課後における児童の見守り対策について

は、放課後児童クラブや放課後子供教室の実施

などによって、しっかりとした放課後児童対策

が展開されているものと伺っています。 

 そのような中、国の放課後児童対策パッケー

ジ2025では、放課後児童クラブと放課後子供教

室の連携など、様々な取組が掲げられていま

す。 

 では、放課後の実態はどうかと私なりに考え

てみますと、多くの自治体で放課後子供教室が

実施されているのは、どちらかといえば中心部

ではなくて周辺部に多く、保育園も近くにな

い、そのような小規模の小学校で実施されてい

ると認識しています。 

 地域で学校を守ろう、残そうと真剣に考えて

いる地域のボランティアの方々が見守りのス

タッフで、さらに言えば、放課後子供教室が開

設された当初から20年近く活動してくださって

いる方が多いと思われます。今では子供の体力

についていけなくなったと高齢化の悩ましいお

話や、学校まで自家用車で行くため、燃料代が

高騰していることにも悩ましい現状をお聞きし

ています。 

 放課後の支援とは言うものの、学校にボラン

ティアに行く日となれば、子供たちと会えるこ
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とを楽しみにはしていますが、実際は、午後か

ら何も予定を入れることなく、半日はスタッフ

として時間を費やしていただいているのが現状

だと思います。 

 このような現状からいたしましても、放課後

子供教室にも放課後児童クラブと同様のスタッ

フ支援ができないものだろうかと考えます。 

 最後に教育長にお尋ねいたします。放課後子

供教室の実施状況とボランティアスタッフへの

支援についてお伺いいたします。 

○教育長（吉村達也君） 放課後子供教室は、

子供たちの社会性・自主性等を育むために、市

町村が主体となり、地域住民の参画の下、学習

活動や各種体験活動を行うもので、県内13市町

村に86教室あります。 

 議員御指摘のとおり、ボランティアスタッフ

の高齢化や物価高騰等により、教室の運営が大

変厳しい状況にあると考えております。 

 県教育委員会では、教室の運営を支援するた

め、国の事業を活用して、ボランティアスタッ

フの謝金や活動費を補助するとともに、子供の

安全・安心な居場所の確保のために、福祉部局

と連携した研修を行っています。 

 引き続き、子供の放課後における居場所づく

りの充実に向けて、市町村や関係部局と連携を

図り、取り組んでまいります。 

○松本哲也議員 それぞれに御答弁いただきま

して、非常に分かりやすくお聞かせいただきま

した。ありがとうございました。 

 子供の居場所の充実が将来を担う子供たちの

成長のために非常に大事なものであること、そ

して、私としましては、戦争の体験などをしっ

かり学んでいただきながら将来を担っていただ

きたい、そのようなことを考えながら、いろん

な質問を組み立てさせていただいたところであ

りました。 

 今年３月の県立高校の卒業式に同席させてい

ただきましたときの、県教育委員会が寄せてく

ださいました祝辞が目に留まりました。 

 ノーベル平和賞の受賞のこともありまして、

平和と核兵器廃絶を訴えてきた日本被団協の受

賞を喜び、「微力だけど無力じゃない」という

高校生平和大使の言葉を用いて、皆さん一人一

人が当事者意識を持って社会の変化と向き合

い、仲間となって協力し合うことが、持続可能

な社会をつくり出す大きな力になるでしょうと

いう祝辞でありました。このことを胸に私たち

も頑張ってまいります。ありがとうございまし

た。（拍手） 

○外山 衛議長 以上で本日の質問は終わりま

した。 

 明日の本会議は、午前10時から、一般質問、

人事案件の採決及び議案・請願の委員会付託で

あります。 

 本日はこれで散会いたします。 

   午後１時58分散会 
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午前10時０分開議 

 

出 席 議 員（37名） 

２番 永 山 敏 郎 （県民連合立憲） 

３番 今 村 光 雄 （公明党宮崎県議団） 

４番 工 藤 隆 久 （  同  ） 

５番 本 田 利 弘 （宮崎県議会自由民主党） 

６番 山 内 いっとく （  同  ） 

７番 山 口 俊 樹 （  同  ） 

８番 下 沖 篤 史 （  同  ） 

９番 齊 藤 了 介 （  同  ） 

10番 黒 岩 保 雄 （  同  ） 

11番 渡 辺 正 剛 （  同  ） 

13番 外 山   衛 （  同  ） 

14番 脇 谷 のりこ （未来への風） 

15番 松 本 哲 也 （県民連合立憲） 

16番 坂 本 康 郎 （公明党宮崎県議団） 

17番 重 松 幸次郎 （  同  ） 

18番 日 高 博 之 （宮崎県議会自由民主党） 

19番 野 﨑 幸 士 （  同  ） 

20番 武 田 浩 一 （  同  ） 

21番 佐 藤 雅 洋 （  同  ） 

22番 内 田 理 佐 （  同  ） 

23番 後 藤 哲 朗 （  同  ） 

24番 川 添   博 （  同  ） 

25番 荒 神   稔 （  同  ） 

26番 福 田 新 一 （  同  ） 

27番 図 師 博 規 （無所属の会 チームひむか） 

28番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団） 

29番 井 本 英 雄 （自民党同志会） 

30番 岩 切 達 哉 （県民連合立憲） 

31番 丸 山 裕次郎 （宮崎県議会自由民主党） 

32番 中 野 一 則 （ 同 ） 

33番 安 田 厚 生 （ 同 ） 

34番 坂 口 博 美 （  同  ） 

35番 山 下   寿 （  同  ） 

36番 濵 砂   守 （  同  ） 

37番 山 下 博 三 （  同  ） 

38番 二 見 康 之 （  同  ） 

39番 日 髙 陽 一 （  同  ） 

 

 

 

 

 

 

地方自治法第121条による出席者 

知 事  河 野 俊 嗣 

副 知 事  日 隈 俊 郎 

副 知 事  佐 藤 弘 之 

総 合 政 策 部 長  川 北 正 文 

政 策 調 整 監  大 東   収 

総 務 部 長  田 中 克 尚 
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 ◎ 一般質問 

○外山 衛議長 これより本日の会議を開きま

す。 

 本日の日程は、一般質問、人事案件の採決及

び議案・請願の委員会付託であります。 

 ただいまから一般質問に入ります。まず、今

村光雄議員。 

○今村光雄議員〔登壇〕（拍手） 皆様、おは

ようございます。都城市選出、公明党の今村光

雄でございます。今回も県民の皆様からいただ

いた御意見をはじめ、本県の諸課題について質

問いたします。 

 まず、先日、厚生労働省より発表された合計

特殊出生率についてお伺いいたします。 

 2024年に生まれた子供の数は68万人となり、

1899年の統計開始以来、初めて70万人を下回り

ました。 

 本県においても、出生率が1.43と過去最低を

更新し、本県の重点施策である日本一挑戦プロ

ジェクトで掲げた2026年までの目標1.8台から

大きく離れた厳しい結果となっています。 

 知事も４月の日本一挑戦プロジェクト推進本

部会議において、「目標達成は非常に難しい」

と述べられました。短期間で結果が出るもので

はないことは承知しておりますが、これまでの

目標設定や計画は妥当だったのか、改めて効果

検証と今後に向けた見直しが必要ではないで

しょうか。 

 国においては、賃上げによる所得向上をはじ

め、こども・子育て支援加速化プランに基づく

両親の育児休業手取り10割給付や、こども誰で

も通園制度の実施など、少子化対策をさらに強

化していく方針であります。 

 本県においてもさらなる対策が求められると

考えますが、令和６年の合計特殊出生率の公表

結果を受けて、今後、子ども・若者プロジェク

トをどのように進めていくのか、知事にお伺い

いたします。 

 以上を壇上からの質問とし、以降は質問者席

から伺います。（拍手）〔降壇〕 

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。 

 本県の令和６年合計特殊出生率が戦後最低の

1.43となった現状に、改めて強い危機感を持つ

とともに、プロジェクトの目標達成に向けて、

さらに厳しさが増した状況というものを重く受

け止めております。 

 県ではこれまで、少子化対策を進めるに当た

り、官民一体で取り組む「ひなたの出逢い・子

育て応援運動」を基盤に、出会い・結婚から子

育てまでのライフステージに応じた切れ目のな

い支援を行ってきております。 

 さらに今年度からは、マッチングアプリの利

用促進による多様な手法を用いた出会いの場の

創出のほか、第２子保育料の補助や放課後の居

場所確保による子育てに関する不安や負担の軽

減など、これまで以上に踏み込んだ施策にも取

り組み始めたところであります。 

 今後は、こうした取組を着実に進めつつ、他

県における状況や施策の分析なども行いなが

ら、新たな対策を含め、検討をさらに深める必

要があると考えております。 

 少子化対策は待ったなしの県政の最重要課題

でありますので、「日本一生み育てやすい県」

の実現に向けて、引き続き、全力で取り組んで

まいります。以上であります。〔降壇〕 

○今村光雄議員 従来までの取組で十分な成果

が得られていないのであれば、新たな施策の研

究も必要だと考えます。例えば、子育て世代を
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対象とした資産形成やコミュニティー形成の支

援など、他県や他国の先進事例以外にも検討す

べき余地はまだ多数あると思います。本県が日

本一を目指して進んでいる以上、挑戦を諦める

ことなく、さらなる取組の推進をお願いいたし

ます。 

 次に、発達障がいについて伺います。 

 発達障がいは、生まれつき脳機能の発達に偏

りがあり、周囲との生活に困難を生じる障がい

のことを指しますが、外見からは分かりにくい

ことが多く、個人差が大きいことが特徴であり

ます。 

 そのため、その特性に対する周囲の理解や対

応がなされないことが原因となり、本人がうつ

などの二次障がいを発症したり、保護者自身に

も大きな不安や負担が重くのしかかる場合があ

ります。 

 これらを軽減するためには、発達障がいの早

期発見と、個々に合った関わり方や支援を行う

ことが有効とされています。 

 また、早期発見の取組の一つに、５歳児健診

が挙げられます。本県では、令和７年５月現

在、７つの市町村にまで拡充しており、16の市

町村においても、今後実施予定、または検討中

と前向きな回答をいただいており、今後も取組

が進展するものと考えられます。 

 しかし、こうした早期発見の取組には、財政

負担や医療関係者の確保などの課題があり、初

診までに時間がかかるケースも見受けられま

す。 

 そこで、初診までの間、保護者に対して何か

しらのアプローチはできないのでしょうか。例

えば、発達障がいの特徴や適切な対応方法など

の情報提供が考えられます。 

 富山県の「ひとりじゃないよガイドブック」

とか、あと京都府の「なるほどガイドブック」

のように、地域の実情に合わせた独自のガイド

ブックを作成し、インターネット上で配布して

いる事例もあります。 

 本県でも国のガイドブックを活用しておりま

すが、より地域に即したものを用意し、保護者

の安心につなげてはどうかと考えております。 

 発達障がいの早期発見・早期支援のための取

組について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 発達障がいの

特性を早期に発見し、支援につなげるために

は、まずは、周囲の正しい理解に基づく気づき

が重要であります。 

 このため県では、講演会でのリーフレットの

配布を行うとともに、ホームページにおいて

は、特性の具体例や相談窓口等を案内する情報

発信を行っております。 

 また、保健師や保育士、小児科医等を対象と

して、それぞれの役割に応じた発達障がいへの

理解や相談対応に関する研修にも取り組んでお

ります。 

 一部の市町村においては、子供の特性に合わ

せた適切な支援のため、集団での行動評価な

ど、社会的な発達の把握等を行う５歳児健診を

実施しているところです。 

 県としましては、市町村や関係機関との連携

を強化しながら、引き続き、発達障がいの早期

発見・早期支援に取り組んでまいります。 

○今村光雄議員 講演会での情報発信や研修を

実施されているとのことですが、ガイドブック

に関しては触れられませんでした。ガイドブッ

クもホームページでの公開など、工夫次第では

大きな予算をかけずに実施できる方法もあると

思いますので、ぜひ検討いただければと思いま
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す。 

 次に、５歳児健診後のフォローアップについ

て伺います。 

 健診後、発達障がいなどの疑いが指摘された

子供やその保護者には、専門的な相談や地域の

フォローアップなどの支援が必要となります。 

 特に、就学前のこの時期は、社会性や集団生

活への適応力が大きく伸びる重要な時期であ

り、成長に向けて切れ目のない支援が求められ

ます。 

しかし、相談や診断までに時間がかかること

や、専門人材の不足といった課題も指摘されて

います。 

 本県において、５歳児健診後にフォローアッ

プが必要な子供に対し、どのように支援してい

くのか、福祉保健部長にお伺いいたします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） ５歳児健診後

に、子供一人一人の発達の特性に応じた支援へ

速やかにつなげるためには、市町村や地域の関

係機関の連携による支援体制の強化が重要であ

ります。 

 このため県では、現在、県内３か所の発達障

害者支援センターにおいて、地域の相談支援機

関への専門的な助言や、困難ケースへの対応等

を行っております。 

 また、発達障がいの診断ができる医師を確保

するため、最新の知見に基づく具体的な問診や

判定の方法など、診断を行うための実践的な研

修を今年度から新たに実施することとしており

ます。 

 今後とも、地域における保健・福祉・医療の

関係機関相互の連携をより一層深め、支援体制

の強化に取り組んでまいります。 

○今村光雄議員 保護者の切実な声に耳を傾

け、丁寧な対応をお願いしたいと思います。 

 次に、ペアレントメンターについて伺いま

す。 

 発達障がいのある子供を育てた経験を持ち、

相談支援のトレーニングを受けた親が、同じ立

場の保護者を支援する「親による親支援」を行

うものです。 

 県の発達障害者支援センターが市町村保健セ

ンターと連携し、不安を抱える保護者に結びつ

け、寄り添っていくことで、精神的な負担を和

らげる大切な取組であります。 

 しかし、その認知度はまだ十分とは言えず、

活動も孤立化しやすいことや、また、多様化す

るニーズへの対応が難しくなってきているとい

う課題も指摘されております。 

 ペアレントメンターの活用は、今後ますます

重要になってくると考えますが、県の支援の取

組状況について、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 障がいがある

子供の養育経験があるペアレントメンターは、

その経験を生かして、同じような悩みを持つ方

に寄り添う形で相談対応や助言等を行ってお

り、発達障がい児の保護者が抱える不安やスト

レスの軽減に寄与するものと考えております。 

 このため県では、ペアレントメンターの養成

に取り組んでおり、５月末時点で141名が登録

されております。 

 また、発達障がいの講演会の機会に合わせ

て、ペアレントメンターによる相談会を実施す

るとともに、個別の依頼に基づく派遣等を行っ

ております。 

 今後とも、市町村や関係機関と連携し、ペア

レントメンターの周知に努めるとともに、その

活用に取り組んでまいります。 

○今村光雄議員 学校や地域への周知なども必

- 186 -



令和７年６月17日(火) 

 

要と考えます。また、ペアレントメンターの活

動がより活発になるよう、支援もお願いしたい

と思います。 

 次に、障害者手帳について伺います。 

 発達障がいの特性が見られても、発達障がい

の診断がつかず、障害者手帳が交付されない、

いわゆる発達グレーゾーンの子供も少なくあり

ません。 

 しかし、診断や手帳の有無にかかわらず、保

護者は日々、様々な不安や悩みを抱えておられ

ます。そのため、相談や支援の充実は極めて重

要なものとなっております。 

 障害者手帳を持っていない子供に対し、どの

ような支援があるのか、福祉保健部長にお伺い

いたします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 障がいの判定

にまで至らないものの、発達の特性などによ

り、日常生活において困り感のある子供につい

ては、障がい児と同様、早い段階で、特性に応

じた個別の支援につなげていくことが重要であ

ります。 

 このため県においては、「そうだんサポート

センター」を県内10か所に設け、宮崎市設置の

３か所とも連携しながら、障害者手帳を所持し

ていない子供についても、身近な地域で相談や

訓練等を受けられるよう、巡回訪問や外来療育

による支援を行っております。 

 なお、こうした子供が日常生活を送る上で

は、保育所や学校等において周囲が理解を深

め、その特性を受け入れていくことが重要であ

ることから、啓発セミナーなどにより理解促進

を図ってまいります。 

○今村光雄議員 ありがとうございます。 

 次に、英語教育について伺います。 

 まず、英語教育に限らずですが、親の世帯収

入や住んでいる地域による格差が、子供たちの

学力格差につながることがないよう、全ての子

供たちが等しく学ぶ機会を確保することが重要

です。そのためには、学校で受ける授業をより

充実させていく必要があると思います。 

 特に英語教育に関しては、今後、外国人労働

者の増加が見込まれるので、より一層、力を入

れていく必要があります。国も実践的な英語力

が不足していたことを受け、英語教育改善プラ

ンに基づいた取組を強化しています。 

 一方で、集団授業では、生徒一人一人の理解

度や習熟度に差が生じやすいため、多様な学習

機会の提供が必要と考えます。例えば、１人１

台端末を活用したマンツーマンのオンライン英

会話などの事例もございます。 

 本県では、英語教育の推進のためにどのよう

な取組を行っているのか、教育長にお伺いいた

します。 

○教育長（吉村達也君） 英語力の国際的指標

であるＣＥＦＲの達成率は、令和５年度、本県

の中学校及び高等学校ともに全国中程度となっ

ております。 

 本県では、英語力の向上を図るため、英語教

育改善プランに基づき、小・中・高の段階ごと

に、自信を持って自分の思いや考えを英語で伝

え合うことのできる児童生徒の育成に取り組ん

でおります。 

 具体的には、外国語専科教員やＡＬＴによる

コミュニケーションを重視した学習や、ＡＩ教

材やデジタル教科書の活用による、個に応じた

学習などを進めております。 

 今後、生成ＡＩの活用等も視野に入れ、英語

教育のさらなる推進に努めてまいります。 

○今村光雄議員 個別学習については、ＡＩ教

材やデジタル教科書を活用して進めているとの
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ことですので、今後も、理解度や習熟度に応じ

た学習の充実と、様々な取組の検討もよろしく

お願いいたします。 

 令和６年10月末時点で、外国人労働者は約

230万人と過去最多を記録し、今や職場や地域

社会においても、外国人と接する機会が日常的

に増えています。 

 こうした社会の変化により、従来の日本語に

よるコミュニケーションだけでは十分ではな

く、英語をはじめとする多言語での意思疎通が

ますます重要になっています。特に英語は、国

際共通語として世界中で使われており、職場や

地域だけでなく、異文化理解を深める上でも欠

かせないスキルとなっております。 

 グローバル化が進む中、知事の英語教育に対

する思いについてお伺いいたします。 

○知事（河野俊嗣君） 今では翻訳機やアプリ

も技術的に発達しておりますので、単なる外国

語での意思疎通であれば、それらを使えば事足

りる時代であろうかと思いますが、外国語教育

は、単なる言語の習得のみならず、コミュニ

ケーションにおいて、相手の気持ちや発想、ま

たその言語が形づくられてきた歴史や文化など

も理解する上で、必要不可欠なものでありまし

て、御指摘のとおり、特に英語は、事実上、世

界共通の言語となっておりますことから、重要

と考えております。 

 私自身も外国の要人とかにお会いする機会が

あったり、また、海外でのプロモーションの機

会もありますので、毎日ＮＨＫの語学番組で英

語に接するようにはしておりますが、なかなか

進歩するというよりは、油を差して、さびつか

ないようにする程度でありますけれども、やは

り物事の捉え方だとか発想、こういうふうに考

えるんだと、そういう刺激をその中で得ること

もあります。 

 本県では、総合計画長期ビジョンに、これか

らのグローバル社会を生き抜く力を持った子供

たちの育成を掲げ、また、子ども・若者プロ

ジェクトにおいて、子供の夢や希望を後押しす

る教育環境の整備として、高校生の海外留学支

援等に取り組んでおります。 

 担い手不足解消のための外国人材の受入れの

促進や、インバウンド需要を見込んだ外国人観

光客の誘客強化にも力を入れているところであ

りまして、こうした海外との関わりの中で、本

県の地域の振興、さらには未来を切り開いてい

く、そういう上でも、その基本となる英語教育

の充実は極めて重要であると考えております。 

○今村光雄議員 ありがとうございます。 

 次に、ｅスポーツについて伺います。 

 今年２月の代表質問の中で、ｅスポーツによ

る地域経済の活性化に寄与する可能性について

取り上げましたが、高齢者の介護予防や障がい

者の社会参加促進といった、多様な世代の交流

の場としても注目されています。 

 実際にｅスポーツを通じて世代や障がいの有

無を超えたコミュニケーションが生まれ、地域

全体の活性化につながる事例も増えてきていま

す。 

 今年開催される滋賀国スポ・障スポの文化プ

ログラムとして、全国都道府県対抗ｅスポーツ

選手権が開催されますが、２年後の本県大会に

おいても開催が予定されているのか、宮崎国ス

ポ・障スポ局長にお伺いいたします。 

○宮崎国スポ・障スポ局長（山下栄次君） 全

国都道府県対抗ｅスポーツ選手権は、令和元年

の茨城国体に合わせて第１回大会が開催されて

以来、毎年、国体、国スポの開催都道府県で実

施されており、今年の滋賀県で第７回となりま
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す。 

 例年、国スポ・障スポの機運醸成等を目的と

した文化プログラムの一つとして実施されてお

り、本県では、文化プログラムの募集を来年４

月から行う予定としております。 

 ｅスポーツ選手権の開催に中心的な役割を果

たしている一般社団法人日本ｅスポーツ連合に

よりますと、今年11月の滋賀県での開催後、本

県での開催について検討を開始するとのことで

すので、県としましては、宮崎国スポ・障スポ

に向け、関係団体の意向を確認しながら調整を

進めてまいります。 

○今村光雄議員 次に、学校の教職員へのパ

ワーハラスメントについて伺います。 

 学校現場における教職員へのパワハラは、決

して許されるものではありません。しかし、実

際には管理職や同僚教職員からのパワハラが疑

われる事案も耳にしており、子供たちの未来を

担う教職員を守るためにも、組織としての対応

が極めて重要です。 

 相談窓口は機能しているのか、発覚後の対応

は適切か、過去10年間における管理職によるパ

ワーハラスメントに係る懲戒処分件数につい

て、教育長にお伺いいたします。また、発生し

た場合の教育委員会の対応についても併せてお

伺いいたします。 

○教育長（吉村達也君） 本県では、過去10年

間で、管理職がパワーハラスメントにより懲戒

処分を受けた事例はありません。 

 管理職によるパワハラが疑われる事案が発生

した場合には、学校からの報告書を基に、県及

び市町村教育委員会が関係者への聞き取り等を

行い、事実を明らかにした上で、懲戒処分、も

しくは服務指導が行われます。 

 各学校に校内相談窓口を設置しております

が、学校では相談しづらい方のために、県教育

委員会教職員課、県人事委員会や市町村公平委

員会、弁護士による外部相談窓口も設けており

ます。 

○今村光雄議員 管理職によるパワハラで懲戒

処分を受けた事例はないとのことですが、先ほ

ども話をしましたとおり、疑われるような事案

は存在しますので、相談しやすい環境整備をお

願いしたいと思います。 

 次に、教職員の残業時間の調査方法について

伺います。 

 令和６年度の教職員勤務状況調査によります

と、１か月当たりの時間外業務時間が45時間未

満の状況にある職種は、校長、教諭等、事務職

員が約７割を占めています。これは、教職員を

はじめ、保護者や地域の皆様にも働き方改革の

趣旨を伝え、理解と協力を得た成果と考えられ

ます。 

 ただ一方で、本当にその調査結果が正確であ

るかといった点は、やや疑問が残ります。 

 現在の調査は、パソコンを立ち上げ、システ

ムにログインしている時間を業務時間として計

測しているようですが、現場の教職員からは、

業務時間内に仕事を終わらせるよう指示され、

残った仕事は自宅に持ち帰って行うケースもあ

ると聞いております。 

 ログインしている時間だけでは、こうした持

ち帰りの業務を把握できず、実際の残業時間が

過小評価されている可能性があります。 

 正確な情報収集が必要と考えますが、教職員

の残業時間の調査方法及び当該調査が現状を正

確に把握できているのかについて、教育長にお

伺いいたします。 

○教育長（吉村達也君） 教職員の時間外業務

時間につきましては、県立及び市町村立学校と
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もに、出退勤の管理システムにより、管理職が

在校時間を確認し、把握しております。 

 また、教育委員会では、学校の調査結果を基

に、教職員勤務状況調査として、時間外業務時

間の実態や学校の働き方改革の取組状況を把握

しているところです。 

 一方、議員御指摘のとおり、出退勤時間のシ

ステムへの入力は教職員一人一人に委ねられて

おり、正確な時間が反映されていない状況もあ

ると考えられます。 

 教育委員会としましては、教員給与特別措置

法、いわゆる給特法等の改正に伴い、働き方改

革の一層の推進が求められることから、今後、

時間外業務時間の考え方を改めて整理するとと

もに、より正確な実態が把握できるよう検討し

てまいります。 

○今村光雄議員 例えば、一人一人と面談した

り、直接相談できるような窓口があってもいい

のではないでしょうか。また、調査の必要性を

教職員の方に認識してもらうことも大事かと思

います。正しい情報がないと、ちゃんとした対

策が打てませんので、早急な改善をよろしくお

願いいたします。 

 次に、教頭の残業時間等について伺います。 

 以前もこの問題について質問させていただき

ましたが、依然としてこの状況は大きく改善さ

れていません。 

 具体的には、時間外業務時間が月45時間未満

に収まっている教頭の割合は、令和６年時点で

17％にとどまっています。 

 本県においては、令和８年までにこの割合を

75％に引き上げるとの目標を掲げていますが、

現状のままでは目標達成は非常に困難であり、

抜本的な業務改革が求められていると考えま

す。このような状況が続くようであれば、教頭

をはじめとした管理職の成り手が減少し、学校

運営に支障を来すことも懸念されます。 

 副校長・教頭の人材確保に向け、業務量削減

のためにどのような取組を進めているのか、教

育長にお伺いいたします。 

○教育長（吉村達也君） 副校長・教頭は、通

常業務に加え、担任不在の際のサポートなど突

発的な対応や、学校内外との調整など学校運営

全般にわたる業務を担うため、時間外業務時間

が多い状況となっております。 

 これまで、校務支援システムの活用等による

業務の効率化や、コミュニティ・スクールの取

組等を活用した学校と家庭・地域の役割分担を

進めております。 

 また現在、国においては、副校長・教頭を補

佐する人材の配置について検討がなされてお

り、その動向等も注視しております。 

 教育委員会では、今年度より、これまでの取

組を検証するため、副校長・教頭との意見交換

等を実施しており、引き続き、勤務実態の正確

な把握とともに業務量の削減に努め、必要な人

材を確保してまいります。 

○今村光雄議員 2024年度から文部科学省で

は、副校長・教頭マネジメント支援員の配置を

推進しています。今年度以降もさらに予算規模

を拡大していくと思われますので、本県におい

ても、その取組を開始するよう要望いたしま

す。 

 次に、教職員の休職者について伺います。 

 近年、精神疾患による休職者は増加傾向にあ

り、本県でも多くの教職員が精神的な病気で休

職しています。復職に際しては、原則４週間の

復帰トレーニングを段階的に実施し、徐々に職

場環境や業務に慣れていく復帰支援プログラム

が整備されています。しかし、この復帰トレー

- 190 -



令和７年６月17日(火) 

 

ニングが十分に実施されていない場合があると

の声も聞かれています。 

 復帰トレーニングは、本人の不安軽減や円滑

な職場復帰、再発防止に効果があるとされてい

ますが、もし適切に運用されていなければ、復

職の機会を失うことになりかねません。 

そのような実態があるのであれば、早急に改

善すべきと思いますが、教職員の精神疾患によ

る休職者数の現状と、復職に向けた復帰トレー

ニングが機能しているのか、教育長にお伺いい

たします。 

○教育長（吉村達也君） 令和６年度における

教職員の病気休職者数118名のうち、精神疾患

による休職者数は76名で、全体の64.4％となっ

ております。 

 まず、精神疾患の予防対策として、専門の医

療機関によるメンタルヘルス相談や、校長経験

者によるメール、オンラインによる相談窓口を

設けるなどの取組を行っております。 

 また、精神疾患により休職となった教職員に

対しては、本人の意向に応じた段階的な復帰ト

レーニングを行うとともに、臨床心理士による

復職支援相談も取り入れ、円滑な職場復帰及び

再発防止に向けた支援を行っているところで

す。 

 その結果として、職場復帰トレーニングを受

けた教職員の復職率は、過去10年で86.3％と

なっております。 

○今村光雄議員 精神疾患からの復職率は、10

年間で86.3％と、おおむね高い数字となってお

ります。現在も76名の教職員が精神疾患で休職

しておりますので、全員が復職できるよう適切

な支援をよろしくお願いいたします。 

 次に、県立農業大学校の老朽化について伺い

ます。 

 平成６年に施設や農業機械が新たに整備され

てから既に30年が経過し、経年劣化による損傷

が目立つようになっています。 

 特に農機具については、メーカーが定める耐

用年数がおおむね７年程度とされており、現場

では、修理や部品交換など様々な工夫を重ねな

がら使い続けている現状にあります。建物につ

いても、老朽化が進み、安全面での懸念も生じ

ております。 

 現場の皆さんが日々努力しながら対応してい

ることはよく承知しておりますが、今後の農業

大学校の施設改修について、農政水産部長にお

伺いいたします。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 県立農業大学

校の施設は、平成６年の完成から30年以上が経

過しており、今後も施設をより長く安全に利用

し、良好な教育環境を提供していくためには、

適切な修繕や改修を行っていくことが大変重要

であります。 

 このため県では、３年ごとに実施している専

門技術者による調査により、劣化度や危険度の

高い箇所の早期把握に努めるとともに、個別施

設計画に基づき、計画的かつ効率的な修繕・改

修工事を行っているところです。 

 このうち今年度は、教室や学生寮、食堂等の

改修に着手するとともに、施設園芸ハウスの修

繕に合わせ、環境制御装置の導入を計画してお

ります。 

 今後とも、計画的な改修等を行いながら、教

育環境の整備に努めてまいります。 

○今村光雄議員 これからの農業を担っていく

大事な学生の皆様ですので、耳を傾けながら、

対応をよろしくお願いいたします。 

 次に、養豚農家への支援について伺います。 

 本県の養豚業は、全国でも有数の規模を誇る
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重要な産業ですが、近年は、飼料価格や燃料費

の高騰、労働力不足や高齢化といった課題が深

刻化しています。さらに豚熱の感染リスクも高

まっており、経営環境は一層厳しさを増してい

ます。 

 県では多角的な支援が行われていますが、そ

れでもなお、現場では厳しい経営状況にある養

豚農家も多いようです。 

 この状況にどう対応していくのか、養豚農家

の経営安定に向けた県の取組について、農政水

産部長にお伺いいたします。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 養豚は、産出

額全国３位と本県にとって重要な産業ですが、

最近の物価高騰により、厳しい経営状況にある

と認識しております。 

 このため県では、養豚農家に対し、国のセー

フティーネット対策である、いわゆる豚マルキ

ンや配合飼料価格安定制度における生産者積立

金の一部助成に加え、畜産協会等と連携したコ

ンサルティングによる経営支援に取り組んでお

ります。 

 また、養豚農家の生産性や収益性の向上を図

るため、畜産クラスター事業を活用した施設整

備等を支援するとともに、畜産試験場におい

て、飼養管理の自動化など、スマート技術の開

発に取り組んでいるところです。 

 今後とも、関係団体等と連携して、養豚農家

の経営安定に向け、支援してまいります。 

○今村光雄議員 次に、農機具について伺いま

す。 

 新規就農者や事業承継者には各種補助制度が

充実している一方で、長年現場で頑張られてい

る現役の農業者に対しては支援が十分ではな

い、農機具などの修繕費用も大変だとの話を聞

きました。 

 トラクターやコンバイン等の農機具は、長期

間の使用により故障や部品交換も多く、新規購

入は高額であるため、多くの農家では修繕での

対応をしています。 

 しかし、修繕で対応するとしても、修繕内容

によっては高額となり、これもまた厳しい状況

となります。こうした状況を踏まえた修繕費用

への直接的な支援はないのでしょうか。 

 農業資材価格の高止まりなどにより、農機具

の修繕費用の捻出が厳しい農業者もいますが、

県はどのように対応しているのか、農政水産部

長にお伺いいたします。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 近年の農業資

材等の価格高騰により、御質問の農機具の修繕

費用捻出など、農家経営が厳しい状況にあるこ

とは認識しております。 

 このようなことから、県では、予期せぬ事故

等による農機具の急な修繕に備え、県農業共済

組合の農機具共済の周知を図るとともに、関係

団体と連携し、農機具の使用方法等に関する普

及啓発を行っております。 

 また、物価高騰等の影響を踏まえ、現在、市

町村や融資機関と連携し、農機具の修繕等を含

む経営安定のための低利な融資も実施しており

ます。 

 今後とも、各普及センターに設置している農

業セーフティネットワンストップ相談窓口等を

通じ、農業者に必要な情報を提供しながら、農

業経営の安定につなげてまいります。 

○今村光雄議員 農機具を長く使ってもらえる

よう、使用方法の普及啓発や低利な融資も実施

しているとのことです。まずはしっかりと相談

に乗ってもらうよう、普及センターの相談窓口

の周知をよろしくお願いいたします。 

 次に、女性職員の幹部登用について伺いま
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す。 

 本県の新年度人事異動では、知事部局におい

て、副主幹以上の女性割合が２割を超え、管理

職については１割程度となっています。しか

し、全国と比較すると、依然として低い水準に

とどまっている現状です。 

 特に、40代以上の女性職員が男性職員に比べ

て少ないことが主な要因とされていますが、近

年は女性職員の採用数も増加傾向にあり、今後

は徐々に改善が進むものと期待されます。 

 女性ならではの視点や、経験に基づく意見や

提案は、男性だけでは気づきにくい新たな発想

や課題解決につながることもあり、組織の活性

化や多様性の推進にも大きく寄与するものと考

えます。 

 今後、政策や事業をより効果的に進めていく

ためにも、女性職員を管理職へ積極的に登用す

べきと考えますが、知事の所見をお伺いいたし

ます。 

○知事（河野俊嗣君） 県政を推進していく上

で、意欲を持って仕事に取り組む女性職員が、

その能力を最大限発揮し活躍できるよう、女性

の登用を積極的に進めることは大変重要である

と認識しております。 

 台湾でも韓国でも、海外に行きますと女性の

管理職は普通に出てくる。その姿を見るとき

に、彼我の違いというものを改めて実感すると

ころでありますが、一方で、現段階では、職員

の年齢や男女の構成比の関係上、管理職への女

性登用を一気に進めることは難しい状況にあり

ます。 

 このため、まずは意欲と能力のある女性職員

について、部下を持ち、担当を統括する副主幹

以上への登用を積極的に進めているところであ

ります。 

 このような取組により、今年４月１日時点の

知事部局における副主幹以上の職に占める女性

職員の割合は20％を超え、過去最高となってお

り、将来を見据えた登用は着実に進んでいるも

のと考えております。もっともっとこの割合を

増やしていく必要があると考えておりますが、

確実に右肩上がりでその割合は高まっている状

況でございます。 

 近年、新規採用職員における女性の比率が４

割を超えておりますので、引き続き様々な研修

機会の提供や、企画・管理部門を含めた幅広い

分野への配置などを進めるとともに、働きやす

い職場づくりに努め、女性職員がその能力を発

揮できる取組を推進してまいります。 

○今村光雄議員 意欲のある職員に対して活躍

できる場を与えていくことは、県庁自体にもよ

い影響を及ぼすことは間違いありません。さら

なる推進をよろしくお願いいたします。 

 次に、知事部局における休職者の状況につい

て伺います。 

 県庁においても、職員が安心して働ける職場

環境の実現に向け、みやざき行財政改革プラン

などを推進し、働き方改革やメンタルヘルス対

策に取り組んでいます。 

 しかし、依然として精神疾患を理由に休職し

ている職員が一定数存在している現状にあるよ

うです。 

 知事部局において、傷病による休職等の人数

と、そのうちの精神疾患による割合を、総務部

長にお伺いいたします。 

○総務部長（田中克尚君） 知事部局における

令和６年度の90日以内の傷病休暇取得者は67名

で、そのうち精神疾患を理由とする人数は43名

となっており、その割合は64.2％であります。 

 また、傷病休暇が90日を超え、休職となった
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職員は85名であり、そのうち精神疾患を理由と

する人数は75名で、その割合は88.2％となって

おります。 

○今村光雄議員 精神疾患で休職している職員

は、本県では75名に上っており、深刻な状況で

あります。従来は中堅職員が多かったものの、

近年は若手職員の休職も増えてきていると聞き

ました。 

 国としても、精神疾患は、がんや脳卒中、急

性心筋梗塞、糖尿病と並ぶ５大疾病に位置づ

け、医療計画や「健康日本21」など、心の健康

づくりを重視し、取組を進めています。 

 精神疾患の発症理由は様々考えられ、必ずし

も職場にだけ原因があるわけではありません

が、原因究明と早期対策に取り組むべきと考え

ます。 

 職員のメンタルヘルス対策について、どのよ

うな取組を行っているのか、総務部長にお伺い

いたします。 

○総務部長（田中克尚君） メンタルヘルス対

策として、休職者等に対する復職支援、復職後

のフォローや、職場環境の整備促進に取り組ん

でおりますが、重要なことは、傷病休暇や休職

に至る前の段階における未然防止の取組である

と考えております。 

 そのため、職員には自身の体調管理、管理監

督者には職員のメンタルケア等に関する研修の

ほか、ストレスチェック及びその結果に基づく

個別面談等を実施しております。 

 また、従来から、こころの健康相談専門員や

精神科医等による相談を実施してまいりました

が、令和６年度からは、相談専門員が所属に出

向き、相談しやすい関係を築くアウトリーチ活

動を行うなど取組の強化を図っており、一定の

手応えを感じているところであります。 

 今後も未然防止に重点を置きつつ、職員のメ

ンタルヘルス対策にしっかりと取り組んでまい

ります。 

○今村光雄議員 ストレスチェックの結果や相

談専門員が出向いての相談体制など、様々な取

組の中で解決に結びつく事例もありますので、

気兼ねなく相談ができるように、その周知と環

境づくりをさらに推進していただくよう、よろ

しくお願いいたします。 

 次に、河川パートナーシップについて伺いま

す。 

 これまでも何度か議会でも取り上げられ、そ

の都度、一定の改善が図られてきたところであ

ります。 

 しかし、「長年活動してきた団体メンバーが

高齢を理由にやめてしまい、誰も草刈りをする

人がいなくなったときはどうするのか」といっ

た相談が寄せられました。 

 河川パートナーシップの参加団体数は、今

後、高齢化が進みますので、減少傾向になって

くるのではないかと懸念しています。 

 一方で、業者への委託も予算に限りがあるた

め、全てをカバーすることも難しい状況です

が、県で管理している河川の草刈りに関して、

河川パートナーシップ事業の参加実績と今後の

負担軽減に向けた取組について、県土整備部長

にお伺いいたします。 

○県土整備部長（桑畑正仁君） 河川パート

ナーシップ事業の昨年度の参加実績は、742団

体、草刈り面積は491ヘクタールであり、ここ

数年は、団体数、草刈り面積ともに一定数で推

移しております。 

 また、参加者の高齢化が進む中、作業の省力

化を図るため、令和２年度から自走式草刈り機

16台の貸出しを行っており、昨年度の利用実績
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は、過去最多の146回となっております。 

 現在、さらなる負担軽減を図るため、無線で

遠隔操作できる草刈り機の活用を検討してお

り、今年度、導入に向けた試験施工を行い、機

能性や安全性を確認することとしております。 

 引き続き、関係団体からの御意見も伺いなが

ら、河川パートナーシップ事業を推進してまい

ります。 

○今村光雄議員 自走式や無線式など、草刈り

の負担軽減の取組を進めるとの答弁がありまし

た。ただ、先ほど申し上げましたとおり、先々

河川パートナーシップの団体も減少してくれ

ば、業者頼みとなってしまうかもしれません。

除草しなければ堤防の状態把握は困難であり、

今後も草刈りは必要となりますので、さらなる

効率化に向け、新技術の導入などの検討、ま

た、国へのさらなる予算要求も検討してもらい

たいと思います。 

 次に、介護保険施設における新型コロナ等の

感染症対策について伺います。 

 新型コロナですが、重症化リスクが以前と比

べて低下したとはいうものの、感染力は依然と

して強く、特に高齢者の方々にとっては、安心

できるようになったとは言えません。 

 介護保険施設等では、万が一ウイルスが持ち

込まれれば、命に関わる危険性もあるため、職

員は日常的にマスクを着用するなど、引き続

き、細心の注意を払って感染症対策が行われて

いる事業所もまだまだ多いようです。 

 そのような現状において、介護保険施設にお

ける新型コロナ等の感染症対策に対する県の取

組について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 介護保険施設

におきましては、重症化リスクの高い高齢者が

利用されていることから、施設内で感染が拡大

することのないよう、日頃から、感染対策の徹

底、医療機関との連携強化、療養体制の確保等

に取り組んでいただいております。 

 県としましては、新型コロナ等の感染症の拡

大に備え、国が作成した「介護現場における感

染対策の手引き」を周知するとともに、定期的

な研修や医療機関と連携した恒常的な感染対策

に対して適用される高齢者施設等感染対策向上

加算の取得を促進するなど、感染対策が継続し

て行われるよう、引き続き取り組んでまいりま

す。 

○今村光雄議員 手引のとおり、感染が確認さ

れた場合は、防護服を着たり、ゾーニングをし

たり、罹患していないか検査したり、その対応

方法は今も変わっておりません。 

 感染症対策の備品などの消費量は少なくなっ

たとはいえ、コロナ前には必要のなかった備品

を在庫として残しておかなければなりません。

物価高や賃上げなどもあり、さらに言えば、感

染症対策に関わる備品も物価高の影響を受けて

上昇しており、経営を苦しめている状況にあり

ます。 

 ２年前に議員になって初めて一般質問をした

際、新型コロナに対する知事の見解を伺いまし

た。「入所者や職員、関係者の皆様をしっかり

と支えていけるよう、感染対策への支援に取り

組んでまいります」との回答をそのときにいた

だきました。 

 しかし、現状はどうでしょうか。国からの支

援がなければ、県として何もできないのでしょ

うか。「加算取得のための促進をしており、後

は事業所に任せてありますので」ということで

本当にいいのでしょうか。 

 それよりも、具体的に、年間を通してコロナ
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が事業所内でどれぐらい発生し、どれぐらいの

費用がかかっているのか、掛かり増し経費のと

きに算出したように、全事業所から情報収集を

行い、県としても対策を打つこと、また国への

要望につなげていくことが重要と思いますの

で、その対策を強くお願いしたいと思います。 

 次に、みやざき介護生産性向上総合相談セン

ターについて伺います。 

 昨年度の介護報酬改定を受け、経営基盤の確

立や働き手の人材不足などの課題に対し、生産

性向上への取組がより重要視されるようになり

ました。そのような背景の下、このセンターで

は、介護現場における生産性の向上を推進し、

介護人材の確保・定着を図ることが目的となっ

ております。 

 今までも介護事業所においては、利用者の多

様なニーズに応えながら、独自の特色を生かし

たサービス提供に努めてきましたが、今後はこ

れらの取組をさらに発展させ、質の高い介護

サービスを提供していかなければなりません。 

そのためにもセンターの果たす役割は大きく

なると考えますが、みやざき介護生産性向上総

合相談センターの活用状況と今後の取組につい

て、福祉保健部長にお伺いいたします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 昨年11月に開

設したみやざき介護生産性向上総合相談セン

ターでは、介護事業所からの相談が今年５月末

までに47件寄せられております。 

 これらに対して、専門家による助言や介護ロ

ボット等の貸出しを実施したほか、県内３地区

において、研修会、機器展示会を開催するな

ど、介護テクノロジーの導入に取り組んでおり

ます。 

 今後は、より多くの介護事業所に活用いただ

けるよう、センターのさらなる周知に努めると

ともに、課題の分析から介護ロボット等の導

入・定着までの専門家による長期的な伴走支援

にも新たに取り組み、介護現場の生産性向上を

支援してまいります。 

○今村光雄議員 活用の充実のために、待つだ

けではなく出向いていく方法もあるかと思いま

す。さらなる取組をよろしくお願いいたしま

す。 

 次に、処遇改善について伺います。 

 介護職員等処遇改善加算は、人材不足の解消

などを目的として創設されたもので、基本給や

手当、賞与などの賃金改善に充てることが義務

づけられており、実績報告もしなければならな

いため、ほかの用途に使用することはできませ

ん。 

 ただ、事業所側は加算を取得し、職員に支給

していても、職員側がその事実に気づいていな

いケースもあるようです。職員がちゃんと加算

分をもらっているとの実感を持てなければ、制

度本来の趣旨が十分に果たされません。 

 そこで、処遇改善加算の取得状況と、加算制

度の適正な運用のため、どのような指導を行っ

ているのか、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 本年４月１日

現在、県内の全対象事業所のうち、1,718事業

所が処遇改善加算を取得しており、取得率は

89.3％となっております。 

 加算を算定する介護サービス事業者は、賃金

体系等の規程を整備し、賃金改善の内容や方法

等について、職員に対して周知する必要があり

ます。 

 このため県では、定期的に実施する運営指導

において、賃金改善の状況や職員への周知の実

施等について、確認及び指導を行っておりま
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す。 

 今後とも、職員の処遇改善に向けて、加算の

取得と適正な運用が図られるよう取り組んでま

いります。 

○今村光雄議員 事業所側は、賃金改善の内容

を職員に対して周知する必要があるとのことで

す。もらっているのかよく分からないような状

況であれば、職員の皆さんも事業所に聞いてい

ただきたいと思いますし、そのような状況にな

らないよう、運営指導にもまた力を入れていっ

ていただきたいと思います。 

 最後に、介護報酬引上げの要望について伺い

ます。 

 東京商工リサーチによりますと、2024年の全

国の介護事業者の倒産件数は172件と、過去最

多となりました。このままいけば、介護を必要

としているにもかかわらず、適切なサービスを

受けられない高齢者や障がい者、いわゆる介護

難民が増加することが強く懸念されます。 

 今までも取り上げていますが、多くの加算を

取ることができない事業所もあり、持続可能な

サービス体制を維持していくためには、基本報

酬を引き上げていくしかありません。この内容

は国の制度改革が必要なことは分かっています

が、県としても、現場の実情をしっかりと発信

し、国に対して強く要望していくことが重要だ

と考えます。 

 介護報酬の引上げについて、国にどのような

要望を行っているのか、福祉保健部長にお伺い

いたします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 介護事業所等

においては、長引く物価高騰などの影響によ

り、厳しい経営状況が続いていると認識してお

ります。 

 このため県としましては、介護報酬につい

て、物価変動が毎年反映されるよう、先月、国

に対して直接要望を行ったところです。 

 また、介護報酬が物価や人件費の上昇に追い

ついていないことなどから、令和９年度の次期

改定を待たず、報酬の臨時改定を行うよう、全

国知事会を通じて緊急の要望を行ったところで

す。 

 今後とも、安定的に事業が継続できるよう、

適切な介護報酬の設定について国に要望してま

いります。 

○今村光雄議員 今回も現場で起きている諸課

題をメインに質問させていただきました。今起

きている課題解決に向けた施策だけではなく、

未来に希望が持てるような施策をこれからも一

緒になって考え、取り組んでまいりたいと思い

ます。 

 以上で質問の全てを終わります。ありがとう

ございました。（拍手） 

○外山 衛議長 次は、黒岩保雄議員。 

○黒岩保雄議員〔登壇〕（拍手） こんにち

は。日南市選出の黒岩保雄です。本日は、多く

の方々に傍聴席で、また、インターネットを通

じてお聞きいただき、感謝申し上げます。 

 令和６年11月定例会における私の一般質問

で、高齢者が路線バスを一律200円で乗車でき

るシニアパスは、令和７年度も県による支援を

継続すべきと申し上げておりましたが、本年度

は、年会費を実質5,000円御負担いただくと、

従来どおり200円で乗車できるスマート65を実

施いただくことになりました。事業に取り組ん

でいただいた宮崎交通、支援を決定いただいた

県に、心から感謝申し上げます。 

 あわせて、県内のイベントの際に、宮崎牛の

ＰＲや販売する機会の増加について質問いたし

ましたが、生産者など現場の声をお聞きいただ
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き、さきの２月補正予算で、消費拡大支援の予

算を計上いただきました。この場をお借りし、

感謝申し上げます。 

 今回は、観光や企業立地をはじめとする各種

施策の実績などについて確認するほか、新たな

提案を行ってまいりたいと思います。 

 本日の傍聴席には、私が居住する日南市風田

の高齢者クラブの皆さんにもお越しいただいて

おります。いつも叱咤激励いただいている皆さ

んが、もっと県政に関する関心が高まり、将来

に夢を感じるような質問をしてまいりますの

で、知事をはじめ執行部の方々には、いつにも

増して前向きな答弁をいただくようお願いいた

します。 

 さて、昨今では、デジタル化などの社会の変

化、共働き世帯、核家族化など、家庭環境の変

化等により、行政に求められる役割、サービス

の在り方も変化しています。 

 こうした中、宮崎県庁が時代の変化に的確か

つ迅速に順応し、全国の自治体をリードするく

らいの役所になってほしいと常々思っていま

す。 

 しかしながら、県が様々な取組を始める際

に、全国ではほとんどの都道府県が取り組んで

いて、やっていないのは本県を含め僅かの県の

みとか、九州では７番目の取組などの発表を耳

にいたします。少し残念な思いをするのは、私

だけではないと思います。 

 今までやったことがないからできない、他の

都道府県の動向を見て判断するということでは

なく、県民のためになると思うこと、これは面

白いということを積極的に取り組む、わくわく

する県政を県民は期待しております。 

 このためには、県の職員の皆さんが、業務改

善や前例のないチャレンジ性のある取組に挑戦

することが重要と考えますが、知事の見解をお

伺いいたします。 

 以降の質問は質問者席から行います。（拍手）

〔降壇〕 

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。 

 社会経済情勢の変化や複雑化・多様化する行

政ニーズに迅速かつ的確に対応していくために

は、職員一人一人がアンテナを常に高くし、高

いプロ意識と挑戦意欲を持って業務に取り組む

とともに、職員の提案を受け止め、自由闊達な

議論を通して政策を磨き上げていく職場風土の

醸成が重要であります。 

 このため、例えば、若者・女性を重視した人

口減少対策の強化に係る施策の検討に、当事者

でもある若手職員の意見を積極的に取り入れた

ほか、業務の負担軽減を図りながら効率的・効

果的な仕事に取り組むために、仕事刷新プロ

ジェクトということで、業務改善に関する意見

を広く募り、デジタル技術を活用した業務効率

化の取組を進めるなど、職員のアイデアを新し

い施策に生かす取組を進めております。 

 また、昨年のひなたフェスなどは、天然芝で

あるがゆえに野球以外には活用できなかったサ

ンマリンスタジアムを音楽イベントに活用す

る、これも前例のないチャレンジ性のある取組

であったと考えております。 

 私自身、機会あるごとに職員と直接意見を交

わし、思いを伝え、やる気を引き出すよう心が

けているところでありまして、引き続き、挑戦

意欲を持って積極的に発言し行動できる職場づ

くりを進めながら、職員とともに県政の着実な

推進に取り組んでまいります。以上でありま

す。〔降壇〕 

○黒岩保雄議員 高いプロ意識、挑戦意欲が必
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要だという点は、全く同感でございます。 

 それでは次に、３つの日本一挑戦プロジェク

ト以外で、本県の先駆的な取組として、どのよ

うな事例があるのか、総合政策部長にお尋ねし

ます。 

○総合政策部長（川北正文君） 日本一挑戦プ

ロジェクト以外において、本県が先駆的に進め

る取組としては、神楽の2028年ユネスコ無形文

化遺産登録に向けた活動があります。 

 この取組では、本県が全国を主導し、知事や

保存団体の組織化を図るとともに、精力的に機

運醸成や国への要望等を行っております。 

 また、これまでの取組として、油津港の外国

クルーズ船受入れに係るファーストポート化

や、チョウザメ全メス化に向けた技術開発、所

有者不明土地法に基づく知事裁定による事業用

地取得等が、全国や九州に先駆けた事例として

挙げられます。 

 行政ニーズに的確に対応するとともに、激化

する地域間競争を勝ち抜いていくため、引き続

き、全庁において高いチャレンジ意識を持っ

て、先駆的な施策構築に取り組んでまいりま

す。 

○黒岩保雄議員 全国知事会のホームページを

のぞきますと、各都道府県の取組事例を集約し

た先進政策バンクというものがあります。ま

た、その中で、多いときには20を超える政策を

優れた政策として毎年表彰しています。ただ、

過去数年間の表彰を見ましても、宮崎県の政策

は見つけることができませんでした。知事を先

頭に、先進県宮崎づくりに取り組んでほしいと

思います。 

 次に、学校教育についてです。 

 令和６年度の全国学力・学習状況調査の結果

では、本県の小学６年生の平均正答数は全国で

24位、同じく中学３年生は45位となっていま

す。 

 私は、学校教育では、何よりも学力の向上が

図られるべきというふうに考えておりますが、

本県においては、学力の向上が課題であると

思っていたところ、このたび教育委員会では、

全国で初めてＡＩ教材を活用した事業に取り組

むことになりました。そこで、その概要につい

て、教育長にお伺いいたします。 

○教育長（吉村達也君） 本事業は、一人一人

の学習の状況に応じた新たな学習環境として、

全国で初めて県内全ての小学５年生と中学２年

生に、ＡＩ教材である学習確認テストとデジタ

ルドリルを導入し、効果的に活用することによ

り、児童生徒の学びに向かう力を育むことを目

的としております。 

 児童生徒は、テスト結果の確認や解き直しを

すぐに行うことができ、その結果に基づきＡＩ

が判定した、理解度に応じたドリルに取り組む

ことで、各学習内容の理解をさらに深め、次の

学習への意欲につなげることができます。 

 また、教員は、採点業務を効率化でき、自動

採点された結果を基に児童生徒の実態を把握

し、授業の改善や個別指導に生かすことができ

ます。 

 この事業を通して、児童生徒の学びに向かう

力を育み、学力の向上も図ってまいります。 

○黒岩保雄議員 テストの結果に基づきまし

て、ＡＩが判定した理解度に応じたドリルに取

り組み、学びに向かう力を育むというものでご

ざいます。こうしたものが私の小学生時代にあ

れば、勉強にもっとやる気が出ていたかもしれ

ないと、羨ましく思っております。 

 この取組により、学びに向かう力が育まれ、

全国平均の正答数を100とした場合に、本県の
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小学６年生で４ポイント、中学３年生は、およ

そ10ポイントアップさせるということを成果指

標とされております。これを令和６年度の全国

ランキングに当てはめてみますと、いずれも全

国でかなりの上位に相当することになります。

こうしたチャレンジを大いに評価するととも

に、今後の成果を期待して、注視してまいりた

いと思います。 

 さて、５年前に、ＧＩＧＡスクール構想とし

て、１人１台の学習用端末を配備し、高速大容

量の通信ネットワークなどを活用した教育がス

タートいたしました。 

この構想の目的については、先日の二見康之

議員の質問に対し、個別学習や協働学習などに

より、子供たちの可能性を引き出すことである

との答弁があったところであります。 

 また、実施に当たっては、多額の費用と、端

末の調達や学校ネットワーク環境の整備などに

かなりの作業を要したと思いますが、この５年

間の教育ＤＸの取組の成果について、教育長に

お伺いいたします。 

○教育長（吉村達也君） 県内全ての公立学校

で、端末を活用した授業が実施されることによ

り、児童生徒の学び方や教員の授業の進め方に

変化が生まれております。 

 具体的には、児童生徒は、解説動画や参考資

料など多様なデジタルコンテンツやオンライン

を活用した効果的な個別学習や協働学習が行わ

れるようになり、学びが深まっています。 

 また、教員は、児童生徒の学習の進捗や理解

度をリアルタイムで把握することができ、一人

一人に応じた多様な指導が可能になっておりま

す。 

 さらに、教員の働き方改革の観点からは、デ

ジタル採点システムなどの導入が進み、採点、

集計、分析に係る業務が削減され、子供一人一

人に向き合う時間が増えることから、教育の質

の向上も図られているところであります。 

○黒岩保雄議員 学びが深まり、教育の質が向

上したということでございます。 

 この構想では、災害や感染症の発生等による

臨時休業等の緊急時における学びの保障とし

て、家庭でもつながる通信環境の整備も支援す

ることとしておりましたが、小中学校等におけ

る１人１台端末の持ち帰りの状況と家庭での活

用状況について、教育長にお尋ねいたします。 

○教育長（吉村達也君） 令和６年度の文部科

学省による調査結果によりますと、本県で端末

の持ち帰りを可能としている学校の割合は、小

学校等が約８割、中学校等が約７割であり、

年々増えております。 

 持ち帰りを可能としている学校の児童生徒

は、ＡＩドリルを使った予習・復習や、レポー

トの作成などに活用しております。 

○黒岩保雄議員 家庭への端末の持ち帰りが増

加傾向にあるということでございますが、

100％ではないということでございます。 

 端末を持ち帰り、家庭でインターネットの活

用が可能となれば、例えば、経済的な理由で学

習塾に通えない家庭の子供も、学習塾が行うオ

ンライン講座を受講できるものと期待しており

ます。 

 実際は、家庭でのＷｉ－Ｆｉなどを活用し

て、インターネット通信をしているケースが多

いのではないかと考えておりますが、そうした

環境がない児童生徒がいないのか、調査と対策

をお願いしたいと思います。 

 次に、今回、端末の更新を迎えますが、端末

の調達、事務作業やコストの負担など、市町村

にとって様々な問題が生じるのではないかと危
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惧しております。 

 今回の県内の小中学校における端末の整備台

数とその更新に係る取組状況について、教育長

にお伺いいたします。 

○教育長（吉村達也君） 小中学校の児童生徒

向け端末の整備台数は約９万1,000台であり、

令和７年度は約６万台、令和８年度が約３万台

と、この２年間でほとんどの端末が更新される

計画となっております。 

 短期間に大量の端末更新が生じることから、

各市町村の調達業務を遅延なく着実に進めるた

め、令和６年３月に全ての市町村教育長が参加

する宮崎県ＧＩＧＡスクール構想推進協議会を

設立し、現在、県が中心となって共同調達を実

施しているところであります。 

 これにより、市町村の事務負担が軽減される

とともに、一括調達により、コストの削減も図

られます。 

○黒岩保雄議員 今回は県が中心になって共同

調達を行っているということで、市町村の負担

が軽減されることは、いいことだと思います。 

 今回の更新について、国においては様々な議

論があったものの、最終的には経費を支援する

ことになったと聞いています。５年後に迎える

更新についても、国の支援があるのか不透明で

あるため、引き続き、市町村と連携し、財政負

担の軽減を国に訴えてほしいと思います。 

 次に、子宮頸がん予防のＨＰＶワクチンの

キャッチアップ接種について、接種の延べ件数

を令和６年度末には３万件にするとしておりま

したが、その成果指標の達成状況はどうであっ

たか、福祉保健部長にお尋ねいたします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 県では、成果

指標として掲げていたＨＰＶワクチンキャッチ

アップ３万件の達成に向け、医師会、市町村、

教育委員会と連携した研修会の開催や、接種対

象である若者や保護者に向けたテレビＣＭな

ど、接種促進のための啓発を行ってまいりまし

た。 

 この結果、令和６年度のキャッチアップ接種

の延べ件数は、目標に近い２万8,673件となっ

たところです。 

 なお、国においては、一定の条件を満たす方

は、令和７年度末まで公費接種の適用が延長さ

れておりますことから、県としましても、引き

続き接種を推進してまいります。 

○黒岩保雄議員 指標には届きませんでした

が、令和５年度が延べ１万387件であったのに

対し、２万8,673件と、３倍近い接種件数に

なったということは評価できると思います。 

 子宮頸がんは、重大な疾病である一方、ワク

チン接種と早期受診で、かなりの割合で予防で

きるものでございます。 

 引き続き、小学６年生など若年齢層の理解促

進が必要ではないかと思いますが、今後も定期

接種を促進するため、県はどのような取組をさ

れるのか、福祉保健部長にお尋ねいたします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 県では、実施

主体である市町村に対し、担当者会議等を通じ

て、実施率の高い市町村の効果的な取組や好事

例の紹介をするなど、定期接種の促進を図って

いるところです。 

 また、定期接種の対象年齢が小学校６年生か

ら高校１年生相当の児童生徒に当たることか

ら、学校現場の教職員の方々に、ＨＰＶワクチ

ンの重要性や副反応などについて、正しく理解

していただくことが重要であります。 

 このため、教育委員会と連携して、保健体育

責任者会議等での説明や、リーフレット等の配

布を行っております。 

- 201 -



令和７年６月17日(火) 

 

 引き続き、市町村や学校関係者など関係機関

とも連携しながら、接種の促進に取り組んでま

いります。 

○黒岩保雄議員 部長が言われるとおり、学校

現場の協力が不可欠であります。引き続き、教

育委員会との連携を密にし、子供や若い女性の

健康、そして未来を守っていただくよう、よろ

しくお願いいたします。吉村教育長もどうぞよ

ろしくお願いします。 

 さて、帯状疱疹ワクチンの定期接種が本年４

月にスタートいたしました。この帯状疱疹は、

80歳までに３分の１の人が発症すると言われて

おり、本日、傍聴席にお越しの高齢者の方々

も、関心の高いところではないかと思います。 

 ただ、この接種については、まだまだ理解が

進んでいないと聞いておりますが、定期接種の

概要について、福祉保健部長にお尋ねいたしま

す。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 帯状疱疹は、

年齢とともに免疫力が低下することにより発症

リスクが高まり、症状によっては、日常生活に

支障を来すような痛みが続くこともあることか

ら、生活の質を維持するためにも、高齢の方の

ワクチンによる発症予防は大変重要でありま

す。 

 このため、令和７年度、本年度から65歳を対

象年齢とした帯状疱疹ワクチンの定期接種が始

まり、一部公費負担での接種が可能となってお

ります。 

 あわせて、66歳以上の方も、今後５年間の経

過措置で、順次、接種の機会が確保されており

ます。 

 また、定期接種につきましては、実施主体で

ある市町村において、地域医師会等と連携した

接種体制の確保や対象者への通知、広報紙等を

活用した周知広報といった住民への情報提供が

行われております。 

○黒岩保雄議員 本県の市町村の場合、個人負

担はおおむね３割であり、全国的に見ると負担

は軽く、接種はしやすい環境にあるというふう

に伺っています。 

 一方、接種券が届いても意味が分からない方

がいるほか、２回接種の組換えワクチンの場

合、１回目の正確な情報が医師に分からないな

どの課題もあるようです。 

 この定期接種について、県民からどのような

問合せがあるのか、福祉保健部長にお尋ねいた

します。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 定期接種に関

しましては、申込先や接種可能な医療機関、対

象年齢などの問合せが県に寄せられておりま

す。 

 実施主体である各市町村では、ホームページ

等での広報のほか、対象者に個別通知する際、

接種可能医療機関の一覧を同封するなど、分か

りやすい内容となるよう工夫いただいておりま

す。 

 県におきましても、周知広報に努め、県民か

ら御相談があった際には丁寧にお答えしてまい

ります。 

○黒岩保雄議員 今後いろんな問合せや課題も

生じるかと思いますので、しっかりと状況把握

に努めてほしいと思います。 

 特に心配しますのは、副反応などについて、

県民の方が誤解することであります。 

 また、対象年齢を50歳に引き下げてほしいと

の声もございますので、引き続き、市町村や医

師などの意見を聞きながら、必要に応じて国に

要望等をお願いしたいと思います。 

 次に、本県における観光振興についてです。 

- 202 -



令和７年６月17日(火) 

 

 コロナ禍で、本県のみならず、全国的に観光

産業が大きな打撃を受けました。 

 このため本県では、宿泊助成などを実施し、

回復を図る取組が行われましたが、本県の令和

６年の延べ宿泊者数は、コロナ禍前から回復し

ているのか、九州各県との比較を含め、商工観

光労働部長にお尋ねいたします。 

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 本県の令

和６年の延べ宿泊者数は、国の宿泊旅行統計調

査の速報値によりますと、約359万人で、コロ

ナ禍前の令和元年比で83％となっております。 

 九州各県では、福岡、長崎、熊本、大分県が

コロナ禍前の水準を上回る一方で、鹿児島県は

令和元年比で96％、佐賀県は81.8％と、コロナ

禍前の水準まで回復していない状況にありま

す。 

○黒岩保雄議員 本県は83％で、完全には回復

していないということが分かりました。 

 頂いた資料では、全国では9.1％の増、九州

では佐賀県が最も回復しておらず、マイナス

18.2％、次いで本県が、先ほどありましたとお

りマイナス17.0％であります。また、九州で最

も回復している福岡県は、プラス13.4％となっ

ているようでございます。 

 それでは次に、円安などを背景として、多く

の外国人が日本へ観光に訪れている中、本県の

令和６年の外国人の延べ宿泊者数の状況につい

て、九州各県の比較も含め、商工観光労働部長

にお尋ねいたします。 

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 本県の令

和６年の外国人延べ宿泊者数は、国の宿泊旅行

統計調査の速報値によりますと約20万5,000人

で、コロナ禍前の令和元年比で62.9％となって

おります。 

 その内訳を国・地域別で比較しますと、令和

元年に全体の大部分を占めた韓国、台湾、香港

の戻りが遅い状況にありますが、韓国及び台湾

につきましては、国際線の増便等もあり、直近

では大きく増加しております。 

 九州各県におきましては、コロナ禍後、国際

線が先行して再開、増便した福岡県や熊本県、

そして福岡県と隣接し、外国人観光客から温泉

が人気の大分県が、コロナ禍前の水準を上回っ

ております。 

○黒岩保雄議員  本県は、20万 5,000人、

62.9％ということでございました。 

 これも頂いた資料によりますと、九州で最も

回復していないのは佐賀県でマイナス37.5％、

次いで本県がマイナス37.1％になっています。

ちなみに、福岡県はプラス62.3％、熊本県もプ

ラス53.9％、全国ではプラス41.5％になってい

ます。 

 なお、本県の延べ宿泊者数、先ほどありまし

た20万5,000人というのは、九州では最少とい

うことになっています。本県は今の流れにかな

り乗り遅れているのではないかと言わざるを得

ない状況でございます。 

 次に、外国クルーズ船について、県内及び九

州管内の令和６年の寄港状況と、本県への寄港

数を増やすための今後の方針を、商工観光労働

部長にお尋ねいたします。 

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 令和６年

の外国クルーズ船の県内への寄港数は14回で、

平成29年のピーク時には及ばないものの、コロ

ナ禍前の令和元年を上回る水準まで回復してき

ております。また、九州管内への寄港数は、令

和６年は664回で、本県と同様の傾向にありま

す。 

 コロナ禍後、全国ではラグジュアリー船など

小型クルーズ船の寄港数が増える一方、昨年は
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カジュアル船と呼ばれる大型クルーズ船の寄港

も戻ってきております。 

 クルーズ船の受入れに当たりましては、港の

構造等により寄港できるクルーズ船が異なると

ともに、それぞれの寄港地ならではの魅力があ

りますので、引き続き、船会社等のニーズを踏

まえたセールスや、上質な寄港地観光ツアーの

造成などに取り組んでまいります。 

○黒岩保雄議員 ピーク時の平成29年には及ば

ないが、コロナ禍前の令和元年との比較では上

回る水準だということでございます。 

 それでは、平成29年のピーク時と令和６年を

比較してみますと、全国では95.5％とほぼ回復

しているのに対し、九州全体では69.4％、本県

では46.7％と、まだ回復していないということ

が分かります。 

 これまで宿泊者数やクルーズ船の寄港状況に

ついて伺ってきましたが、全国や九州全体と本

県の状況を比較した場合、大変厳しい状況であ

るということが分かります。担当部署では、い

ろいろと考え、アイデアを絞って取り組んでお

られることと思いますが、現状の分析をしっか

りと行い、さらなる対策に取り組んでいただき

たいと思います。 

 そうした中、クルーズ船につきましては、ラ

グジュアリー船などの小型クルーズ船の寄港が

増加しているようでございますので、宮崎港も

チャンスがあるのではないかと考えています。

県内には３つの重要港湾がありますので、答弁

にあったように、それぞれの港の構造や近隣の

観光地を生かした戦略を立て、他県との競争に

打ち勝つ取組をお願いしたいと思います。 

 次に、本県の宿泊者数の平準化について伺い

ます。 

 働き手不足の宿泊業界において、１年のうち

に繁忙期と閑散期があると、さらに働き手不足

に拍車がかかるほか、経営そのものが厳しくな

ります。 

 本県の場合、プロ野球やサッカーＪリーグの

キャンプなどにより、冬場から春先にかけての

宿泊者は多いものの、ゴールデンウイーク後の

６月、７月の閑散期に集客をしてほしいとの声

が関係者から出ています。 

 この閑散期における集客対策について、どの

ように考えておられるのか、商工観光労働部長

にお尋ねいたします。 

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 本県にお

いては、例年、春のキャンプシーズン、５月の

ゴールデンウイーク、そして夏休みなどは宿泊

者数が多く、これら以外の期間の観光需要を喚

起し、年間を通じて安定した誘客を促進するこ

とが重要であると考えております。 

 このため県では、例えば、３月から６月の期

間に県内旅行を催行する旅行会社に対し、広告

経費を支援しているほか、７月から２月にかけ

て「宮崎だいすきポケモン」ナッシーとコラボ

したデジタルスタンプラリーを実施するなど、

年間を通した周遊促進策に取り組んでいるとこ

ろでございます。 

今後もこうした観光誘客の取組と併せて、ス

ポーツキャンプ受入れの通年化も図りながら、

本県観光のオフシーズンの誘客拡大につなげて

まいります。 

○黒岩保雄議員 デジタルスタンプラリーを実

施しているということでございますが、担当課

にこの取組の効果を伺いましたところ、検証中

であるということでございました。これで閑散

期の対策になるのか、ちょっと疑問が残るとこ

ろでございます。 

令和８年度にサッカーＪリーグのシーズン移
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行があるなど、スポーツキャンプに関しまして

は、閑散期の宿泊者増加のチャンスはあると思

います。 

いずれにいたしましても、様々な角度からの

取組をよろしくお願いしたいと思います。 

 ここで一つ提案したいと思います。 

 本県観光の父である岩切章太郎氏は、「大地

に絵を描く」という理念で大型の観光開発を行

い、その各所を花々で彩り、本県を全国有数の

観光地にいたしました。 

 また、このことを背景に、宮崎空港も2014年

10月から宮崎ブーゲンビリア空港と愛称を決定

し、多くの花々で来訪者を迎えております。 

 本県もかつては、フラワーフェスタが開催さ

れていたほか、花の女王もいたなど、花をテー

マとした観光振興に取り組んできた経緯がござ

います。 

 福田新一議員も先日の質問で、本県のすばら

しい自然をもっと生かしてはどうかと言われて

いたところでありますが、近年、ウェルビーイ

ングツーリズムが注目されているように、観光

客の嗜好も変化してきたと思います。 

 また、外国人観光客の望む日本の文化や自然

の体験の機会を創出する上でも、花をテーマと

した観光誘客に取り組むべきと考えますが、知

事の見解をお伺いいたします。 

○知事（河野俊嗣君） 四季折々の花々や緑が

彩る美しい景観というものは、多くの人々に安

らぎや癒やしをもたらし、観光資源として高い

価値を有しております。特に本県では、温暖な

気候や南国情緒を生かして、「花旅」というこ

とをキーワードに、花をテーマとした観光誘客

にも取り組んでいるところであります。 

 県内各地で様々な花のイベントが開催されて

おりますが、議員の地元である日南市では、初

夏のこの時期、見頃を迎えたジャカランダの観

賞に多くの方々が訪れるなど、本県の観光と花

は深く結びついております。 

 私も先週土曜日、ジャカランダまつりが行わ

れております「道の駅なんごう」を訪れ、紫の

桜と言われているジャカランダがとてもよく咲

きそろっておりましたし、道の駅の方から頂い

た試食用のマンゴーを頂きながら、この時期に

マンゴーがあるのは強みだなと、花よりだんご

という言葉もありますが、花もだんごもだな

と、どちらもだなと思って、これもすばらしい

観光資源であるということを感じたところであ

ります。 

 県では、こうした市町村イベントの特集記事

を「みやざき観光ナビ」で情報発信するととも

に、例えば、訪日旅行の機運が高まる桜のシー

ズンに合わせて、中国のオンライン旅行代理店

のサイトに、おすすめ桜スポットやモデルコー

スなどを掲載して、訪日客の誘致を図っている

ところであります。 

 本県では、国スポ・障スポを見据えたスポー

ツ環境を整えることで誘客を図る、さらにはマ

ンゴーなどの食の資源というものも強みであり

ますし、これを支える花を含めた自然というも

のも、とても大きな強みだと考えておりますの

で、こうしたものをしっかりと生かしながら、

議員から御指摘がありましたような、インバウ

ンドも含めた、まだまだ観光の伸び代を埋めて

いく余地がある、しっかりと国内外からのさら

なる誘客に全力で取り組んでまいります。 

○黒岩保雄議員 確かにジャカランダは集客効

果があります。県のアクションプランでも、

「美しい宮崎づくり」の推進を掲げておられま

す。 

 新たに施設をつくるということは大変厳しい
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と思いますが、こうした事例を参考に、既存観

光地の磨き上げ、ストーリー性の向上などの施

策を進めてほしいと思います。 

 さて、宮崎国スポ・障スポは、競技会場の整

備で約581億円、大会運営費等で約139億円の、

合計でおよそ720億円を投じるビッグプロジェ

クトであります。このプロジェクトは、県民に

希望と誇りをもたらし、施設や実績は、レガ

シーとして後世に引き継がれるものでありま

す。 

 こうしたプロジェクトは、財政負担は伴うも

のの、社会情勢の変化や県民ニーズの変化など

に応じ、いつの時代でも、必要な分野で積極的

に取り組まなければならないと思っています。 

 そこで、宮崎国スポ・障スポ後の新たなプロ

ジェクトについて、どのように考えておられる

のか、知事にお伺いします。 

○知事（河野俊嗣君） 本県においても我が国

においても、今後も当面、人口減少が続く見通

しの中で、「人口規模が縮小しても、経済成長

や社会機能の維持を図りながら、県民一人一人

の豊かさをどう実現していくか」という前例の

ない困難な課題に向き合っていく局面を迎えて

おります。 

 今、現時点では、２年後に迫る国スポ・障ス

ポや日本一挑戦プロジェクトなど、県政の重要

課題に総力を挙げて取り組んでおりますが、県

政のさらなる飛躍に向けては、引き続きハー

ド・ソフトの両面から、大きな目標を掲げて、

様々な勢力を結集して取り組んでいく、新たな

プロジェクトや施策の構築が不可欠と考えてお

ります。 

 このような中、今年度は、県民共有の指針で

あります県総合計画アクションプランが折り返

しを迎えております。社会経済情勢の変化を踏

まえ、本県の将来像や施策の方向性について、

今後、本格的な検討を行うこととしておりま

す。 

 私としましては、明るい未来を切り開くため

の次なる施策の議論も進めつつ、県民誰もが安

心や豊かさを実感できる宮崎の実現に向けて、

このプランを着実に推進し、しっかりと成果を

上げることを最優先として県政運営に取り組ん

でまいります。 

○黒岩保雄議員 新たなプロジェクトや施策の

構築が必要不可欠であるという御答弁をいただ

きました。今後の検討を大いに注目していきた

いと思っています。 

 この質問は次の質問につながってまいりま

す。 

 本県は、日豊海岸国定公園及び日南海岸国定

公園を有し、漁業が盛んな海洋県であります。

南北400キロにわたる海岸線を有し、26市町村

のうち10の市町が海に面するなど、海と深い関

わりのある県でございます。こうした県である

にもかかわらず、本格的な水族館はありませ

ん。 

 日本動物園水族館協会に加盟している水族館

は、本年４月１日現在で国内に49あり、九州で

は、福岡、長崎、大分、鹿児島、沖縄の５県に

あります。 

 他県にあるから本県も必要だとは申し上げま

せんが、海との関わりが深い本県に水族館は

あっていいのではないかと思います。 

 高速道路の整備が進み、その先の東九州新幹

線など交通インフラの整備が進んでも、観光客

が宮崎に行きたいという核、目的がないと、経

済効果も薄れてしまいます。 

 雨天時の観光、県民の海に対する理解促進の

意味でも効果はあると思いますので、宮崎国ス
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ポ・障スポ後のさらなる投資先として、水族館

の整備がいいと考えておりますが、知事、いか

がでしょうか。 

○知事（河野俊嗣君） 私も、お金を幾らでも

使っていいから、何かつくりたいものはあるか

と聞かれたら、水族館というものは、そのリス

トのトップクラスに入るものであります。 

でも、県としましては、限られた財源の中で

強みを生かしていこうということで、現在は、

国スポ・障スポに向けて、様々な新しいスポー

ツ施設の整備に取り組んでいるところであり、

まずは、これらの施設をしっかりと生かして、

スポーツキャンプや国際大会の誘致を進めてい

く、イベントも開催していく、それを使ってい

くというのが基本としてあるわけであります。 

御指摘の水族館につきましては、天候に左右

されず、幅広い年齢層に親しまれる施設であり

まして、本県が恵みの日向灘に面している、そ

ういう環境を考えましても、有力な施設である

と思いますし、地域観光の核として人気を集め

る施設であろうかと考えております。 

 一方で、これから新たに水族館を整備するこ

とになれば、独自性や展示資源の魅力という面

で工夫、そして差別化を図る必要があることに

加えまして、他県の事例を踏まえますと、多額

の建設費や、特に維持管理費などの様々な課題

があるものと認識しております。 

 国スポ・障スポ後の新たな政策につきまして

は、今後の本県の持続的発展や経済成長に向け

て、あらゆる観点から議論してまいります。 

○黒岩保雄議員 地域観光の核になり得る施設

ではあるが、コストがかかるというようなこと

でございました。どのような政策が本県に必要

かは今後議論されるということでございます。 

 少なくとも、知事や副知事をはじめ、各部長

の頭の中には、水族館がインプットされたと思

います。中には「それいいね」と感じておられ

る方もいるかもしれません。私もいろんな方々

に「水族館はどうですか」と聞くと、「ぜひ実

現してほしい」という声がほとんどでございま

す。 

 水族館整備は、必ずしも県が実施する場合だ

けでなく、出資や民間企業による整備を支援し

たりするなどの方法もございます。「人が泳ぐ

プールの次は、魚が泳ぐ水族館の整備を」を合

い言葉に、ぜひ今後の議論の一つというか、中

心にしてほしいと思います。 

 ところで、昨年１月に、水産試験場の再編計

画が発表され、機能を、日南市にある高等水産

研修所と、延岡市にある一般財団法人水産振興

協会などに分割することとされました。 

 これにより、さらに研究の成果が上がること

が期待されますが、事業の進捗状況はどうなっ

ているのか、農政水産部長にお聞きいたしま

す。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 県では、試験

研究の高度化・効率化を図るため、現在、水産

試験場の再編・整備を進めております。 

 具体的には、資源分野等を含む本場は、現在

の宮崎市青島から日南市にある高等水産研修所

と統合するとともに、増養殖分野の施設は、延

岡市にある水産振興協会に併設することとして

います。 

 また、水産加工分野の施設は、宮崎市にある

食品開発センターに整備します。 

 整備の進捗状況については、本場及び水産加

工分野の施設は、今年度に施設整備の設計等を

行い、増養殖分野の施設は、昨年度に完了した

設計等を基に、今年度は取水設備の工事等に着

手いたします。今後とも、整備を計画的に進
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め、機能強化を図ることで、本県水産業の成長

産業化に貢献してまいります。 

○黒岩保雄議員 本年度は、延岡市の水産振興

協会の取水設備工事が主であるということでご

ざいます。事業全体の完了の時期は正式に発表

されておりませんが、数十億円の事業規模であ

ることから、３～４年の工期ではないかという

ふうに推測はいたしております。地元の関係者

の方なども大変期待しておりますので、着実な

進捗と住民の方々への周知もよろしくお願いし

たいと思います。 

 九州は今、半導体バブルに沸いています。半

導体受託生産で、世界シェアの半分以上を占め

る台湾のＴＳＭＣの熊本進出を機に、半導体関

連の巨額投資が相次いでいます。その経済波及

効果は23兆円と推計され、100年に一度のチャ

ンスとも言われています。 

 こうしたことから、現在、九州では、多くの

企業の立地、または計画があると聞いておりま

すが、本県における過去５年間の企業立地件

数、あわせて、先般、九州経済産業局が公表し

た半導体関連企業の九州及び本県の立地件数

と、その現状に対する県の所見について、商工

観光労働部長にお尋ねいたします。 

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 県では、

半導体関連産業など７つの重点産業分野を中心

に企業立地に取り組んでおり、立地件数は、令

和２年度が39件、３年度が30件、４年度が43

件、５年度が23件、６年度が18件となっており

ます。 

 また、九州経済産業局が集計した、令和３年

度から６年度までの４年間の半導体関連企業の

主な設備投資計画等につきましては、九州全体

で128件で、その約７割が熊本県と福岡県に集

中し、本県は６件にとどまっておりますが、こ

の中には約3,000億円の大型の投資案件を含ん

でおります。 

 半導体関連産業の集積が進む九州全体の大き

な流れをしっかりと本県に呼び込み、新生シリ

コンアイランド九州の一翼を担えるよう、積極

的に企業立地に取り組んでまいります。 

○黒岩保雄議員 本県の立地件数は、令和５年

度と６年度が少なくなっているようでございま

すが、聞きますと、これは立地企業の認定要件

を変更したことも要因であると伺っております

が、伸びていないということは事実でございま

す。 

また、半導体関連企業の投資計画は６件であ

り、非常に厳しい状況であると言わざるを得ま

せん。 

 100年に一度のチャンスに乗れているかとい

うと、まだまだ乗り切れていないなというよう

な感じでございます。 

 そこで、今後、本県がもっと企業立地を進め

ていくための課題は何か、その対策をどうして

いくのか、商工観光労働部長にお尋ねいたしま

す。 

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 企業、特

に製造業の立地に当たっては、用地、人材、

水、電力など、様々な条件の企業ニーズを満た

す必要がありますが、現在、本県においては、

広い産業用の用地が不足しており、企業から問

合せを受けても対応できない事案が生じている

ことから、受皿となる工業団地の整備が急務と

なっております。 

 このため県では、市町村が実施する工業団地

整備に係る調査や基盤整備に対し、補助金によ

る支援を行っており、現在、５つの市が工業団

地を整備中あるいは整備に向けての検討を進め

ております。 
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 企業からの要望に対し、時期を逸することな

く対応できるよう、市町村との連携を一層深め

ながら、工業団地の早期整備、早期分譲に取り

組んでまいります。 

○黒岩保雄議員 紹介できる広い土地がないと

いうことが課題で、今後は、５つの市が計画し

ている工業団地の整備を支援し、早期分譲に努

めるということでございます。しかしながら、

このうちの大きな工業団地の分譲開始は、令和

11年及び令和12年頃とされております。この整

備のスピードが今の投資の勢いに沿っているか

どうかについては、少し疑問が残るところでご

ざいます。 

 かつて九州に自動車産業が進出した際に、高

速道路の整備が進んでいた九州北部に工場が集

中し、九州南部には進出が少なかったという話

を聞きました。今回の手法として、例えば、工

業団地の全ての区画が完成するのを待って分譲

するのではなく、分譲できる状態になった一部

の区画を、前倒ししてでも分譲するなどの取組

が必要ではないかと考えています。しっかりと

市町村と連携して、必ず流れをつかむという気

概を持って取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 次に、令和７年２月の補正予算では、一般会

計歳出予算が差引き75億円ほどの減額となりま

した。 

 公共工事や物品などの公共調達の際に、コス

ト縮減が図られたことは評価できますが、一方

で、当初予定していた補助事業について、実際

は、市町村からの申請が少なかったなどの理由

で減額するケースが見受けられました。 

 市町村向けの補助事業を効果的かつ確実に実

施する上で、予算編成の段階から市町村との十

分な意思疎通が重要と考えますが、どのように

対応しておられるか、総務部長にお伺いいたし

ます。 

○総務部長（田中克尚君） 市町村が県の補助

を受けて効果的に事業を実施するためには、実

施主体である市町村が当該補助事業の活用方法

を具体的にイメージした上で、あらかじめ必要

な予算を計上する必要があることから、議員の

御指摘のとおり、予算編成の段階から十分に意

思疎通を図ることが重要と考えております。 

 このため各部局では、市町村向けの補助事業

の構築に当たりまして、検討している事業の狙

いや補助対象経費の考え方などを事前に説明

し、市町村のニーズや意向を把握するよう努め

ております。 

 また、予算査定時におきましても、県が実施

する必要性や効果はもとより、これらの点を

しっかりと確認しているところであり、引き続

き、事業の効果的かつ確実な実施という観点か

ら、丁寧な説明や十分な確認を心がけてまいり

ます。 

○黒岩保雄議員 特に新規の補助事業の場合、

様々な事務手続の関係上、事業期間が十分に取

れないため、市町村が申請を見送るケースや、

補助金申請の期限が短いほか、職員が多くの分

野の仕事を担当している町村では、見逃しもあ

るのではないかと思います。言われるように、

丁寧な説明や十分な確認をよろしくお願いした

いと思います。 

 県内各地で開催される宮崎国スポの競技会場

は、市町が整備を行っており、県がその費用の

一部を補助しています。 

 来年度にはリハーサル大会も開催されます

が、その競技施設の整備の進捗状況はどうなっ

ているか、宮崎国スポ・障スポ局長にお尋ねい

たします。 
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○宮崎国スポ・障スポ局長（山下栄次君） 宮

崎国スポの競技会場となる各市町が整備する競

技施設につきましては、来年度から開催される

リハーサル大会での使用を前提として、県の補

助などを活用して、現在、計画的に整備が進め

られているところです。 

 県としましては、円滑な整備のためには、実

際に現地を見て状況を把握するとともに、それ

ぞれの抱える課題を共有し、対応していくこと

が重要であると考えており、各市町への巡回訪

問やヒアリングを行いながら、丁寧に手続を進

めているところです。今後とも、市町と密に連

携しながら取り組んでまいります。 

○黒岩保雄議員 作業の進捗は順調であるよう

でございますが、一方で、施設整備や運営費に

係る経費の高騰が危惧されることから、市町村

及び競技団体が円滑に競技会を開催できるよ

う、補助金・交付金の拡充を求める声が県市長

会から出されています。 

 こうした声にも真摯に検討いただき、県、市

町村、競技団体が一丸となって大会を成功させ

るよう取り組んでいただきたいと思います。 

 さて、宮崎国スポでは、セーリング競技が日

南市で開催されることになっています。 

 この競技会場である大堂津漁港には、昭和54

年の宮崎国体の際に整備され、現在も県教育委

員会が管理するヨットの艇庫―倉庫ですね

―がございます。しかしながら、老朽化が著

しく、また、トイレやシャワー室などの設備も

不足していると聞いています。 

 このセーリング会場となる大堂津漁港周辺

は、沖に大島を望み、穏やかな海域として、競

技には絶好の環境にあります。年間を通じて、

県、九州、全国規模のセーリング大会が開催さ

れているほか、練習会場としても毎週のように

利用されています。県内唯一の施設として、改

築を急ぐべきと考えております。 

 こうした中、先般、日南市や宮崎県セーリン

グ連盟から、このヨット艇庫の改築に関する要

望が出されておりますが、現在の検討状況はど

うなっているのか、教育長にお尋ねいたしま

す。 

○教育長（吉村達也君） 県ヨット艇庫は、整

備から50年近くが経過し、建物全体で雨漏りや

鉄骨の腐食など老朽化が進んでおり、通常利用

にも支障を来しております。 

 県有施設の改修については、公共施設等総合

管理計画の個別施設計画に基づき、計画的に整

備を進めておりますが、ヨット艇庫の改修に当

たっては、漁協や関係機関との調整、既存艇庫

の撤去や改修中のヨットの保管場所の確保、地

盤調査等の必要があることなど、解決すべき課

題が多くあります。今後、まずは、これらの課

題解決に向けて、競技団体や日南市等と協議を

行うこととしております。 

○黒岩保雄議員 艇庫の改修に当たり、諸課題

について関係団体や日南市と協議すると、私に

とっては前向きな答弁をいただいたなと考えて

おります。 

艇庫は個別施設計画にも位置づけられている

とのことでございますので、計画的に整備が進

められるものと考えております。 

競技団体からは、国スポ後にも高校総体など

の多くの大会開催も想定されるため、国スポが

開催されるこのタイミングで、しっかりと検討

してほしいと伺っておりますので、早期の整備

をよろしくお願いしたいと思います。 

 最後の項目は、高齢者に関する質問でござい

ます。 

 本年度の当初予算の内容を見ますと、高齢者
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に関する新規事業や改善した事業の予算は見当

たりません。高齢者には、介護や医療で多額の

予算を充てているのだから、それ以上の事業予

算は充てられないということでしょうか。 

 こうした中、国は、100歳を超える国民に対

し、お祝いの品を贈呈しています。また、県内

の市町村でも、88歳や100歳などの節目の年

に、お祝い金等を贈呈しているところもありま

す。 

 そこで、国が100歳でお祝いするのであれ

ば、本県は90歳でお祝いをしてはどうでしょう

か。 

 これまで自治体では、高齢者の増加などで、

長寿祝い金の削減、減額が見られましたが、近

年では、移住奨励金、出産祝い金、子ども手当

など、若い世代を中心とした個別的給付も増加

しつつあります。 

 県民のうち、昨年10月１日現在で90歳の方は

5,722人だそうです。こうした高齢者に対し

て、お祝い金を贈呈するなど、お祝いをする考

えはないか、福祉保健部長にお尋ねいたしま

す。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 県におきまし

ては、毎年９月15日の老人の日前後に、100歳

を迎える高齢者に対し、内閣総理大臣のお祝い

状と記念品である銀杯と併せて、知事名でのお

祝い状の贈呈を行っております。 

 また、県内の男女最高齢者に対し、直接訪問

し、お祝い状とお祝い金を贈呈しております。 

 県としましては、引き続き、100歳を迎える

皆様へのお祝い状の贈呈や、高齢者の様々な活

動の顕彰などを行うことにより、尊敬の念を表

すとともに、幅広い世代に高齢者の活躍を伝え

てまいります。 

○黒岩保雄議員 100歳を迎える高齢者の方に

は知事名でのお祝い状を届け、男女の最高齢者

にはそれぞれ３万円でしたか、贈呈しておられ

るということでございます。 

 今年は、我が国が近代国家を歩み始めた昭和

の時代から100年、そして戦後80年になりま

す。戦争や戦後の動乱期を必死で耐え抜き、苦

労に苦労を重ね、今日を生き抜いておられる高

齢者を見るにつけ、生きていてよかった、苦労

のかいがあったと思える人生を過ごしてほしい

と心から願うのは、知事をはじめ、執行部の皆

さんも同じだと思います。 

 物価高、酷暑などの気候変動、人口減少によ

る地域の活力の低下など、高齢者の生活環境も

厳しさが増している中、高齢者の生きがいづく

りは必要だと思いますが、知事はどう考えてお

られるのか、最後にお尋ねいたします。 

○知事（河野俊嗣君） 高齢者の皆様が生きが

いを持ち、健康で活力に満ちた長寿社会づくり

を進めるためには、高齢者一人一人が社会を支

える一員として生き生きと活躍していただくこ

とが重要であると認識しております。 

 私も昨年、還暦を迎えまして、その入り口に

一歩足を踏み入れたところかなと思っておりま

すが、映画鑑賞料金がシニア割引になったとい

うことを喜んでおります。一方で、去年、シー

ガイアのトライアスロンに出たときは、まだ誕

生日前でしたが、年代別にスイミングキャップ

は色が分けて配られるんですけれども、いきな

り60代以上の赤いキャップが配られて、もうそ

ういうカテゴリーになったのかということをし

みじみ感じたところであります。 

 県では、高齢者の社会参加を促進するため、

宮崎ねんりんピックや高齢者の短歌大会の開催

支援、健康づくり活動や子供の見守り活動な

ど、地域を基盤とした老人クラブ活動への支援
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などに取り組んでおります。 

 私もこうした大会など激励に伺っておるとこ

ろでありますが、参加される皆さんの生き生き

と活躍される姿に毎回元気をいただいておりま

す。 

 特に短歌大会は、やはり頭を使うことから、

これは必ず健康にもプラスになっているという

ことを感じますし、今年のねんりんピックで

は、競泳競技の開会式に出場し、スターターも

務めさせていただきました。私も大好きな水泳

競技で高齢者の方が頑張っておられる姿は、大

いに私自身も刺激をいただきました。 

 高齢者の生きがいを実現する上で、キョウイ

ク、キョウヨウ、チョキンが大事ということが

言われております。今日行く予定の場所があ

る、今日用事がある、それと貯筋、筋肉です

ね。こうしたスポーツ・文化活動、また地域活

動に取り組まれる方は、それぞれキョウイク、

キョウヨウ、またチョキンに取り組んでおられ

るんだなということを改めて感じたところであ

ります。 

 多年にわたり社会に尽くしてこられた人生の

大先輩である高齢者の方々に対し、敬意を表す

るとともに、高齢者の皆様が活躍し、安心と希

望を持って暮らすことができる社会づくりにさ

らに努めてまいります。 

○黒岩保雄議員 私も今年で62歳を迎えます

が、地元風田の高齢者クラブに入らせていただ

きました。最年少ということで、頑張ってまい

りたいと思います。 

 ただいまの答弁で、傍聴席の方々をはじめ、

多くの高齢者が元気づけられたと思います。来

年度こそは、高齢者の生きがいづくりとなる新

規事業が出てくることを期待しております。 

 最後のまとめをしたいと思います。 

 石破政権が誕生し、新しい地方創生が始ま

り、交付金も拡充されました。言い換えれば、

地方間競争の再スタートであります。地方こそ

成長の主役、東京圏一極集中の是正などと言わ

れている中、本県がその主役となり得るか、力

量が試されています。 

 新生シリコンアイランド九州の追い風に乗っ

ているか、押し寄せる外国人観光客をしっかり

と呼び込めているか、活況を呈しつつあるク

ルーズ船を誘致できているか、今回の質問で

は、まだまだ結果が出せていないと感じまし

た。 

 新地方創生交付金をはじめ、地方創生を後押

しする様々な国の予算が地方へと振り向けられ

る中、それをどう生かすか、地方自治体の裁量

が試されるときが来ました。この裁量を十分に

発揮するためには、職員一人一人が新たな事業

に失敗を恐れず果敢にチャレンジすることが不

可欠です。 

 国スポ・障スポ、３つの日本一挑戦プロジェ

クトは成功させなければなりませんが、その間

でも国内外の情勢は大きく劇的に変化していま

す。 

 県政を大きく前進させる機会が到来している

今こそ、知事をはじめ執行部が一丸となって、

さらなる取組を行い、地方創生の競争に打ち勝

つことを願って質問を終わります。ありがとう

ございました。（拍手） 

○外山 衛議長 以上で午前の質問は終わりま

す。 

 午後は１時再開、休憩いたします。 

   午前11時53分休憩 

 

   午後１時０分再開 

○外山 衛議長 休憩前に引き続き会議を開き
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ます。 

 次は、佐藤雅洋議員。 

○佐藤雅洋議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ

んにちは。西臼杵郡の佐藤です。本日も大変お

忙しい中に傍聴においでいただき、誠にありが

とうございます。 

通告に従い25問の質問をさせていただきま

す。 

まずは、農業の長期的な展望について伺いま

す。 

 今、我が地元西臼杵は、田植の締めくくりの

時期です。先人が残した農業用水路の恵みは大

きく、長い歴史の中で日本の稲作を支え、農村

の環境を形成してきました。現在では、その多

面的機能が見直され、維持管理の重要性が高

まっています。 

 我が地域の七折用水も、見立川から延長36キ

ロあり、高千穂町との間に架かる雲海橋近くま

で延びています。私もその水の恵みを受け、こ

こ２か月ほど、朝、明るくなる頃から、我が家

の牛小屋から飛び立つツバメに頬をかすめられ

ながら、田植作業を進めています。早ければ３

万年前の石器時代、縄文、弥生時代から続く稲

作は、日本人の生活や文化に深く根差していま

す。 

 透き通った空気と山々の新緑の中で鳥のさえ

ずりを聴き、飛び交うツバメを見ながらの作業

ができる、この喜びは多くの先人たちも味わっ

てきたことではと考えます。 

 何とか６月末までには我が家の田植も終わら

せたいと考えていますが、同じ米農家の思いが

15日日曜日の宮日新聞に出ていました。その記

事によりますと、米の価格が高騰しても農家の

収入は上がらない厳しい経営環境を訴え、国に

持続可能な農業への転換を求めようと、新潟県

では「令和の百姓一揆」と銘打ち、雨が降る

中、田植機やトラクターを先頭に、参加者200

人が「皆で守ろう、日本のお米」と声を上げた

とのことでした。 

 参加者の声は、「日本の米作りを守る対策が

求められているのに、米を買う値段で議論が終

わっている」、また「備蓄米を放出し、輸入米

を仕入れるような農政を続けていたら地域はな

くなる」と強く訴えたとあります。 

 私も、生産者のことを、作る人のことを忘れ

てはいませんかと思いましたが、消費者代表が

「米の値段が上がって困っていたが、農業の大

変な状況が理解できた。今後も地元の米を買い

続けたい」と話したとありました。このような

生産者への思いやりのある理解が大きく広まる

ことを期待いたします。 

 私は、米の政策は、やはり国が米の安定的な

購入を保証し、農家から適正価格で買い、消費

者には安い価格で売るという方向に大きくかじ

を切り直すべきだと思います。 

 日本が100％自給できる唯一の農産物であ

り、そして国民の主食であります。可能な水田

を全て使い、余ったお米は保管し、食糧不足に

苦しむ国は多数ありますので、海外支援金の代

わりに米の現物支給に充当すべきと考えます。

そうすれば生産農家の生産意欲は向上し、消費

者は価格変動を心配しなくて済み、安心して米

を購入できます。 

 そこで、食料安全保障の確保の観点から、本

県における今後の米作りはどうあるべきか、河

野知事に考えを伺います。 

 次に、備蓄米のもみでの保管について伺いま

す。 

 我が家も米をもみで保管していますが、先

日、嫁に精米を頼まれましたので、久しぶりに
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米倉庫を開けました。何と30キロの米袋が残り

３俵しかないのです。もしかして我が家の唯一

無二の横綱である嫁が食べてしまったのか、最

近、確かにパワーアップしているなとも思いま

したが、調査の結果、多くの方の需要に応えた

ためだとのことが分かりました。 

 しかし、秋の収穫まであと残り２俵でもつの

か、まだ田植も終わっていないのにと思い、嫁

に「残り２俵で秋の収穫まで我が家はもつの

か」と聞いたところ、嫁から明快な答えが返っ

てきました。「なくなったら買いに行けばいい

が。米を買う人たちの気持ちが理解できるので

はないか」ということでした。私は「はい」と

素直に答えましたが、その日から嫁のお代わり

は１杯までにすることだけは約束させました。 

 そこで質問です。備えあれば憂いなし、南海

トラフは必ず来ます。先日の常任委員会の調査

で行きました高鍋町の災害物資拠点施設の空き

スペースを利用して、米を常温保存が可能なも

みの状態で備蓄して、災害時に活用してはどう

かと考えますが、危機管理統括監の考えを伺い

ます。 

 次に、県の危機管理体制について伺います。 

 防衛省の発表によりますと、今月７日と８日

に、太平洋周辺の海域で中国海軍の艦艇などの

警戒監視を行っていた海上自衛隊のＰ－３Ｃ哨

戒機に対し、中国初の国産の空母「山東」から

発進したＪ－15戦闘機が追従したということで

す。 

 中国機は、７日にはおよそ40分間、８日には

およそ80分間追従し、およそ45メートルまで接

近したということです。 

また、８日には、数秒で接触しかねないとさ

れる、哨戒機の進路のおよそ900メートル前方

を横切ることもあったということです。 

 中国の戦闘機による異常接近は今回が３例目

で、防衛省は再発防止を厳重に申し入れたとい

うことですが、航空自衛隊の緊急発進回数を

国・地域別の推移で見ると、隣国中国に対する

緊急発進回数は、2004年度において13回、2019

年度は675回と増加し、2024年も464回となって

います。 

 そのうち、我が県の新田原基地における過去

５年の緊急発進回数は、令和６年度が28回、５

年度41回、４年度50回、３年度39回、２年度40

回で、かなりの回数であります。そのたびのパ

イロットの精神的負担は相当なものだと想像い

たします。 

 今、世界は私たちが望まない方向に進もうと

しています。イスラエル対パレスチナとイラ

ン、ロシア対ウクライナ、インド対パキスタ

ン、そして中国と台湾、北朝鮮と韓国、日本だ

けが防衛意識を低くしていていいのかと考えま

す。 

 防衛とは、他国からの武力攻撃に対する備え

であり、戦争を仕掛けられない備えでありま

す。 

 戦争の悲劇が起こる理由は、当事者の「大丈

夫だろう。攻めてはこないだろう」といった油

断だと言われています。ウクライナが攻められ

てしまったのも、その油断からと言われていま

す。日本もそうならないための認識が必要で

す。 

 我が国を取り巻く現在の安全保障環境の認識

とそれを踏まえた対応について、中国や北朝鮮

に近い九州地方知事会長でもある知事の考えを

伺います。 

 次に、拉致問題の解決についてお聞きしま

す。 

 政府が認定している拉致被害者17人のうち、
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原敕晁さんは宮崎県内で拉致されています。 

 また、北朝鮮に拉致された疑いがある、いわ

ゆる特定失踪者の県内関係者も４人おられるな

ど、本県は拉致の現場となっています。拉致問

題は決して人ごとではありません。 

 拉致問題の解決のためには、県民一人一人の

声が何よりも強い力となり、被害者御本人と御

家族の大きな心の支えになります。拉致被害者

の早期救出に向けて、県民の温かい支援と協力

が必要です。 

 親の世代では、横田めぐみさんの母親である

早紀江さん一人となったのではないでしょう

か。 

 親の世代の家族が存命のうちに、全拉致被害

者の一括帰国を実現させることは、国政・外交

の最優先課題と考えます。 

 そこで、本県も北朝鮮による拉致の現場と

なっておりますが、拉致被害者の早期救出に向

けて、知事の所感を伺います。 

 国土強靱化とは、大規模自然災害が発生して

も被害を最小限に抑え、迅速に復旧・復興がで

きる、強くてしなやかな国づくりを目指すもの

でありますが、南海トラフ大地震などの災害リ

スクが高まる中、閣議決定された第１次国土強

靱化実施中期計画を踏まえ、今後どのように県

土の強靱化に取り組んでいくのか、これも知事

に伺います。 

 次に、高校無償化について伺います。 

 県立高校は、地域社会における教育の機会均

等と多様な生徒のニーズに応じた教育を提供す

ること、私立高校に比べて学費が安いこと、授

業料だけでなく、教材費や修学旅行費なども安

く抑えられていました。公立高校は経済的な負

担が軽く、家計に優しいのがメリットだったは

ずです。 

 しかし、高校無償化によって、公立高校から

私立高校へ生徒が流れる可能性があります。特

に、私立高校の授業料が無償化された場合、授

業料以外の条件が同じであれば、私立高校を選

ぶ生徒が増え、県立高校を選ぶ生徒が減る、そ

のような可能性があるのではないでしょうか。 

 県立高校は、地域社会における教育機関とし

ての役割を担うだけでなく、地域に貢献できる

人材育成に重点を置いています。具体的には、

地域を理解し、貢献できる人材育成、地域との

連携強化、地域課題の解決への貢献、地域文化

の継承などが挙げられます。 

 そこで、高校入学者における公私の比率の推

移を踏まえ、高校無償化に伴う課題について、

県としてどのように対応していくのか、私立

高、県立高両方に知見の深い日隈副知事に伺い

ます。 

 九州中央自動車道は、名称のとおり九州の中

央を横断する高規格幹線道路で、熊本から私の

地元西臼杵を経て延岡に至ります。この道路の

整備により、有事の際に九州全体の災害に強い

道路ネットワークが構築されます。 

 また、九州の東西軸が強化されることで、九

州全体の物流効率化、観光振興や救急医療活動

にも大きな効果が期待されます。 

 しかしながら、令和７年４月時点での当路線

の全体の供用率は約43％であり、そのうち本県

区間は約34％にとどまっています。この中でも

特に平底－蔵田間は、未事業化区間として残さ

れています。 

 中央道の予算は、令和５年度に熊本県側の山

都中島西－山都通潤橋間を開通させるため、中

央道全体の補正後の予算が約98億円でありまし

た。 

 一方で、開通後の今年度当初予算は約45億円
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となっています。中央道の工事を進めるために

は、予算確保が大変重要であります。道路は、

全線が早くつながることで初めて大きな整備効

果を発揮するものです。 

 私の地元日之影町では、今年４月、九州中央

自動車道「平底－蔵田間」建設促進民間協議会

が設立されました。 

 また、さきの14日土曜日には、九州中央自動

車道建設促進西臼杵総決起大会が開催され、佐

藤副知事、桑畑県土整備部長、山浦高速道対策

局長にも出席いただき、早期整備に向けて大変

な盛り上がりを見せました。 

 このように、九州中央自動車道の早期完成

は、地元はもちろん県民の悲願であります。 

 そこで、総決起大会に出席され、その後も地

域の方との意見交換会の中で、土木学会のイン

フラ投資の話で皆に気づきを与えていただいた

佐藤副知事に、九州中央自動車道の整備状況と

今後の取組について伺います。 

 続いて、大変重要な地域医療について伺いま

す。 

 先日、小牧福祉保健部長には、大変お忙しい

中に、西臼杵の医療、福祉の現場を見ていただ

きました。本当にありがとうございました。 

 その感想も含め、医療資源が限られている西

臼杵など中山間地域において、将来を見据えた

地域の医療提供体制を構築しようとしている西

臼杵医療センターの取組状況について、福祉保

健部長に伺います。 

 壇上から最後に、本県の経済政策について伺

います。 

 渡辺正剛県議の東諸県郡、新日髙利夫町長の

国富町のローム株式会社についてであります

が、資料によると、宮崎県は、この工場誘致を

積極的に支援し、経済効果に期待を寄せ、地元

国富町も、雇用創出や地域経済の活性化につな

がるとして歓迎しているとありました。 

 そこで、県の立地企業でパワー半導体製造大

手であるローム株式会社の状況と立地による本

県への効果、また、熊本県のＴＳＭＣから50キ

ロ圏内に位置している西臼杵地区への効果につ

いて、商工観光労働部長に伺います。 

 以下の質問は質問者席から行います。（拍手）

〔降壇〕 

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。 

 まず、本県における今後の米作りについてで

あります。 

 私は、食料供給基地である本県には、食料安

全保障の根幹である水田を維持しながら最大限

有効活用し、国民の生活を支える主食用米の安

定的な生産とともに、全国屈指の畜産業や焼酎

製造業を支える飼料用米や加工用米の生産を両

立させる責務があると考えております。 

 一方で米作りは、これまで国が交付金等によ

り政策として進めてきており、食料安全保障の

観点から、これからも国において、米が合理的

な価格で安定的に供給され、入手できる状態を

確保すべきものと認識しております。 

 現在、国では、新たな食料・農業・農村基本

計画に基づき、初動５年間において、水田政策

の根本的な見直しなど、集中的な構造転換を進

めていくこととしております。 

 議員の地元で世界農業遺産にも認定された高

千穂郷・椎葉山地域、その地域の皆様を養うた

めの米作りに、どれだけの情熱と様々な苦労を

重ねながら、今の地域がつくられてきたかとい

うことに思いを致す必要もあろうかと考えてお

ります。 

 県としましては、今後とも、国の動きを注視
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しながら、生産者が安心して米作りができるよ

う、生産者・消費者双方にメリットのある安定

供給の実現や必要な財源の確保を国に強く要望

するとともに、農業団体等とも連携し、米の安

定生産に向けた取組を進めてまいります。 

 次に、安全保障環境についてであります。 

 我が国を取り巻く安全保障環境は、防衛白書

でも指摘されているとおり、ロシアはウクライ

ナ侵攻を継続し、中国は軍事力を急速に増強さ

せ、北朝鮮は核・ミサイル開発を進展させるな

ど、戦後最も厳しく複雑な状況にあると認識し

ております。緊迫度を増す中東情勢への影響と

いうことも懸念されます。 

 外交・防衛は国の専管事項でありますが、県

におきましても、国や市町村などと連携しなが

ら、本県内への弾道ミサイルの着弾を想定した

訓練などを実施しております。 

 また、現在、九州・山口各県と連携して取り

組んでおります沖縄県先島諸島からの広域避難

の検討について、先日も九州地方知事会長とし

て受入れ県側を代表し、国に課題等意見を申し

上げたところでありますが、この検討の成果に

ついても、本県に対する武力攻撃事態への備え

や対処等を定めております宮崎県国民保護計画

に反映させてまいりたいと考えております。 

 県民の生命と財産を守ることが県政を担う私

の大きな使命でありますことから、今後とも、

国や九州・山口各県と連携しながら、必要な取

組を進めつつ、県民の安全・安心を第一に考え

た対応を行ってまいります。 

 次に、北朝鮮による拉致問題についてであり

ます。 

 北朝鮮による拉致問題は、我が国の主権、国

民の生命と安全を脅かす重大な問題であると認

識しております。 

 本県においては、政府認定の拉致被害者１名

が県内で拉致されているほか、拉致された疑い

がある、いわゆる特定失踪者には本県関係者が

４名おられるなど、本県も拉致の現場となって

おります。 

 このような中、県では、拉致問題への関心を

喚起するため、国や関係団体との共催によりま

す「拉致問題に関する国民の集い」を昨年１月

に開催したほか、県庁舎における懸垂幕の掲

出、新聞やラジオによる広報など様々な啓発活

動に取り組むとともに、「拉致被害者を救出す

る知事の会」等を通じて早期解決を求め、国へ

の要望活動を行っております。 

 制服姿が印象的な横田めぐみさんは、私と同

じ年齢であります。その時間の経過というのを

改めて感じるところであります。 

 拉致問題の発生から長い年月が経過し、被害

者の御家族が高齢となる中、拉致問題の解決は

一刻の猶予も許されない状況にありますことか

ら、被害者の方々の一日も早い帰国を実現する

ため、北朝鮮側に対して粘り強い交渉を行うよ

う、国に強く要請してまいります。 

 最後に、国土強靱化についてであります。 

 激甚化・頻発化する自然災害や、切迫する南

海トラフ地震による被害を軽減・回避するため

には、国土強靱化の取組を切れ目なく推進する

ことが重要であります。 

 私は、約２年にわたり国土強靱化推進会議の

地方行政の代表委員として、東九州道や耐震岸

壁などの整備効果を発信し、強靱化の必要性を

訴えるとともに、実施中期計画について、十分

な事業規模の確保と施策の拡充を強く求めてま

いりました。 

 このような中、今月６日、第１次国土強靱化

実施中期計画が閣議決定され、５年間で20兆円
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強の事業規模が示されたところであり、大変心

強く感じております。 

 この計画では、中央道も含む高速道路のミッ

シングリンクの解消や４車線化に加え、緊急輸

送道路の橋梁耐震化など「ライフラインの強靱

化」に10.6兆円、流域治水対策など「防災イン

フラの整備」に5.8兆円が盛り込まれておりま

す。 

 今後とも、県議会の皆様をはじめ市町村や関

係団体と連携し、本県への重点的な予算配分を

訴え、県民の命と暮らしを守る県土強靱化に全

力で取り組んでまいります。以上であります。

〔降壇〕 

○副知事（日隈俊郎君）〔登壇〕 お答えいた

します。高校無償化に伴う課題についてであり

ます。 

 本県の高校入学生の割合は、おおむね公立

７、私立３の割合となっておりますが、急速な

少子化の進展により、今後、公立・私立高校と

も入学生確保の競争はさらに激化してくるもの

と思います。 

 こうした中、今回のいわゆる高校無償化によ

り、県立高校離れが進めば、特に中山間地域に

おいては、高校の有する学びの拠点や地域社会

の活力としての機能の維持が危惧されるところ

であります。 

 県としましては、県立・私立それぞれの学校

の強みを生かし、切磋琢磨しながら、高校教育

全体の発展を図っていただきたいと考えており

ますが、県立高校の対応としては、将来に向け

た教育政策ビジョンをしっかり描いた上で、各

学校の魅力や評価を高める検討にスピード感を

持って取り組み、実践していく必要があるもの

と考えております。以上であります。〔降壇〕 

○副知事（佐藤弘之君）〔登壇〕 お答えしま

す。九州中央自動車道についてであります。 

 九州の東西軸を担う九州中央道の整備は、極

めて重要な課題です。 

 現在の整備状況は、童里トンネルが今年１月

に貫通し、今年度には越次トンネルにも着手す

る予定であります。また、未事業化区間の平底

－蔵田間では、昨年12月に事業化に向けた手続

が開始されたところです。 

 副知事に就任以降、西臼杵を含む県北地域を

訪れる中で、豊富な観光資源、神楽などに触れ

てまいりました。命の道、経済の道であること

はもちろん、この地域の魅力を最大限に生かす

ためにも、九州中央道の早期整備が大変重要で

あるというふうに考えております。 

 こうした中、先日、高千穂町で開催されまし

た西臼杵建設促進期成会の総決起大会に出席さ

せていただき、約1,200名もの多くの皆様が参

加された大会で、地域の熱い思いを肌で感じた

ところであります。 

 そのときもお話ししたことですけれども、先

日、土木学会が南海トラフ巨大地震等の経済被

害を発表しまして、その中で、公共インフラ投

資の効果として、税収減の回避、それから復興

費の圧縮という新たな視点で財政効果を示して

おります。 

 こういうことも参考になるんじゃないかなと

思っておりまして、私自身、これまでの経験や

人脈を最大限に生かし、事業中区間の整備促進

や未事業化区間の早期事業化を図るとともに、

九州中央道の全線開通に向け、関係者の皆様と

一体となって全力で取り組んでまいります。以

上であります。〔降壇〕 

○危機管理統括監（津田君彦君）〔登壇〕 お

答えします。災害支援物資拠点施設での米の備

蓄についてであります。 
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 県では、宮崎県備蓄基本指針に基づき、南海

トラフ地震等の大規模災害に備え、発災初期に

おける避難者の生命維持や生活に必要となる、

食料や簡易トイレなどの基本８品目と呼ばれる

物資を中心に備蓄しております。 

 このうち食料については、発災３日目までに

避難者に支給することを念頭に、停電時も想定

し、レトルト食品などの調理不要なものを備蓄

することとしております。 

 なお、今年１月から運用を開始した災害支援

物資拠点施設では、計画的に必要な備蓄を進め

ているところであり、今後とも、被災者支援の

観点から、適切な備蓄の在り方について研究

し、発災時に適宜・的確に対応できるよう備え

てまいります。以上であります。〔降壇〕 

○福祉保健部長（小牧直裕君）〔登壇〕 お答

えします。西臼杵医療センターについてであり

ます。 

 令和６年４月に発足した西臼杵医療センター

では、地域医療の維持・充実に向けて、３公立

病院の連携や人材確保・育成をはじめ、医療デ

ジタル化などにも積極的に取り組まれておりま

す。 

 昨年度実施したオンライン診療の実証実験で

は、五ヶ瀬町国保病院と町内外の社会福祉施設

をつなぎ、受診予約から支払いまでの一連の流

れについて、実践的な検証が行われました。 

 先日、私もセンターを訪問して、高千穂町国

保病院の佐藤院長と意見交換しましたが、セン

ターは、中山間地域の持続可能な医療提供体制

の構築に必要不可欠であるとともに、３町関係

者が結束し、主体的な取組の結果生まれた、地

域医療連携のモデルケースであると認識したと

ころです。 

 県としましても、引き続きその取組を支援し

てまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕 

○商工観光労働部長（児玉浩明君）〔登壇〕 

お答えします。ローム株式会社の効果等につい

てであります。 

 ローム株式会社の製造子会社であるラピスセ

ミコンダクタ株式会社が国富町に整備した宮崎

第二工場につきましては、昨年11月末より試作

レベルの稼働を開始しております。 

 昨年、同工場の立地及び生産に伴う県内への

経済波及効果を算出したところ、2023年からの

10年間で３兆3,559億円という結果となりまし

た。 

 県としましては、ローム株式会社の立地等に

伴い、新たな投資や市町村による工業団地整備

の機運が高まっていることから、この効果が県

全域に及ぶよう取り組むとともに、西臼杵地区

の地理的優位性の魅力など、本県の地域特性を

生かし、情報発信や工業団地整備に係る支援を

行うなど、市町村と連携しながら企業誘致に取

り組んでまいります。以上であります。〔降壇〕 

○佐藤雅洋議員 ありがとうございました。 

 次に、特定地域づくり事業協同組合について

伺います。 

 過疎地域など人口減少が急速に進む地域にお

いて、地域の担い手を確保するために設立され

る特定地域づくり事業協同組合について、全

国、県内及び県北地域での設立状況を総合政策

部長に伺います。 

○総合政策部長（川北正文君） 特定地域づく

り事業協同組合は、過疎地域などにおいて、人

手不足に悩む複数の事業者が組合を設立し、採

用した職員をマルチワーカーとして各事業者へ

派遣するものです。 

 本年５月末現在で39道府県に120組合、県内
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には４市町村に４組合、このうち県北地域は、

諸塚村、椎葉村で設立されております。 

 このほか、複数の市町村で設立に向けた検討

がなされており、中でも五ヶ瀬町は、７月の事

業開始に向けて、具体的な手続が進められてお

ります。 

 県では現在、市町村が実施する調査等に対し

て補助を行っていますが、今年度から新たに、

組合未設置の市町村の事業者を対象に、制度説

明会や先進地視察を行うこととしております。 

 これらの取組を通して、さらなる設立を促進

してまいります。 

○佐藤雅洋議員 ありがとうございました。 

 燃料高騰、2024年問題、ドライバー不足な

ど、大変厳しい経営環境にある運送業を支える

必要性について伺います。 

 トラック運送事業は、人手不足、労働環境の

悪化、燃料費の高騰、荷主のニーズの多様化な

ど、多くの課題を抱え、厳しい状況に置かれて

います。 

 特に2024年問題は、時間外労働の上限規制に

より、輸送能力の低下や運賃上昇を招く可能性

があり、業界全体に大きな影響を与えていま

す。 

 そこで、厳しい経営環境にある県内トラック

運送事業者の大変重要な価格転嫁の現状と、経

営強化に向けた県の取組について、総合政策部

長に伺います。 

○総合政策部長（川北正文君） 県トラック協

会が昨年９月に実施したアンケート調査では、

荷主企業と運賃を交渉した、または交渉中の運

送事業者が72.8％である一方、適正な運賃を収

受できていると回答した事業者は48.4％と半数

以下にとどまっており、多くの運送事業者が厳

しい経営環境にあると認識しております。 

 このような中、本県の物流を維持するために

は、価格転嫁の促進による収益性向上などの経

営改善が重要であります。 

 このため県では、運送事業者を対象とした、

運賃交渉、人材育成などのセミナーを開催する

県トラック協会への支援を行っております。 

 また、荷主企業や消費者が持続可能な物流へ

の理解を深めるため、テレビ・ラジオのＣＭを

放送するなど、運送事業者を取り巻く経営環境

の改善にも取り組んでおります。 

○佐藤雅洋議員 次に、空き家の再生と活用状

況について伺います。 

 高千穂町の「一滴の会」は、令和７年度の宮

崎県地域づくり顕彰で地域づくり大賞を受賞し

ました。授賞式は５月９日に県庁講堂で行われ

ました。一滴の会は、高千穂町を拠点に活動す

るＮＰＯ法人で、地域づくりに貢献したことが

評価されました。 

本日も市野辰廣理事長以下メンバーの方々も

傍聴に来られておりますので、会について少し

紹介させていただきます。 

 高千穂町で移住支援に取り組むＮＰＯ法人一

滴の会は、2007年、町外からの移住を支援する

任意団体として設立しました。同町から「ＵＩ

Ｊターン推進事業に伴う移住定住促進事業」を

受託し、移住相談業務や移住体験住宅の運営、

空き家バンクといった取組を担当しています。

移住実績は100組をはるかに超え、定住率は

82％と好調を保っています。大変優れた、頭の

下がる活動であります。 

 そこで、県外からの移住を促進するために

は、空き家の利活用が重要と考えますが、現状

と今後の取組について、総合政策部長に伺いま

す。 

○総合政策部長（川北正文君） 移住者の住居
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の確保を支援するため、県の移住情報サイトと

市町村の空き家バンクにおいて空き家情報を掲

載しており、登録物件数は、令和３年度が607

件、令和４年度が726件、令和５年度が1,538件

と年々増加しております。 

 空き家の利活用には、物件の掘り起こしや相

続等権利関係の整理、老朽化などの課題がある

ことから、県では、所有者向けに利活用を啓発

する講演会や個別相談会の開催、また、市町村

に対する移住者向け空き家改修や空き家の課題

解決に関する専門家派遣などの支援により、移

住者のニーズに合わせた物件の確保に取り組ん

でおります。 

 今後とも、市町村や議員から御紹介のありま

した一滴の会などの民間団体と連携・協力しな

がら空き家の利活用を進め、移住促進に努めて

まいります。 

○佐藤雅洋議員 防災対策について伺います。 

 宮崎市鏡洲で発生した林野火災については、

先日、川添議員が詳しく質問を行われましたの

で、現役団員である私は、消防団の取組に対す

る県の評価と、団員数が10年で1,800人減り、

毎年200人減少していく消防団に対する今後の

県の支援について、危機管理統括監に伺いま

す。 

○危機管理統括監（津田君彦君） 宮崎市鏡洲

で発生した林野火災では、周辺地域を含め５分

団、約300名が出動し、急峻な山中での活動な

ど危険な状況で消火活動に当たり、人的被害等

の防止や早期の鎮火に大きな役割を担っていた

だいたものと認識しています。 

 消防団は、地域の住民がそれぞれの仕事を持

ちながら、消火活動や災害時の避難誘導など

様々な活動に携わっていただいており、消防団

員の減少が課題となる中、地域防災の要とし

て、その体制強化を図ることは重要でありま

す。 

 このため県では、必要な資機材の整備費用の

助成や加入促進のための魅力発信、企業訪問等

を行っており、今後とも、現場のニーズを踏ま

えながら、市町村と連携し、支援してまいりま

す。 

○佐藤雅洋議員 西臼杵には、熊本県境西側か

ら五ヶ瀬ハイランドスキー場、五ヶ瀬ワイナ

リー、高千穂峡、国見ヶ丘、高千穂神社、槵觸

神社、天岩戸神社、荒立神社、青雲橋、見立渓

谷、鹿川渓谷、森林セラピーロードなどに多く

の観光客が訪れていますが、近年、突発化、頻

発化、激甚化する自然災害の影響を受けやすい

中山間の地形であります。 

県内ほかの地域でも同じことが言えるわけで

ありますが、地震など災害発生時において、観

光客や外国人を含め、誰もがどこにいても迅速

に避難できることが大変重要だと考えます。そ

れに対する県の取組について、危機管理統括監

に伺います。 

○危機管理統括監（津田君彦君） 自然災害は

いつ、どこで発生するか分からず、旅行先など

地理に不案内な場所においても、誰もが迅速に

避難できる対策を講じることは大変重要であり

ます。 

 そのため県では、県管理施設における避難経

路の案内表示のほか、市町村が行う避難経路の

整備や、地域における避難訓練に要する経費へ

の支援を行っております。 

 また、外国人を含む県外からの旅行者に対し

ても、ホームページやＳＮＳ等で災害関連の情

報を多言語で発信するとともに、災害発生時に

は外国人サポートセンターによる対応を行って

おります。 

- 221 -



令和７年６月17日(火) 

 

 加えて、迅速に避難するためには、一人一人

の避難意識の向上が不可欠であることから、引

き続き、関係機関と連携し、分かりやすい情報

発信と、県総合防災訓練等での実践的な避難訓

練に取り組んでまいります。 

○佐藤雅洋議員 森林・林業政策について伺い

ます。 

 森林基幹道高千穂日之影線の工事は順調に進

んでいます。地元関係者の間では、新たな高千

穂五ヶ瀬線の整備も大変期待が高まっておりま

す。 

 そこで、戦後の拡大造林で植林され、伐期を

迎えた森林の大変多い西臼杵地域における基幹

的な宮崎県の林道整備について、環境森林部長

に伺います。 

○環境森林部長（長倉佐知子君） 西臼杵地域

の林道整備につきましては、県営事業として、

基幹道路の指定を受けている高千穂日之影線を

含めた３路線の林道と、林業専用道１路線の開

設工事に取り組んでいるところであります。 

 基幹的な林道を整備することは、収穫期を迎

えた森林の伐採や再造林が促され、森林資源の

循環利用や持続的な森林経営につながるととも

に、生活道や災害時の迂回路としての活用な

ど、生活基盤の強化も期待されるところです。 

 議員御指摘のとおり、西臼杵地域の伐期を迎

えた森林の状況を踏まえますと、新たに基幹的

な林道の整備が必要なエリアがあることは認識

しておりますが、具体的な計画につきまして

は、地域からの要望を踏まえ、今後検討してま

いります。 

○佐藤雅洋議員 政府は今月３日、森林・林業

白書を閣議決定しました。日本の2023年の木材

自給率は43％と、2002年の18.8％を底に増加し

ています。 

 2023年は、一戸建て住宅の新設着工戸数は落

ち込んだものの、円安により木材輸入量が大幅

に減少しています。おかげで製材や合板などで

国産材への転換が進んでおり、政府は、人口減

少で住宅需要が縮小している中、公共施設向け

の木材利用を推進しています。商業店舗や４階

建て以上の中高層ビルへの活用も徐々に広がっ

ていると説明しております。 

 その森林・林業白書に、宮崎県の再造林の取

組や諸塚村のモザイク林相が優良事例として取

り上げられておりますが、県は今後の森林づく

りをどのように考えているのか、環境森林部長

に伺います。 

○環境森林部長（長倉佐知子君） 森林・林業

白書では、森林の整備・保全の事例として、本

県の再造林推進に向けたグリーン成長プロジェ

クトが、生物多様性に優れた森林の事例とし

て、諸塚村の針葉樹と広葉樹が混在するモザイ

ク林相が紹介されたところです。 

 森林は、林産物の供給や水源の涵養、県土の

保全など、我々の生活に様々な恩恵をもたらす

「緑の社会資本」であり、白書に紹介されたよ

うな、適地適木の考えの下、多面的機能をより

高度に、かつ持続的に発揮させる森林（もり）

づくりが重要だと考えております。 

 このため、今年度行う第八次宮崎県森林・林

業長期計画の中間改定において、長期的に目指

す森林の姿や今後のグリーン成長プロジェクト

の取組の方向性などを示すこととしておりま

す。 

○佐藤雅洋議員 ありがとうございました。 

 林業県である本県にとって、木材流通の促進

を、そして出口対策を図ることは重要な課題と

考えます。 

 木材流通について、細島港をどのように活用
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していくのか、環境森林部長に伺います。 

○環境森林部長（長倉佐知子君） 細島港は、

令和５年の原木・製材品等の取扱量が九州の港

のうちトップであり、国内外への県産材流通拠

点として、また、東九州の地域経済を支える重

要な港湾として、非常に大きな役割を担ってお

ります。 

 先般、新たな岸壁が完成し、大型船舶の接岸

が可能になったことや、埠頭用地の整備による

貨物ヤードの確保により、利便性の向上が図ら

れたことから、木材流通のさらなる促進に寄与

するとともに、地域経済の活性化が期待されて

いるところであります。 

 今後とも、本県の木材流通拠点として細島港

の強みを生かし、国内外の木材需要にしっかり

と応えられるよう、県産材の安定供給に取り組

んでまいります。 

○佐藤雅洋議員 コロナ禍には、ゼロゼロ融資

による資金繰り支援などによって、県内企業に

手厚い支援がなされました。 

 一方、コロナ禍において融資を受けた多くの

企業においては、近年、その返済が始まってお

り、原材料や人件費の高騰、金利上昇などの影

響も相まって、企業を取り巻く環境は、依然厳

しいものになっているのではないかと考えま

す。 

 そこで、物価高や人件費上昇等の影響によ

り、県内企業の倒産件数等が増加傾向にありま

すが、県では、厳しい経営環境にある地元中小

企業に対して、どのような支援を行っているの

か、商工観光労働部長に伺います。 

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 県では、

厳しい状況に置かれている県内中小企業を支援

するため、企業が専門家の支援を受けながら、

経営改善や事業再生に取り組むための計画を策

定する際の経費を支援しております。 

 また、県中小企業融資制度においては、金融

機関等から経営に関する指導や助言を継続的に

受けられる経営力強化貸付を昨年12月に創設

し、経営支援と一体となった資金繰り支援を

行っております。 

 中小企業の支援では、関係機関が連携を密に

して取り組むことが重要であることから、県と

しましては、商工会等の相談窓口を周知すると

ともに、今後も、商工団体や金融機関等で構成

する中小企業支援ネットワークを活用し、県内

企業をきめ細かに支援してまいります。 

○佐藤雅洋議員 次に、農村と農畜産業政策に

ついて伺います。 

 県では、未来につなげる水田農業経営体育成

事業等により、スマート農業機械の導入を支援

しておりますが、高齢農家のリタイアなどによ

り、耕作されない水田の増加が懸念されること

から、覚えやすい、使いやすい、丈夫な機材な

ども必要と考えられます。 

 そこで、持続可能な水田営農の実現に向けた

スマート農業の推進について、県の取組を農政

水産部長に伺います。 

○農政水産部長（児玉憲明君） スマート農業

の導入により、水田の水管理や除草などの省力

化・効率化を図ることは、持続可能な水田営農

の実現のために大変重要であります。 

 このため、水管理を自動で行う給水栓や防除

用ドローンなど、省力化技術の導入を支援する

とともに、総合農業試験場や現地圃場におい

て、急傾斜地に対応したラジコン式除草機や、

中山間地域でも利用しやすい小型の無人運搬車

両の実証を進めております。 

 また、農業者にスマート機器の使用方法や生

育データを活用した栽培技術の研修を行うほ
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か、普及指導員等を先進地に派遣するなど、指

導人材の育成にも取り組んでおります。 

 今後とも、スマート農業を推進し、持続可能

な水田営農に取り組んでまいります。 

○佐藤雅洋議員 ありがとうございました。 

 令和７年度高千穂釜炒り茶初入札会が５月９

日に宮崎市のＪＡみやざき茶流通センターで開

催されました。最高値の茶葉は１キロ２万

5,000円の高値がつき、平均単価は4,063円と例

年より高値で取引されたようであります。 

 しかし、肥料などが高く、利益は低く、お茶

農家の経営は厳しいようであります。 

 そこで、地域の文化や生活に根差した西臼杵

地域の茶の特徴や産地の状況、産地育成に向け

た支援策について、農政水産部長に伺います。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 西臼杵地域の

茶は、昼夜の気温較差が大きいことから香りが

高く、古くから釜炒り茶という製法で作られる

など、国内でもトップレベルの品質を誇る一

方、近年の資材価格の高騰や労働力不足などに

より、農家経営は厳しさを増しております。 

 このため県では、茶園回復に必要な肥料や農

薬の経費補助をはじめ、共同化で行う収穫機械

の導入や集出荷場の整備を支援することで、生

産コスト低減に取り組んでいます。 

 また、販売力の向上のため、試験場で開発し

たウーロン茶や紅茶の製茶技術を普及するとと

もに、茶専門店との直接取引や欧米への輸出な

ど、販路開拓に必要な経費を支援しておりま

す。 

 今後とも、西臼杵地域をはじめ、競争力のあ

る茶の産地を育成してまいります。 

○佐藤雅洋議員 ありがとうございました。 

 高齢化や人口減少等が顕著な西臼杵地域など

の中山間地域においては、今後さらに農業生産

活動や集落活動等の低下が懸念されますが、農

村集落機能の維持に向けた県の取組について、

農政水産部長に伺います。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 中山間地域の

農村集落機能を維持するためには、農業への支

援と併せて、地域コミュニティーの維持に資す

る取組や、それらの活動をサポートする体制が

必要であります。 

 このため県では、中山間地域の３地区をモデ

ル地区とし、住民同士の話合い活動を促しなが

ら、農家・非農家問わず、地域ぐるみで棚田等

の農地保全や買物などの生活支援等に取り組む

農村ＲＭＯの形成を推進しております。 

 また、人材不足などの地域課題の解決に向

け、民間企業等が集落と行政の間に立ち、集落

活動をサポートする、中間支援組織の育成にも

取り組んでおります。 

 今後とも、関係機関と連携し、本県農業の持

続的発展の基盤となる農村集落機能の維持に取

り組んでまいります。 

○佐藤雅洋議員 次に、畜産農家支援について

伺います。 

 高齢化の進行や長引く飼料価格の高騰など、

いまだ厳しい経営が続く畜産農家であります。 

 県として、肉用牛の生産基盤の現状をどのよ

うに認識し、生産基盤の維持・強化にどのよう

に取り組んでいくのか、農政水産部長に伺いま

す。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 繁殖雌牛頭数

は、近年、増加が続いておりましたが、長引く

子牛価格の低迷等の影響から、令和６年には８

万4,600頭と、前年から1,400頭減少しており、

強い危機感を持って、子牛の安定供給を含めた

生産基盤の維持・強化に向けた取組をさらに進

めていく必要があります。 
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 このため県では、分娩間隔の短縮や子牛の事

故率低減に向け、宮崎県農業共済組合等と連携

した研修会やコンサルティングを実施しており

ます。 

 また、飼養管理の省力化に向けた繁殖セン

ター等への牛の預託や放牧の推進、さらには、

経営基盤の強化を図るため、農業制度資金など

を活用したセーフティーネット対策にも取り組

んでおります。 

 今後とも、関係団体等と連携して、持続可能

な肉用牛経営が実現できるよう支援してまいり

ます。 

○佐藤雅洋議員 ありがとうございました。 

 先日、日之影町の深角地区に伝わる団七踊り

の縁で、諸塚村の飯干神社の祭りに招待を受

け、出席しました。国道503号線は急峻な山あ

いを走る道路であり、隣の地域でありながら

も、自宅から１時間以上の時間がかかりまし

た。地域の方の苦労がよく分かりました。一日

も早い飯干バイパスの完成が望まれます。 

 また、その503号線からの延長と言ってもよ

い道路で、熊本県を通り、大分県竹田市につな

がる県道竹田五ヶ瀬線は、波帰之瀬大橋の完成

が多くの方々に待ち望まれています。 

 そこで、五ヶ瀬町大字三ヶ所谷下から諸塚村

大字七ツ山飯干を結ぶ国道503号の飯干バイパ

ス、県道竹田五ヶ瀬線の波帰之瀬橋の整備状況

について、県土整備部長に伺います。 

○県土整備部長（桑畑正仁君） 国道503号や

県道竹田五ヶ瀬線は、地域住民の生活を支え、

広域的な観光周遊や防災上の観点からも重要な

路線です。 

 五ヶ瀬町と諸塚村を結ぶ国道503号飯干バイ

パスについては、測量や構造物の設計を進めて

おり、今年度から用地買収を行います。また、

トンネルの整備に向けて、地質調査にも着手し

ます。 

 次に、県道竹田五ヶ瀬線の波帰之瀬橋につい

ては、橋台工事と橋脚工事を完成させ、今年度

は新たに、水面から約110メートルの高さに、

長さ412メートルの橋梁上部工事を発注する予

定です。 

 県では、地元の皆様の協力をいただきなが

ら、引き続き、必要な予算の確保に努め、両路

線の早期整備に取り組んでまいります。 

○佐藤雅洋議員 ありがとうございました。 

 高速道路整備促進団体でつくる全国高速道路

建設協議会の総会の挨拶の中で、河野知事は、

「南海トラフ巨大地震が発生した場合、宮崎は

長崎から応援派遣を受けるが、駆けつける道路

の耐震性が重要な課題だ」と指摘、「災害時の

命の道としての高規格道路の整備が求められ

る。皆さんと力を合わせ、必要な財源の確保に

向けて取り組んでいく」と力を込めたとお聞き

しました。 

 また、要望先となる国土交通省の国定勇人政

務官も登壇し、「道路は災害時のみならず、日

常生活を支える経済活動や地方創生に欠かせな

い社会基盤であり、必要な道路整備を推進し、

安全・安心な社会づくりに全力を傾ける」と訴

えたとあります。 

 そこで、南海トラフ地震などの大規模災害時

に、寸断された道路を早期に復旧し、緊急車両

の通行を確保するための九州道路啓開計画にお

ける広域移動ルートである国道218号の橋梁の

耐震対策の取組状況について、県土整備部長に

伺います。 

○県土整備部長（桑畑正仁君） 国道218号

は、南海トラフ地震などの大規模災害時に、九

州の西側からの自衛隊や医療チームなどによる

- 225 -



令和７年６月17日(火) 

 

救助・救援活動や緊急物資の輸送などを、九州

中央自動車道と一体となって支える大変重要な

路線です。 

 橋梁は、損壊すると復旧に多くの時間を要

し、被災地の支援や復興の支障となるため、大

規模で構造が複雑な青雲橋など、７つの橋梁で

耐震対策を優先的に進めています。 

 昨年度までに干支大橋など２つの橋梁の対策

が完了しており、現在、３つの橋梁で橋桁の補

強工事などを行っています。 

 県では、国土強靱化の予算も積極的に活用

し、引き続き、橋梁の耐震対策を進め、災害に

強い広域移動ルートの構築に取り組んでまいり

ます。 

○佐藤雅洋議員 ありがとうございました。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 最後の質問です。高千穂高校の学科編成につ

いて伺います。 

 西臼杵地区における中学校卒業者数の減少に

より、特に生産流通科の入学者数が減少してい

ます。農業科単独での学びの成立が厳しい状況

であります。 

 農業と商業の学びを融合させ、世界農業遺産

と高千穂町の観光業を地域資源とし、それらを

活用した学びを展開する学科を新設することが

必要ではとの声が大きくなっています。また、

それにより、高千穂高校の魅力を高め、入学者

増加が期待されております。 

 そこで、高千穂高校における学科改編の進捗

状況と、中山間地域における県立高校の在り方

について、吉村教育長に考えを伺います。 

○教育長（吉村達也君） 高千穂高校をはじめ

中山間地域の県立高校は、地域の持続的な成長

を支える人材を育成する重要な役割を担ってお

り、今後、少子化により学校の小規模化が進む

中でも、地域と連携を図り、学びを維持してい

くこととしております。 

 この方針の下、高千穂高校におきましては、

令和９年度から、本県で初めて農業と商業の学

科を融合した「地域ビジネス創造科」を設置

し、県外からの入学者も受け入れ、西臼杵地区

の核となる学校として、新たな学びを展開する

こととしております。 

 現在、学校関係者と県教育委員会が連携して

カリキュラム等の検討を進めており、来年７月

には募集定員を公表し、令和９年４月に第１期

生が入学する予定であります。 

○佐藤雅洋議員 ありがとうございました。来

年７月の定員数の公表は、くれぐれも丁寧、慎

重に行うよう要望いたします。 

 以上で全て25問終わりました。執行部の皆様

におかれましては、丁寧に御答弁いただき、大

変ありがとうございました。 

 最後になります。天孫降臨の地であり、日本

のふるさとである我が宮崎県の限りない発展を

願い、全ての質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手） 

○外山 衛議長 以上で一般質問は終わりまし

た。 

 

○外山 衛議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第15号までの各号議案を一括議題

といたします。 

 質疑の通告はありません。 

 

 ◎ 議案第14号採決 

○外山 衛議長 ここで、公安委員会委員の任

命の同意についての議案第14号についてお諮り

いたします。 

 本案については、会議規則第39条第３項の規

- 226 -



令和７年６月17日(火) 

 

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○外山 衛議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。 

 討論の通告はありません。 

 これより採決に入ります。 

 議案第14号についてお諮りいたします。 

 本案については同意することに御異議ありま

せんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○外山 衛議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は同意することに決定いたしました。 

 

 ◎ 議案第１号から第13号まで及び第15号 

並びに請願委員会付託 

○外山 衛議長 次に、議案第１号から第13号

まで及び第15号の各号議案並びに新規請願は、

お手元に配付の付託表のとおり、それぞれ関係

の委員会に付託いたします。 

 明日からの日程をお知らせいたします。 

 明日18日から23日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。 

 次の本会議は、24日午前10時から、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。 

 本日はこれで散会いたします。 

   午後２時０分散会 
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午前10時０分開議 

 

出 席 議 員（37名） 

２番 永 山 敏 郎 （県民連合立憲） 

３番 今 村 光 雄 （公明党宮崎県議団） 

４番 工 藤 隆 久 （  同  ） 

５番 本 田 利 弘 （宮崎県議会自由民主党） 

６番 山 内 いっとく （  同  ） 

７番 山 口 俊 樹 （  同  ） 

８番 下 沖 篤 史 （  同  ） 

９番 齊 藤 了 介 （  同  ） 

10番 黒 岩 保 雄 （  同  ） 

11番 渡 辺 正 剛 （  同  ） 

13番 外 山   衛 （  同  ） 

14番 脇 谷 のりこ （未来への風） 

15番 松 本 哲 也 （県民連合立憲） 

16番 坂 本 康 郎 （公明党宮崎県議団） 

17番 重 松 幸次郎 （  同  ） 

18番 日 高 博 之 （宮崎県議会自由民主党） 

19番 野 﨑 幸 士 （  同  ） 

20番 武 田 浩 一 （  同  ） 

21番 佐 藤 雅 洋 （  同  ） 

22番 内 田 理 佐 （  同  ） 

23番 後 藤 哲 朗 （  同  ） 

24番 川 添   博 （  同  ） 

25番 荒 神   稔 （  同  ） 

26番 福 田 新 一 （  同  ） 

27番 図 師 博 規 （無所属の会 チームひむか） 

28番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団） 

29番 井 本 英 雄 （自民党同志会） 

30番 岩 切 達 哉 （県民連合立憲） 

31番 丸 山 裕次郎 （宮崎県議会自由民主党） 

32番 中 野 一 則 （ 同 ） 

33番 安 田 厚 生 （ 同 ） 

34番 坂 口 博 美 （  同  ） 

35番 山 下   寿 （  同  ） 

36番 濵 砂   守 （  同  ） 

37番 山 下 博 三 （  同  ） 

38番 二 見 康 之 （  同  ） 

39番 日 髙 陽 一 （  同  ） 

 

 

 

 

 

 

地方自治法第121条による出席者 

知 事  河 野 俊 嗣 

副 知 事  日 隈 俊 郎 

副 知 事  佐 藤 弘 之 

総 合 政 策 部 長  川 北 正 文 

政 策 調 整 監  大 東   収 

総 務 部 長  田 中 克 尚 

危 機 管 理 統 括 監  津 田 君 彦 

福 祉 保 健 部 長  小 牧 直 裕 

環 境 森 林 部 長  長 倉 佐知子 

商工観光労働部長  児 玉 浩 明 

農 政 水 産 部 長  児 玉 憲 明 

県 土 整 備 部 長  桑 畑 正 仁 

宮崎国スポ・障スポ局長  山 下 栄 次 

会 計 管 理 者  平 山 文 春 

企 業 局 長  松 浦 直 康 

病 院 局 長   村 久 人 

財 政 課 長  池 田 幸 優 

教 育 長  吉 村 達 也 

公 安 委 員 長  島 津 久 友 

警 察 本 部 長  平 居 秀 一 

代 表 監 査 委 員  川 野 美奈子 

人 事 委 員 長  佐 藤 健 司 

 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  川 畑 敏 彦 

事 務 局 次 長  久 保 範 通 

議 事 課 長  菊 池   博 

政 策 調 査 課 長  西久保 耕 史 

議 事 課 長 補 佐  古 谷 信 人 

議 事 担 当 主 幹  池 田 憲 司 

議 事 課 主 任 主 事  前 鶴 彩 友 

 

 令 和 ７ 年 ６ 月 2 4 日 （ 火 曜 日 ） 
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 ◎ 議員の辞職許可 

○外山 衛議長 これより本日の会議を開きま

す。 

 本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決まででありますが、ここで、後藤哲朗議

員から辞職願が提出されておりますので、事務

局長に朗読させます。 

   〔事務局長朗読〕 

 

辞 職 願 

 私 儀 

このたび、一身上の都合により、本日をもっ

て県議会議員を辞職したいので、許可されるよ

うお願いいたします。 

 令和７年６月24日 

宮崎県議会議員  後藤 哲朗  

宮崎県議会議長 外山  衛 殿 

 

○外山 衛議長 ただいま朗読いたしました後

藤哲朗議員の辞職の件を日程に追加し、議題と

することに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○外山 衛議長 御異議ありませんので、後藤

哲朗議員の辞職の件を議題といたします。 

 この場合、後藤哲朗議員は、地方自治法第

117条の規定により除斥されますので、退席願

います。 

   〔後藤哲朗議員退席・退場〕 

○外山 衛議長 お諮りいたします。 

 後藤哲朗議員の辞職を許可することに御異議

ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○外山 衛議長 御異議ありませんので、後藤

哲朗議員の辞職は許可されました。 

 暫時休憩いたします。 

   午前10時２分休憩 

 

   午前10時３分再開 

 ◎ 議会運営委員会委員の選任 

○外山 衛議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 これより、ただいまの議員辞職に伴い、議会

運営委員会委員の後任を選任いたします。 

 選任の方法は、委員会条例第６条第１項の規

定により、議長から指名いたします。 

 日高博之議員を委員に指名したいと思います

が、御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○外山 衛議長 御異議ありませんので、指名

のとおりに選任することに決定いたしました。 

 

 ◎ 常任委員長審査結果報告 

○外山 衛議長 次に、議案第１号から第13号

まで及び第15号の各号議案、請願第15号及び第

16号、並びに継続審査中の請願第11号を一括議

題といたします。 

 ここで、常任委員長に審査結果報告を求めま

す。まず、総務政策常任委員会、佐藤雅洋委員

長。 

○佐藤雅洋議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。 

 今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外６件及び新規請願１件の計８件で

あります。慎重に審査いたしました結果、お手

元に配付の議案・請願委員会審査結果表のとお

り、議案についてはいずれも全会一致により、

請願第16号については賛成少数により決定いた

しました。 

 以下、審査の主な概要について申し上げま
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す。 

 初めに、令和７年度宮崎県一般会計補正予算

についてであります。 

 まず、今回の補正は、木崎浜のサーフィン環

境整備のため、アクセス道路となっている河川

堤防等の整備を行うもの、「ほこみち制度」を

活用し、高千穂通りの歩道や自転車道の再整備

を行うもの、災害支援物資拠点施設の屋根つき

荷さばき場等の整備を行うもの、経営状況の急

変に直面している医療機関等に対して設備導入

等に必要な支援を行うもの、一般社団法人宮崎

県酪農公社の解散に伴い影響を受ける預託農家

等に対して乳用牛育成施設の整備費用を補助す

るもの、その他国庫補助決定に伴うものなどに

ついて措置するもので、46億900万円余の増額

となっております。歳入財源の主なものとして

は、国庫支出金が29億8,800万円余、県債が９

億1,400万円余、繰入金が６億1,400万円余と

なっております。この結果、補正後の一般会計

の予算規模は6,725億6,800万円余となります。 

 次に、総合政策部の補正予算についてであり

ます。 

 今回の補正は、一般会計２億3,800万円余の

増額であり、一般会計と特別会計を合わせた補

正後の予算額は177億1,200万円余となります。 

 次に、宮崎カーフェリー株式会社の令和６年

度輸送実績についてであります。 

 このことについて委員より、「今後も安定し

て収益を上げていくためには、貨物と旅客でバ

ランスよく利用していただく必要があると考え

るが、どのように利用促進を図っていくのか」

との質疑があり、当局より、「継続的な荷物の

確保は、フェリーの安定的な経営において大変

重要である。宮崎カーフェリーにおいては、旅

客数の増加が見込めるイベント等に合わせた商

品づくりを行っていくこととしている。また、

県としても「物流の2024年問題」に対応するた

めのトラック乗船数の確保等に引き続き取り組

んでまいりたい」との答弁がありました。 

 次に、令和６年度の移住実績についてであり

ます。 

 このことについて委員より、「過去２番目の

移住実績であるが、一部の地域を除く移住者数

は下降傾向に入ったのではないのか」との質疑

があり、当局より、「現状や課題については今

後分析していく。移住者のニーズに応えるため

に、空き家を活用する施策の展開や、今年度か

ら取り組む若者に対する移住給付金の活用等に

より、移住をさらに促進していきたい」との答

弁がありました。 

 当委員会といたしましては、移住者の増減の

理由をしっかり分析した上で、今後さらに移住

者数が伸びるような施策を展開していただくよ

う要望します。 

 次に、総務部の補正予算についてでありま

す。 

 今回の補正は、一般会計５億2,000万円余の

増額であり、一般会計と特別会計を合わせた補

正後の予算額は2,364億6,500万円余となりま

す。 

 次に、宮崎県東京学生寮の次期指定管理候補

者の選定についてであります。 

 このことについて委員より、「指定管理候補

者選定委員会の委員を選定するに当たり、女性

を入れる考えはなかったのか」との質疑があ

り、当局より、「各団体に推薦をお願いした結

果、全員男性となっている」との答弁がありま

した。 

 これに対して委員より、「今後、委員を選定

するに当たっては、女性も学生寮を利用するこ
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とを考慮し、男女平等の視点を念頭に積極的に

女性委員の選定を行っていただきたい」との要

望がありました。 

 次に、宮崎国スポ・障スポ開催までのスケ

ジュール等についてであります。 

 このことについて委員より、「大会期間中の

選手や関係者などの宿泊は宮崎県内で確保でき

るのか」との質疑があり、当局より、「選手や

監督をはじめ、応援される方々にもぜひ宮崎県

内に宿泊していただきたいと考えている。商工

観光労働部とも連携して、できるだけ県内で宿

泊をしていただくよう調整していきたい」との

答弁がありました。 

 当委員会といたしましては、大会期間中の宿

泊に混乱が起きないよう、正確に宿泊施設の部

屋数や参加人数を把握し、関係者と適時連携を

図ることで、効率的かつ円滑な配宿計画を作成

していただくよう要望します。 

 最後に、「総合政策及び行財政対策に関する

調査」につきましては、地方自治法第109条第

８項の規定により、閉会中の継続審査といたし

たいので、議長においてその取扱いをよろしく

お願いいたします。 

 以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕 

○外山 衛議長 次は、厚生常任委員会、重松

幸次郎委員長。 

○重松幸次郎議員〔登壇〕（拍手） 御報告い

たします。 

 今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外２件及び新規請願１件の４件であ

ります。慎重に審査いたしました結果、お手元

に配付の議案・請願委員会審査結果表のとお

り、議案及び請願第15号についてはいずれも全

会一致により、継続審査中の請願第11号につい

ては賛成多数により決定いたしました。 

 以下、審査の主な概要について申し上げま

す。 

 初めに、福祉保健部の補正予算についてであ

ります。 

 今回の補正は、一般会計で19億2,600万円余

の増額であり、一般会計と特別会計を合わせた

補正後の予算額は2,441億1,600万円余となりま

す。 

 このうち、改善事業「里親等支援事業」につ

いてであります。 

 この事業は、里親や里子等並びに里親になろ

うとする者に対し、相談その他の援助を行い、

家庭養育を推進するとともに、里子等が心身と

もに健やかに育成されるよう、その最善の利益

を実現するものであります。 

 このことについて委員より、「里親委託率が

向上しない要因の一つとして、実親の理解が得

られにくいということが考えられるが、実親へ

の理解促進に係る取組は行っているか」との質

疑があり、当局より、「実親が里親委託を養子

縁組と誤解することにより、里親委託に同意し

ないことが多いことから、児童相談所が里親委

託と養子縁組の違いについて、実親へ丁寧な説

明を行うとともに、誤解が生じない同意書に変

更するなど工夫を行っている」との答弁があり

ました。 

 また、別の委員より、「県内の里親支援セン

ターが１か所のみでは県下全体をカバーするこ

とは難しく、センターの機能が十分に発揮でき

ないのではないか」との質疑があり、当局よ

り、「里親支援センターの職員を６名から８名

に増員したところであり、児童相談所等には里

親担当が、施設には里親支援専門相談員がそれ

ぞれ配置されているので、連携しながらサテラ
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イト機能的な形で県内全域を支援できるような

体制を検討していきたい」との答弁がありまし

た。 

 当委員会といたしましては、里親等委託は、

里親と子供の信頼関係を慎重に築きながら進め

ることが重要であり、里親が安心して相談でき

る環境の整備が不可欠であるため、十分な数の

里親支援センターの設置を検討するなど、里親

支援体制の拡充に取り組んでいただくよう要望

します。 

 次に、令和６年の自殺者数等の状況について

であります。 

 このことについて当局より、「令和６年の自

殺死亡率は全国で11番目の高さとなっており、

前年のワースト２位からは改善しているが、依

然として高い水準にある」との説明がありまし

た。 

 このことについて委員より、自殺死亡率が大

きく改善した要因や具体的な取組について質疑

があり、当局より、「高齢者と接触する機会の

多い医療・介護関係者や民生委員への研修を実

施したことや、令和６年度からは24時間365日

対応の電話相談体制を整備するなど、様々な取

組を行っている」との答弁がありました。 

 また、別の委員より、「家族が自殺を防いで

も、自殺未遂者の心の問題を解消するのは難し

く、再度の自殺行動も多く見られるが、どのよ

うな対策を講じているか」との質疑があり、当

局より、「自殺対策においては、まず周囲が悩

んでいる人に気づき、孤立させないことが最も

重要であると考え、自殺未遂者の家族へのフォ

ローとして、専門家による聞き取りや相談窓口

の案内等を行っている。取組の効果を個別には

かることは難しいが、引き続き、他県の事例も

参考にしながら、効果的な対策に努めていきた

い」との答弁がありました。 

 次に、医療機関別係数（ＤＰＣ係数）につい

てであります。 

 このことについて当局より、「ＤＰＣ係数の

うち、診療実績や医療の質向上への貢献度を評

価する「機能評価係数Ⅱ」において、県立延岡

病院が約1,500あるＤＰＣ標準病院群で２年連

続全国１位になるなど、県立３病院はいずれも

高い水準を維持している」との説明がありまし

た。 

 このことについて委員より、係数向上の要因

について質疑があり、当局より、「外部コンサ

ルタントの導入以降、係数の向上が顕著であ

り、各県立病院のスタッフが外部コンサルタン

トの指導も受けながら経営改善に取り組んだ成

果と認識している」との答弁がありました。 

 また、別の委員より、ＤＰＣ制度における診

療報酬の算定方法について、包括評価を重視す

るがゆえに、治療が不十分なまま転院に至る可

能性があることなどの懸念が示され、当局よ

り、「例えば、急性期病院である県立延岡病院

においては、いかに急性期治療を行うかが重要

であり、治療を適切に実施し、当院の役割を終

えた段階で近隣の医療機関へ引き継ぐ体制を整

えている」との答弁がありました。 

 最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「福祉保健行政の推進

及び県立病院事業に関する調査」につきまして

は、地方自治法第109条第８項の規定により、

閉会中の継続審査といたしたいので、議長にお

いてその取扱いをよろしくお願いいたします。 

 以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕 

○外山 衛議長 次は、商工建設常任委員会、

内田理佐委員長。 

- 235 -



令和７年６月24日(火) 

 

○内田理佐議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。 

 今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外３件であります。慎重に審査いた

しました結果、お手元に配付の議案・請願委員

会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で決

定いたしました。 

 以下、審査の主な概要について申し上げま

す。 

 まず、商工観光労働部の補正予算についてで

あります。 

 今回の補正は、一般会計で8,000万円の増額

であり、この結果、一般会計と特別会計を合わ

せた補正後の予算額は488億9,500万円余となり

ます。 

 このうち、新規事業「木崎浜海岸サーフィン

環境整備事業」についてであります。 

 これは、多くのサーファーが訪れる木崎浜へ

のアクセス道路を整備し、安全性を確保すると

ともに、大規模大会開催に備えた駐車場を整備

するものであります。 

 このことについて委員より、「県は今回、周

辺を整備する木崎浜とサーフスポットでもある

青島の位置づけをどのように考えているのか」

との質疑があり、当局より、「サーフィンの聖

地として木崎浜の知名度が上がることにより、

青島全体の観光振興にもつながるものと考えて

いる」との答弁がありました。 

 これについて委員より、「事業の実施に当

たっては、今回の整備と青島全体の観光振興に

ついての基本的な考え方をしっかり整理した上

で進めていただきたい」との要望がありまし

た。 

 次に、2025大阪・関西万博における九州７県

合同催事についてであります。 

 これは、大阪・関西万博において、令和７年

９月３日から５日までの３日間で、九州７県そ

れぞれがブースを設置し、観光・物産・食など

の地域資源をＰＲするものであります。 

 このことについて委員より、「万博会場の広

さを考えると、県のブースに御来場いただくに

も仕掛けが必要である」との意見があり、当局

より、「会場が大屋根リングの外側となるた

め、ブースへの誘導については課題があると感

じている。制約もあるとは思うが、より多くの

方に来場いただけるよう工夫してまいりたい」

との答弁がありました。 

 これに対して委員より、「既に同様の取組を

行っている九州以外の地域と積極的に情報交換

を行い、本県のよりよいＰＲの場となるよう取

り組んでいただきたい」との要望がありまし

た。 

 次に、県土整備部の補正予算についてであり

ます。 

 今回の補正は、一般会計で10億8,900万円余

の増額であり、この結果、一般会計と特別会計

を合わせた補正後の予算額は895億8,500万円余

となります。 

 このうち、改善事業「高千穂通り道路空間再

編事業」についてであります。 

 これは、宮崎市の高千穂通りにおいて、歩行

者や自転車の安全で快適な通行空間や人々が滞

在しやすい空間へと再編し、沿道のにぎわいを

創出する、いわゆる「ほこみち制度」の検証を

行い、県内への展開を図るものであります。 

 このことについて委員より、雨天時の対応に

ついての質疑があり、当局より、「ほこみち制

度では、占用許可基準を満たせばテラス屋根の

設置も一部可能となるため、雨天時も利便性増

加につながるサービスの提供が可能と考えてい
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る。また、にぎわい創出モデルイベントを予定

しており、イベント運営を通じて、雨天時の対

応なども検証してまいりたい」との答弁があり

ました。 

 次に、県管理河川における洪水浸水想定区域

の追加指定についてであります。 

 これは、想定し得る最大規模の降雨により洪

水が発生した場合に、浸水が想定される範囲

や、予想される水深等を示す洪水浸水想定区域

について、全ての県管理河川のうち、既に指定

済みの洪水予報河川及び水位周知河川を除いた

443河川を追加指定するものであります。 

 このことについて委員より、「県が洪水浸水

想定区域を指定することで、床上床下浸水など

への対策を県が実施するのではないかと県民に

誤解されるのではないか」との質疑があり、当

局より、「洪水浸水想定区域図を公表するに当

たっては、誤解が生じないよう、市町村としっ

かり連携して進めていきたい」との答弁があり

ました。 

 最後に、「商工観光振興対策及び土木行政の

推進に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続

審査といたしたいので、議長においてその取扱

いをよろしくお願いいたします。 

 以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕 

○外山 衛議長 次は、環境農林水産常任委員

会、川添博委員長。 

○川添 博議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。 

 今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外２件であります。慎重に審査いた

しました結果、お手元に配付の議案・請願委員

会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で決

定いたしました。 

 以下、審査の主な概要について申し上げま

す。 

 まず、環境森林部の補正予算についてであり

ます。 

 今回の補正は、一般会計で１億3,400万円余

の増額であり、この結果、一般会計と特別会計

を合わせた補正後の予算額は226億3,200万円余

となります。 

 このうち、新規事業「森林の集約化モデル実

証事業」についてであります。 

 これは、森林の集約化を促進するため、集約

化に向けた方針の協議や森林調査、所有者探索

等のモデル実証を行うものであります。 

 このことについて委員より、「森林調査にド

ローンレーザー計測を活用することによって、

例えば、現地立会いせずに境界線を判別できる

ようになるのか」との質疑があり、当局より、

「一定の条件下において、現地で立会いを行わ

ずに、画像やデータ等を確認することで森林の

境界などが判別できるようになることを目指し

ている」との答弁がありました。 

 次に、宮崎県森林環境税についてでありま

す。 

 このことについて当局より、税制度の今後の

在り方等について県民の意向を把握するため昨

年度に実施したアンケート調査と意見交換会の

結果について説明がありました。 

 このことについて委員より、「県民アンケー

ト調査の結果、税の仕組みや使途等について

「分からない」とする回答が24.1％と多いこと

から、県民に理解してもらうように丁寧に周知

をしていただきたい」との意見があり、当局よ

り、「意見交換会の場で、税の仕組みや事業内

容をさらに普及啓発してほしいという声もあっ
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た。森林環境税の目的や使途等について周知を

しっかりと進めていきたい」との答弁がありま

した。 

 次に、農政水産部の補正予算についてであり

ます。 

 今回の補正は、一般会計で６億1,400万円余

の増額であり、この結果、一般会計と特別会計

を合わせた補正後の予算額は440億7,200万円余

となります。 

 このうち、新規事業「宮崎県酪農公社清算負

担金」であります。 

 これは、先週、委員会において現地調査を

行った一般社団法人宮崎県酪農公社の解散に伴

い、出資割合に応じた費用負担を行うことで、

円滑な清算に資することを目的としたものであ

ります。 

 このことについて委員より、「公社跡地につ

いて、どのように活用していくのか」との質疑

があり、当局より、「公社跡地は、国有地と都

城市の市有地等であり、国有地に関しては、原

状回復する必要があるが、条件が整えば、施設

等を解体せずに現状を生かして利用できる可能

性もあることから、現場の声を丁寧に確認しな

がら、関係機関とともに検討していきたい」と

の答弁がありました。 

 また、同じ委員より、「公社は長い歴史があ

り、本県の酪農の普及推進に大きく貢献してき

た。公社が解散したことにより、酪農家へ弊害

が出ないように取り組んでほしい」との要望が

ありました。 

 次に、第八次宮崎県農業・農村振興長期計画

（後期計画）の策定についてであります。 

 これは、令和８年度から12年度までの５年間

における本県農業・農村の持続的発展に向けた

総合的かつ中長期的な方向性を示す基本指針と

なる計画を策定するものであります。 

 このことについて委員より、「長期ビジョン

の中にある賢く稼げる農業とは、具体的にどの

ようなことか」との質疑があり、当局より、

「スマート農業技術に加え、農地集約、団地化

等の効率的な生産環境の整備、分業体制の構築

などにより、農業者の経営ステージに応じた生

産性を向上させることである」との答弁があり

ました。 

 また、別の委員より、「令和の米騒動は社会

問題となり、日本の農業と食を守ることが改め

て大切であることが明らかになった。本県は農

業県であるからこそ、農家をしっかり支えて、

食料を守ることができる計画としていただきた

い」との意見がありました。 

 最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法第

109条第８項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取扱いを

よろしくお願いいたします。 

 以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕 

○外山 衛議長 次は、文教警察企業常任委員

会、荒神稔委員長。 

○荒神 稔議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。 

 今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号の１件であります。慎重に審査いた

しました結果、お手元に配付の議案・請願委員

会審査結果表のとおり、全会一致で決定いたし

ました。 

 以下、審査の主な概要について申し上げま

す。 

 初めに、宮崎県企業局経営ビジョン改定

（案）についてであります。 
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 これは、令和２年３月に策定した宮崎県企業

局経営ビジョンについて、令和７年３月で策定

から５年が経過したことから、経営ビジョンの

改定を行うものであります。 

 このことについて委員より、電気事業及び地

域振興事業の財政計画の見通しについて質疑が

あり、当局より、「電気事業については、令和

９年度に綾第二発電所大規模改良工事が終了

し、令和10年度以降は発電所が運転を開始する

ことから、黒字に転換する見通しである。ま

た、地域振興事業については、一ツ瀬川県民ゴ

ルフ場の施設改修が完了したため、今後、事業

費が増える予定はないが、台風被害等のおそれ

もあるため、収益について計画どおりになるよ

う、指定管理者と連携しながら利用者確保に取

り組んでいるところである」との答弁がありま

した。 

 次に、教育委員会の補正予算についてであり

ます。 

 今回の補正は、一般会計で580万円余の増額

であり、この結果、一般会計と特別会計を合わ

せた補正後の予算額は1,246億6,000万円余とな

ります。 

 このうち、新規事業「いじめ問題対策強化事

業」についてであります。 

 これは、多様化する県立学校におけるいじめ

問題に対応するため、県教育委員会にいじめ対

策マイスターを配置し、個別事案への早期対

応・組織的対応等の取組を支援するものであり

ます。 

 このことについて委員より、「直接いじめの

相談ができない生徒への対応をどのように考え

ているのか」との質疑があり、当局より、「ア

ンケートでいじめを把握することが多いため、

アンケート等を通して生徒の悩みを把握し、い

じめ対策マイスターを派遣するなど学校と連携

した対応を行ってまいりたい」との答弁があり

ました。 

 このことについて複数の委員より、「現在、

生徒は授業のためのタブレットを所有してお

り、こういったＩＣＴ機器等を活用して自発的

に相談ができる体制の整備について検討してほ

しい」との要望がありました。 

 次に、宮崎県育英資金の債権管理上必要な訴

えの提起、和解及び調停についてであります。 

 これは、返還未済の育英資金につきまして、

返還を求める訴訟を提起するものであります。 

 このことについて当局より、「対象債権の一

部については、既に時効が成立している」と説

明がありました。 

 これについて委員より、「時効中断の措置は

行っていなかったのか」との質疑があり、当局

より、「督促等の文書は送付していたものの、

対応が十分ではなかった」との答弁がありまし

た。 

 当委員会といたしましては、返還未済の育英

資金については、適切な手続を図るとともに、

内容に応じて丁寧に議会へ説明していただくよ

う要望いたします。 

 次に、宮崎西警察署（仮称）庁舎整備基本構

想の概要についてであります。 

 このことについて委員より、「移転する高岡

警察署の跡地はどのように利用するのか。ま

た、新庁舎に入る交通機動隊の訓練場所の移転

先はどのようにするのか」との質疑があり、当

局より、「高岡警察署跡地については、まずは

警察での利活用を検討し、利活用の見込みがな

い場合、国や宮崎市の意向を確認した上で取得

の意思がなければ最終的に民間に売却する方針

である。また、交通機動隊の訓練場所について
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は、新庁舎近隣を中心に検討している」との答

弁がありました。 

 これに対して委員より、「跡地の利用等を含

む新庁舎の整備構想は、地域住民の大きな関心

事である。基本構想に沿い、計画的に取り組ん

でほしい」との要望がありました。 

 最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第８項の規定により、閉会

中の継続審査といたしたいので、議長において

その取扱いをよろしくお願いいたします。 

 以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕 

○外山 衛議長 以上で常任委員長の審査結果

報告は終わりました。 

 委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。 

 

 ◎ 討  論 

○外山 衛議長 これより討論に入りますが、

討論についての発言時間は１人10分以内といた

します。 

 討論の通告がございますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。 

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。日本共産党の前屋敷恵美でござい

ます。 

 今議会に提案されました議案について、ま

ず、議案第１号「令和７年度宮崎県一般会計補

正予算（第１号）」について、反対の立場から

討論いたします。 

 今回の補正予算（第１号）については、一般

会計予算に46億939万1,000円を追加し、予算総

額を6,725億6,839万1,000円とするものです。

内容は県民の暮らしに関わって、必要かつ重要

な予算であることは論をまちません。 

 しかし、問題としているのは、新規事業とし

て、医療施設等経営強化緊急支援事業の中にあ

る病床数適正化支援事業６億2,791万2,000円の

予算です。この事業は、政府の進める医療費４

兆円削減計画の下、余剰ベッドの削減として、

全国の医療機関の病床数11万床削減計画の一環

を進めるものです。 

 削減病床１床当たり410万4,000円を支給する

とされていますが、今、少なくない医療機関

で、コロナ融資の返済が本格化し経営危機で追

い詰められている状況がある中、背に腹は代え

られないと、多分に医療機関からの補助金申請

が予想されます。問題は、こうした補助金を

使って病床削減を続けていくことが、医療機関

の健全な運営につながるのか、根本的な解決に

なるのかということです。 

 コロナ危機を経験して、医療体制の在り方は

十分学んだはずです。パンデミックに対応でき

るのか、それで命を守れるのかということだと

思います。今必要なのは、経営危機に直面しな

がらも、地域医療を支えて頑張っている医療機

関に対して、医療崩壊を防ぐためにも、適切な

直接支援を行うことだと思います。病床削減を

前提にした予算の執行に反対するものです。 

 続いて、請願について述べます。 

 常任委員長報告で、継続審査とされた請願第

11号、不採択とされた新規請願第16号につい

て、いずれも採択を求めるものです。 

 医療機関への財政支援や診療報酬の再改定を

求めた請願第11号は、今議会で３度目の継続審

査です。しかし今、深刻な医療現場の現状は先

送りできない事態です。 

 物価は2.7％も上昇しているのに、診療報酬

改定は0.88％の引上げでしかなく、全く物価上
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昇には追いついていない状況です。しかも、医

療機関は最終消費者とみなされ、患者に転嫁で

きない消費税負担も相当に重く、さらには、看

護師など医療スタッフの人材不足も深刻で、医

療機関は総じて厳しい経営状況に置かれていま

す。ある日突然病院がなくなる、そんな事態に

もなりかねません。 

 医療現場は、地域医療を担い、県民の命と健

康を守るとりでとしての責任を果たすべく頑

張っておられます。今ここで、地域医療や医療

従事者を支えるための支援は待ったなし、まさ

に喫緊の課題です。国に地方の現状をしっかり

届け、施策の基本、診療報酬の引上げを求め、

直接支援も求める。県行政も現状をしっかり受

け止めた施策が必要です。 

 請願第16号は、「選択的夫婦別姓制度を直ち

に導入することを求める意見書」の提出です。 

 選択的夫婦別姓制度の導入をめぐって、28年

ぶりに国会審議が行われました。別姓制度の実

現を待つ事実婚当事者は58.7万人と推計され、

今国会での実現に大きく期待が寄せられました

が、採決は見送られ、議論は先送りされまし

た。 

 今、世界で夫婦同姓を法律で義務づけている

国は日本だけです。しかも結婚した夫婦の95％

で女性が改姓しているのが現状です。このこと

は、個人の尊厳と男女平等、夫婦は対等との日

本国憲法の趣旨にそぐわず、同姓か別姓かを選

べる制度への転換が急がれます。 

 経済連や経済同友会など経済界も、ビジネス

の現場において、女性の活躍が進めば進むほど

弊害が顕在化し、旧姓の通称使用では問題の解

決はできないと、「希望すれば自らの姓を自身

で選択できる制度を早期に実現すべき」と政府

に提言しています。世論調査では、７割以上が

選択的夫婦別姓制度の導入に賛成しています。 

 国連の女性差別撤廃委員会は、繰り返し日本

政府に対して、法律で夫婦同姓を義務づけるこ

とや女性が夫の姓を名のることを余儀なくされ

ていることは差別的であり、選択的夫婦別姓制

度を導入すべきと勧告し続けています。 

 一方、「親と子の姓が別々になるからかわい

そう」「戸籍が壊れる」と心配される向きもあ

りますが、このことは、1996年９月に法務省民

事局が出版した選択的夫婦別姓制度についての

パンフレットで、何ら心配ないことを分かりや

すく説明しています。 

 もはや選択的夫婦別姓制度導入を拒む理由は

ないのではないでしょうか。一人一人のアイデ

ンティティーが尊重され、自分らしく生きてい

ける社会の実現に向けても、早期に法制化する

ことが必要ではないでしょうか。 

 以上、これらの請願はいずれも、県民の命、

安心・安全な暮らしと人権を守る問題です。継

続審査と先延ばしにせず、また不採択と切り捨

てず、請願者の意思を十分に尊重して、県議会

の責任においての採択を強く求めるものです。 

 議員各位の賢明な御判断を切に求めて討論と

いたします。以上です。（拍手）〔降壇〕 

○外山 衛議長 ほかに討論の通告はありませ

ん。 

以上で討論は終わりました。 

 

 ◎ 議案第１号採決 

○外山 衛議長 これより採決に入ります。 

 まず、議案第１号についてお諮りいたしま

す。 

 本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 
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   〔賛成者起立〕 

○外山 衛議長 起立多数。よって、本案は委

員長の報告のとおり可決されました。 

 

 ◎ 議案第２号から第13号まで及び第15号 

採決 

○外山 衛議長 次に、議案第２号から第13号

まで及び第15号の各号議案について、一括お諮

りいたします。 

 各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○外山 衛議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。 

 

 ◎ 請願第16号採決 

○外山 衛議長 次に、請願第16号についてお

諮りいたします。 

 本請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○外山 衛議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の報告のとおり不採択とすることに決定

いたしました。 

 

 ◎ 請願第15号採決 

○外山 衛議長 次に、請願第15号についてお

諮りいたします。 

 本請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○外山 衛議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本請願は委員長の報告のとおり採択とする

ことに決定いたしました。 

 

 ◎ 閉会中の継続審査及び継続調査案件採決 

○外山 衛議長 次に、お手元に配付のとお

り、各常任委員長及び議会運営委員長から閉会

中の継続審査及び調査の申出がありますので、

これを議題といたします。〔巻末参照〕 

 まず、請願第11号についてお諮りいたしま

す。 

 本請願を委員長の申出のとおり閉会中の継続

審査とすることに賛成の議員の起立を求めま

す。 

   〔賛成者起立〕 

○外山 衛議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の申出のとおり閉会中の継続審査とする

ことに決定いたしました。 

 次に、ただいまお諮りしました請願を除く閉

会中の継続審査及び調査については、各委員長

の申出のとおり決することに御異議ありません

か。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○外山 衛議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各委員長の申出のとおり、閉会中の継続審

査及び調査とすることに決定いたしました。 

 

 ◎ 議員発議案送付の通知 

○外山 衛議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。 

   〔事務局長朗読〕 

 

令和７年６月24日  

 宮崎県議会議長 外山  衛 殿 
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   提出者 議会運営委員長 後藤 哲朗 

   議員発議案の送付について 

 下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。 

記 

議員発議案第１号 

  地方財政の充実・強化を求める意見書 

議員発議案第２号 

  少人数学級・教職員定数改善と義務教育費

国庫負担制度の拡充を求める意見書 

 

 ◎ 議員発議案第１号及び第２号追加上程、 

採決 

○外山 衛議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号及び第２号を日程に追加し、議

題とすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○外山 衛議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。 

 議員発議案第１号及び第２号を一括議題とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 両案につきましては、会議規則第39条第３項

の規定により、説明を省略して直ちに審議する

ことに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○外山 衛議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。 

 質疑及び討論の通告はありません。 

 これより採決に入ります。 

 議員発議案第１号及び第２号について、一括

お諮りいたします。 

 両案を原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○外山 衛議長 御異議なしと認めます。よっ

て、両案は原案のとおり可決されました。 

 

 ◎ 議員派遣の件 

○外山 衛議長 次に、議員派遣の件を議題と

いたします。 

 お諮りいたします。 

 会議規則第127条の規定により、お手元に配

付のとおり、議員を派遣することに御異議あり

ませんか。〔巻末参照〕 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○外山 衛議長 御異議なしと認めます。よっ

て、お手元に配付のとおり、議員を派遣するこ

とに決定いたしました。 

 

 ◎ 閉  会 

○外山 衛議長 以上で本定例会の議事は全て

終了いたしました。 

 これをもちまして、令和７年６月定例会を閉

会いたします。 

   午前10時57分閉会 
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１９日間

月　日 曜 区　分 議　　　　事 備　　考

６．６ 金 本会議

開会
会議録署名議員指名
議会運営委員長審査結果報告
会期決定
議案上程
知事提案理由説明

議会運営委員会　   9:30

７ 土

８ 日

９ 月 一般質問通告締切　12:00

１０ 火

１１ 水

１２ 木

１３ 金 請願締切　　　　　16:00

１４ 土

１５ 日

１６ 月 一 般 質 問
議員発議案締切　　17:00
（会派提出）

１７ 火

一 般 質 問
議 案 に 対 す る 質 疑
討 論 、 採 決 ( 人 事 案 件 )
議 案 ・ 請 願 委 員 会 付 託

議会運営委員会　   9:30

１８ 水

１９ 木
議員発議案締切　　17:00
（会派提出を除く）

２０ 金 特 別 委 員 会
議会運営委員会
（特別委員会終了後）

２１ 土

２２ 日

２３ 月 （ 議 事 整 理 ）

２４ 火 本会議
常任委員長審査結果報告
質疑、討論、採決
閉会

議会運営委員会　   9:30

（ 閉 庁 日 ）

休　会

令和７年６月定例会日程

（ 閉 庁 日 ）

（ 議 案 調 査 ）

本会議 一 般 質 問

（ 閉 庁 日 ）

休　会

休　会

本会議

常 任 委 員 会
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 ２ １ ５ ０ ０ － １ １ ０ ０ 

                               令和７年６月６日 

 

 

 宮崎県議会議長 外山 衛 殿 

 

 

                                宮崎県知事 河 野 俊 嗣 

 

 

議 案 の 送 付 に つ い て 

 

 令和７年６月定例会に付議する議案を下記のとおり送付します。 

 

記 

 

議案第１号  令和７年度宮崎県一般会計補正予算（第１号） 

議案第２号 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例 

議案第３号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 

議案第４号  都市公園条例の一部を改正する条例 

議案第５号  職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例 

議案第６号  職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

議案第７号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第８号 宮崎県救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設 

の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

議案第９号 宮崎県女性自立支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改 

      正する条例 

議案第10号 うなぎ稚魚の取扱いに関する条例を廃止する条例 

議案第11号 工事請負契約の変更について 

議案第12号 工事請負契約の変更について 

議案第13号  工事請負契約の変更について 

議案第14号 公安委員会委員の任命の同意について 

議案第15号 宮崎県議会議員及び宮崎県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関 

する条例の一部を改正する条例 

 

 

（文書取扱 財政課） 
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一 般 質 問 時 間 割 
 
 
  ６月１１日（水） 

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考 

  １ 自 由 民 主 党 武田 浩一 １０：００～１１：００  

  ２ 自 由 民 主 党 川添  博 １１：００～１２：００ 休憩 

  ３ 自 由 民 主 党 山口 俊樹 １３：００～１４：００  

 

  ６月１２日（木） 

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考 

  ４ 公 明 党 工藤 隆久 １０：００～１１：００  

  ５ 自 由 民 主 党 二見 康之 １１：００～１２：００ 休憩 

  ６ 自 由 民 主 党 福田 新一 １３：００～１４：００  

 

  ６月１３日（金） 

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考 

  ７ 自 由 民 主 党 山内いっとく １０：００～１１：００  

８ 自 由 民 主 党 下沖 篤史 １１：００～１２：００ 休憩 

９ 県 民 連 合 立 憲 岩切 達哉 １３：００～１４：００  

 

  ６月１６日（月） 

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考 

１０ 日 本 共 産 党 前屋敷恵美 １０：００～１１：００  

１１ 未 来 へ の 風 脇谷のりこ １１：００～１２：００ 休憩 

１２ 県 民 連 合 立 憲 松本 哲也 １３：００～１４：００  

 

  ６月１７日（火） 

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考 

１３ 公 明 党 今村 光雄 １０：００～１１：００  

１４ 自 由 民 主 党 黒岩 保雄 １１：００～１２：００ 休憩 

１５ 自 由 民 主 党 佐藤 雅洋 １３：００～１４：００  
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［議　案］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第１号 令和７年度宮崎県一般会計補正予算（第１号） 可決 可決 可決 可決 可決

第２号
県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正
する条例

可決

第３号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 可決

第４号 都市公園条例の一部を改正する条例 可決

第５号 職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例 可決

第６号
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部
を改正する条例

可決

第７号
職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条
例

可決

第８号
宮崎県救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施
設及び宿所提供施設の設備及び運営の基準に関する
条例の一部を改正する条例

可決

第９号
宮崎県女性自立支援施設の設備及び運営の基準に関
する条例の一部を改正する条例

可決

第１０号 うなぎ稚魚の取扱いに関する条例を廃止する条例 可決

第１１号 工事請負契約の変更について 可決

第１２号 工事請負契約の変更について 可決

第１３号 工事請負契約の変更について 可決

第１５号
宮崎県議会議員及び宮崎県知事の選挙における選挙
運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例

可決

［請　願］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第１１号
医療機関の事業と経営維持のための診療報酬の再改
定、補助金等の財政支援措置についての請願

継続

第１５号
宮崎県におけるアピアランスケアに関する助成制度
の新設についての請願

採択

第１６号
「選択的夫婦別姓制度を直ちに導入することを求め
る意見書」の提出を求める請願

不採択

番　号 件　名

常 任 委 員 会

議案・請願　委員会審査結果表

番　号 件　名

常 任 委 員 会
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閉会中の継続審査・調査申出一覧 

                                                          令和７年６月定例会 

委 員 会 名 事          件 理  由 

総務政策常任委員会 総合政策及び行財政対策に関する調査 
調査を要

するため 

厚 生 常 任 委 員 会 

請願第11号 

 医療機関の事業と経営維持のための診療報酬

の再改定、補助金等の財政支援措置について

の請願 

 

福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関する

調査 

 

慎重な審

査・調査を

要するた

め 

商工建設常任委員会 
商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する

調査 

調査を要

するため 

環 境 農 林 水 産 

常 任 委 員 会 
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査 

調査を要

するため 

文 教 警 察 企 業 

常 任 委 員 会 

教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営

に関する調査 

調査を要

するため 

議 会 運 営 委 員 会 
次期県議会の会期日程に関する審査及び議会運

営に関する調査 

円滑な議

会運営を

図るため 
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議 案 議 決 件 名 一 覧 表 
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議 案 番 号 件                  名 議 決 月 日 

知事提出議案第１号 

  〃   第２号 

 

  〃   第３号 

  〃   第４号 

  〃   第５号 

  〃   第６号 

 

  〃   第７号 

 

  〃   第８号 

 

 

  〃   第９号 

 

  〃   第10号 

  〃   第11号 

  〃   第12号 

  〃   第13号 

  〃   第14号 

  〃   第15号 

 

議員発議案 第１号 

  〃   第２号 

 

令和７年度宮崎県一般会計補正予算（第１号） 

県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正

する条例 

使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 

都市公園条例の一部を改正する条例 

職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例 

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を

改正する条例 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例 

宮崎県救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設

及び宿所提供施設の設備及び運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例 

宮崎県女性自立支援施設の設備及び運営の基準に関

する条例の一部を改正する条例 

うなぎ稚魚の取扱いに関する条例を廃止する条例 

工事請負契約の変更について 

工事請負契約の変更について 

工事請負契約の変更について 

公安委員会委員の任命の同意について 

宮崎県議会議員及び宮崎県知事の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 

地方財政の充実・強化を求める意見書 

少人数学級・教職員定数改善と義務教育費国庫負担制

度の拡充を求める意見書 

６月24日・ 可  決 

    〃 

 

    〃 

    〃 

    〃 

    〃 

 

    〃 

 

    〃 

 

 

    〃 

 

    〃 

    〃 

    〃 

    〃 

６月17日・ 同  意 

６月24日・ 可  決 

 

６月24日・ 可  決 

    〃 
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議 員 発 議 案 等 
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議員発議案第１号 

地方財政の充実・強化を求める意見書 

 

 

 現在、地方自治体には、急激な少子・高齢化に伴う社会保障制度の整備、子育て

施策、人口減少下における地域活性化対策はもとより、DXの推進、脱炭素化、物価

高騰対策など、極めて多岐にわたる役割が求められている。加えて、多発化、大規

模化する災害への対応も迫られている。 

 政府はこれまで「骨太方針」に基づき、地方一般財源水準の前年度水準を確保す

る姿勢を示してきた。しかし、増大する行政需要また不足する人員体制に鑑みれ

ば、今後はより積極的な財源確保が求められる。 

 このため、2026年度政府予算また地方財政の検討にあたっては、現行の地方一般

財源水準の確保から一歩踏み出し、社会全体として求められている賃上げ基調に相

応する人件費の確保を含めた地方財政を実現するよう、以下の事項を求める。 

 

記 

 

１ 社会保障の充実、地域活性化、DX化、脱炭素化、物価高騰対策、防災・減災、

地域公共交通の再構築など、増大する地方公共団体の財政需要を的確に把握する

とともに、社会保障経費の拡充を図り、人材確保に向けた取組を支えるための、

より積極的な地方財源の確保・充実をはかること。 

２ 政府として減税政策を実施する際は、地方財政を毀損することがないよう、確

実にその補填を行うこと。 

３ 人口減少に直面する自治体を支援するため、地方交付税の財源保障機能・財政

調整機能の強化をはかること。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

令和７年６月２４日 

宮 崎 県 議 会 

 

衆 議 院 議 長 額 賀 福志郎 殿 

参 議 院 議 長 関 口 昌 一 殿 

内 閣 総 理 大 臣 石 破   茂  殿 

総 務 大 臣 村 上 誠一郎 殿 

財 務 大 臣 加 藤 勝 信 殿 

内 閣 官 房 長 官 林   芳 正 殿 
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議員発議案第２号 

少人数学級・教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の拡充を求める意見書 

 

 

改正義務標準法は令和３年度に施行され、小学校の学級編制標準は令和７年度
までに段階的に35人へ引き下げられた。また、中学校については令和８年度から
３年かけて段階的に引き下げる方針となっており、今後は、高等学校においても
35人学級の早期実施など少人数学級の検討が求められる。 
 学校では、障がいのある子ども達に対する合理的配慮への対応、いじめ・不登
校の課題など、解決すべき課題が山積しており、教職員が教材研究や授業準備の
時間を十分に確保することが困難な環境となっている。 本県においては、厳しい
財政状況の中、独自財源による定数措置が行われているが、地域の実情に応じた
教育施策を実現できる教職員定数改善が求められている。 
 また、教員の安定確保を目的とした義務教育費国庫負担制度であるが、平成18
年度から国庫負担率が２分の１から３分の１へ引き下げられている。自治体が安
定的に教職員を配置し、一人ひとりの子ども達へのきめ細かな対応や、学びの質
を高める教育環境を実現するため、また、教育の機会均等と水準の維持向上を図
るためには財源保障をはじめとする条件整備は不可欠である。 
 よって、国においては、次年度予算編成において下記事項のとおり対応される
よう強く要望する。  

記 

 

１ 高等学校での35人学級について検討すること。 

２ 教職員の働き方改革、長時間労働の是正、加配教員や少数職種の配置増など
計画的な教職員定数改善ができるよう国全体として取り組むこと。  

３ 新規採用の持続的な確保に加え、定年引上げ期間中にも教職員の安定的な新
規採用ができるよう、定数加配措置をはじめとした必要な財政措置を講ずるこ
と。  

４ 自治体で国の標準を下回る「学級編制基準の弾力的運用」の実施ができるよ
う、加配の削減は行わないこと。  

５ 教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、地方財源を確保した上で、義
務教育費国庫負担制度の堅持はもとより、義務教育費国庫負担割合の拡充を実
現すること。  

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
 

令和７年６月２４日 
                           宮 崎 県 議 会 

衆 議 院 議 長 額 賀 福志郎 殿 
参 議 院 議 長 関 口 昌 一 殿 
内 閣 総 理 大 臣 石 破   茂  殿 
総 務 大 臣 村 上 誠一郎 殿 
財 務 大 臣 加 藤 勝 信 殿 
文 部 科 学 大 臣 あ べ 俊 子 殿 
内 閣 官 房 長 官 林   芳 正 殿 
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議 員 派 遣

令和７年６月２４日

次のとおり、議員を派遣する。

１ 女性議員研究交流大会（全国都道府県議会議長会）

(１) 目 的 地方議会でさらに女性が活躍しやすい環境整備につなげる

とともに、大会参加を通じて女性議員間の一層の連携を深

める。

(２) 派遣場所 東京都

(３) 期 間 令和７年８月２６日（火）

(４) 派遣議員 内田 理佐 脇谷 のりこ
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請 願 一 覧 表 
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 総  括  表  

 

 

委 員 会 

請   願 

計 備 考 

新 規 継 続 

総 務 政 策 １ － １  

厚 生 １ １ ２  

商 工 建 設 － － －  

環 境 農 林 水 産 － － －  

文 教 警 察 企 業 － － －  

計 ２ １ ３  
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 新 規 請 願                                                           

厚生常任委員会 

請願番号 請願第１５号 受理年月日 令和７年６月１１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請願の件名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮崎県におけるアピアランスケアに関する助成制度の新設につい

ての請願 

 

（要旨） 

 宮崎県においてアピアランスケアに関する助成制度を新設し、県

民のがん治療による外見の変化に伴う精神的負担、外見の変化を補

完するための金銭的負担の軽減が図られるよう請願します。 

 

（理由） 

 私は、医療美容師として、日々の業務の中で抗がん剤治療に伴う

副作用で脱毛される患者様と度々接しています。 

 患者様の中には、高額な医療用ウィッグを購入できず、購入を断

念される方や安価なウィッグを購入し不自然なヘアースタイルと

なることで精神的にも負担を感じている方が多いのが現状です。 

 アピアランスケア（がん患者の治療に伴う外見変化による苦痛を

軽減するケア）に伴う助成金によって、がん患者の精神的負担や金

銭的負担は大いに軽減され、人生の質を向上させることができま

す。 

 ついては、宮崎県においてアピアランスケアに関する助成制度を

新設されるよう要望します。 

紹介議員 内田 理佐  山口 俊樹 
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 新 規 請 願                                                           

総務政策常任委員会 

請願番号 請願第１６号 受理年月日 令和７年６月１２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請願の件名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「選択的夫婦別姓制度を直ちに導入することを求める意見書」の提

出を求める請願 

 

（要旨） 

「選択的夫婦別姓制度を直ちに導入することを求める意見書」を提

出してください。 

 

（請願趣旨） 

現行の民法750条では、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従

い、夫または妻の氏を称する」と定められています。しかし、夫婦

同姓が義務付けられているもとで、結婚時に改姓するのは、現在も

95%が女性であり、同姓の強制は、個人の尊厳と男女平等、夫婦は

対等平等との日本国憲法の趣旨にそぐわず、同姓か別姓かを選べる

制度への転換が急がれます。 

昨年10月、国連の女性差別撤廃委員会は、日本政府に対して、「女

性が夫の姓を名乗ることを余儀なくされていることは差別的」であ

り、選択的夫婦別姓制度にすべきと4度目の勧告を行いました。近

年国内でも、各種世論調査で、選択的夫婦別姓制度の導入に賛成の

割合は、反対を大きく上回り、地方議会での意見書採択も524件

(2025年6月3日時点)可決されています。昨年の総選挙でも、多くの

政党が制度の導入• 実現を公約しました。 

夫婦同姓が強制される国は世界中で日本だけとなっています。日

本政府が、国連の度重なる勧告にもかかわらず放置し続けることは

許されません。 

よって宮崎県議会でも国会及び政府に対して、民法を改正して選

択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を採択してくださいます

よう請願します。 

紹介議員 重松 幸次郎  下沖 篤史 
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 継 続 請 願                                                           

厚生常任委員会 

請願番号 請願第１１号 受理年月日 令和６年１１月２９日 

 

 

 

 

 

請願の件名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関の事業と経営維持のための診療報酬の再改定、補助金等の

財政支援措置についての請願 

 

（要旨） 

医療機関の事業と経営維持のための診療報酬の再改定、補助金等の

財政支援措置についての請願 

 

（理由） 

 厚生労働省による医療経済実態調査では赤字法人は約 25％を占

めます。医療法人の施設数約４万件のうち１万件が赤字経営です

が、実態は数字以上に厳しく、資金不足のため、借入金返済に追わ

れ、病院建て替えなどの設備投資は計画にすら手がついていない厳

しい状態です。 

 帝国データバンク 2023 年度動向調査によると、医療機関（病院

・診療所・歯科医院）の倒産は 55 件で過去最多となり、休廃業・

解散が急増しています。休廃業・解散は、倒産件数の 12.9 倍とな

る 709 件が確認され過去最多を更新し 10 年前と比較して 2.3 倍に

増えています。 

 このままでは、日本の地域医療の存続が危ぶまれます。医療機関

の事業と経営の危機は、必要に応じて医療を受ける国民の権利の危

機でもあります。厚生労働大臣、財務大臣の折衝で、本体改定率

0.88％と決定された 2024 年度診療報酬改定が施行されました。こ

の厳しい改定は、医療経営の実態、昨今の物価高騰に見合わないも

のです。特に中小の民間病院、診療所にとって非常に厳しい内容に

なっています。 

 本来、診療報酬は、地域の医療ニーズに応え適切な医療を提供し、

職員にも世間並みの賃金を払い、健全な経営維持が可能なものであ

るべきです。しかし 2024 年度診療報酬改定は、医療機関の願いに

応えるものとは遠くかけ離れたものとなりました。多くの医療機関

から「今の状況が続けば、日本の医療と福祉は早晩もたなくなる」

との悲痛な声があがっています。このままでは、次期改定までの間

に病院がなくなってしまう地域がでてくるかもしれません。地域医

療の崩壊を防ぎ、医療機関の事業と経営維持のために、以下要請し、
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実施を強く求めるものです。 

 また、新型コロナウイルス感染症が５類に移行しましたが、依然

として感染対策の強化は必要な状況であり、経営負担となっていま

す。地域医療または医療従事者を守るために、県に対して財政支援

を求めるものです。 

 

（要請事項） 

１．医療機関の事業と経営維持のための診療報酬の再改定、補助金

等の財政支援措置を行うように、国に対して意見書を提出するこ

と。 

２．国による診療報酬の再改定、補助金等の財政支援措置がない場

合は、地方自治体として、医療機関の事業と経営維持のための補

助金等の財政支援措置を行うこと。 

３．医療従事者に対して、新型コロナウイルス抗原検査キットの配

布を行い、新型コロナウイルスワクチン接種について、補助金等

の財政支援措置を行うこと。 

紹介議員 前屋敷 恵美  永山 敏郎  図師 博規 
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議 事 経 過 
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月  日 曜 区   分 議 事 内 容 

６月６日 金 本 会 議 

開  会 

会議録署名議員指名（野﨑幸士議員、図師博規議員） 

議会運営委員長審査結果報告 

会期決定 

議案第１号～第15号上程 

知事提案理由説明 

６月７日 土 

休   会 

（閉庁日） 
６月８日 日 

６月９日 月 
（議案調査） 

６月10日 火 

６月11日 水 

本 会 議 

一般質問（武田浩一議員、川添 博議員、山口俊樹議員） 

６月12日 木 一般質問（工藤隆久議員、二見康之議員、福田新一議員） 

６月13日 金 一般質問（山内いっとく議員、下沖篤史議員、岩切達哉議員） 

６月14日 土 
休   会 （閉庁日） 

６月15日 日 

６月16日 月 

本 会 議 

一般質問（前屋敷恵美議員、脇谷のりこ議員、松本哲也議員） 

６月17日 火 

一般質問（今村光雄議員、黒岩保雄議員、佐藤雅洋議員） 

採決（議案第14号）（同意） 

議案・請願委員会付託 

６月18日 水 

休   会 

常任委員会 
６月19日 木 

６月20日 金 特別委員会 

６月21日 土 
（閉庁日） 

６月22日 日 

６月23日 月 （議事整理） 

６月24日 火 本 会 議 

議員の辞職許可（後藤哲朗議員） 

議会運営委員会委員の選任 

常任委員長審査結果報告 

討論（議案第１号に反対、請願第11号継続、第16号不採択に反

対）（前屋敷恵美議員） 

採決（議案第１号）（可決） 

採決（議案第２号～第13号、第15号）（可決） 

採決（請願第16号）（不採択） 

採決（請願第15号）（採択） 
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月  日 曜 区   分 議 事 内 容 

６月24日 火 本 会 議 

採決（継続審査・調査案件)（委員長の申出のとおり決定） 

議員発議案送付の通知 

議員発議案第１号、第２号追加上程、採決（可決） 

議員派遣の件 

閉  会 
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  署 名 

  宮 崎 県 議 会 議 長  外 山   衛 

  宮 崎 県 議 会 副 議 長  日 髙 陽 一 

  宮 崎 県 議 会 議 員  野 﨑 幸 士 

  宮 崎 県 議 会 議 員  図 師 博 規 

 

  



 

 

  署 名 

  宮 崎 県 議 会 議 長   

  宮 崎 県 議 会 副 議 長   

  宮 崎 県 議 会 議 員   

  宮 崎 県 議 会 議 員   

 


